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令和５年９月定例会会議録（第１号） 

 

 

令和５年１０月１２日 木曜日 午前１０時００分開会 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   八  鍬  長  一  議員 

 １３番   伊  藤  健  一  議員    １４番   山  科  正  仁  議員 

 １５番   髙  橋  富 美 子  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   小  野  周  一  議員    １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 科 朝 則  総 務 課 長 西 田 裕 子 

総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭  財 政 課 長 小 関   孝 

税 務 課 長 津 藤 隆 浩  市 民 課 長 伊 藤 リ カ 

環 境 課 長 岸     聡  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 横 山   浩 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 鈴 木 則 勝  健 康 課 長 佐 藤 朋 子 

農 林 課 長 柏 倉 敏 彦  商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 加 藤   功  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 渡 辺 政 紀  学 校 教 育 課 長 杉 沼 一 史 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 幸 枝  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員 
事 務 局 長 大 江   周  選挙管理委員会 

委 員 長 武 田 清 治 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 今 田   新  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 叶 内 敏 彦    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  総 務 主 査 笹 原 佳 子 

主 任 小 松 真 子  主 事 秋 葉 佑 太 

 

議 事 日 程 （第１号） 

令和５年１０月１２日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 市長の就任あいさつ 

日程第 ２ 会議録署名議員指名 

日程第 ３ 会期決定 

日程第 ４ 報告第９号一般財団法人新庄市スポーツ協会の経営状況の報告について 

日程第 ５ 報告第１０号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ６ 報告第１１号令和４年度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 

   （一括上程、提案説明、採決） 

日程第 ７ 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ８ 諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ９ 諮問第４号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第１０ 議案第７０号令和４年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 議案第７１号令和４年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１２ 議案第７２号令和４年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１３ 議案第７３号令和４年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１４ 議案第７４号令和４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１５ 議案第７５号令和４年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

日程第１６ 議案第７６号令和４年度新庄市下水道事業会計決算の認定について 

 

日程第１７ 決算特別委員会の設置 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 
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日程第１８ 議案第８１号新庄市印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第８２号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第８３号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について 

日程第２１ 議案第８４号新庄市農村環境改善センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第２２ 議案第８５号市道路線の認定について 

日程第２３ 議案第８６号新庄市土地開発公社定款の変更について 

 

日程第２４ 議案の決算特別委員会、常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第２５ 議案第７７号令和５年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第７８号令和５年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２７ 議案第７９号令和５年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２８ 議案第８０号令和５年度新庄市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

日程第２９ 議員派遣について 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

佐藤卓也議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  欠席通告者はありません。 

  それでは、これより令和５年９月新庄市議会

定例会を開会します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１市長の就任あいさつ 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１市長の就任あいさつ。 

  市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 おはようございます。 

  このたびの選挙におきまして市政をお預かり

することになりました山科朝則でございます。 

  ４月までは12年間にわたり県議会議員として

地域課題の解決に取り組んでまいりました。こ

れからは市長としての重責を担う覚悟を新たに

しております。 

  また、このたびの選挙では多くの市民の皆様

から御支持をいただきましたが、同数ほどの市

民の方々の御支持をいただけない点については

真摯に受け止めてまいります。 

  皆様も御承知のとおり、全国的に人口減少や

少子高齢化が進んでおります。加えて、本市で

は、進学、就職により、若者の流出や高齢化に

伴う医療費の増加など様々な課題が山積してお

ります。 

  一方、県立新庄病院の開院による医療、福祉

の強化、東北中央自動車道の延伸による交通の

利便性、東北農林専門職大学の開学による人材

育成環境の充実など、明るい話題も出てきてお

ります。 

  こうした点から、私は、新庄最上地域には、

今、数十年に一度の変革のチャンスが来ている

と感じております。このチャンスを生かせるか

どうかが今後の地域存続にとって岐路となりま

す。また、未来を見据えたまちづくりについて

真剣に議論を重ね、実践していくことが、今を

生きる私たちの責任と考えております。そのた

めに、次の３点を重点に置いて取り組んでまい

ります。 

  第１点目は、対話と決断です。 

  私は、県議会議員の時代から皆様の多種多様

な要望やお話をお聞きし、実現方法を考え、不

可能な場合は理由を丁寧に説明し、代替案があ

ればそれをお示しするという対応を心がけてま

いりました。こうした経験から、新庄に住んで

いる皆様の課題を一つずつ解決していき、住み

やすいまちづくりを目指してまいることが重要

と考えております。 

  住みやすいまちづくりの実現のためには、市

民の皆様からいただいた御意見、どのような形

で実践できるかも含めてお聞きし、市民と行政

が一体となって議論を重ねていく対応が大切と

しております。そして、本市を変えていくため

には、市民の皆様と力を合わせて実践していく

とともに、様々な課題に対する対応策を責任持

って決断して実行してまいります。 

  ２点目は、未来への責任です。 

  ＳＤＧｓや働き方改革、デジタル化などの言

葉が広がり、目まぐるしい社会情勢の変化の中

で、本市の状況も常に変化しております。こう

した社会に対応していかなければなりません。 

  一方で、人口減少で税収が減少する中にあっ

ても、行政に求められる行政サービスは複雑化、

多様化しています。 

  本市では財政再建時代に職員の採用を減らす
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など財政負担の軽減を図ってきましたが、限り

ある財源や人材の中、行政だけでは一朝一夕に

は解決することができない困難な課題が多くあ

ります。そこで必要になってくるのが市民の力

です。市民の皆様は多くの経験や能力をお持ち

だと思います。特に、民間企業の皆様の力をこ

れまで以上に大いに生かしていただきたいと思

います。 

  今後はますます協働が重要になってくる時代

へ突入します。県や他自治体では、県立高校や

市立高校の建設を民間が行い、建物を行政が借

り受けて利用するなどの事例もあります。民間

の持つノウハウ、資本をうまく活用して、行政

負担を減らしつつ、必要な行政サービスの運営、

投資などを行っていく必要があると考えます。 

  新市長としてきっと新しいことをやってくれ

るだろうという期待の声もいただいております

が、もちろんやりっ放しでは長続きしません。

事業の持続可能性も含め、未来への責任を負う

覚悟で新たな市政運営に努めてまいります。 

  ３点目は、みんなの力で新庄を変えていくと

いうことであります。 

  新庄の未来をよい方向に変えていくには、当

たり前のことですが、市長１人だけの力ではで

きるものでありません。市民の皆様の協力があ

って初めて成し遂げることができます。 

  そのためには、市民皆様と行政との強い信頼

関係の構築を図ることが大切です。情報があふ

れている現代では誤った情報が伝わりかねませ

ん。本市の情報をしっかりと市民の皆様にお伝

えしていくことは、行政に対する信頼を得るた

めに不可欠なことです。市民の皆様と行政の双

方向の情報共有を重点に置き、市民の皆様に開

かれた市政を提供してまいることを目指してま

いります。 

  最後になりますが、これからの新庄を市民の

皆様と共につくっていくという思いでこれまで

も活動してまいりましたが、これからも市議会

の皆様、そして市民の皆様の声をお聞きし、さ

らに皆様の力もお借りし、市全体で新庄の新た

な未来をつくり上げてまいりたいと考えており

ます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 私から市議会を代表してお祝いを

申し上げます。このたびは、御就任、誠におめ

でとうございます。 

  令和５年５月から新型コロナウイルスが感染

症法上２類から５類に位置づけが変更され、経

済活動が徐々に正常化しておりますが、少子高

齢化、人口減少時代において、取り組むべき行

政課題は数多くあります。山科新市長がその行

政手腕を発揮し、諸課題の解決に着実に取り組

まれ、市民生活向上に向け御尽力いただくこと

に大いに期待をしております。 

  議会といたしましても、市長をはじめ執行部

の皆様と議論し、よりよい施策を実行すること

で、住んでよかったと実感していただけるまち

づくりに努力していく所存でございます。 

  山科新市長の御就任を心からお祝い申し上げ、

一言御挨拶とさせていただきます。 

  本日は誠におめでとうございます。 

 

 

日程第２会議録署名議員指名 

 

 

佐藤卓也議長 日程第２会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より議長において、鈴木啓太さん、山科正仁さ

んのお二人を指名いたします。 

 

 

日程第３会 期 決 定 
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佐藤卓也議長 日程第３会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長八鍬長一さん。 

   （八鍬長一議会運営委員長登壇） 

八鍬長一議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議の経過と結果に

ついて報告いたします。 

  去る10月５日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席の下、執行部から

総務課長、関係課長及び議会事務局職員の出席

を求め議会運営委員会を開催し、本日招集され

ました令和５年９月定例会の運営について協議

いたしました。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましては、お手元に配付しております

令和５年９月定例会日程表のとおり、本日から

10月26日までの15日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願いいた

します。 

  このたび提出されます案件は、報告３件、諮

問３件、令和４年度決算の認定等７件、補正予

算４件、議案６件の計23件であります。 

  案件の取扱いにつきましては、本日、報告３

件の後、諮問第２号から諮問第４号までの諮問

３件につきましては、人事案件でありますので、

提案説明の後、委員会への付託を省略して直ち

に審議をお願いいたします。 

  議案第70号から議案第76号までの令和４年度

決算の認定等７件につきましては、本日、全議

員で構成する決算特別委員会を設置していただ

き、同委員会に付託をして審査をしていただき

ます。 

  議案第77号から議案第80号までの補正予算４

件につきましては、本日は提案説明のみにとど

め、委員会への付託を省略して、10月26日、最

終日の本会議において審議をお願いいたします。 

  議案第81号から議案第86号までの議案６件に

つきましては、本日、本会議に上程し、提案説

明の後、総括質疑を受け、所管の常任委員会に

付託をし、審査をしていただきます。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は15名であります。し

たがいまして、１日目５名、２日目５名、３日

目５名で行っていただきます。なお、質問時間

は、質問、答弁を含めて１人50分以内といたし

ます。質問者並びに答弁者の御協力を特にお願

いいたします。 

  以上、よろしく取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会における協議

の経過と結果についての報告といたします。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から10月

26日までの15日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は10月12日から10月26日までの15日間と決

しました。 

 

 

令 和 ５ 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表  
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 10月12日 木 

本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。報告(３件）の説明。諮問

（３件）の一括上程、提案説明、採

決。決算（７件）の一括上程、提案

説明。決算特別委員会の設置。議案

（６件）の一括上程、提案説明、総

括質疑。議案の決算特別委員会、常

任委員会付託。補正予算（４件）の

一括上程、提案説明。  

決 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 10月13日 金 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 渡部正七、八鍬長一、坂本健太郎、 

 鈴木法学、辺見孝太の各議員 

第３日 10月14日 土 
休      会 

 

第４日 10月15日 日 

第５日 10月16日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 小嶋冨弥、山科正仁、佐藤悦子、 

 山科春美、鈴木啓太の各議員 

第６日 10月17日 火 常任委員会 

産 業 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案の審査 

第７日 10月18日 水 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託請願の審査 

第８日 10月19日 木 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 亀井博人、田中 功、髙橋富美子、 

 伊藤健一、小野周一の各議員 

第９日 10月20日 金 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

令和４年度一般会計及び特別会計決

算の審査、水道事業会計利益の処分

及び決算の審査、下水道事業会計決

算の審査 

第10日 10月21日 土 
休      会  

第11日 10月22日 日 

第12日 10月23日 月 休      会 本会議準備のため 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第13日 10月24日 火 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

令和４年度一般会計及び特別会計決

算の審査、水道事業会計利益の処分

及び決算の審査、下水道事業会計決

算の審査 

第14日 10月25日 水 休      会 本会議準備のため 

第15日 10月26日 木 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

決算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。補

正予算（４件）の質疑、討論、採

決。 

 

 

日程第４報告第９号一般財団法人

新庄市スポーツ協会の経営状況の

報告について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第４報告第９号一般財団法人

新庄市スポーツ協会の経営状況の報告について

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 報告第９号一般財団法人新庄市ス

ポーツ協会の経営状況の報告について御説明申

し上げます。 

  この報告は、地方自治法第243条の３第２項

の規定により、同協会の令和４年度事業決算報

告書を議会に報告するものであります。 

  令和４年度の事業報告についてでありますが、

別冊の令和４年度事業決算報告書の１ページ目

のとおり、スポーツ振興事業として、新庄市総

合体育大会に加え、日新小及び新庄小の児童、

保護者を対象に、こども・はばたき事業を実施

するとともに、より多くの市民にスポーツの機

会を提供するため、８つの自主事業を行うなど、

新型コロナウイルス感染症対策を十分図りなが

ら各種スポーツ振興事業を展開しております。 

  施設管理事業におきましては、北辰屋内運動

場の指定管理を新たに開始し、各スポーツ施設

の指定管理者として、利用者が安全に快適に利

用できるよう管理運営を行っております。 

  施設の利用状況につきましては、４月に新型

コロナウイルス感染症拡大による小学生以下の

利用制限がありましたが、その後は感染症対策

を行いながら通常利用としております。 

  また、市民プール等の屋外施設におきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響や天気、

設備の不良などにより営業日を短縮しましたが、

屋内施設の利用状況が回復しており、利用者数、

料金収入ともに前年度を上回っております。 

  ３ページの決算の概要についてでありますが、

経常収益は、都市公園管理までの業務見直しや

指定管理事業における管理施設の増加などによ

り１億8,198万5,327円となっております。また、

経常費用につきましては、委託費、電気料の上

昇などにより１億7,721万9,701円となり、当期

一般正味財産増減額は469万3,626円の増加とな

っております。 

  なお、ただいま説明申し上げた令和４年度事

業及び決算につきましては、令和５年６月21日

に開催されました同協会の令和５年度定期評議

員会において承認されたものであります。 

  以上、一般財団法人新庄市スポーツ協会の経

営状況の報告といたします。 
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佐藤卓也議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第５報告第１０号新庄市土地

開発公社の経営状況の報告につい

て 

 

 

佐藤卓也議長 日程第５報告第10号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 報告第10号新庄市土地開発公社の

経営状況の報告について御説明申し上げます。 

  この報告は、地方自治法第243条の３第２項

の規定に基づき、新庄市土地開発公社の令和４

年度決算について報告するものであります。 

  お手元の令和４年度決算書につきましては、

去る５月29日に開催された土地開発公社令和５

年第２回理事会において承認されたものであり

ます。 

  令和４年度の事業といたしましては、市の施

策として進める定住対策に向け、公社が取り組

むべき事業として小桧室地区の宅地造成計画に

ついて検討を行ったところであります。その結

果、人口減少による市街地の空洞化や少子高齢

化が進む状況を踏まえ、宅地開発事業の在り方

を含めた公社の今後の方向性について、令和５

年度に示していくことといたしました。 

  令和４年度の損益につきましては７万5,872

円の損失となっております。 

  なお、詳細につきましては、配付しておりま

す決算書のとおりであります。 

  以上、令和４年度新庄市土地開発公社の経営

状況の報告といたします。 

佐藤卓也議長 本件につきましては地方自治法第

243条の３第２項の規定による報告であります

ので、御了承願います。 

 

 

日程第６報告第１１号令和４年度

新庄市健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第６報告第11号令和４年度新

庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 報告第11号令和４年度新庄市健全

化判断比率及び資金不足比率の報告について御

説明申し上げます。 

  この報告は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律に基づき、監査委員の意見を付して

議会に報告するものであります。 

  初めに、健全化判断比率についてであります

が、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、前年

度同様、全ての会計が黒字決算でありましたの

で、数値はございません。 

  実質公債費比率につきましては7.1％となり、

前年度と同じ率となっております。 

  また、将来負担比率につきましては2.0％と

なり、前年度の19.3％より17.3％減少しており

ます。 

  次に、資金不足比率でありますが、繰り出し

基準に基づき、一般会計から適正に繰り出しが

行われておりますので、全ての公営企業会計で

不足額はございません。 

  以上、令和４年度の健全化判断比率及び資金

不足比率の報告といたします。 
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佐藤卓也議長 本件は地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項

の規定による報告でありますので、御了承願い

ます。 

 

 

諮問３件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第７諮問第２号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてから日

程第９諮問第４号人権擁護委員の推薦につき意

見を求めることについてを会議規則第35条の規

定により一括議題にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号から諮問第４号までは一括議題とす

ることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 諮問第２号から諮問第４号までの

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて、一括して御説明申し上げます。 

  本案につきましては、令和５年12月31日をも

って任期満了となります本市の人権擁護委員３

名の方につきまして、山形地方法務局長より候

補者の推薦依頼がありましたので、その推薦に

当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より議会の意見を求めるものであります。 

  今回推薦する方は、引き続き推薦する方とし

て柏倉 政さん、髙橋正彦さん、今回新たに推

薦する方として門脇 潤さんであります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、人権擁護委員として人格、識見から適任の

方であると存じますので、御審議いただき、御

意見賜りますようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第２号から諮

問第４号は、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号から諮問第４号は直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号はこれに同意することに決しました。 

  次に、諮問第３号人権擁護委員の推薦につき

意見を求めることについては、これに同意する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第３号はこれに同意することに決しました。 

  次に、諮問第４号人権擁護委員の推薦につき

意見を求めることについては、これに同意する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第４号はこれに同意することに決しました。 
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議案７件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第10議案第70号令和４年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第16議案第76号令和４年度新庄市下水道事

業会計決算の認定についてまでの７件を会議規

則第35条の規定により一括議題にしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第70号令和４年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから議案第76号令和４年度

新庄市下水道事業会計決算の認定についてまで

の７件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 議案第70号令和４年度新庄市一般

会計歳入歳出決算の認定についてから議案第74

号令和４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてまでの５議案に

つきましては会計課長より、議案第75号令和４

年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について及び議案第76号令和４年度新庄市

下水道事業会計決算の認定についての２議案に

つきましては上下水道課長よりそれぞれ御説明

申し上げます。 

  なお、これら決算につきましては監査委員よ

り決算審査意見書の提出を受けておりますが、

監査委員から賜りました御意見については今後

十分に留意いたしまして、効率的な行政運営に

なお一層努力してまいる所存であります。 

  私からの説明は以上でありますが、御審議い

ただき、御決定くださいますようお願い申し上

げます。 

佐藤卓也議長 続いて、会計管理者兼会計課長加

藤 功さんより説明願います。 

  会計管理者兼会計課長加藤 功さん。 

   （加藤 功会計管理者兼会計課長登壇） 

加藤 功会計管理者兼会計課長 おはようござい

ます。 

  それでは、議案第70号令和４年度新庄市一般

会計歳入歳出決算の認定についてより議案第74

号令和４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算の認定につきましての５議案に

ついて、令和４年度歳入歳出決算書を基に御説

明させていただきます。 

  決算書は地方自治法第233条並びに地方自治

法施行令第166条に基づき作成しており、全体

で281ページの構成となっております。 

  初めに、５ページを御覧いただきたいと思い

ます。 

  会計別歳入歳出決算総覧であります。 

  全会計の状況は、一番下の合計欄に記載して

おり、予算現額283億3,869万7,200円、収入済

額287億7,882万2,298円、支出済額273億1,474

万8,551円であります。 

  右側を御覧いただきますと、Ｂ/Ａ、予算現

額に対する収入率は101.53％、執行率にして

96.39％であります。 

  続きまして、８ページを御覧願います。 

  会計ごとの歳入歳出決算書となっております。 

  歳入につきまして、上段の項目欄を御覧いた

だきますと、左から、款、項、予算現額、調定

額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、予算

現額と収入済額との比較の順に並んでおります。 

  議案第70号令和４年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定につきまして、一般会計の歳入は

８ページの１款市税から12ページの22款市債ま

でであります。 

  12ページを御覧願います。 

  一般会計の歳入合計は、予算現額206億3,236

万200円、調定額211億1,042万9,045円、収入済

額207億3,670万7,132円、不納欠損額2,010万

5,849円、収入未済額３億5,361万6,064円であ
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ります。 

  次に、14ページを御覧願います。 

  歳出につきましては、上段の項目を御覧いた

だきますと、左から、款、項、予算現額、支出

済額、翌年度繰越額、不用額、予算現額と支出

済額との比較の順に並んでおります。 

  一般会計の歳出は、14ページの１款議会費か

ら16ページの14款予備費までです。 

  16ページを御覧願います。 

  一般会計の歳出合計は、予算現額206億3,236

万200円、支出済額198億7,968万4,843円、翌年

度繰越額２億2,544万5,594円、不用額５億

2,722万9,763円であります。 

  表下の歳入歳出差引残額は８億5,702万2,289

円です。基金等への繰入れはありません。 

  次に、18ページを御覧願います。 

  議案第71号令和４年度新庄市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてであり

ます。 

  歳入の１款国民健康保険税から８款国庫支出

金までの歳入合計につきましては、予算現額32

億7,942万1,000円、調定額37億9,907万2,176円、

収入済額36億8,777万5,751円、不納欠損額は１

款国民健康保険税2,125万4,338円、収入未済額

は１款国民健康保険税と７款諸収入を合わせま

して9,004万2,087円であります。 

  次に、20ページ、歳出を御覧願います。 

  １款総務費から８款諸支出金までの歳出合計

につきましては、予算現額32億7,942万1,000円、

支出済額32億2,624万3,534円、翌年度繰越額は

なく、不用額5,317万7,466円です。 

  表下の歳入歳出差引残額は４億6,153万2,217

円です。基金等への繰入れはございません。 

  次に、22ページを御覧願います。 

  議案第72号令和４年度新庄市交通災害共済事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてであり

ます。 

  歳入の１款交通災害共済事業収入から５款諸

収入までの歳入合計につきましては、予算現額

408万7,000円、調定額と収入済額は同額の444

万9,784円です。不納欠損額、収入未済額はご

ざいません。 

  次に、24ページ、歳出を御覧願います。 

  歳出合計につきましては、予算現額408万

7,000円、支出済額223万8,982円、翌年度繰越

額はなく、不用額184万8,018円です。 

  表下の歳入歳出差引残額は221万802円です。

基金等への繰入れはございません。 

  次に、26ページを御覧願います。 

  議案第73号令和４年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてです。 

  歳入の１款保険料から10款諸収入までの歳入

合計につきましては、予算現額39億4,572万

8,000円、調定額38億8,544万6,861円、収入済

額38億7,531万8,368円、不納欠損額は１款保険

料の301万790円、収入未済額は１款保険料、２

款分担金及び負担金、10款諸収入を合わせまし

て711万7,703円です。 

  次に、28ページ、歳出を御覧願います。 

  １款総務費から８款公債費までの歳出合計に

つきましては、予算現額39億4,572万8,000円、

支出済額37億5,281万9,368円、翌年度繰越額は

なく、不用額１億9,290万8,632円です。 

  表下の歳入歳出差引残額は１億2,249万9,000

円です。基金等への繰入れはありません。 

  次に、30ページを御覧願います。 

  議案第74号令和４年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてです。 

  歳入の１款保険料から６款国庫支出金までの

歳入合計につきましては、予算現額４億7,710

万1,000円、調定額４億6,931万56円、収入済額

４億6,757万1,263円、不納欠損額は１款保険料

の61万6,140円、収入未済額は１款保険料の112

万2,653円であります。 

  次に、32ページ、歳出を御覧願います。 

  １款総務費から４款諸支出金までの歳出合計
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につきましては、予算現額４億7,710万1,000円、

支出済額４億5,376万1,824円、翌年度繰越額は

なく、不用額2,333万9,176円です。 

  表下の歳入歳出差引残額は1,380万9,439円で

あります。基金等への繰入れはございません。 

  続きまして、40ページを御覧願います。 

  40ページからは会計別の歳入歳出決算事項別

明細書であります。40ページから一般会計歳入

につきまして、84ページから一般会計歳出につ

いて、ページを飛びまして、204ページから国

民健康保険事業特別会計について、224ページ

から交通災害共済事業特別会計について、230

ページから介護保険事業特別会計について、

256ページから後期高齢者医療事業特別会計に

ついての説明となっております。 

  次に、266ページを御覧願います。 

  実質収支に関する調書です。 

  266ページ、一般会計につきましては、４の

翌年度へ繰り越すべき財源として、（２）繰越

明許費繰越額が6,753万8,844円です。３の歳入

歳出差引額から４の（２）繰越明許費繰越額を

差し引いた５の実質収支額は７億8,948万3,445

円となります。次の６の実質収支額のうち地方

自治法第233条の２の規定による基金繰入額は

ございません。 

  また、267ページからの各特別会計におきま

しても、翌年度へ繰り越すべき財源はございま

せんので、３の歳入歳出差引額と５の実質収支

額が同額となっております。 

  次に、271ページを御覧願います。 

  財産に関する調書でありますが、272ページ

から１の公有財産では土地及び建物、山林、無

体財産権、有価証券、出資による権利について

記載しております。276ページから２の物品に

ついて、278ページ、３の債権について記載し

ております。278ページ、４の基金では財政調

整基金ほか18の各基金の現在高状況につきまし

て記載のとおりであります。 

  なお、出納整理期間中に増減がある場合、説

明書きを加えております。 

  以上、令和４年度一般会計及び各特別会計の

歳入歳出決算書についての御説明となります。 

  議案第70号から議案第74号につきまして、十

分なる御審議の上、認定賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 次に、上下水道課長矢作宏幸さん

より説明願います。 

  上下水道課長矢作宏幸さん。 

   （矢作宏幸上下水道課長登壇） 

矢作宏幸上下水道課長 私からは、議案第75号令

和４年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決

算の認定と議案第76号令和４年度新庄市下水道

事業会計決算の認定について、別冊の令和４年

度新庄市上下水道事業会計決算書により御説明

を申し上げます。 

  初めに、２ページ、３ページを御覧ください。 

  議案第75号令和４年度新庄市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定でございます。 

  収益的収入及び支出の収入につきましては、

決算額11億２万1,855円となり、予算額に対し

506万4,855円の増になります。支出につきまし

ては決算額10億4,219万8,585円となり、不用額

は2,529万3,415円になります。 

  ４ページ、５ページの資本的収入及び支出の

収入につきましては、決算額１億3,155万2,182

円となり、予算額に対し58万5,182円の増にな

ります。支出につきましては決算額７億1,063

万8,503円となり、不用額は1,128万3,497円に

なります。 

  ６ページ、７ページの損益計算書につきまし

ては、当年度純利益が前年度より2,000万円ほ

ど少ない1,501万9,451円となり、当年度未処分

利益剰余金は２億2,040万515円となっておりま

す。 

  ８ページ、９ページの剰余金計算書につきま

しては、当年度末残高として資本金は67億
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2,490万5,990円、資本剰余金は484万7,943円、

利益剰余金は５億6,234万9,060円となっており

ます。 

  ８ページ、下部の剰余金処分計算書案につい

て御説明申し上げます。 

  未処分利益剰余金の当年度末残高は２億

2,040万515円となっておりますが、建設改良積

立金に1,500万円を積立てし、処分後の残額２

億540万515円を令和５年度へ繰り越すものでご

ざいます。 

  建設改良積立金に積み立てます1,500万円に

ついては、令和４年度純利益に相当する額を今

後の水道施設更新費用の財源として積み立てる

もので、地方公営企業法の規定に基づき、利益

の処分につきまして議決をお願いするものでご

ざいます。 

  10ページ以降は、貸借対照表及び中期決算附

属書類を記載しておりますので、後ほど御覧い

ただきまして、説明は省略させていただきます。 

  以上、議案第75号令和４年度新庄市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について説明申

し上げました。 

  続きまして、議案第76号令和４年度新庄市下

水道事業会計決算の認定について御説明申し上

げます。 

  40ページ、41ページを御覧ください。 

  初めに、公共下水道事業について御説明申し

上げます。 

  収益的収入及び支出の収入につきましては、

決算額９億705万6,843円となり、予算額に対し

971万8,843円の増になります。支出につきまし

ては決算額８億5,658万8,593円となり、不用額

は2,026万6,407円になります。 

  42ページ、43ページの資本的収入及び支出の

収入につきましては、決算額５億4,270万9,000

円となり、予算額に対し6,847万円の減になり

ます。支出につきましては決算額７億9,482万

3,072円となり、不用額は347万4,928円になり

ます。 

  44ページ、45ページの農業集落排水事業につ

いて御説明申し上げます。 

  収益的収入及び支出の収入につきましては、

決算額8,677万1,589円となり、予算額に対し

164万2,589円の増になります。支出につきまし

ては決算額8,608万9,389円となり、不用額は55

万4,611円になります。 

  46ページ、47ページの資本的収入及び支出の

収入につきましては、決算額2,541万7,000円と

なり、予算額に対し2,000円の減になります。

支出につきましては決算額3,732万5,074円とな

り、不用額は1,926円になります。 

  48ページ、49ページの損益計算書について御

説明申し上げます。 

  公共下水道事業につきましては、当年度純利

益が3,193万4,422円となり、当年度未処理欠損

金は５億7,019万7,108円となっております。 

  続きまして、50ページ、51ページの農業集落

排水事業につきましては、当年度純利益が前年

度より500万円ほど少ない68万2,200円となり、

当年度未処分利益剰余金は710万2,741円となっ

ております。 

  52ページ、53ページの剰余金計算書について

御説明申し上げます。 

  公共下水道事業につきましては、当年度末残

高として資本金は４億7,405万5,000円、資本剰

余金は6,546万7,878円、未処分利益剰余金はマ

イナス５億7,019万7,108円となっております。 

  52ページ、下部の欠損金処分計算書につきま

しては、利益等の処分はございませんので、そ

のまま令和５年度へ繰り越すものでございます。 

  54ページ、55ページの農業集落排水事業につ

きましては、当年度末残高として資本金は２億

3,111万6,217円、資本剰余金は872万8,248円、

未処分利益剰余金は710万2,741円となっており

ます。 

  54ページ、下部の剰余金処分計算書につきま
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しては、利益等の処分はございませんので、そ

のまま令和５年度へ繰り越すものでございます。 

  56ページ以降は、貸借対照表及び中期決算附

属書類を記載しておりますので、後ほど御覧い

ただきまして、説明は省略させていただきます。 

  以上、議案第76号令和４年度新庄市下水道事

業会計決算の認定について御説明申し上げまし

た。御審議の上、御承認賜りますようよろしく

お願いいたします。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５５分 休憩 

     午前１１時０５分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま説明のありました議案第70号令和４

年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てから議案第74号令和４年度新庄市後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

までの各決算、議案第75号令和４年度新庄市水

道事業会計利益の処分及び決算の認定について、

議案第76号令和４年度新庄市下水道事業会計決

算の認定についての決算について、監査委員の

報告をお願いいたします。 

  代表監査委員大場隆司さん。 

   （大場隆司代表監査委員登壇） 

大場隆司代表監査委員 それでは、お配りしてお

ります決算審査意見書により御報告いたします。 

  金額につきましては1,000円単位とし、単位

未満を四捨五入いたしました。したがいまして、

合計金額と内訳の計が一致しない場合がありま

すが、御了承ください。 

  一般会計・特別会計決算審査意見書１ページ

をお開き願います。 

  地方自治法の規定により審査に付されました

一般会計、各特別会計の決算、実質収支に関す

る調書、財産に関する調書及びその中の各基金

の運用状況について、小野周一委員共々審査を

いたしましたので、その概要と結果について御

報告いたします。 

  審査の方法は、新庄市監査基準に準拠し、審

査に付された令和４年度一般会計及び特別会計

歳入歳出決算並びに基金の運用状況について、

法令その他の規定に沿って処理されているか、

決算計数は正確であるかを審査の着眼点として、

歳入歳出簿、その他関係帳簿、収入支出証書類

を照合調査するとともに、関係職員から説明を

受け、また定例監査の結果を参考にして審査を

行いました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施しておりますので、

省略いたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました各会計の決算及び附属書

類は、法令等の規定に準拠して作成されており、

計数は正確であり、予算の執行についても全般

的に適正と認められました。 

  また、各基金はそれぞれの設置の目的に沿っ

て運用されており、決算における計数は正確で

あり、その執行は適正と認められました。 

  決算審査の概要は２ページから31ページにわ

たり記載してございます。その主要な点は、32

ページ、33ページの７．むすびで言及してござ

いますので、こちらで説明させていただきます。 

  32ページをお開き願います。 

  ７．むすび。 

  令和４年度の一般会計及び特別会計を合わせ

た決算額は、歳入が287億7,182万2,000円で前

年度に比べ41億5,029万4,000円（12.6％）減少

し、歳出が273億1,474万9,000円で36億4,562万

6,000円（11.8％）減少しております。 

  当年度の形式収支は、歳入歳出差引残高14億

5,707万4,000円を計上し、この額から翌年度に

繰り越すべき財源6,753万9,000円を差し引いた

実質収支額は13億8,953万5,000円の黒字となり、
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前年度に比べ５億6,488万8,000円（28.9％）減

少となっております。 

  前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支

額は、一般会計で４億3,165万5,000円の赤字、

特別会計で１億3,323万3,000円の赤字、全体で

５億6,488万8,000円の赤字となっております。 

  一般会計の歳入は、207億3,670万7,000円で

前年度に比べ40億1,837万8,000円（16.2％）減

少し、自主財源と依存財源の構成比率は41.0％

対59.0％となり、自主財源の比率は前年度より

4.8ポイント高くなっております。 

  自主財源の根幹をなす市税収入は、前年度に

比べ5,513万7,000円（1.2％）増加しておりま

す。 

  依存財源は、前年度に比べ35億9,921万5,000

円（22.7％）減少しております。これは、市債、

国庫支出金及び地方交付税が減少したためであ

ります。 

  一般会計の歳出は、198億7,968万5,000円で

前年度に比べ36億4,694万8,000円（15.5％）減

少しています。これは、商工費、公債費は増加

しましたが、教育費、民生費、総務費、土木費

が減少したことによるものであります。 

  歳出の中には他会計への繰出金８億5,988万

5,000円が含まれており、介護保険事業特別会

計へ５億2,082万5,000円、国民健康保険事業特

別会計へ２億1,338万7,000円、後期高齢者医療

事業特別会計へ１億2,566万3,000円の繰り出し

となっています。 

  特別会計の歳入は、80億3,511万5,000円で前

年度に比べ１億3,191万6,000円（1.6％）減少

し、歳出は74億3,506万4,000円で前年度に比べ

131万8,000円（0.02％）増加しています。 

  不納欠損額は、一般会計と特別会計を合わせ

4,498万7,000円で前年度に比べ430万7,000円

（8.7％）減少しています。不納欠損処理に当

たっては、滞納者の状況を十分把握し、法令等

に基づき厳正な処分を継続して行っていただき

たいと思います。 

  収入未済額は、一般会計が３億5,361万6,000

円、特別会計が9,828万2,000円、合わせて４億

5,189万9,000円となり、前年度に比べ3,676万

4,000円（8.9％）の増加となっています。 

  税外収入未済額は、分担金及び負担金は46万

6,000円（12.9％）の減少、使用料及び手数料

は51万9,000円（7.2％）の増加、諸収入は

5,141万6,000円（124.6％）の増加となってい

ます。 

  負担の公平性と歳入確保のため、継続した収

納対策を法令等に基づき適正に執行し、未済額

の縮減に向け、なお一層努めていただきたいと

思います。 

  市債残高は166万9,334万8,000円となり、前

年度に比べ５億1,354万9,000円（3.0％）減少

しています。後年度の公債費を考慮しながら市

債の適正な発行に努めていただきたいと思いま

す。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

より算定した実質公債費比率は、令和４年度決

算では7.1％となる見込みで、これは前年度と

同じであります。 

  財政構造の弾力性を示す指数、経常収支比率

は93.9％となる見込みで、前年度に比べ6.9ポ

イント高くなっています。 

  社会経済の状況は不安定さを増しております。

本市においては人口減少及び超高齢化社会が想

定以上の速さで進んできており、それに伴い、

歳入の減少、歳出は社会保障費等の増加が見込

まれます。また、新たな投資的事業や老朽化し

た市有施設の建て替え等の大きな財政負担も見

込まれ、さらには近年頻発する大規模な自然災

害などの様々なリスクから市民生活の基盤を守

る施策も求められております。 

  今後の財政運営に当たっては、これらの経済

社会状況の急激な変化に対応し、将来のあるべ

き姿を実現させる施策を中期財政計画に基づき、
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限られた財源の中で最大限の効果が上げられま

すよう、事業の精査を確実に行い、健全化に努

めていただきたいと思います。 

  次に、別冊の令和４年度新庄市財政健全化・

経営健全化審査意見書を御覧ください。 

  財政健全化審査意見につきましては、実質赤

字及び連結実質赤字は生じておらず、健全な状

態にあると認められます。 

  先ほども申し上げましたが、実質公債費比率

は7.1％であり、早期健全化基準の25.0％と比

較するとこれを下回っており、良好であります。

なお、前年度と同じ比率となっております。 

  将来負担比率は2.0％となっており、早期健

全化基準である350.0％を下回り、良好であり

ます。なお、前年度と比較すると17.3ポイント

低くなっております。 

  以上が令和４年度一般会計、特別会計の決算

審査並びに財政健全化審査の概要と意見でござ

います。よろしくお願いいたします。 

  同じように、お配りしております上下水道事

業会計の決算審査意見書により御報告いたしま

す。 

  １ページをお開き願います。 

  地方公営企業法の規定により審査に付されま

した上下水道事業会計の決算審査について御報

告申し上げます。 

  審査の方法は、新庄市監査基準に準拠し、決

算書類及び決算附属書類が地方公営企業法及び

その他関係法令等に準拠して作成され、財務状

況及び経営成績を適正に表示しているかを検証

し、併せて公共性と経済性が確保されているか

を審査の着眼点として、関係職員から説明を受

け、例月出納検査の結果を参考にするなどの方

法により審査を行いました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました決算書類及び決算附属書

類は、地方公営企業関係法令に基づいて作成さ

れ、上下水道事業の財務状況及び経営成績を適

正に表示しており、決算の計数は正確であり、

適正な決算と認めました。 

  決算審査の概要及び詳細につきましては、水

道事業会計は２ページから12ページ、下水道事

業会計は13ページから30ページに記載してござ

います。また、その主要な点につきましては、

水道事業会計は12ページ、８．むすび、下水道

事業会計は30ページ、むすびで言及しておりま

すので、こちらで説明させていただきます。 

  12ページをお開き願います。 

  ８．むすび。 

  令和４年度水道事業会計の決算審査の概要は

以上のとおりであります。 

  給水世帯は１万3,187世帯で前年度に比べ10

世帯増加し、給水人口は３万1,845人で583人減

少しております。行政区画内人口は令和５年３

月末現在で外国人を含み３万3,123人であり、

普及率は96.1％となり、前年度と同じです。 

  また、水道料金徴収の対象となる年間総有収

水量は314万6,092立方メートルで、前年度に比

べ10万1,368立方メートルの減少となっており

ます。 

  有収率は84.3％で前年度と同じであるが、全

国平均と比較すると低い状況は続いており、無

効無収水量の削減に向け、漏水防止対策等に積

極的に取り組み、さらなる改善に努められます

ようお願いいたします。 

  経営状況を見ると、収益的収支は前年度に比

べ1,149万円（1.1％）減少し、費用は889万

6,000円（0.9％）増加しています。その結果、

当年度純利益は1,501万9,000円となっています。 

  給水人口は減少傾向が続き、また節水志向の

高まりなどにより、今後も給水収益の大幅な増

収は見込めない状況にあります。 

  県広域水道受水費は２億9,305万円の支出と
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なり、前年度より470万円減少していますが、

営業費用の30.3％を占めています。 

  今後も動向を注視し、中長期的な見通しの下、

継続的な負担軽減に取り組まれますようお願い

いたします。 

  給水原価と供給単価を比較すると１立方メー

トル当たりの給水原価は271円50銭、供給単価

は261円68銭で、料金回収率は96.4％で100％を

下回っております。効率的な経営に努力してい

ただきたいと思います。 

  また、営業未収金は、過年度分が2,036万円

で前年度に比べ291万4,000円少なくなっており

ます。現年度分は2,080万4,000円で前年度より

516万円少なくなっていますが、未収金は依然

として高額となっており、負担の公平性を確保

するため、関係機関と連携を図りながら、改善

に向けて、より一層の努力を期待いたします。 

  資本的収支においては、資本的収入は補助金

が6,585万円増加しましたが、資本的支出は建

設改良費の増加により３億3,858万1,000円増加

しております。その結果、資本的収支の不足額

は５億7,908万7,000円となり、前年度に比べ２

億6,604万6,000円増えています。この不足額は、

当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、

過年度損益勘定留保資金により補塡されていま

す。 

  少子高齢化は想定以上のスピードで進行して

おり、老朽化した施設、設備の計画的、効率的

な維持、更新を適時行いながら投資に努めてい

ただきたいと思います。 

  財政状況においては、資産合計は現金預金の

減少により前年度に比べ２億2,739万5,000円

（0.2％）減少しています。負債合計は、企業

債の減少などにより前年度に比べ２億7,319万

2,000円減少し、資本合計は前年度に比べ4,579

万7,000円（0.6％）増加しています。 

  水道は、常に安全で安心な水道水を安定的に

継続供給することが求められる、生活に重要な

ライフラインであります。不測の事態への対策

も含めた危機管理体制の確立を図りながら効率

的な事業運営を行い、健全で強固な経営基盤の

確立に努められることを希望いたします。 

  次に、下水道事業会計の30ページをお開き願

います。 

  むすび。 

  下水道事業の公共下水道事業は、令和５年３

月末で認可区域は735ヘクタール、整備面積は

前年度より3.2ヘクタール増加し540.9ヘクター

ルとなっています。整備率は前年度の73.2％か

ら73.6％となり、管理延長は10万6,912.56メー

トルから1,216.17メートル増え、10万8,128.73

メートルとなっています。普及率は前年より

0.4ポイント増え56.5％で、水洗化率は85.8％

で2.3ポイント増えています。年間総処理水量

は前年度より580立方メートル減少し235万

1,030立方メートルで、下水道使用料金徴収の

対象となる年間有収水量は172万4,399立方メー

トルで前年度より２万6,884立方メートル減少

しています。有収率は73.3％の増となり、前年

度より1.2ポイント減少しています。 

  農業集落排水事業は、処理人口は前年度より

50人減少し1,798人で、水洗化率は90.5％で前

年度より2.3ポイント増加しています。年間総

処理水量は23万5,994立方メートルで前年より

4,125立方メートル増え、年間有収水量は19万

1,084立方メートルで前年より3,340立方メート

ル増加しています。有収率は81.0％で前年と同

率であります。 

  どちらの事業とも有収率が低い状況にあり、

不明水対策の調査や修繕工事等に取り組み、有

収率の改善に努めていただきたいと思います。 

  経営状況を見てみますと、当年度未処理欠損

金は令和３年度末で５億9,571万1,000円が令和

４年度末では５億6,309万5,000円となっていま

す。 

  令和４年度は、営業収益の３億6,747万4,000
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円に対し営業費用が８億4,228万8,000円となり、

営業損失は前年度より4,259万2,000円減少し４

億7,481万4,000円となっています。一般会計か

らの補助金は前年度より2,294万9,000円減少し

２億9,248万7,000円となり、営業外収益は５億

8,947万7,000円で、経常利益が3,203万5,000円

となりました。当期純利益は26万3,000円増加

し3,261万6,000円となり、年度未処理欠損金は

５億6,309万5,000円となりました。 

  現状の経営は一般会計からの繰入れに大きく

依存している状況にあります。収入確保に当た

っては、事業の理解、協力が得られるよう普及

活動を促進し、接続の向上を図り、普及率を改

善し、使用料の確保に努めていただきたいと思

います。また、受益者負担金等の未収金対策に

も積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

  今後の公共下水道の整備は、急速に進展して

いる人口減少に注視し、各種分析を慎重に行い、

的確に行うべきであると考えています。 

  下水道は、市民の快適な生活を支え、公衆衛

生の向上や公共用水域の水質保全を行う重要な

ライフラインの一つであります。将来にわたり、

市民に対し良質で安全安心なサービスを提供で

きるよう経営基盤の一層の健全化を行い、持続

可能な下水道事業が推進されることを切望いた

します。 

  次に、別冊の令和４年度新庄市財政健全化・

経営健全化審査意見書を御覧ください。 

  経営健全化審査意見につきましては、水道事

業、下水道事業の各会計とも資金不足は生じて

おらず、健全な状況にあると認められます。 

  以上が令和４年度上下水道事業会計の決算審

査並びに経営健全化審査の概要と意見でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

日程第１７決算特別委員会の設置 

 

 

佐藤卓也議長 日程第17決算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第70号から議案第76号までの令和４年度

一般会計及び各特別会計歳入歳出決算、令和４

年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算、

新庄市下水道事業会計決算の審査をするため、

委員会条例第６条第１項の規定により決算特別

委員会を設置したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

決算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

決算特別委員会委員の選任 

 

 

佐藤卓也議長 これより、ただいま設置されまし

た決算特別委員会委員の選任を行います。 

  決算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて全議員を指名したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を決算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において決

算特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行

っていただきますので、御参集のほどよろしく

お願いいたします。 

 

 

議案６件一括上程 
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佐藤卓也議長 日程第18議案第81号新庄市印鑑条

例の一部を改正する条例についてから日程第23

議案第86号新庄市土地開発公社定款の変更につ

いてまでの議案６件を会議規則第35条の規定に

より一括議題としたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第81号新庄市印鑑条例の一部を改正する条

例についてから議案第86号新庄市土地開発公社

定款の変更についてまでの議案６件を一括議題

とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 議案第81号新庄市印鑑条例の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

  電子署名等に係る地方公共団体情報システム

機構の認証業務に関する法律の改正により、マ

イナンバーカードを所持している方につきまし

て、電子証明書機能をスマートフォンへ搭載す

ることが可能となりました。これにより、コン

ビニエンスストアにおける各種証明書の交付申

請につきまして、マイナンバーカードに代えて

電子証明書機能を搭載したスマートフォンが利

用できることとなります。 

  本市におきましても、コンビニエンスストア

で行っている印鑑登録証明書の交付につきまし

て、電子証明書機能を搭載したスマートフォン

の使用を可能にするため、必要な改正を行うも

のであります。 

  施行日は、規則で定める日といたします。 

  次に、議案第82号新庄市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例について御

説明申し上げます。 

  本案は、国が定める特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準の一部が改正さ

れたことに伴い、必要な改正を行うものであり

ます。 

  主な改正の内容といたしましては、引用して

いる法律の改正による条項ずれの解消や、こど

も家庭庁の設置に伴う所管官庁の変更など、必

要な規定の整備を行うものであります。 

  施行日は、公布の日といたします。 

  次に、議案第83号新庄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

  本案は、国が定める家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準の一部改正に伴い、必要

な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、こども家庭庁

の設置に伴う所管官庁の変更に関し、本市の条

例についても必要な規定の整備を行うものであ

ります。 

  施行日は、公布の日といたします。 

  次に、議案第84号新庄市農村環境改善センタ

ー設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について御説明申し上げます。 

  新庄市農村環境改善センターは、国の農村総

合整備モデル事業を活用し昭和59年から61年に

かけて整備し、昭和61年７月から供用開始した

施設であります。本施設につきましては、新庄

市公共施設最適化・長寿命化計画において、令

和５年度までに廃止の方向が示されていたとこ

ろであります。 

  近年は、小中学生の多目的ホールの使用料を

無料化したことにより、使用件数、使用者数と

もに増加しておりますが、使用料収入の減少に

対して管理経費は増加しておりますが、今後は

床のメンテナンス、屋根の塗装、照明ＬＥＤ化

などの多額の費用が必要となります。 

  このような状況を受け、多目的ホールにつき

ましては、補助事業により取得した財産の処分
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等の承認基準である34年の処分制限期間を満了

していることから、その利用を廃止するため、

必要な改正を行うものであります。 

  また、食生活改善研修室及び会議室につきま

しては、近年の使用実績が極端に少ないことか

ら、その利用を廃止するため、必要な改正を行

うものであります。 

  施行日は、令和６年４月１日といたします。 

  次に、議案第85号市道路線の認定について御

説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、道路網の整備

を図り、市民福祉の増進に資するため、新たな

市道を認定する必要が生じたことから、道路法

第８条第２項の規定により提案するものであり

ます。 

  提案しようとする路線は、中関屋４号線、中

関屋５号線及び中関屋６号線の３路線であり、

いずれの路線も10月１日に開院した県立新庄病

院前の区域において民間の宅地開発により新た

な道路として整備された路線であり、市に帰属

されたため、新たに認定するものであります。 

  次に、議案第86号新庄市土地開発公社定款の

変更について御説明いたします。 

  新庄市土地開発公社は、現在、解散に向けた

事務手続を進めております。この手続を進める

上で解散時の財産処分に関する規定を定款に新

たに設ける必要があることから、８月18日の公

社理事会において、新庄市土地開発公社定款の

一部を変更する定款の制定についてを可決した

ところであります。 

  この定款の変更につきましては、その効力を

発するためには、公有地の拡大の推進に関する

法律第14条第２項の規定により、設立団体であ

る新庄市の議会の議決を経る必要があることか

ら提案するものであります。 

  変更の内容といたしましては、土地開発公社

の定款に解散に伴う残余財産の帰属に関する事

項を追加するものであります。 

  施行日は、市議会の議決を経て山形県知事の

認可を受けた日といたします。 

  以上、御審議いただき、御可決賜りますよう

お願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 これより、ただいま説明のありま

した議案第81号から議案第86号までの議案６件

について総括質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第81号について、

現在のコンビニ交付の利用状況はどうでしょう

か。また、全国ではコンビニ交付で他人のもの

が出てしまったというような不具合も出たとい

う話があるんですが、市内ではそういったこと

はなかったか、お願いします。 

伊藤リカ市民課長 議長、伊藤リカ。 

佐藤卓也議長 市民課長伊藤リカさん。 

伊藤リカ市民課長 ただいまの佐藤市議の御質問

にお答えいたします。 

  現在、令和４年11月から当市でもコンビニ交

付を開始しているわけですけれども、今年度に

なりまして、全体の証明書の交付に対してコン

ビニでの交付率に関してはほぼ20％程度で推移

しております。 

  また、コンビニ交付において、他市でほかの

方の証明書が出たというような事例もございま

したが、当市においてはそのような事例は確認

されておりません。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかに質疑ありませんか。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議案第84号の改善セン

ターの廃止なんですけれども、市長が説明され

て、無料化なったから小中学校も使うようにな

ったと、大変いいことだと思うんだけれども、

諸般を勘案して廃止だということなんですけれ
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ども、今使っている利用者の方々にはどのよう

に周知徹底して御理解を得ているか、まずその

点をお聞きしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 小嶋市議の御質問にお答えい

たします。 

  下期の利用団体の利用調整会議の段階でも、

現状の改善センターの在り方、こういう考え方

ですよということはお示しして説明させていた

だいております。議会の議決を経た上で正式に

広報等をしたいと考えてございますが、事前周

知につきましては利用団体の説明会の中でさせ

ていただいているところでございます。 

  以上であります。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） そうしますと、利用団

体の方々の理解を得ているという理解でいいん

ですね。 

  あともう一つ、こうなれば解体するんでしょ

う。その解体のお金、費用はどのぐらいを算出

しているか、また解体した跡地はどのように考

えているかという点をお聞きしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 解体費用という御質問でござ

いましたが、解体費用につきましては、委託業

務によりまして11月末までにその金額がはじき

出されるということになっております。中期財

政計画の中では約7,500万円を想定しておりま

すが、現状、11月末の正式な委託料、その解体

料の算定によっては若干増加するのではないか

なと考えてございます。 

  また、解体後の跡地利用につきましては、公

共用地の取得審査会等でもお話ししながら、よ

りいい活用方法について検討してまいりたいと

考えてございます。 

  以上であります。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） かなりあそこの施設は

多くの方々が利用して、利用価値があったと思

うんですけれども、利用団体の方々の行き場所

ですか、例えば体育館を使っている方々が、利

用者の団体が「今度私たちはどこを使ったらい

いべや。私らは利用できなくなって、今までの

活動ができないから困ったな」という声も聞こ

えてくるんですけれども、その方々の受皿とい

いますか、恐らく体育館的な要素で、市の体育

館を利用すると思うんだけれども、その辺のこ

とを十分に配慮なさっているのか、なされてい

ないのかということをお願いしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 ただいま小嶋市議から御質問

いただきました。令和２年度におきまして、あ

そこの施設は防護服の製造のために１年間使用

できなかったということで、他施設をあっせん

して利用していただいたところでございます。 

  そのときは、農林課で管轄しております昭和

活性化センター、それから現在北辰小学校の体

育館も利用できるようになったということで、

改善センターの体育施設がなくなったとしても、

そういった施設で代替ができると考えてござい

ますので、御理解いただければと思います。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。暫時休憩し

ます。 

 

     午前１１時５２分 休憩 

     午前１１時５３分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２４議案の決算特別委員会、

常任委員会付託 

 

 

佐藤卓也議長 日程第24議案の決算特別委員会、

常任委員会付託を行います。 

  議案の委員会付託につきましては、お手元に

配付しております令和５年９月定例会付託案件

表により、それぞれ所管の委員会に付託します

ので、よろしくお願いいたします。 

 

令 和 ５ 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表  

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

決 算 特 別 委 員 会 

議案（７件） 

○議案第７０号令和４年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

○議案第７１号令和４年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議案第７２号令和４年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議案第７３号令和４年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

○議案第７４号令和４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第７５号令和４年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について 

○議案第７６号令和４年度新庄市下水道事業会計決算の認定につい

て 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（６件） 

○議案第８１号新庄市印鑑条例の一部を改正する条例について 

○議案第８２号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

○議案第８３号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

○議案第８４号新庄市農村環境改善センター設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例について 

○議案第８５号市道路線の認定について 

○議案第８６号新庄市土地開発公社定款の変更について 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

請願（１件） 

○請願第１号平和、命、暮らしを壊す軍拡、大増税反対についての

請願 
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議案４件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第25議案第77号令和５年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）から日程第28

議案第80号令和５年度新庄市下水道事業会計補

正予算（第２号）までの補正予算４件について、

会議規則第35条の規定により一括議題にしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第77号令和５年度新庄市一般会計補正予算

（第３号）から議案第80号令和５年度新庄市下

水道事業会計補正予算（第２号）までの補正予

算４件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 議案第77号から議案第80号までの

令和５年度新庄市一般会計及び特別会計並びに

水道及び下水道事業会計の補正予算につきまし

て御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページ、議案第77号一般会計

補正予算でありますが、歳入歳出それぞれ１億

4,222万2,000円を追加し、補正後の予算総額を

197億892万3,000円とするものであります。 

  ５ページの第２表債務負担行為補正につきま

しては、市民文化会館小ホールの舞台照明設備

改修事業及び新庄ふるさと歴史センター空調設

備改修事業を追加し、新中部保育所（仮称）建

設工事の変更をしております。 

  また、６ページ、第３表におきましては、保

育所建設事業債や社会教育施設改修事業債など

の起債の変更を行っております。 

  ９ページからの歳入についてでありますが、

15款国庫支出金につきましては、電力・物価高

騰対策事業の財源として地方創生臨時交付金を

増額しております。 

  また、16款県支出金におきましては、灯油購

入等の助成費に充てる低所得者世帯の冬の生活

応援事業費補助金を計上したほか、事業採択に

伴い、畑地化促進事業費補助金などを新たに計

上しております。 

  さらに、18款寄附金におきましては、スポー

ツ振興費寄附金を新たに計上しております。 

  次に、12ページからの歳出予算の主な補正内

容について御説明申し上げます。 

  １款から10款まで全体を通して人件費に係る

予算の補正をしておりますが、４月の人事異動

に伴う各款の調整によるものであります。また、

各款を通して、市民から寄せられた相談や要望

などに対応したものをはじめ、学校、各公共施

設、道路、側溝などの維持補修や機能強化に係

る経費をそれぞれ計上しております。 

  ２款総務費には、防犯灯の電気料高騰対策と

して防犯灯維持管理事業費補助金を増額してお

ります。 

  ３款民生費には、県の補助を受けて実施いた

します灯油購入等に係る助成費のほか、民間立

保育所の電力・物価高騰対策といたしまして、

食材等物価高騰対策支援事業費補助金及びエネ

ルギー価格高騰対策支援給付金を計上しており

ます。 

  ４款衛生費におきましては、物価高騰対策と

いたしまして、ごみ集積器具購入費補助金を増

額補正しております。 

  ６款農林水産業費には、事業採択に伴う元気

な地域農業担い手育成支援事業費補助金をはじ

めとした各種補助金を予算化したほか、畜産経

営持続化給付金を増額するとともに、農業水利

施設電気料金高騰対策事業費補助金を新たに計

上しております。 

  ７款商工費におきましては、企業版ふるさと

納税を活用した標柱整備業務委託料を増額して
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おります。 

  ８款土木費におきましては、定住促進住宅を

活用した農林専門職大学の学生向け居住支援に

必要な費用を計上しております。 

  10款教育費におきましては、北辰屋内運動場

の浄化槽解体を新たに計上しております。 

  続きまして、31ページからの議案第78号介護

保険事業特別会計補正予算、議案第79号水道事

業会計補正予算及び議案第80号下水道事業会計

補正予算につきましても、今年度のそれぞれの

事業執行に必要な予算の補正を行うものであり

ます。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長及び上下水道課長

より説明をさせますので、御審議いただき、御

可決くださいますようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開します。 

  財政課長小関 孝さん。 

   （小関 孝財政課長登壇） 

小関 孝財政課長 お疲れさまでございます。 

  私より、議案第77号令和５年度新庄市一般会

計補正予算及び議案第78号令和５年度新庄市介

護保険事業特別会計補正予算について御説明さ

せていただきます。 

  最初に、議案第77号一般会計補正予算（第３

号）について御説明いたします。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ１億

4,222万2,000円を追加しまして、補正後の総額

は197億892万3,000円となります。 

  各款各項の補正予算並びに補正後の額につき

ましては、２ページから４ページまでの第１表

歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと思い

ます。 

  次に、５ページをお開きください。 

  第２表債務負担行為の補正でございます。 

  市民文化会館小ホール舞台照明設備改修事業、

新庄ふるさと歴史センター空調設備改修事業に

つきまして、この改修工事が翌年度にわたるこ

とが見込まれるため、新たに設定したものでご

ざいます。 

  下段の新中部保育所建設事業につきましては、

歳入歳出予算の補正に併せた変更となってござ

います。 

  次に、６ページ、第３表地方債補正でござい

ます。 

  保育所建設事業債につきましては、工事請負

費の増額に伴います増額補正となってございま

す。また、県営土地改良事業負担債、地方道路

等整備事業債及び流雪溝整備事業債につきまし

ては事業費の変更などに伴う補正でございます。 

  なお、社会教育施設改修事業債につきまして

は、ふるさと歴史センター空調改修工事に充て

る予定であった地方債に交付税措置がないため

に、公債費抑制の視点から地方債を減額しまし

て、財政調整基金繰入金を充てるものでござい

ます。 

  続きまして、９ページからの歳入について御

説明申し上げます。 

  初めに、15款国庫支出金でございます。 

  ２項１目総務費国庫補助金の地方創生臨時交

付金につきましては、このたびの補正で予算化

いたします各電力・物価高騰対策事業の財源と

して増額補正するものでございます。 

  また、２項６目土木費国庫補助金の公営住宅

改善社会資本整備総合交付金は、空き家を活用

した準学生寮供給促進事業におきまして、事業

者が今年度の事業実施を断念したことによりま

して、このたび減額するものでございます。 

  16款県支出金でございますが、２項２目民生

費県補助金におきまして、灯油購入等助成費に
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係る低所得者世帯の冬の生活応援事業費補助金

500万円を計上してございます。 

  次に、10ページでございます。 

  ２項４目農林水産業費県補助金につきまして

は、県の事業採択などに伴いまして各種県補助

金を増額してございます。 

  18款寄附金は、スポーツ振興費寄附金100万

円を新たに計上してございます。 

  19款の財政調整基金繰入金につきましては、

地方債補正で御説明したところでございますけ

れども、ふるさと歴史センター空調改修工事に

係る地方債に代わる財源としまして、このたび

増額補正するものでございます。 

  20款繰越金につきましては、このたびの補正

予算に充てる一般財源といたしまして、前年度

の繰越金6,976万9,000円を補正してございます。 

  次に、12ページの歳出について御説明申し上

げます。 

  まず、１款から10款までを通しまして人件費

に係る予算の補正を計上してございますが、４

月の人事異動に伴います職員給与費、会計年度

任用職員報酬の各款の調整によるものでござい

ます。また、各款を通しまして、市民の皆様か

ら寄せられました相談、要望などに対応したも

のをはじめ、学校や各種施設、道路側溝などの

維持補修や機能強化に係る費用をそれぞれ計上

してございます。 

  歳出につきまして、主な項目を御説明させて

いただきます。 

  初めに、２款総務費でございます。 

  13ページでございます。 

  １項11目市民生活対策費におきまして、防犯

灯の電気料高騰対策として防犯灯維持管理事業

費補助金220万5,000円を増額補正してございま

す。 

  16ページでございます。 

  ３款１項１目社会福祉総務費には、低所得者

世帯に対する灯油購入費等に係る助成費2,000

万円を計上してございます。 

  17ページ、３款２項１目児童福祉総務費の児

童行政事業費につきましては、民間立保育所等

を対象としました電力・物価高騰対策としまし

て、民間立保育所等食材等物価高騰対策支援事

業費補助金367万円です。民間立保育所等エネ

ルギー価格高騰対策支援給付金310万円を新た

に計上しております。子ども食堂の運営事業者

に対する物価高騰対策としまして、子ども食堂

物価高騰対策支援事業費補助金34万円も新たに

計上してございます。公立保育所施設整備事業

費につきましては、工事請負費を増額してござ

います。 

  19ページ、４款２項２目塵芥処理費のごみ集

積器具購入費補助金につきましては、町内会が

設置しますごみステーションの資材高騰、物価

高騰対策としまして、このたび増額補正するも

のでございます。 

  次に、20ページの６款１項３目農業振興費で

ございます。こちらは県から採択された事業に

対する各種補助金を計上してございます。 

  ６款１項４目畜産業費につきましては畜産経

営継続支援給付金280万円を増額しまして、６

款１項５目農地費には農業水利施設の電力高騰

対策として農業水利施設電気料金高騰対策事業

費補助金100万円を新たに計上しております。 

  次に、21ページ、７款１項３目観光費でござ

います。観光振興対策事業費の標柱整備業務委

託料は、企業版ふるさと納税を活用しまして、

市内各所にあります旧町名などの標柱を整備す

るための費用を増額してございます。 

  22ページの８款土木費は、全体を通しまして、

市道の維持補修に係る費用や公園及び住宅等に

係る修繕費などの補正でございます。 

  このほか、24ページの５項１目住宅管理費に

おきまして、歳入でも触れましたが、空き家を

活用した準学生寮供給促進事業におきまして、

事業者が今年度の事業実施を断念したことによ
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り、準学生寮供給促進事業費補助金2,000万円

を減額してございます。これに代わる東北農林

専門職大学の学生の居住支援としまして、定住

促進住宅を活用することとしまして、定住促進

住宅管理事業費に必要な修繕料をこのたび増額

してございます。 

  25ページからの10款教育費につきましては、

全体を通しまして、小学校、義務教育学校、社

会教育施設に係る維持補修費の増額補正を行っ

てございます。 

  28ページの５項５目市民文化会館費の小ホー

ル舞台照明設備改修工事、29ページの５項８目

ふるさと歴史センター費の空調設備改修工事に

つきましては、債務負担行為補正の説明でも触

れましたけれども、改修工事が翌年度にわたる

ことが見込まれるために、債務負担行為を設定

しまして、今年度に支出する予定の額を残して

減額するものでございます。 

  以上で一般会計の御説明を終わりまして、特

別会計に入らせていただきます。 

  31ページを御覧ください。 

  議案第78号介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）でございます。 

  歳入歳出にそれぞれ１億2,158万1,000円を追

加しまして、補正後の予算額を39億3,975万

6,000円とするものでございます。 

  このたびの補正につきましては、職員給与費

の補正のほか、繰越金を財源としまして、介護

保険給付費準備基金積立金、国などへの償還金

を予算化しておるものでございます。 

  以上で一般会計、特別会計の補正予算の御説

明を終わらせていただきます。 

  何とぞ御審議いただきまして、御可決賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

   （矢作宏幸上下水道課長登壇） 

矢作宏幸上下水道課長 私からは、議案第79号令

和５年度新庄市水道事業会計補正予算（第１

号）及び議案第80号令和５年度新庄市下水道事

業会計補正予算（第２号）につきまして、別冊

の令和５年度新庄市上下水道事業補正予算書に

より御説明申し上げます。 

  初めに、１ページを御覧ください。 

  議案第79号令和５年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）でございます。 

  第２条、業務の予定量の補正につきましては、

建設改良事業費について補正するため、記載を

しております。 

  第３条、収益的支出の補正につきましては、

第１款水道事業費用を96万3,000円減額し、計

10億3,337万6,000円とします。これは人事異動

等に伴い職員給与費を減額するものであります。 

  第４条、資本的支出の補正につきましては、

第１款資本的支出を168万3,000円増額し、計４

億1,954万8,000円とします。これは人事異動等

に伴い職員給与費を増額するものであります。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額３億7,161万5,000円は、過年度損益勘定留

保資金等で補塡いたします。 

  第５条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費の補正につきましては、職員

給与費の既決予定額に補正予定額72万円を増額

し、計5,317万9,000円とします。 

  なお、３ページには補正予算の実施計画を記

載しておりますので、後ほど御覧いただきまし

て、説明は省略をさせていただきます。 

  以上、議案第79号令和５年度新庄市水道事業

会計補正予算（第１号）について御説明申し上

げました。 

  続きまして、４ページを御覧ください。 

  議案第80号令和５年度新庄市下水道事業会計

補正予算（第２号）について御説明申し上げま

す。 

  第２条、業務の予定量の補正につきましては、

建設改良事業費について補正するため、記載を

しております。 
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  第３条、収益的収入及び支出の補正につきま

しては、公共下水道事業の収入第１款下水道事

業収益を237万6,000円増額し、計９億863万円

とします。これは、山形県施工の道路工事に伴

い、支障を来す公共汚水ますの移設補償費の増

額によるものであります。 

  公共下水道事業の支出第１款下水道事業費用

につきましては、942万9,000円を増額し、計８

億9,040万5,000円とします。これは、主に人事

異動等に伴う職員給与費及び道路工事に伴い支

障を来す公共汚水ますの移設修繕費等を増額す

るものであります。 

  続きまして、５ページを御覧ください。 

  農業集落排水事業の支出第１款下水道事業費

用につきましては、17万4,000円を増額し、計

8,982万円とします。これは主に人事異動等に

伴い職員給与費を増額するものであります。 

  第４条、資本的収入及び支出の補正につきま

しては、公共下水道事業の収入第１款資本的収

入を880万円増額し、計４億6,424万5,000円と

します。これは管渠建設改良の増工に伴い下水

道事業債を増額するものであります。 

  公共下水道事業の支出第１款資本的支出につ

きましては、774万2,000円を増額し、計７億

1,180万9,000円とします。これは主に人事異動

等に伴う職員給与費及び汚水管渠布設に関連す

る工事請負費を増額するものであります。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額２億6,208万5,000円は、当年度損益勘定留

保資金等で補塡いたします。 

  第５条、企業債の補正につきましては、限度

額に880万円を増額し計１億9,110万円とします。 

  第６条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費の補正につきましては、職員

給与費の既決予定額に補正予定額96万8,000円

を増額し計4,663万2,000円とします。 

  なお、７ページ以降には公共下水道事業と農

業集落排水事業の補正予算実施計画を記載して

おりますので、後ほど御覧いただきまして、説

明は省略をさせていただきます。 

  以上、議案第80号令和５年度新庄市下水道事

業会計補正予算（第２号）について御説明申し

上げました。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算４件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第77号から議案第80号までの補正予算４件

につきましては、委員会への付託を省略し、10

月26日木曜日、定例会最終日の本会議において

審議をいたします。 

 

 

日程第２９議員派遣について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第29議員派遣についてを議題

といたします。 

  議員派遣につきましては、地方自治法第100

条第13項及び会議規則第167条の規定に基づき、

お手元に配付しております名簿のとおり、全議

員を全国市議会議長会主催の2040未来ビジョン

出前セミナー及び最上市町村議会議長会主催の

議員研修会に、また議会報編集委員６名を山形

県市議会議長会主催の議会報研修会に派遣した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

全国市議会議長会主催の2040未来ビジョン出前

セミナー及び最上市町村議会議長会主催の議員

研修会に全議員を、また山形県市議会議長会主
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催の議会報研修会に議会報編集委員６名を派遣

することに決しました。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  10月13日金曜日午前10時より本会議を開きま

すので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時２１分 散会 
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令和５年９月定例会会議録（第２号） 

 

 

令和５年１０月１３日 金曜日 午前１０時００分開議 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   八  鍬  長  一  議員 

 １３番   伊  藤  健  一  議員    １４番   山  科  正  仁  議員 

 １５番   髙  橋  富 美 子  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   小  野  周  一  議員    １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 科 朝 則  総 務 課 長 西 田 裕 子 

総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭  財 政 課 長 小 関   孝 

税 務 課 長 津 藤 隆 浩  市 民 課 長 伊 藤 リ カ 

環 境 課 長 岸     聡  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 横 山   浩 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 鈴 木 則 勝  健 康 課 長 佐 藤 朋 子 

農 林 課 長 柏 倉 敏 彦  商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 加 藤   功  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 渡 辺 政 紀  学 校 教 育 課 長 杉 沼 一 史 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 幸 枝  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員 
事 務 局 長 大 江   周  選挙管理委員会 

委 員 長 武 田 清 治 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 今 田   新  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 叶 内 敏 彦    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  総 務 主 査 笹 原 佳 子 

主 任 小 松 真 子  主 事 秋 葉 佑 太 

 

議 事 日 程 （第２号） 

令和５年１０月１３日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 渡 部 正 七  議員 

２番 八 鍬 長 一  議員 

３番 坂 本 健太郎  議員 

４番 鈴 木 法 学  議員 

５番 辺 見 孝 太  議員 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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令和５年９月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 渡 部 正 七 

１．「これからの新庄をつくる主要政策」について 

２．「区長と市長のまちづくり会議」について 

３．「ふるさと納税」について 

４．「人・農地プラン」から「地域計画」策定における支援

について 

５．市民スキー場ゲレンデＡコース斜面崩壊箇所の復旧に

ついて 

市 長 

教 育 長 

２ 八 鍬 長 一 
１．２つの「道の駅」について 

２．栗駒国定公園 神室山系の山岳観光について 
市 長 

３ 坂 本 健太郎 

１．総がかりの子育て体制について 

２．新庄市の福祉行政に関する関係団体との連携、協働に

ついて 

３．大雨による洪水等の災害への備えについて 

市 長 

教 育 長 

４ 鈴 木 法 学 

１．「リサイクル事業の現状と今後」について 

２．「新庄まつり」について 

３．「観光資源となる、新庄市の飲食店の情報発信」につい

て 

市 長 

５ 辺 見 孝 太 

１．市政運営について 

２．草屯鎮との交流について 

３．消防団の出動報告について 

４．新庄まつりについて 

市 長 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  欠席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は15名です。質問の

順序は、配付しております一般質問通告表のと

おり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名です。 

 

 

渡部正七議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 それでは初めに、渡部正七さん。 

   （１０番渡部正七議員登壇） 

１０番（渡部正七議員） おはようございます。 

  ９月定例会、一番最初に一般質問いたします、

新政・結の会、議席番号10番の渡辺正七です。 

  芸術の秋、食欲の秋、またスポーツの秋、い

ろいろな季節になりましたが、明日からいよい

よ新庄味覚まつり、また第１回目となります新

庄キャッスルサイドリレーマラソンなど、いろ

いろな行事がめじろ押しであります。 

  私も、明日から第59回新庄市芸術祭というこ

とで、その事業の一つであります、私の趣味で

あります新庄盆栽愛好会の展示会をゆめりあで

行いますので、ぜひ皆さんにも御鑑賞していた

だければと願うところであります。 

  さて、まずもって、９月の市長選挙において

市民の皆様の負託を受けて御当選されました山

科新市長には誠におめでとうございます。 

  対話と決断、そして未来への責任、市民の皆

様が本当に大きな期待を持っていると思います。

新庄最上は今いろいろな問題に直面しています。

これからしっかりといろいろな課題に立ち向か

い、分からないものを分からないままにしない

で、しっかりとやっていく、そしてこれからし

っかり守っていかなきゃいけないものはしっか

りと守り、そして変えていくものはしっかりと

変えていく。山科市長には、安心して暮らせる

新庄、それをみんなでつくっていく、そのリー

ダーとしてこれから進んでいただければと願う

ところでございます。 

  それでは、新しい市長への初めての一般質問

ということで、私も新たな気持ちで臨ませてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

  まず、１番目に、これからの新庄をつくる主

要政策についてお伺いします。 

  市長選挙では選挙公報等においてこれからの

新庄をつくる５つの主要政策を掲げ、市民の負

託を受けて当選されましたが、これから具体的

にどのような市政運営を進めていくのかお伺い

します。 

  まず最初に、「一人一人の市民の方々に寄り

添いながら対話型のまちづくりを進める」とあ

りますが、どのように進めていくのか、具体例

などがありましたらお聞きしたいと思います。 

  次に、子育て施設、子供たちが安心して遊べ

る拠点の整備ということで、これは最上地域全

体での連携も視野に入れて進めていきたいとい
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うことでしたが、現在、子供たちが雪や雨でも

元気に遊べる施設としてわらすこ広場がありま

す。これは、子供たちの遊び場としてはもちろ

んなんですが、子育て世代の情報交換とか交流

の場としてたくさんの方に利用されているわけ

であります。 

  これから子育て施設の整備とか拠点の整備に

ついて具体的に新しいものを考えているのか、

それとも今あるものを現状どのように進めてい

くのか、その辺のお考えをお聞かせ願いたいと

思います。 

  それから、政策の最後の質問になりますが、

新たなにぎわいの拠点として、新庄インターチ

ェンジ付近の道の駅の整備、これを官民一体で

進めるべく議論を早急に進めていきたいという

ことを掲げています。新庄インターチェンジ付

近の道の駅検討会は今中断していると思います

が、その再開のめどはいつ頃を考えているのか、

それと併せて、検討会の組織構成、このまま今

の現状で進めていくのか、どのように考えてい

るのかお聞きしたいと思います。１番目の質問

となります。 

  続きまして、２番目の質問に入ります。 

  区長と市長のまちづくり会議についてお伺い

したいと思います。 

  ７月に開催されました区長と市長のまちづく

り会議、私も今回議員となって初めて５学区の

会場全てに参加させていただきました。私たち

議員はオブザーバー的な立場で、傍聴者という

ことで意見を述べることはなかったのですが、

この会議を通して感じたことは、まちづくりに

おいて町内会とか地域コミュニティーの果たす

役割というのは非常に大きく、今後ますます重

要性を増していくと思われます。 

  今年度の区長と市長のまちづくり会議、市政

への意見として、市全体の将来に関するアイデ

ア、それと地域の課題ということで、地区内の

生活環境の整備等に関すること、この２点につ

いて区長と市長が直接協議し、意見交換が行わ

れたわけであります。 

  今、10月に入って、その後、まちづくり会議

でこれまでいろいろな意見が出ましたが、その

意見の活用とか生活環境の整備等の対応、その

進捗状況についてお伺いしたいと思います。 

  また、市長は対話型のまちづくりを進めると

おっしゃっておりますので、区長と市長のまち

づくり会議というのは非常に重要と思います。

この事業は来年度も継続して行うのか、併せて

お伺いしたいと思います。 

  ３番目の質問となります。 

  ふるさと納税についてお伺いします。 

  ふるさと納税制度というのは、ふるさとを応

援したい、ふるさとに貢献したい、そういう思

いを実現するために、税負担を軽減することに

よりまして、寄附しやすくなるよう創設された

制度であります。人口減少などで税収が伸びな

い自治体にとって、ふるさと納税というのは貴

重な財源としてこれまで定着してきたところだ

と思います。また、魅力的な特産品を返礼品と

することで、その地域をＰＲし、観光などで訪

れてもらう交流人口の拡大にもつながっている

のではないでしょうか。 

  本市においても、山形県新庄市は自然の豊か

さや雪と共にある暮らしを味わい、楽しむこと

ができる田園都市を目指し、まちづくりを進め

ています。そんな新庄市だからこそ作り上げる

ことができる自慢の返礼品をふるさと納税担当

者が自信を持って御紹介しますとＰＲされてお

りました。返礼品のニーズを的確に捉えていろ

いろ設定しておられるようで、本市の返礼品が

ポータルサイトのランキング上位に掲載される

など、担当者の皆さん、返礼品提供事業者の皆

様には頭が下がる思いであります。 

  さて、そのようなふるさと納税のルールがこ

の10月に改正されまして、自治体によっては返

礼品の縮小とか寄附額の引上げ、事務の効率化
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など、いろいろなケースに迫られているところ

であると思います。 

  大阪の泉佐野市では今回の改正によりまして

年間寄附額が32億円減る、そのような報道もあ

りました。 

  このたび適用される新制度が本市に与える影

響についてお伺いします。 

  まず必要経費は寄附額の５割以下の原則化と

いうことで、これまでいわゆる隠れ経費という

ものもあったと思いますが、それも含めて５割

以下にするということになりまして、募集適正

基準の改正に関連した影響はいかがでしょうか。 

  また、地場産品の基準の改正もありまして、

これは、他地域原産の熟成肉とか精米はこれま

ではほかの地域と併せて返礼品として扱えたわ

けですが、今後はこれもできなくなるというこ

とでしたので、これを売りにしてきた自治体は

非常に困惑しているようです。私も、なぜ熟成

肉と精米だけが対象になっているのかなと疑問

に思うところがありまして、意図的なものなの

か、理屈も分からないところがあるんですが、

これに関連した影響、どのようなものがあるか

お伺いしたいと思います。 

  また、地場産品の基準の改正の中で、附帯す

るもの、かつ価値全体の７割以上であることに

変更されたことで、これまで他の地域と地元産

の返礼品をセットにするようなケースもあった

わけですが、この基準が非常に厳しくなって、

セット品としての返礼品ができなくなるような

ことも出ています。その辺の影響についてもお

伺いしたいと思います。 

  最後になりますが、今後、提供事業者と協力

関係を図りながら、観光とか飲食などといった

体験型の返礼品、そのような開発について考え

はないでしょうか、お伺いします。 

  以上、ふるさと納税についての質問となりま

すので、お願いします。 

  続きまして、４番目の質問となります。 

  人・農地プランから地域計画策定における支

援についてお伺いします。 

  農業経営基盤強化促進法の改正によりまして、

農業者の減少や耕作放棄地の拡大が進む中、持

続可能な地域農業の確立を目指し、農地の担い

手確保などにつなげる人・農地プランから地域

計画という名称に変更されまして、各市町村は

2025年３月までに地域計画の策定が義務づけら

れたところであります。 

  人・農地プランは地域の話合いによって目指

すべき将来農地の利用の姿を明確にするという

ものですが、地域計画では、人・農地プランに

は10年後に目指す地域の農業、これは目標地図

も想定して入っているわけですが、そのような

ことがいろいろ加わった内容になっています。

今後の地域計画策定に向け、これまでの背景と

か必要性の周知の強化、これから行う作業の円

滑化を図るための取組、支援等についてお伺い

したいと思います。 

  最後の５番目の質問になります。 

  新庄市民スキー場ゲレンデＡコースの斜面崩

壊箇所の復旧についてお伺いしたいと思います。 

  ６月の定例会においても、私、一般質問で質

問いたしましたが、スキー場のＡコース崩落箇

所は依然放置されたままであります。 

  今回一般質問するということで、私は、おと

とい、スキー場の現場を改めて確認してきまし

た。スキー場に行きましたら、シーズン前に、

指定管理者でありますスポーツ協会職員の皆さ

んが一生懸命草刈りをして頑張っていましたの

で、ちょっと声をかけて、今どういう状況だと

いうお話をさせていただきました。 

  ６月の質問のときには「Ａコースについては

斜度がきつく、盛土をしても再度崩れる危険が

あるため、利用者の安全を確保できる方法を検

討しております」と、そのような回答がござい

ました。 

  シーズンを間近に控え、多くの利用者の皆様
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が早期の復旧を望んでいると思います。これま

でどのような検討を行ってきたのかお伺いした

いと思います。 

  以上、大きく５つの点についての質問となり

ますので、よろしくお願いします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、渡部市議の御質問にお

答えをいたします。 

  初めに、私の公約の一つであります対話型の

まちづくりをどのような形で進めていくかとい

う点についてお答えいたします。 

  住民との対話の場につきましては、これまで

区長と市長のまちづくり会議ということで、各

行政区の区長と意見交換を行いながら地域課題

の解決を図ってきております。また、市長と市

民のまちづくりミーティングにつきましては、

ミーティング開催を希望する地域住民と向き合

いながら意見交換を行ってきております。これ

らの地域の課題についての対話につきまして、

内容を見直しながら継続していきたいと考えて

おります。 

  市民の意見というのは地域の中だけに存在す

るのではなく、子育て世代や高齢者の方々、多

世代の多種多様な関係性の中にも様々な意見や

思いがあると考えております。そのために、対

話型のまちづくりを進めていく上で、そのよう

な様々な市民の方々と意見を交換できる方法に

ついて、今後具体的に検討していくことといた

しますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、子供が安心して遊べる場の拠点の整備

についてでありますが、本市の一番の課題は人

口減少、少子高齢化と認識しておりますので、

子育て世代に選ばれ、子供たちが伸び伸びと育

つまちづくりが重要と感じております。 

  市内各所において子育て支援の充実に向けた

意見交換をしておりますと、多くの子育て世代

の方々から雨や雪などの天候に左右されない屋

内の遊び場に関する要望をお聞きしております。 

  また、県内各地においては、幅広い年齢の児

童に対応した屋内型児童遊戯施設を整備する自

治体が増えてきております。本市から他市町村

に遊びに行くということもお聞きしております。 

  本市には屋内型遊び場としてわらすこ広場が

ありますが、小さな子供には人気がある施設で

ありますが、小学校３年生までの利用となって

おりますので、高学年のニーズへの対応には課

題があると感じております。高学年になれば、

遊びだけでなく、学びの場も求められるのでは

ないかと思いますので、今の時代に求められる

子育て施設については、民間活力の活用や最上

８市町村の連携など様々な可能性を模索しなが

ら検討していきたいと考えております。 

  次に、インターチェンジ付近の道の駅事業に

関する御質問についてお答えいたします。 

  インターチェンジ付近の道の駅につきまして

は、これまで最上８市町村と商工団体、国・県

で構成する新庄インターチェンジ付近道の駅検

討会を設置し、整備に向けた検討を行ってきて

おり、縦軸と横軸の道路が交差する立地を生か

す、にぎわいの拠点になるものと認識しており

ます。 

  現在、高規格道路からの直接乗り入れについ

て国土交通省による検討が行われているため、

検討会は一旦中断されているところであります

が、今後できるだけ早い検討会再開に向けて準

備を進めてまいります。この検討会の再開に関

しては、来春開学する東北農林専門職大学や、

資金力、経営力のある民間との連携等について

も検討を行うため、検討会のメンバーに有識者

等を加えることなども提案していきたいと考え

ております。 

  今後、町村をはじめ関係機関と対話を重ね、

最上地域全体に波及効果をもたらす道の駅の整

備に向けて協議を進めてまいります。 
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  次に、区長と市長のまちづくり会議について

の御質問でありますが、市政への意見につきま

しては、市全体の施策に関する提案でございま

すので、市民の皆様が実感できる形となるまで

にかなり時間を要する場合が多いわけでありま

すが、地域からの貴重な御意見として、市の施

策に可能な限り反映させてまいります。 

  地域の課題につきましては、道路や側溝など

の生活環境に支障を来している事案等が多いわ

けでありますが、生活環境の中で不備が生じて

いる現場を確認した上で、補正予算を編成し、

修繕や業務委託で対応しております。また、舗

装修繕及び側溝修繕等の工事発注が必要になる

ような大規模なものに関しては、年次計画を立

案して令和６年度より計画的に実施してまいり

ます。 

  区長と市長のまちづくり会議につきましては、

これまで30年以上実施してきており、市と地域

の皆さんの意見交換の場としても広く認知され

ておりますので、今後も継続して実施してまい

りたいと考えております。開催の在り方につき

ましては、新庄市区長協議会と相談させていた

だき、進めてまいります。 

  次に、ふるさと納税についての御質問であり

ます。 

  ふるさと納税は、毎年、地方公共団体が総務

省に申請し指定を受けることで１年間運用でき

る制度となっております。ふるさと納税制度に

つきましては、このたび改正が行われ、ふるさ

と納税の募集や取り扱う返礼品のルールが10月

から厳格化されることとなったものであります。 

  まず初めに、募集適正基準の改正に関連した

影響についての御質問でありますが、ふるさと

納税の募集に係る経費を寄附金額の５割以内に

収めなければならなくなったことから、これま

で経費の対象外とされていた寄附金受領証明書

やワンストップ特例に係る申請書の発送等に係

る事務経費などを募集に係る経費として新たに

含めることとなったものであります。 

  その対応策といたしまして、一部自治体では

募集に係る経費を寄附金額の５割以内に収める

ため、返礼品の寄附金額を引き上げる自治体も

見られておりますが、本市といたしましては、

当面、返礼品の寄附金額の引上げを行わず、事

務経費の精査、圧縮、事務効率化やコスト削減

に努めて対応してまいります。 

  次に、地場産品基準の改正に関連した影響に

ついてお答えいたします。 

  地場産品基準とは、自治体が提供するふるさ

と納税返礼品について、地元の特産品であると

いうことを明確化した基準でありますが、いわ

ゆる熟成肉、精米につきましては、原材料とな

る肉や米の産地をその自治体が属する都道府県

に限ることとなったものであります。 

  また、地場産品基準の改正のうち、返礼品に

併せる附帯物に関する部分につきましては、地

場産品と地場産品以外の附帯物をセットにして

返礼品とする場合、返礼品全体のうち地場産品

の価格を７割以上とすることとなっております。 

  この２つの改正につきましては、本市におき

ましてこのような基準外の返礼品の提供をして

おりませんので、この改正による影響はござい

ません。 

  最後に、体験型の返礼品開発についての御質

問でありますが、現在、本市で提供している体

験型返礼品といたしましては、ゴルフ場利用補

助券、ホテル宿泊補助券、市内飲食店で利用で

きる電子商品券、ＰａｙＰａｙ商品券などがあ

ります。また、期間限定でありますが、新庄ま

つりの有料観覧席券も提供しておりました。 

  こうした体験型の返礼品は、ふるさと納税寄

附金を頂きながら実際に新庄にお越しいただけ

るメリットもあるので、引き続き返礼品提供業

者、運営業者と連携しながら、魅力ある返礼品

の開発、情報発信に取り組んでまいります。 

  次に、地域計画策定における支援等について
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の御質問であります。 

  昨年の農業経営基盤強化促進法の改正により、

これまでの人・農地プランが地域計画として法

定化されたところであります。各市町村におい

ては令和７年３月までの間に地域計画を策定す

ることとなっております。 

  地域計画は、これまでの人・農地プランをベ

ースにしながら10年後の目指すべき農地利用の

姿である目標地図などを追加することにより、

地域における農業の将来の在り方や農用地の具

体的な利用の姿を示す計画でありますので、そ

の策定に当たっては、農業委員会、農業協同組

合、土地改良区などの関係機関と連携しながら

進めるとともに、地域の皆さんと一体となって

話し合い、幅広い意見を取り入れていくことが

重要と考えております。 

  市といたしましては、今後、各地域の皆さん

と話合いの場を設け、期限内の計画策定に取り

組んでまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます

が、市民スキー場の復旧につきましては教育長

より答弁をさせますので、よろしくお願いいた

します。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、市民スキー場につい

ての御質問にお答えします。 

  現在、新庄市民スキー場の運営につきまして

は、平成30年８月の豪雨により、全部で３コー

スあるうちＡコースの一部が崩落したため、Ｂ

コースとＣコースの２コースで営業を行ってお

ります。 

  Ａコースの復旧については、対応を検討して

おりますが、盛土などによって再度崩落する危

険性もあり、抜本的な対策を講じるには多額の

費用になることが想定されております。市民ス

キー場においては、このほかにも施設運営に欠

かせないペアリフトや圧雪車の維持管理費用、

ゲレンデ照明のＬＥＤ化工事等も控えているた

め、Ａコースの復旧につきましては施設全体の

管理運営を踏まえて、引き続き検討してまいり

ます。 

  以上であります。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七さん。 

１０番（渡部正七議員） ５つの質問にお答えい

ただきまして、ありがとうございます。 

  再質問させていただきます。 

  まず最初に、一番最初に質問しました、これ

からの新庄をつくる主要政策について、対話と

いうことで、市長から、区長の皆さんとか市民

の皆さんときちんと対話をしていくというお話

がございました。 

  私は、対話ということで、これから一番大切

になってくる一つとして、市の職員の皆さんと

の対話、コミュニケーション、これが非常にこ

れから政策を進めていく上で大切になってくる

のではないかと考えています。対話とコミュニ

ケーションということで、効果的なコミュニケ

ーションを実践するためには、明確さとか共感、

その他適切なタイミングとかフィードバックな

どいろいろあるわけですが、市長はこれから一

番何を大切にして職員の皆さんと関わりを持っ

ていきたいと考えていますか、そのことをお聞

きしたいと思います。 

  また、道の駅、先ほどお答えいただきました

が、検討会、有識者とかそういうのも、新しい

農林大学も含めての連携とかそういうのも含め

て検討していきたいという話がありました。 

  私たち議員には全員協議会のときに市の方向

性を示していただきましたが、それから今まで

に国との協議とかこれまで何か検討があったの

か、そういうことをもう一度お聞きしたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 
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山科朝則市長 渡部議員よりありました職員との

対話の形というのは、私もまだ就任して間もな

いわけでありまして、内部のいろいろな会議の

形態もまだ理解してないところもありますけれ

ども、今まで以上に現場の皆さんと、課長だけ

ではなくて、職員の皆さんといろいろ意見交換

をしながら、現実的にどういうことができるん

だということやら様々な考えを切磋琢磨しなが

ら議論をぶつけてまいりたいと思っておるとこ

ろであります。よろしくお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 おはようございます。 

  私から、道の駅のこれまでの進捗状況等につ

いて説明をさせていただきます。 

  市長就任からいろいろと対話もさせていただ

きながら、今後の進め方についても協議をさせ

ていただいているところでございます。 

  先ほどの市長答弁にもございましたように、

これからの進め方につきましては、東北農林専

門職大学との連携、また資金力、経営力のある

民間事業者との連携などにつきましても、今後

検討を進めていくために必要な検討会のメンバ

ーの選定についても今後検討を進めていく必要

があるということでお話をさせていただいてい

るところでございます。 

  具体的な進め方につきまして、また方向性に

つきましては具体的な協議もさせていただきな

がら今後進めていくことになると思いますが、

これまでの協議につきましては、まずは検討会

の早めの再開に向けて、関係機関、また国とも

調整をさせていただきながら準備を進めていき

たいと考えておりますので、御理解いただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七さん。 

１０番（渡部正七議員） 市長から職員の皆さん

とこれからコミュニケーションをしっかり取っ

て頑張っていきたいという力強いお言葉をいた

だきまして、本当に頑張ってほしいと思います。 

  また、道の駅、今回の議会でも多数の議員が

これから質問すると思います。早期に検討会、

早めに再開されることを願っておりますし、そ

のようにしていただきたいと思います。 

  それから、もう一つ、再質問になります。 

  ふるさと納税について、もう一度質問させて

いただきます。 

  総務省で2023年度に発表されたふるさと納税

の現状調査によりますと、本市のふるさと納税

は９億9,300万円ほど、全国ランキングで228位

となっております。前年度のランクが146位、

ふるさと納税額が12億7,000万円なので、全国

ランキングでは82ポイントダウン、ふるさと納

税額は２億7,700万円ほどの減になっています。

また、2000年度、これが過去最高で15億4,300

万円ということで、すばらしかったなと思って

いるんですけれども、ここ最近、コロナの影響

とかもあるんでしょうけれども、納税額が減少

しています。その要因等について、どのように

捉えておられるかお聞きしたいと思います。 

  また、今年度、制度変更に伴いまして、寄附

金額の引上げ等を見込んで各自治体では９月の

駆け込み需要というものが多くあったと聞いて

おります。 

  本市の場合は、この辺どのような影響があっ

たのか。また、今期の納税額、大体でよろしい

ので、どのような金額を予測しているのか、そ

の２点について再度お聞きしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、私から、ふる

さと納税について、渡部市議からの再質問につ

いてお答えしたいと思います。 

  まず初めに、ふるさと納税の減少要因という

ことでございますけれども、ふるさと納税の状
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況といたしましては、各地方公共団体による過

度な競争というものが否めない状況がありまし

て、それぞれの自治体ごとの様々なＰＲ合戦に

よって差というものがどうしてもついてくると

いうところが現状としてございます。 

  その中で、今回、新庄市の減少部分につきま

しては、米の返礼品がサイトの上位にいたもの

が下がってきているというところが実際ござい

まして、上位にありますとサイトを開いたとき

に新庄市という返礼品から様々サイトの広がり

があってほかの返礼品にもアクセスしていただ

けるというところで、ほかの返礼品も寄附して

いただいているというところがあったものです

から、そういった部分で非常に高い時期があっ

たというところはございます。 

  ただ、その時期にほかの自治体も同様に努力

しているというところで、ほかの自治体もそれ

なりに伸びているというところがありますので、

この辺についてはさらにどういう取組がいいか

というところも含めて、今後ＰＲ、広報活動を

考えていかなければいけないと思っております。 

  ２つ目の質問の制度改正に伴う９月の影響に

ついてですけれども、９月の影響につきまして

は、議員の皆様も御存じのとおり、マスコミ等

でも相当10月から値上がりするという報道をさ

れた中で、今の金額で返礼品をもらえるのは９

月までですよみたいな報道がされたということ

で、非常に９月の寄附金額が新庄市に限らず全

国的に上がっているかと思っています。 

  本市の状況といたしましては、昨年の３倍の

約１億8,000万円ほどと９月分の寄附金額につ

いて把握しておりますけれども、この影響は、

12月の駆け込み需要ということで、本来は12月

が一番、年末ということで駆け込みの寄附が多

い時期ではあるんですけれども、今回９月にさ

れた方が、その影響が12月の減少の要因になら

ないかというところを懸念しておりまして、３

番目の質問として今期の全体的な見込みという

ところなんですけれども、９月の影響額が12月

にどれだけ出るかということにもよるんですけ

れども、それが今までどおり来れば昨年を大き

く上回って10億円を超える金額になるのかなと

思いますけれども、その辺の影響を加味します

と昨年と同じ10億円前後、予算額が10億円なん

ですけれども、10億円ぐらいでいくのかなと見

ているところです。 

  私からは以上でございます。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七さん。 

１０番（渡部正七議員） お答えいただき、あり

がとうございます。 

  ふるさと納税というのはどの自治体も御苦労

されていると思いますし、一生懸命頑張ってい

ると思います。 

  ９月の駆け込み需要が１億円を超えるような

数字だということでびっくりしていますけれど

も、これが12月に今度は逆に影響してくるんじ

ゃないかなとも考えております。 

  返礼品について、報道で、鶴岡市では地元の

企業がアマチュア無線機を８月に、これは高額

で167万円ぐらいする返礼品をしたところ数件

の申込みがあったような報道もあって、167万

円もするようなものでも申込みがあるんだなと

改めて感じたところでありました。 

  それで、そういう高額な返礼品というのはな

かなか考えにくいと思いますが、例えば青森の

ねぶた祭なんかでは有料の観覧席もあって、高

額な観覧席もありますよね。そういうのを新庄

まつりにも、高額、これは賛否両論あると思う

んですけれども、そういう高額の席を設けて売

るとか、そういう方法も一ついかがでしょうか

ということです。 

  また、企業版ふるさと納税、これは地方創生

応援税ということで、令和４年度は件数で５件、

１億5,000万円ほど、新庄市はこのような数字

になっていましたが、今後ふるさと納税の企業
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版もきちんと募集体制をしっかりと取っていた

だいて頑張っていただきたいと思います。 

  2008年度統計を見ますと85万9,000円ほどの

税額でしたが、それが今10億円を超えるまで皆

さんが本当に頑張っていただいたと思いますの

で、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  残り時間あと11分ほどなので、再質問をもう

少し頑張ってやりたいと思います。 

  地域計画について、私も農林水産省の地域計

画の策定マニュアルを見ました。これまでの取

組でも理解度とか各集落で異なる実態があると

思いますので、ぜひ農林課の皆様には今後これ

の理解と作業の円滑化を図っていただきたいと

思います。 

  それで、再質問、スキー場なんですけれども、

先ほど教育長からやはり大変なんだよという話

がありまして、多額の費用が想定されているよ

うな話もありました。 

  市長にお聞きしたいんですが、市長は主要政

策の中で「子育て世代に選ばれ、子供たちが伸

び伸びと育つまちづくりを目指しております」

ということをうたっています。そして、子育て

施設、子供たちが安心して遊べる拠点の整備を

掲げております。 

  市民スキー場というのは冬期間の子供たちの

遊び場でもあると思いますし、また市民スキー

場は体育施設の一つでもあります。そして、新

庄市内の小学生のスキー授業、また鮭川小学校

とか戸沢小学校のスキー授業も行われておりま

して、教育の場でもあると思います。 

  このようなスキー場が平成30年８月の豪雨に

より崩落してからこれまでずっと放置されてき

たということ、市長としてはこのようなことに

関してどのように感じておられますか、御意見

をお伺いしたいと思います。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 

佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝社会教育課長 平成30年に豪雨により崩

落した箇所の放置ということで御指摘をいただ

いておりますが、スキー場は平成12年開場以来、

多くの方に御利用いただいております。子育て

世代ということで、ファミリーゲレンデという

ことで、親子連れ、子供、小中学生の利用料金

が無料になったことで、また利用者数も上がっ

ているという現状でございます。 

  ただ、金額的なところもございますが、表面

上の亀裂、それから崩落等、こういったところ

ろが表面上だけなのか、また範囲がどれだけに

及ぶのかといったところを考えた場合に、詳細

な設計がこれから必要になるであろうというこ

とも大きな課題ではないかなと思います。 

  現在のところ、メインのコースは御利用いた

だけますので、今後、スキー場全体の管理運営、

そういったところを踏まえて、引き続き検討さ

せていただきたいと考えております。 

  以上です。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七さん。 

１０番（渡部正七議員） スキー場、多額の費用

がかかるとかいろいろ想定されているという話

がありましたが、これまで業者に見積りとか何

も動いてないように感じられるわけですよね。

その中で多額な費用が想定されるとかそのよう

なことを言われてもちょっと納得できないとこ

ろがあるんですが、ぜひ早めに今の現状を把握

していただきたいと思います。 

  課長は現場確認とかされたことはあるんでし

ょうか。ぜひ現場に行って、足を運んでいただ

いて、今の現状を見ていただきたいと思います。 

  特に、Ａコースの右側斜面、亀裂が入ってい

ます。指定管理者の報告とかそういうものはな

いんでしょうか、危ないとかそういう報告。現

場確認と、指定管理者から現場が危ないとかそ

ういう報告はございませんか、よろしくお願い

します。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 
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佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝社会教育課長 現場につきましては、私

も何回か確認をさせていただいております。指

定管理者も亀裂に関してはシーズンオフの時期

であっても確認をしていただいておりまして、

危ないというところは御指摘をいただいている

ところです。それを踏まえて検討を今している

ところでございます。 

  以上です。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七さん。 

１０番（渡部正七議員） 危ないという認識があ

るということでございますので、危険なものは、

危ないということを認識されていますので、し

っかり対応していただきたいと思います。 

  今、不測の事態、危機管理ということが非常

に大切な時代だと思いますし、安心とか安全と

いうのが求められる時代であります。安全とい

うのは、６月にも申しましたが、管理者がきち

んと提供すべきだと思いますし、安心は、利用

する皆さんが、ここのゲレンデは安全だな、楽

しいなと判断されると思います。公共の施設で

ありますので、安全の確保、そして充実したサ

ービスということを心がけて、ぜひ早めの対応

をお願いしたいと思います。 

  時間もあと残り少なくなってきましたので、

スキー場につきまして、多くの皆様が復旧を望

んでおりますので、市民の皆さんや利用者にと

ってかけがえのない施設になることをお願いし

たいと思います。 

  そして、市長にも、対話と決断ということで、

このスキー場に対しても決断をお願いいたしま

して、私の一般質問を終わりたいと思います。 

  終わります。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時４８分 休憩 

     午前１０時５８分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

八鍬長一議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、八鍬長一さん。 

   （１２番八鍬長一議員登壇） 

１２番（八鍬長一議員） 12番、勁草21、八鍬長

一です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  46年ぶりの三つどもえ選挙、その選挙を制し

ての市長就任、まずはおめでとうございます。 

  このたびの市長選挙、それぞれの政策を訴え

る中で「道の駅選挙」と表される部分もござい

ました。そういう中で、投票率が６ポイント、

前回よりも向上しました。そのことを私は評価

しております。どの年代や層が新たに投票所に

足を運んだのか、選挙管理委員会の分析を待ち

たいと思っております。 

  政治に関心を持つこと、それは私ども議員に

も責任の一端がございますが、新庄市に住む者

にとって、生活を守るとともに、新庄の未来は

どこに向かっていくのか、政治に無関心、お任

せであれば、そのツケは必ず市民に返ってくる

からであります。 

  それでは、質問に入ります。 

  初めに、２つの道の駅についてお尋ねします。 

  市民の多くは、新庄の道の駅はインターチェ

ンジ付近に設置されることを望んでいる、その

ように私は確信しております。はっきり言えば

「道の駅は２つも要るの」という市民の素朴な

疑問が圧倒的だと思っております。 

  その核心に至るまでは、勁草21の議員団が令

和３年夏に行った市内113か所に及ぶ市政街頭

報告演説会、そして昨年夏に市内３か所で行っ

た市民対話集会に参加した市民の発言がそれを

示しております。 
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  そこで、市長にお尋ねするのは、前市長が進

めてきたエコロジーガーデン駐車場を確保する

ために道の駅の手法を用いてエコロジーガーデ

ンの道の駅整備を進めると言ってきましたが、

新庄市にとってそれが本当に有利なのか、私は

検証すべきではないかと考えます。まず市長の

考えをお聞きしたいと思います。 

  ２つ目は、エコロジーガーデン周辺道の駅に

ついては議会でもいろいろな議論をしてきまし

た。予算に対しては修正動議が何回か出され、

議員の中には「市民説明が不十分であるので市

民説明会をすべきだ」と、そういう主張をしま

したが、市民説明会はしておりません。そうい

う点では異論のある中で強引に進められてきた、

そういう感を私は持っております。 

  また、市民に意見を求めたパブリックコメン

トでは、市の大規模事業についてはハードだけ

じゃなくて、ソフトについてもパブリックコメ

ントを求めることが多いんですが、普通のコメ

ントはせいぜい10件以下、それで収まっている

んです。しかし、エコロジーガーデン道の駅に

対してのパブリックコメントは211件も市民が

回答しております。前代未聞の数であります、

新庄市政にとっては。そういう多くの数が出て

いるにもかかわらず、実際公表されたのは30件

ちょっと、ほんの僅かであります。それも、進

めることを前提としての、それについてのコメ

ントであるからという言い方で、賛成の意見し

か公表しておりません。私は不透明だと思って

います。 

  一部の市民団体は、そのことを不満として情

報公開条例に基づいての公開を求めました。ほ

とんど真っ黒だったそうです。 

  また、さらには市民の一部有志から署名つき

で出されました、これは昨年８月ですが、エコ

ロジーガーデン道の駅の再考を求める要望書に

ついても、その市民団体の代表が言うには「全

く誠意がない。通り一遍の回答があっただけ

だ」と言っていましたけれども、極めてそうい

う点では総括的に市民説明が不十分なまま進め

られてきたと私は思っております。 

  そこで、エコロジーガーデン周辺道の駅は、

令和５年度予算について予算計上されているも

のの、今年度下半期に向かってはどう進めてい

くのか。市民は大変注目しております。市長の

考えをぜひお伺いしたいと思っております。 

  ３つ目の質問ですが、２つの道の駅のうちイ

ンターチェンジ付近の道の駅については、乗り

入れができるかどうか国交省に聞いてみないと

分からないということで、３月に中断していま

すけれども、この検討会を再開するに当たって、

先ほど渡部議員からもありましたけれども、具

体的にどう提案していくのか、市長の考えをお

尋ねします。 

  一問一答での通告でありますので、１点目だ

けのお尋ねであります。よろしくお願いします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、八鍬市議の御質問にお

答えをいたします。 

  本市では、現在、エコロジーガーデン周辺道

の駅、インターチェンジ付近の道の駅の２つの

道の駅整備に向けて事業を進めております。 

  御質問のエコロジーガーデンの駐車場整備の

手法といたしましては、国との整備区分による

負担軽減などもあり、経済的なメリットはある

のではないかと考えております。ただ、エコロ

ジーガーデンの道の駅につきましては、これま

で私が考えてきた道の駅像と違いもあるため、

計画内容についてはもう一度自分なりに精査し

たいと考えております。 

  一方で、この事業は国との一体型整備事業で

あり、国との協定に基づき、年次計画により進

められているものでありますので、今年度の事

業につきましては、現在発注している工事の状
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況も踏まえ、国との調整も行いながら整備の内

容や手法について検討してまいります。 

  次に、インターチェンジ付近の道の駅の具体

的な進め方についての御質問でありますが、新

庄インターチェンジは縦軸と横軸の道路が交差

する重要地点に位置し、本市が行う周辺の道の

駅の整備は新庄最上地域に大きな波及効果をも

たらすと認識しておるところであります。 

  現在、検討会での協議は一旦中断されている

ところでありますが、今後、できるだけ早い検

討会の再開に向けて準備を進めてまいりたいと

考えております。 

  また、にぎわいの拠点づくりに向けて、来春

開学する東北農林専門職大学との連携について、

運営主体である県と対話を強化するとともに、

道の駅整備や運用に関し民間との公民連携を進

めることも模索し、８市町村等で構成する検討

会の中で具体化に向けて協議してまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１２番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

佐藤卓也議長 八鍬長一さん。 

１２番（八鍬長一議員） まず、エコロジーガー

デンの道の駅について、集中して質問したいと

思います。 

  今まで説明してきた進捗状況の確認をしたい

と思っています。実務的なことが多いので、課

長答弁にならざるを得ないのは了といたします。 

  まず国との協定書、「いずれ結びます」とい

うところまでしか私の頭の中には入っていませ

んが、何月にどういう協定を国交省と結んだの

か。それから取付け道路、それから用地買収は

多分済んでいると思うんですが、議決案件につ

いては１件だけでしたので、用地買収について

はトータルで何筆で何人であったか、締結は完

了したのかどうか。 

  それから、道の駅予定地、エコロジーガーデ

ンの予定地、今は多分買収したからでしょうが

草ぼうぼうなんですけれども、50センチかさ上

げしなければならない、そのことは聞いていま

すが、その数字は変わっていないのか。かさ上

げすることによっての課題についてはどう整理

されているか。一部、農道も走ったようであり

ますので、その辺についてお尋ねします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 エコロジーガーデン道の

駅に関しての現在の進捗状況等について御質問

をいただいたところです。 

  これまで議会の中で、また委員協議会の中で

も説明させていただいていた部分はございます

が、改めまして答弁をさせていただきたいと思

っております。 

  まず初めに、国との協定書につきましてであ

ります。国との協定につきましては、昨年10月

末日、31日付をもちまして、国との一体型の整

備を行うという設置協定、また全体的な事業計

画、事業年次、概算費用等をまとめた基本協定、

また令和４年度時点での作業内容を記した年度

協定、この３本について10月末日をもって協定

を締結させていただいております。 

  この中では、これまでも議会の中で議論させ

ていただいておりました国との負担割合につき

まして、正式な実施設計が固まったものではな

いということをもちまして、国と市の駐車台数

の数値を基にした暫定的な負担割合ということ

で、国が２、市が８の割合で協定を結ばせてい

ただいているところでございます。 

  なお、建築物に関しましては、その割合とは

別に、国が４、市が６、４対６ということでそ

れぞれ協定の中で数値化したものを結ばせてい

ただいたところでございます。 

  また、取付け道路の関係ということで、これ

につきましても国と山形県公安委員会との協議

ということもございまして、結構期間がかかっ

てしまったわけでありますが、国道13号からの

乗り入れ部分につきましても何とか取付けが可
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能だということと、併せて買収用地の北側に設

置してあります市道の北辰前線からの乗り入れ

の２か所について、この用地についての取付け

を行う予定で実施設計を組んでいるところでご

ざいます。 

  用地の買収につきましても、昨年度末、３月

末時点で買収を完了し、所有権の移転登記につ

きましても完了したところでございます。 

  実際の用地の筆数につきましては、今手元に

資料を持っておりませんけれども、地権者の皆

様の人数につきましては８名の方から用地を買

収させていただいたということでございます。 

  最後に、用地の盛土に関しまして、これまで

の説明の中で、ハザードマップ上、50センチ未

満の浸水区域に該当しているということで、50

センチの盛土を行うということで計画を進めて

いるところでございます。今年度、盛土に関し

ましての工事の発注につきましては、一昨日入

札を完了させていただきまして、業者が決定し

たというところでございます。 

  この盛土に関しての課題ということでござい

ますが、全体的な設計の中で、新たに求めた用

地につきましては50センチの盛土を行うことで、

取付け道路、また既存の農道についても、農道

というか、市有地であるんですけれども、これ

まで農耕車が通っていた部分につきましても有

効に通過できるような形での計画を進めるとい

うことで、大きな問題にはなっていないと認識

しているところでございます。 

  御質問いただいたことにつきましては、以上

回答とさせていただきます。 

１２番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

佐藤卓也議長 八鍬長一さん。 

１２番（八鍬長一議員） 昨年、基本協定と年度

協定を結んだということでありますが、そこで

もう一度確認します。 

  駐車場本体については８対２の負担割合とい

うことでありますけれども、駐車台数について

私は155台か156台と聞いているんですが、駐車

台数について、はっきりと決まった数字があっ

たらそれを教えてください、駐車台数ね。 

  それからもう一つ、負担割合によって、前執

行部では、道の駅整備事業については４億円ぐ

らいかかるだろう、しかし実負担は、「実負

担」という言い方ですから起債の財政措置など

も含めた数字だと思うんですが、１億円程度で

済むということを何回も強調されていましたが、

その数字は変わっていないんでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 それでは、改めまして答

弁をさせていただきます。 

  協定書の負担割合、先ほど申しましたように、

暫定的な数字といたしまして８対２ということ

で協定を結ばせていただいているところです。

この基になっている部分につきましては、駐車

台数の区画枠に関しての割合が基になっている

と認識しているところです。 

  現在、その協定書の基になりました駐車台数

の割合につきましては、全体で156台に対して

市負担部分が132台、国負担分が24台となって

おります。この台数の中には大型車も含まれて

いる数字でございますので、その辺も御理解い

ただければと思っております。 

  負担割合に関しまして、これまで全体の事業

費に関しておおむねの概算の数字を基にした形

での説明をさせていただいておりましたが、全

体で４億円ほど、市の実負担分が１億円ほどと

いうことで説明をさせていただいてきたところ

でございます。 

  実際の費用につきましては、現在進めており

ます実施設計が完成した段階で細かな数字が出

てくると認識しておりますけれども、現在その

概算につきましておおむね４億円程度に関して

は大きく変わっていないと考えております。現

在の試算を申し上げますと全体で４億2,000万
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円程度かと思っております。 

  その中で、先ほど暫定的な数字として８対２

ということで申し上げたところでありますけれ

ども、具体的な配置計画等を基にして国との協

議をさせていただいておりまして、現在38対62

ぐらいの割合で協議を進めているところでござ

います。こちらの数字につきましても、細かな

部分については数字の確定の段階で改めて変わ

る可能性もございますが、国としてもおおむね

４対６程度で協議の中で進めているということ

で御了解いただいていると認識しているところ

でございます。 

  この割合で再度計算させていただきますと、

４億円の中の６割程度が市の負担ということで、

１億数千万円、五、六千万円ぐらいなるかと思

いますが、そのうち……、３億円ですね、３億

円ほど市の負担となったものに関しまして、国

の交付金事業を活用して45％分の国費をつぎ込

んで、残りの市負担分に関して有利な起債を活

用するということで、その負担分を検討します

と１億二、三千万円ぐらいの概算でできるので

はないかということで試算しているところでご

ざいます。 

  なお、実施設計の数字につきましては、これ

から精査しながら、概算的な部分につきまして

も今後圧縮を試みるつもりでおりますので、そ

の辺につきましてはできる限りの検討を進めた

いと考えております。 

  なお、先ほど市長答弁にもございましたよう

に、改めて再度精査をさせていただきながら、

その整備の内容につきまして、整備の手法につ

きましても、全て市が負担する手法ではなく、

官民連携の手法なども検討し、導入できるとこ

ろにつきましては官民連携の手法を取りながら

市の負担額を減らしていくということも検討し

たいと考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  以上です。 

１２番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

佐藤卓也議長 八鍬長一さん。 

１２番（八鍬長一議員） 実務的にはかなり進ん

でいるように思うんですが、負担割合について

は、私自身、数字を控えましたけれども、前の

もくろみといいますか、計算よりは若干上がっ

ていると思います。 

  それで、公安委員会との協議は終わったんで

すよね。じゃあ一回答弁願います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 取付け道路に関しての公

安との協議ということで、国との一体型整備と

いうことで、国道の改良については国側で整備

を行うということで事業を進めておりますので、

国土交通省と公安委員会との協議という内容に

ついて、何度も図面を引き直した中で、国道か

らの取付け、入るだけの取付けになっているん

ですけれども、その内容で公安との協議は調っ

たということで、実施設計に向かっているとい

う状況でございます。 

  以上です。 

１２番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

佐藤卓也議長 八鍬長一さん。 

１２番（八鍬長一議員） 私は以前にも発言した

ことがあるんですが、エコロジーガーデンのよ

さが道の駅にすることによって分断されたり遠

回りになったりということで、かえって使い勝

手が悪くなるのではないかと、そういう提案も

いたしました。 

  私自身、エコロジーガーデンを市民の憩いの

場として、まゆの郷の営業も尊重しながら活用

してやっていく、そして天気のいい日にはあそ

こに子供たちが集まったりして、そういう和や

かな場所にするということについては、私は決

して反対はしておりません。 

  新庄市が道の駅を２つ持つということと、あ

そこを道の駅にして、幾ら登録道の駅とはいっ
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ても、一旦設置してしまえば、数十年、管理し

ていかなければならないんですね。昨日提案あ

りました山屋の施設も、30数年、廃止するまで

にかかっているわけですから、市単独で整備す

るのと違って、公の金を使うといかにも安くな

ったように見えるんですが、それに基づいて何

十年も管理していかなければならない。そうい

うことを含めると、私はやはり道の駅は１つで

いいと、そしてエコロジーガーデンについては、

あの憩いの場所を新庄にある登録有形文化財と

して活用していけば、それなりに市民も喜ぶの

ではないかと、そういう考えを持っているわけ

であります。 

  さて、インターチェンジ付近の道の駅ですが、

再開するということであります。ぜひ順調な再

開を期待しているところであります。 

  高速道路の十字路というのは新庄しか持って

いないわけですよね。それは当然市長も、過去

の歴史、それから最上エコポリス構想とか、古

くは木田市長の話とかも耳にされていると思う

んですが、新庄の持ち味を生かしていくために

は、私は、インターチェンジ付近の道の駅に新

庄市としては最上７町村と一体となって全力を

注いでいく、そこに新庄の将来がかかっている。

市長が昨日の就任挨拶で言った、そういう熱い

思いが必要だと思うんです。 

  そういう点で、新庄市の道の駅の体制につい

ては、市長、それから、今はいませんけれども

副市長とか、実務については課長なわけですよ

ね、交渉相手とか、複雑な経営、民間活力を使

っていきたいという構想もありますし、そうい

う点では、いわゆる常勤職の課長を超えて、道

の駅整備に関しての特別職的な人材も必要では

ないかと思っているんですが、任命権は市長に

あるわけですので、その点、もし発言できまし

たら市長にお願いしたいと思います。 

佐藤卓也議長 暫時休憩します。 

 

     午前１１時３０分 休憩 

     午前１１時３１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開します。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 ただいまの八鍬議員の提案であり

ますけれども、基本的にゲートウエー型といい

ますか、インターチェンジ付近の道の駅の検討

会については、私、現段階でその役割をどのよ

うな立場で担うかということが全然決まってお

りませんので、新庄市の代表として、８市町村

主体でやるという状況の中で、いずれの立場が

どうなるかというのがまだ見えておりません。

その段階でそのような人事をするということに

ついて言及することは無理だと思っております

ので、御意見を十分賜りながら参考にしていき

たいと思うところでありますので、御理解いた

だきたいと思います。 

  以上でございます。 

１２番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

佐藤卓也議長 八鍬長一さん。 

１２番（八鍬長一議員） 全体の検討会を担当す

るポジションと、私が言いたいのは、新庄市の

窓口というのが非常に重要になってくると思う

んですよね。７町村と協議する、県と協議する、

国と協議する、そして場合によっては民間との

交渉もする。所掌事務を所管している課長、決

して課長をどうこう言っているわけじゃないん

ですが、職員の課長では限界があるのではない

かと思っていますので、今の段階で市長がはっ

きり言えないのは承知していますが、そういう

こともぜひしていかないと、着工するまでに10

年もかかるという言い方もこの選挙戦であった

わけですが、いやそれはやり方だと思うんです。

そういう点ではぜひ前向きに取り組んでいただ

きたいと思います。 

  引き続いて、２つ目の質問に行きます。 
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  新庄のいいところのディスプレーがこの議場

にもあります。本合海の八向山は標高は僅か

206メートルしかありません。しかし、山形百

名山に指定されてからは静かにブームを呼んで、

週末には必ず登山者の車が止まっております。 

  山形県人にとって山形百名山というのは一つ

の何といいますか、登山者の意識といいますか、

一つずつ潰していくんだということで、そんな

ことで、私も途中でつえを持った多くの登山者

とかお会いして話しするんですが、「どこから

来たんですか」「村山です」「どこから来たんで

すか」「山形です」「どこから来たんですか」

「東京のほうです」という方もいますし、本当

に静かに、コロナがあったからということもあ

るのかな、山ブームが起きているということを

感じております。 

  そういう点では新庄市は大きな財産を持って

おります。それは栗駒国定公園神室山系であり

ます。この山岳観光についてお尋ねしたいと思

っております。 

  当然、国定公園でありますから県の管理とい

うことになりますけれども、新庄市が持ってい

る宝、国定公園神室山系をさらに生かして新庄

の魅力を高めていきたい、そういう思いからの

質問であります。 

  特に、火打岳から神室山系山頂の南北の稜線

については、北西の風にさらされて、厳しい稜

線が、標高はないんだけれども東北の北アルプ

スではないかという評価をしている方もいるよ

うであります。 

  そこで、1,000メートルを超える登山道の刈

り払いなどについては大変難儀をしていると思

うんですが、その整備や、それから関係市町村、

県との連携についての現状と課題についてはど

う把握しているか、まず最初にお尋ねします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 栗駒国定公園の神室山系の山岳観

光についての御質問にお答えをいたします。 

  神室山系につきましては、市民登山から県外

登山客に至るまで幅広く利用され、神室山系を

中心とした山岳観光への需要の高まりがコロナ

禍を経てさらに力強さを見せていると認識して

おります。また、登山愛好家を対象とした登山

イベントを毎年実施し、数日で満員に達するな

ど大変好評を得ており、神室山系のさらなる魅

力発信に大きな効果が図られているものと考え

ております。 

  このような需要に対応するため、登山道等の

整備につきましては、県及び県自然公園保全整

備促進協議会と連携し、山岳団体の協力の下、

登山シーズンに合わせて登山道の整備、点検を

実施しております。さらに、山岳団体におきま

しては、常日頃から、神室山から杢蔵山までの

登山道の維持管理に御協力をいただいていると

ころであります。 

  関係市町村との連携につきましては、本市の

ほか、金山町、最上町及び秋田県湯沢市の２市

２町で構成しております神室山避難小屋管理運

営協議会において、山岳観光や避難小屋の整備

を連携して行っております。今後も継続してそ

の連携強化を図ってまいります。 

  今後の課題といたしましては、登山道の刈り

払いの作業協力をいただいております各山岳団

体のメンバーの高齢化による作業の困難化や、

会員加入者の減少などの課題があります。また、

将来的に大規模な修繕が必要となる神室山避難

小屋につきましては、国や県の財政支援も必要

と認識しております。 

  こうした諸課題に対応するために、県や関係

機関との連携をさらに深め、山岳団体との協力

関係をより一層密にして山岳観光振興に努めて

まいりたいと考えております。 

  以上です。 

１２番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

佐藤卓也議長 八鍬長一さん。 
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１２番（八鍬長一議員） ありがとうございまし

た。 

  実務的な数字の質問をしますので、これは課

長が把握していると思いますが、登山道の延長

距離、それから国定公園としての新庄市の総面

積、その辺が分かりましたら教えてください。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 まず、登山道の総延長に

関する御質問についてお答えいたします。 

  登山道は、大きく分けまして、国定公園内、

国定公園外で把握しておりますが、国定公園内

は総延長で約28キロほど、国定公園外といたし

ましては総延長で約22キロほどと把握してござ

います。 

  続きまして、国定公園の面積でございますが、

栗駒国定公園の総面積につきましては約７万

7,000ヘクタールで、山形、岩手、宮城、秋田

の４県にまたがっておりますので、そのうち山

形県部分、新庄、金山、最上になりますが、そ

こが約9,800ヘクタール、うち新庄の面積が約

2,300ヘクタール程度と把握してございます。 

  以上でございます。 

１２番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

佐藤卓也議長 八鍬長一さん。 

１２番（八鍬長一議員） そうしますと、2,300

ヘクタールといいますと、新庄市の行政区域面

積が222平方キロですから約１割ぐらいの面積

になると思うんですが、山岳観光者というのは

いわゆる滞在時間が長いです。お金は落とすの

かという話もありますけれども、そこの地域の

いいところに長くいる、場合によっては宿泊し

てまた行くということもあります。今は東京か

らの夜行バスが中止になっていますけれども、

いずれそれが再開されれば、八重洲口から新庄

に来て山に登る、そういう登山者は相当復活し

てくると思っているんです。 

  そういう点で、神室山系を訪れている、それ

ぞれの登り口からの数字の把握もあると思うん

ですが、登山者数、いわゆる山岳観光を目指し

てやってくる人はどのぐらいいるか把握してい

るでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 神室山系についての登山

者数という御質問でございましたが、それぞれ

山屋口、萩野口の登山ルートがございますが、

まず令和元年度、コロナ禍前の数字で２つの登

山口を含めまして約220名程度、コロナ禍前と

いうことですので、その数字は令和元年度の数

字でございます。 

  コロナ禍の令和２年度から昨年度、令和４年

度までの経緯は、大体百五、六十名程度の数字

で推移しているものと把握してございます。 

  以上でございます。 

１２番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

佐藤卓也議長 八鍬長一さん。 

１２番（八鍬長一議員） 100人台の数字、そん

な低いわけないと思うんですけれども、間違い

ないですか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 先ほどの数字でございま

すが、県の観光客調査の数字で報告してござい

ますので、当課で把握している数字としてはこ

の数字で間違いございません。 

  以上でございます。 

１２番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

佐藤卓也議長 八鍬長一さん。 

１２番（八鍬長一議員） そういう点では山岳登

山者の把握というのは非常に難しいんですよね。

入山者名簿を把握するとかそういうこともきち

っとなっていませんので、なかなか、推計にな

るかもしれませんが、いずれにしても新庄を目

指してやってくるお客さんについては大事にし

ていきたいと思っております。 
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  国定公園以外のこっちのほうですね、いわゆ

る杢蔵山、昔は木葛山と言われたんですが、新

庄藩の歴代の藩主たちや、近くでは松田甚次郎、

大正時代の嶺金太郎とか、それから小磯さんと

か、非常にこっちの山を愛しているわけです。

あの山があって新庄盆地があるんだということ

でありますから、国定公園でないにしても、か

つろくの里という施設もありましたけれども、

かつろくの里は新庄盆地なんですよね。そうい

う点で、あの山をぜひ大事にしていってもらい

たいと思いますし、４年前に大雨で、さっきス

キー場の話もありましたけれども、あのときに

結構こっちの杢蔵山寄りの登山道がやられてい

るんです。自然ですから、完全に復旧するとい

うことは難しいにしても、山として美しい山並

みが取り戻せるような、そういう配慮をぜひし

ていっていただきたいということを申し上げま

して、終わります。ありがとうございました。 

佐藤卓也議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

坂本健太郎議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、坂本健太郎さん。 

   （５番坂本健太郎議員登壇） 

５ 番（坂本健太郎議員） 議席番号５番、共に

創る市民の会の坂本健太郎です。３番目として、

９月議会、一般質問を行います。 

  通告に従って３点伺います。 

  初めに、山科市長、就任おめでとうございま

す。課題の山積している新庄市、そして最上地

域のリーダーとして、新しい市長として、これ

までの経験を生かし、公約実現、課題解決のた

めに邁進していただきたいと思っております。

行政のみならず、市民の皆さんと共に協働の精

神で新庄市を共につくっていければと強く思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

  初めに、子育て、教育についてお伺いします。 

  市長は、公約の中で、子育て支援の充実と地

域力を生かす教育の充実を図るとし、幼保、

小・中・高、特別支援学級、家庭、地域、企業

が総がかりで子供を育む体制を整備すると挙げ

ておりました。 

  私も、地域ぐるみでの子育て、教育の充実は

非常に重要と考えており、特に義務教育の前後

の幼稚園、保育園と小学校、また中学校と高校

などゼロ歳から18歳までの子供たちに対し、市

立や県立、私立、その他関係機関の枠を超えて

協働し、市が積極的に教育支援を行うべきと考

えております。 

  先月、常任委員会で視察に伺った岩手県大槌

町ではまさにこのような関わり方をしており、

感銘を受けたところです。 

  これからの時代を担う子供たちに対し、市と

してどのような人材を輩出するのか、どのよう

に子供たちを育てるのか、市長の考えを伺いた

いです。 

  また、市長は「対話と決断」をモットーとさ

れ、昨日の就任の挨拶でもおっしゃられていま

した。私も、市民との対話のみならず、関係す

る機関が共同で事業を展開するときは、対話の

姿勢、対話から様々な意見を聞き出し、よい方

向に導き出すことが必要と考えております。市

民が教育活動へ参画し、当事者として行動する

ための対話をどのように構築していこうと考え

ているのか伺います。 

  続きまして、新庄市の福祉行政に関する関係

団体との連携、協働についてお伺いします。 

  高齢化や人口減少による労働者不足など急激

な社会変化により、市の福祉行政に係る外部団
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体との連携、協働の在り方も常に対応を迫られ

ていると思います。 

  令和３年に策定された第３期新庄市地域福祉

計画・第４期新庄市地域福祉活動計画により、

行政、市民、新庄市福祉協議会の関係団体との

役割が明確になりました。しかしながら、これ

らの計画は事業についてのみであり、事業主体

の経営については記載されておりません。 

  超高齢化社会の中で、高齢者福祉、とりわけ

社会福祉協議会の役割は今後ますます重要にな

ると考えております。そのためには安定した経

営が必要であり、中長期的な視点での経営管理

が求められると考えております。経営に重要な

収入等について、自己財源、寄附収入、事業収

入などがありますが、市からの運営補助も当然

大きな割合となっております。補助の仕組みや

補助に対する市の考え方について伺います。 

  最後に、大雨による洪水等の災害への備えに

ついてお伺いします。 

  気候変動の影響によりこれまでにない自然災

害が日本各地で発生しております。とりわけ豪

雨災害の発生確率は非常に高まっていると実感

しており、毎年のように災害が発生しています。 

  平成30年度の豪雨災害は記憶に新しく、先ほ

どのスキー場の斜面、このときも平成30年だと

思いますが、本合海での消防団の活動は夜を徹

して行われました。最上郡全域で爪痕は深く、

復旧まで長い時間がかかりました。私個人とし

ても、それから毎年、大雨警報があると当時の

恐ろしさがよみがえり、河川の氾濫について警

戒するようになりました。 

  新庄市においてもハザードマップを作成し、

市民に水害のリスクを周知しておりますが、具

体的にどのような訓練や対策を実施しているの

か伺います。 

  また、消防団の活動について、消防団の訓練

には参加したことがありますが、最上川等の一

級河川での訓練であり、身近な河川への対応に

ついて行動指針や具体的なものはなかったと思

われます。消防団の水害を想定した対策、訓練

についてもどのようなものか併せて伺います。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、坂本市議の御質問にお

答えをいたします。 

  初めに、市としてどのような子供たちを育て

ていくかということでありますが、子供たちの

様々な体験を通して、変化する社会を主体的に

生き抜くことができる、そして他人を思いやれ

るような豊かな心を持った子供たちを育ててい

きたいと考えております。そのために、家庭や

地域住民、企業、ＮＰＯなどと学校が連携しな

がら、地域全体で子供たちを育てていく取組を

充実させるよう進めてまいりたいと考えており

ます。 

  また、市民総がかりの子育て、教育の実現の

ために市民との対話をどのように構築していく

かという御質問でありますが、市民との対話の

場につきましては、子育て世代の方や教育現場

の方、中高校の生徒などと対話を重ねる中で、

地域全体で子供を育てていく必要があると感じ

ています。このように様々な市民の方々と意見

交換を行う必要があると感じておりますが、具

体的な手法につきましては今後検討していくこ

ととしておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、福祉行政に関する関係団体との連携、

協働についての御質問でありますが、市では、

社会福祉法人新庄市社会福祉協議会に福祉行政

に関する専門的な対応を求められる委託業務な

ど、長年にわたって法人としての社会福祉事業

に加え、地域包括支援センターや放課後児童ク

ラブの運営、さらには共同募金、歳末助け合い

事業等の多岐にわたる本市の福祉向上に重要な

役割を担っていただいております。 
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  本市では社会福祉協議会に持続性を担保する

観点より運営補助金として正職員賃金の人件費

４割を補助しております。社会福祉協議会につ

きましては地域福祉推進の担い手として各種福

祉事業を展開していただいておりますので、今

後も安定した運営のために補助を継続し、連携

を図りながら福祉サービスの充実に努めてまい

りたいです。 

  次に、大雨、洪水等の災害への備えについて

の御質問でありますが、豪雨災害の発生確率は

本市のみならず全国的に非常に高まっていると

認識しております。 

  豪雨災害時の対応につきましては、新庄市防

災計画において防災知識の普及や防災訓練の実

施などを定めており、この計画に基づき、消防

本部や消防団をはじめ地域における自主防災組

織、防災士連絡会など関係する団体と連携し、

防災知識の普及による避難体制の確立に取り組

んでおります。 

  また、共助として、町内会など地域単位で行

う防災訓練などにおいてハザードマップを用い

た避難行動の説明や、小学校における防災講話

の実施など、様々な機会を通して防災知識の普

及に努めております。 

  10月15日に日新小学校を会場に実施する新庄

市防災訓練におきましては、訓練想定を主に豪

雨災害としており、地域住民を対象にした避難

訓練をはじめ、防災士連絡会の協力により災害

図上訓練を行うなどしながら、住民主体とした

訓練を確実に図ってまいります。 

  消防団における水害を想定した対策、訓練に

ついて御質問がありましたが、このたびの市総

合訓練において、消防団も火災防御訓練、操法

訓練、土のう訓練やＡＥＤ研修会など、多種多

様な訓練を行う予定であります。豪雨などの災

害対応や救助体制の確立を図ってまいります。 

  今後とも消防団における水防活動や訓練など

の充実を図ってまいり、激甚化する災害へ対応

してまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） 答弁ありがとうござ

います。 

  では、子育てについて再質問させていただき

たいと思います。 

  総がかりの子育て体制ということで、まさに

行政の縦割り、あとは様々なＮＰＯ、その他の

機関との対話ということでありました。組織内

でも、組織の中でも連携して取り組んでいくこ

とが大事だと私は理解しております。 

  市長の公約の中で来春開校する東北農林専門

職大学との連携というものも書かれておりまし

た。先進技術の教育というものが、大学であり

ますから、大学の中で行われるものを地域の学

校と連携することによって学習環境の向上も目

指すということも書かれておりました。 

  地域と学校、市の管轄、県の管轄といった枠

を超えて連携というものが必要になってくると

思います。それを実現するためには現在の組織

体制では難しいところもあるんじゃないかと私

も思っております。連携を促すような体制とい

うことで、そのような組織というか、その役割

を担うような方が部署にいるということも必要

だと思いますが、それについてはいかがでしょ

うか。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、ただいまの質

問についてお答えしたいと思います。 

  坂本市議がおっしゃったような形で、来春、

専門職大学が本市においても開校されます。こ

れについては、教育現場の中におきまして市内

に幼保から小学校、中学校、高校、そして大学

という形で全ての学校がそろうという非常にあ

りがたい、そして期待される状況が整っており
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ます。当然ながら、小学校、中学校におきまし

てもそういった専門職大学との連携というもの

も可能性が広がってくると考えております。 

  しかしながら、現段階におきましては、専門

職大学のカリキュラム等におきましてはまだこ

ちらで詳しく理解していないところもございま

す。そういった中で具体的にどういうことがで

きるかというところについてはまだまだ未知の

部分もございます。さらに、高校も県立高校、

私立高校がございますが、そういった高校と大

学の連携というところもそういった部分も必要

となりますので、そういった意味におきまして

は、今後カリキュラム等を知りながら、また高

校との連携も図りながら、どういうことができ

るか検討してまいりたいと思います。 

  若干具体的なところで言えば、新庄市では現

在ふるさと学習ということで子供たちも大いに

探求しておりますので、新庄市の農業というこ

とで一生懸命探求している子供たちにとっては

より専門的な勉強できる場所にもなります。ま

た、教職員が学ぶ場所にもなるのではないかな

と、そんな期待も持っておりますので、ぜひそ

ういったところに向けて今後検討し進めてまい

りたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。 

  専門職大学、来年から始まるということで、

まだ具体的な内容、どういう授業を展開してい

くのかというのはまだ未知の部分ということは

当然のことでありますし、これからどういうふ

うに大学の学生が地域に入って学んでいくのか、

それをどのように学校に落としていけるのか、

連携できるのかというのはまさにこれからだと

思います。ぜひ連携を促すような考えで進めて

いってほしいなと思っております。 

  ただ、大学の授業におきまして、最初から向

こうのカリキュラムを待っているだけではなく

て、ぜひ新庄市から専門職大学に向けて連携を

求めていくような、どういうふうに地域に落と

していって、地域の子供たちと、小学校、中学

校などと連携していきませんかという積極的な

市からのアプローチがないと、向こうは向こう

で大学というところでもありますので、ぜひそ

の辺は言ってほしいと思いますが、どうお考え

でしょうか。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 こちらからも東北農林専門職大

学とこれからもうちょっと話す機会、場を設定

しないといけないかなと思っています。いろい

ろ大学で考えていること、こちらで考えられる

ことなんかを情報交換する場というのが今まで

なかったということを思っておりますので、カ

リキュラムの内容も含めてそういうことを聞い

たり、そしてこちらでできること、考えられる

ことはないかなということを考えて情報交換で

きればと思っています。 

  先ほど課長から具体的な教職員同士の交流と

かそういう話もあったわけですけれども、子供

たちが大学に行って、専門職大学はどういうと

ころなのか、まず訪問していくことも大事だと

思うんですね。 

  実際、山形大学に小学生が訪問に行って、修

学旅行のカリキュラムの中に入れて、そこで大

学での実験なんかを経験してきて、ああ面白か

ったなと、そういう思いを持って帰ってきてい

る場面も今までもありました。 

  そういうことが、地元の近くの専門職大学で

そういうことが、農業、収穫体験だっていろい

ろできると思うので、まず大学に行ってくる。

何か聞くところによれば図書室も充実している

ということもお聞きしておりますので、図書な

んかも大学から貸し借りできるような仕組みが
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できないかとか、そういうことも含めていろい

ろこれから情報交換をしながら、具体的な話を

進めていければいいのかなと思っているところ

です。そういうことをこれから大学とも話しな

がら進めていければと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） 教育長から力強いお

言葉をいただきました。 

  念願の最上地域での４年制の大学ですので、

高校生、小中の子供たちがここで学びたいと思

うような学校になってほしいとも思っています

し、ぜひそこで大学生と、学びやに行って、こ

んな研究をしてるんだということを体験する、

あと学生と児童生徒が話すことによってまた成

長が促されると思いますので、ぜひその方向で

進めていただければありがたいと思います。 

  連携ということで、学校と連携を図るために

も人と時間が必要だと思います。教育長が言わ

れた、学校から専門職大学に訪問というか、話

す場を持つとしても、なかなか今の現場の先生

方、組織の中ではなかなか新しい業務となって

負担が増えるのではないかということを懸念し

ております。ちょっと矛盾しているようですけ

れども、私が以前から申しているのは、教育分

野だけではなくて、地方創生の観点から人を配

置する、予算を引っ張ってくることも可能では

ないかと常々考えているところです。 

  身近なところでは、地域おこし協力隊、集落

支援員、新しい視点であれば地域おこし企業人

などの活用も、地方創生といったところでは教

育という人をつなぐという部分では活用できる

のではないかと思っております。これらは市の

財政負担はないと考えております。 

  今後ますます増える地域と学校の連携につい

て、これらの施策の活用や、もっと言えば中学

校単位でのそういう方々の学校への配置なども

考えはあるのでしょうか、お聞きします。 

佐藤卓也議長 暫時休憩します。 

 

     午後１時２２分 休憩 

     午後１時２３分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開します。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 地方創生の観点からの地

域おこし協力隊、集落支援員等の御質問ですの

で、私から最初に御答弁させていただきたいと

思います。 

  現在、地域おこし協力隊につきましては、議

員おっしゃるとおり、国の財源を使った形で配

置できるということになっておりますけれども、

基本的に地域おこし協力隊の新庄市への配置に

つきましては、関係各課でどのような地域おこ

しに活用したいかという計画があって募集をか

けるというものになっておりますので、地方創

生とのリンクという部分では総括的にうちの所

管になりますけれども、教育委員会部局として

地域おこし協力隊をどう活用していきたいかと

いう部分で、今、社会教育課で亀綾織関係でや

っている部分がありますけれども、それを教育、

人づくりという部分で学校に協力隊をどうして

いくかという部分については、教育委員会で具

体的に計画があればそういった議員がおっしゃ

るような活用も可能だと思いますので、今後そ

ういった部分で調整しながらやり取りをしてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  以上でございます。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 

佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝社会教育課長 地域と学校を結ぶという

役割で今現在社会教育課では地域学校協働活動

推進員を５名配置しております。なかなか学校
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に常駐というところまでは、皆さんの仕事の関

係であったり資金の確保であったりそこまでい

っていないのが現状でございます。 

  可能性としてはそういった協力隊制度を使う

ということも考えられるのかなと思いますが、

なかなか地域のことが分からない人がよそから

来て、どういった活動が実際機能するのかとい

うところも現実的には課題としてあるのかなと

考えております。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。 

  私が今まで見てきた中で、学校の教育行政の

中で、なかなかお金がないと人の配置が難しい

ということを重々承知した上での発言です。 

  地域おこし協力隊は、移住を目的に都会から

地方への移住、それに伴って地域おこしという

仕事を伴って３年間という総務省の事業でござ

いますので、地域のことを知っているかどうか

という先ほどの心配もありますけれども、都会

に出ている地元の若者も多数おります。帰って

きていないという言い方もできると思うんです

けれども、そういう方で教育に関心を持ってい

る方も多数おります。そういう方が地域おこし

協力隊として、協力隊だけでないんですけれど

も、その他のそういう人を配置できるような施

策を活用して、戻ってきてもらう一つの方法に

もなりますし、ほかの施策から人件費なり、総

務省からの交付金なりをもらいつつ配置できれ

ば一石二鳥と私は思っておりますので、ぜひ内

部での連携を図っていただき、そういう薄いと

ころに活用できればと願っております。 

  再質問、このままよろしいですか。 

  対話について、再質問させていただきます。 

  先ほど市長から答弁がありましたけれども、

多くの方が教育について関心があります。近年、

教育といってもそれぞれ多様性があって、何と

いいますか、思いが強くて、自分の教育方針と

いうものもあったり、昔はこうだったというこ

ともあって、なかなかまとめることが難しくな

っておるんですけれども、それぞれ教育に対し

ては強い思い、どういう子供たちを育てていく

んだという思いが強い人はおります。様々な意

見を酌み上げ、施策に反映させるためには、話

合いの技術、意見を出す場、または意見を収れ

んさせて段階的に話し合っていくことが大事と

思っております。 

  先ほど申した大槌町の話合いの場では、コミ

ュニティ・スクールがあるんですけれども、そ

の中でコミュニティ・スクールの役員というか、

何というんですか、メンバーだけではなくて、

ＰＴＡ、保護者の皆さんだけではなく、先ほど

市長が言ったように子供たちも入った、アイデ

アを出す場、自分たちはどういう教育というか、

この地域で育っていく、学校をどう活用してい

く、そういう話合いの場があって、その上で、

それを収れんさせてまとめていく場、学校でど

うするというピラミッド型に話合いの場という

ものを築いてきたという話がありました。 

  ぜひ、コミュニティ・スクールと言っており

ますので、メンバーだけでなくて、幅広い意見

を取り入れるような仕組みが取れないかどうか

お聞きしたいと思います。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、ただいまの質

問にお答えしたいと思います。 

  実際に、先ほどの市長の答弁にもありました

とおり、様々な世代の教育に対する意見という

ものを直接対話でお聞きするという場面につき

ましては、今後具体的な手法を検討していく段

階ではございますが、今現在として例えば新庄

市のＰＴＡ連絡協議会の中で市長と語る会とい

うものがございます。そこには各学校のＰＴＡ



- 65 - 

会長、副会長、校長、教頭が一堂に会し、直接

市長と考えを意見交換する、そういった場面が

ございます。 

  また、教育の日記念行事、今年度は来月11日

土曜日になりますが、児童生徒がふるさと学習

の発表ということで、今現在、先ほども少し申

し上げましたが、子供たちのふるさと学習はま

とめるということで終わらずに、提案という形

で前へ意見を出すというような、そういった内

容に変わってきております。そういった意味に

おきましても、その場で直接市長にそういう声

を聞いてもらったり、直接話をしてもらったり

ということを行っています。 

  若干間接的にはなりますけれども、各学校で

保護者に年２回の学校経営評価というアンケー

トを取っておりました。その結果ですとか、ま

た各学校で行われている区長との協議会、そこ

においても地域の声をいろいろ上げていただい

ておりますので、それらを総合教育会議等の場

で市長に報告しながら市民の声を拾っていると

ころでした。 

  しかしながら、先ほど議員からありました、

子供の声をもっと拾えないか、そういった部分

については、そのとおり必要だなと考えており

まして、例えば他の自治体等におきましては子

供議会などということも行ったりしております。

大変効果的な貴重な時間になっているという話

も聞いておりますので、こういうことも含めな

がら、各世代の声を、教育に対する声を拾って

いけるような、そういう手法を今後具体的に検

討してまいります。よろしくお願いいたします。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。やはり対話というものが必要だと思ってい

ますので、ぜひそのような形で進めていってい

ただければと思います。 

  教育現場、いつの時代も大変厳しい、新しい

課題がどんどん出てくる現場です。学校の先生

を目指す人も減少しているということで、そし

てコロナ禍で不登校、ひきこもりなど、影響が

増えてきているとも聞いております。既存の学

校の力、先生方の力、家庭や地域、企業の力が

必要であり、まさに総がかりで協働していかな

ければ乗り越えられない時代に突入していると

思います。教育委員会など教育部局だけでなく

て、首長部局、市が積極的に支援していただく

よう願っております。 

  では、２つ目の福祉行政について再質問させ

ていただきます。 

  社会福祉協議会の運営費補助金、交付金とい

うもので人件費の約４割ということで答弁があ

りました。約４割というのは、補助要綱の中に

は多分４割という数字は入ってなくて、そのと

きの状況、ヒアリングもしていると思うんです

けれども、社会福祉協議会からのヒアリングを

もって翌年の人件費に対する補助率が後から決

まってくるものではないでしょうか、確認いた

します。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 社会福祉

協議会への補助率の御質問でございます。確か

に坂本議員がおっしゃるようにヒアリングをも

って補助率が決まるという経過でございます。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。 

  ４割ということで、４割あれば運営が間に合

っているのかどうかというところなんですけれ

ども、私が聞いたところによると、決算も見て

なんですけれども、大体2,000万円ほど取崩し
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をしながら経営を行っているという状況です。 

  訪問介護、介護事業が始まったときは、社会

福祉協議会の柱となる事業で、黒字ということ

もあって運営の状況もよかったときもあったん

ですけれども、この高齢化社会、人も集まらず、

介護保険事業もほかの事業者も様々出てきてお

りますので、社会福祉協議会だけではなかなか

難しい、黒字幅も毎年減っているということを

聞いております。平成30年から積立資金を取り

崩しているということも聞いております。 

  運営なので、経営なので、団体の経営にはあ

る一定の独立性といいますか、補助金は出すけ

れども、経営については社協の責任で自分の経

営を成り立たせるというのはごもっともなんで

すけれども、補助率が逆に決まってないという

ことで、毎年、まだ間に合うというか、まだ黒

字もあって、この状況でもできるんじゃないか

ということで、不安があるというのも一面であ

ります。 

  特に、毎年目減りしているといいますか、資

金を削って運営しているということが、職員の

採用なり不安を持ってしている、中にいる職員

もこの先どうなるんだという不安があると聞い

ております。 

  そのようなところで、市として、補助率、来

年度の予算に対してのヒアリングでの額という

ものはどのように決めているんでしょうか、お

伺いします。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 補助率に

関しては、社会福祉協議会からの要望等も踏ま

えながら、市の財政状況との兼ね合いもありま

すので、そちらで財政課当局との協議も進めて

決定しております。 

  確かに、社会福祉協議会、訪問介護事業が好

調な時期もございましたので、そういう事情も

含めまして補助率を下げたという経緯もござい

ます。ただ、先ほど議員からもありましたが、

今後の経営に関しては、社会福祉協議会と経営

状況を見据えながら、今後、事業の在り方と見

直し等も含めまして協議を進めて、福祉事業の

継続に支援していきたいと考えております。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。 

  単年度、毎年毎年の予算の計上ということで、

市の財政状況も見ながらということは重々承知

しております。 

  それであれば、提案でございますが、市の中

でも中期財政計画などの中長期スパンでの財務

状況、どうなっていくかという予測を立てて財

政運営していると思います。もし可能であれば、

このような手法を用いて、社会福祉協議会は多

分これから３年、５年、10年となっていくと、

高齢化の社会において事業はそのままもしくは

拡大していくものに対して、集金が少なくなる

とか介護保険の人が集まらなくなるとか様々な

問題が現に出ておりますし、これから先もっと

それが顕著になっていくと予測されます。 

  そのようなものも含めた上で、５年、10年と

いう、３年、５年ぐらいでいいと思うんですけ

れども、中長期的な視点で経営を洗い出して、

それで市がどのようにできるのかという双方で

話し合えるような、そういうものをつくってい

くというのも一つの手かなと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 御提案あ
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りがとうございます。 

  ただいま御提案がございましたが、現在、社

会福祉協議会に事業計画といいますか、見直し

を依頼しております。市と一緒になって事業の

見直し、今後の展開について協議をしていかな

ければならないと認識しておりますので、つい

先日頂いただけでして、まだ全部は目を通して

ないんですが、目を通して、協議を進めていき

たいと考えております。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） 力強いお言葉、あり

がとうございます。 

  新庄市と社会福祉協議会、社会福祉の要とい

うことで協議会があると思います。新庄市の福

祉行政と不可分であると考えていますので、将

来の経営に不安を抱えながらではなくて、安心

して継続的に事業を進めるように、取り組める

よう御支援をどうぞよろしくお願いします。 

  続けて、大雨について再質問させていただき

たいと思います。 

  豪雨災害によって、台風、気象予報など、事

前に予測できるのが豪雨だと思っております。

その場合の注意の呼びかけ、各町内の自主防災

組織への連絡手段、避難の誘導等を計画的に実

施されているということでお話を伺いましたが、

実際にそのような計画をどの程度の町内が確立

というか、計画を持ってそのような訓練を行っ

ているのかお聞きします。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 ただいまの質問にお答えいたし

ます。 

  議員御指摘のとおり、近年、豪雨災害という

ことで、水害等の災害リスクが非常に高まって

おります。線状降水帯をはじめとする雨の降り

方、最近、豪雨というのがしっくりくるような

大変な降り方が多いということで、一回降り出

すとたちまち水量が増えるということで、緊急

度というのは非常に高いと考えているところで

あります。 

  呼びかけ等々のことでありますけれども、新

庄市におきましては、いわゆる共助と呼ばれる

自主防災組織を市内で組織してございますけれ

ども、基本的には各町内を主体とした組織体制

になっておりまして、今現在、組織率としては

86％ほどでございます。こういった自主防災組

織におかれまして、おのおので防災計画を立て

ていただき、それぞれで防災訓練等々を行って

いただいていると思っております。その際、市

から出前講座等を通じまして防災知識の啓蒙等

を行っているところでございます。そういった

ことで日頃訓練等を行っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） 自主防災組織、私が

前に行政にいたときも、なかなかその組織率が

低いということで、組織を立てるということで

進めていただいた経緯があると思います。 

  自主防災組織は、組織なので、組織化されて、

計画があって、このようなもので防災計画にな

っていますと市に提出されていると思うんです

けれども、実際問題、その計画を実施すること

が、スムーズに計画がいくことが多分一番大事

だと思うんですけれども、そのような自主防災

組織が設立されて、計画が出されて、その後の

活動についてはどのようなフォローをされてい

るのでしょうか。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 活動のフォローにつきましては、

正直なところ、近年はコロナ禍ということで、

なかなかフォローができていない状況にござい
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ます。また、町内会活動におきましても、コミ

ュニティー、対面でやるのが難しいという状況

がございました。そういったところもありまし

て、環境課でも活動が難しいというところがご

ざいましたけれども、コロナ禍が明けてきまし

たので、これから力を入れてフォローしていき

たいと考えております。よろしくお願いします。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。ぜひフォローしていただいて、豪雨の際も

活動がちゃんとできる組織を維持していくよう

お願いしたいと思います。 

  続いて、消防団の活動についてです。 

  私が知る限り、豪雨について詳細な指示、行

動指針等はなかったと思っております。あるの

かどうか分からないんですけれども、それが一

団員には下りてきていないのかなと考えており

ます。特に大雨では待機命令がかかるんですけ

れども、待機命令の後、どのように行動するの

か、これからひどくなった場合にどういう行動

が待っているのか分からない団員が多いと思う

んですけれども、その辺の詳細があるのかどう

か、そのような行動をどうやって決めているの

かお聞きしたいと思います。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 水防に関する行動指針でござい

ますけれども、こちらにつきましては現在定め

られていないという状況にございます。 

  ただ、これからの水防活動におきましては大

変重要な活動になってくると思われますので、

先進事例等々を参考にしながら消防団と協議を

してまいりたいと思います。 

  また、指揮系統につきましては、水防団につ

きましては消防団がそのまま組織として当ては

められておりますので、通常の火災防御等々と

同様に団長から指示が出て、それぞれに指示が

漏れなく伝わっていくと認識しております。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。 

  そういう詳細なところがないと、大雨で活動、

警戒といっても、川に水位を見に行くんですね。

その際、消防団で訓練はしていて、一般の方よ

りもそういう警戒意識は強いものの、川に流さ

れるといった事故が起こっては本末転倒になっ

てしまいますので、ぜひともそのような詳細を

つくっていただいて、消防団は大雨のときはど

のような行動を取ったらいいのかということを

示していただければ安心安全につながるのでは

ないかなと思います。 

  私の質問は以上になります。 

  ありがとうございました。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時４８分 休憩 

     午後１時５８分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

鈴木法学議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、鈴木法学さん。 

   （８番鈴木法学議員登壇） 

８ 番（鈴木法学議員） 本定例会、本日４番目

に質問させていただきます、新政・結の会、議

席番号８番、鈴木法学です。 

  市議会議員となり、半年が経過しようとする

中、この発言できる議場に立てることに改めて

感謝するとともに、市民の皆様のため、市勢発
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展のためにお役に立ちたいと強く感じていると

ころです。新市長をはじめといたします、この

議場にいらっしゃる皆様、どうぞよろしくお願

いいたします。 

  それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。 

  項目としては３つ質問がございます。 

  まずは項目１、リサイクル事業の現状と今後

についてです。 

  厚生労働省の統計情報「就労支援施策の対象

となる障害者数/地域の流れ（令和２年）」によ

りますと、全国の障害者総数約964万人中、18

歳から64歳の在宅者数約377万人の約32％が特

別支援学校から一般企業へと就職、約31.4％が

就労系障害福祉サービスを利用しているとあり

ます。障害福祉サービスの内訳といたしまして

は、就労移行支援は約3.4万人、就労継続支援

Ａ型が7.2万人、就労継続支援Ｂ型においては

約26.9万人となります。 

  就労継続支援Ｂ型は、Ａ型の仕事内容が難し

い障害者、年齢、体力などから一般の企業で働

くことができなくなった人などが対象です。利

用者には作業訓練などを通じて生産活動を行っ

ていただき、できたものに対して賃金が支払わ

れる仕組みとなります。訓練を積んで就労継続

支援Ａ型移行を目指しております。 

  新庄市においても、就労継続支援Ｂ型をはじ

めとする多くの障害者の方々が就労系障害福祉

サービスを利用しております。 

  その上で、通告書に沿い、発言いたします。 

  平成16年11月より食品トレーリサイクル新庄

方式が新庄市で開始され、平成28年４月より、

全国初、環境と福祉に優しい取組、食品トレー

リサイクルシステム新庄もがみ方式が再スター

トし、現在も運営しております。どちらも、市

民、行政、小売業者、福祉施設、トレーメーカ

ーと、地域ぐるみの参加と協力で成り立ってお

ります。 

  資源の地域循環を行い、環境保全に貢献して

いることはもちろん、障害者の就労機会の拡大

を図り、収入を確保することにより、生活支援

として役立たれていることは、新庄市の誇りと

なる施策、事業だと感じているところです。 

  しかしながら、障害福祉サービスを運営する

福祉施設の一部では、建物の老朽化により、事

業存続の危機にあります。利用施設内の雨漏り

やトイレ等設備の破損、気候の暖かくなった今

年の春から夏にかけて、浄化槽からの悪臭の影

響により、利用者の方々の体調不良が懸念され

ました。耐震のための修繕、リフォーム及び下

水道施設の今後の整備等課題もあります。 

  そこでお伺いしたいのですが、（１）リサイ

クル事業をしている福祉施設の環境の現状につ

いて、どのように把握されていますでしょうか。 

  （２）この施設の現状を踏まえて、これから

のリサイクル事業存続について、今後どのよう

にお考えかお伺いいたします。 

  項目２といたしまして、新庄まつりでござい

ます。 

  ８月31日の市議会全員協議会での行政報告に

もあったように、今年の新庄まつりは令和元年

以来４年ぶりの通常開催として、予定された全

ての催事を実施されました。祭り期間の人出は

令和元年度の約７割となる38万人、新庄市とし

ては今後も新庄まつりにしっかりと取り組んで

いきたいと考えていると報告がございました。

さらには、猛暑が予想されたため、参加団体に

対して飲料水や経口補水液などを24、25日の両

日配付するなど熱中症予防対策を行い、祭り当

日は熱中症アラート発令に伴い、祭り関係者、

観覧者へ熱中症予防の注意喚起を行ったことは

報告でもございました。 

  その上で、通告書に沿い、発言いたします。 

  新庄まつり初日８月24日は、午後10時までに

10代から80代の男女計６人が熱中症と見られる

症状で救急搬送され、最上広域消防本部による
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といずれも観客で軽症だと報道されました。 

  県内は、24日、各地で気温が上昇し、山形地

方気象台の22観測地点のうち18地点で最高気温

が35度以上の猛暑日となり、新庄市は観測史上

最高の37.8度を観測しました。 

  そこでお伺いしますが、（１）祭り期間中に

おける救急医療体制として、医療従事者の方々

と事前にどのような打合せをし、配備体制とし

たか報告をお願いします。 

  （２）平成27年に山車位置情報システム、Ｇ

ＰＳが開設されました。山車全台にＧＰＳ端末、

タブレットを搭載し、ＰＣ、スマートフォンか

ら山車の現在地を確認できるシステムです。今

年は特に熱中症予防対策としてこのシステムが

活用され、観光客はもちろん、多くの市民が利

用されました。 

  しかしながら、不具合が多いとの声が寄せら

れております。そこで、山車位置情報システム、

ＧＰＳの今年の不具合の状況について報告をお

願いします。また、今後どのように改善をお考

えか、お願いいたします。 

  項目３として、観光資源となる新庄市の飲食

店の情報発信についてです。 

  令和７年の開府400年事業、この記念すべき

年に向け、新庄中学校では総合学習として、新

庄の開府からの400年を通して、新庄に受け継

がれてきた思いとは何かを研究題材とし、情報

の収集として、市内の商店を子供たちがフィー

ルドワークをすることで整理分析を重ね、まと

めたものをどう表現するか挑戦しております。

中学生が新庄開府400年事業について新庄市に

プレゼンテーションすることが目的と聞いてお

りますので、今からとても楽しみにしておりま

す。商店の中には、飲食店、食品加工、販売店

も含まれており、ぜひ今後も注目していただき

たいと感じています。 

  また、新庄東高等学校では、新庄最上地域の

飲食店、専門店、商店街をさらに盛り上げ、地

域全体を活気づかせたいというプレゼンテーシ

ョン事業を行っております。自分たちで選んだ

店の販売促進事業やプロモーション活動を高校

生視点で考え、お店に提案する。進学や就職で

県外に出る生徒も多いため、改めて生まれ育っ

た地域の魅力と向き合う時間を創出する取組で

す。このように、地元の中高生が新庄市内の飲

食店をはじめといたします商店に注目をしてい

ただいております。 

  その上で、通告書に沿い、発言します。 

  ３年余りの月日が流れ、新型コロナウイルス

の感染症法上の位置づけが今年５月８日から５

類感染症に変更されました。新庄市の飲食店も

それに伴い、初夏より来客も徐々に増え、お盆

休みや祭り期間の帰省もあり、活気を取り戻し

つつあります。 

  しかしながら、３年余りの収益の低下、経営

不振の爪痕はいまだに新庄市内の各店舗に残り、

コロナ禍前の集客に戻るきっかけが必要だと感

じております。 

  そこで、（１）６月の一般質問の答弁の中で

最上地域観光協議会について触れておりました

が、協議会内での滞在型観光の具体的な内容に

地元飲食店で飲食するための情報発信を加えて

いただきたい、こういった点はどうでしょうか。 

  （２）それとは別に、新庄市独自の飲食店の

情報発信につながる施策、広報事業の拡充につ

いてお伺いしたいと思います。 

  以上３つの項目、質問についての答弁をよろ

しくお願いいたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、鈴木市議の御質問にお

答えいたします。 

  食品トレーリサイクル新庄もがみ方式につき

ましては、各家庭で使用した食品トレーを福祉

事業団体において回収、分別し、再生原料に戻
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してトレー製造原料として活用するリサイクル

システムで、最上８市町村でごみ減量化、再資

源化を進め、環境と福祉に優しい取組として進

ているところであります。 

  この事業を実施しております施設につきまし

ては、市が関係機関から払下げを受けた古い建

物であり、不具合が発生した際は、随時、使用

者側と共に現状を把握しております。しかしな

がら、老朽化が進んでいる施設でもあることか

ら、今後、使用者側と利用形態を含めて対応に

ついて協議してまいります。 

  新庄もがみ方式は、リサイクルはもちろんの

こと、福祉との連携という点からも社会的に意

義のある事業と捉えており、安定的に事業継続

できるように取り組んでまいります。 

  次に、新庄まつりについての御質問について

お答えいたします。 

  今年の新庄まつりは、令和元年以来４年ぶり

の通常開催として、８月24日の宵まつりから26

日の後まつりまで、全ての催事が滞りなく実施

されたところであります。 

  初めに、救急医療体制についての御質問であ

りますが、祭り期間中は猛暑が予想されており

ましたので、新庄まつり実行委員会では事前準

備といたしまして、救護救急担当者会議を開催

し、県立新庄病院医師、最上広域消防本部等の

関係機関と協議を重ね、連携を図ったところで

あります。 

  御質問の打合せの内容につきましては、主に

熱中症対策、救護所の増設、傷病者の搬送ルー

ト、連絡体制の確立について協議したところで

あります。また、県立新庄病院の医師におきま

しては、祭り当日も熱中症対策についてアドバ

イスをいただくなど、参加者や観覧者の安全安

心の確保に御尽力いただいたところであります。 

  次に、山車位置情報システムの不具合と改善

策についての御質問でありますが、御指摘のと

おり、平成27年度に測位端末を導入してから９

年が経過し、経年劣化による不具合が散見され

ております。また、旧式端末のために機能不足

などにより最新の測位データを享受できない状

況になったことなども原因として考えられてお

ります。 

  今後、改善策につきましては、端末の更新や、

ほかのシステム導入、基地局の臨時的増強など、

新庄まつり実行委員会で協議し、よりよい位置

情報サービスの導入に向けて調査研究を行って

まいります。 

  次に、最上地域観光協議会内での滞在型観光

における具体的な内容に地元飲食店で飲食する

ための情報発信を加える提案についてお答えを

申し上げます。 

  最上地域観光協議会においては、最上地域全

体の効果的な情報発信、戦略的な観光売込みな

どの施策を柱とし、滞在型観光の推進を図って

おりますが、最上地域観光協議会の滞在型観光

に地元飲食店で飲食するための情報発信をして

はいかがかという提案につきましては、今後協

議会内の企画会議や担当者会議の場において提

案し協議してまいります。 

  次に、本市独自の市内飲食店の情報発信につ

ながる施策や広報事業の実施につきましては、

市ホームページでの紹介や観光ガイドブックを

作成し、新庄駅内観光案内所や県内各観光案内

所に配付して、市内飲食店の情報発信を行って

おります。こうした飲食店の情報発信により市

内飲食店の魅力を市民や観光客の皆さんに知っ

ていただくことは大変重要でありますので、今

後も継続して情報発信に取り組んでまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学さん。 

８ 番（鈴木法学議員） ただいま項目１の質問、

食品トレーリサイクルシステム新庄もがみ方式

に関して、環境と福祉をつなぐ相互関係の取組

として進めていると市長よりございました。ま
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た、この事業を実施している施設、つまり就労

支援Ｂ型事業所、たんぽぽ作業所に関してもか

なり古い建物であることを認識し、不具合が発

生した場合、随時、使用者側と共に現状把握し

ているとの御回答がございました。 

  中でも浄化槽については昨年11月から異常に

気づき、市へ相談していたと作業所より聞いて

おります。浄化槽の修繕作業には私も立ち会い

まして、よりよい改善方法が必要だと感じてお

ります。また、現在使用できない便器が２つ、

あとトイレの中に入りますとトイレの床自体も

傾いておりまして、そういった箇所を使用して

いる時点で、障害者の方々の不便はもちろんな

んですが、誘導する職員も難儀な思いをしてお

ります。 

  再質問になりますが、こちらの件、先ほどの

答弁の中に「老朽化が進んでいる施設でもある

ことから、今後使用者側と利用形態を含めた対

応について協議します」とあったと思います。

ぜひ福祉施設環境整備の一つの前進として、下

水道施設への切替え、新しい水洗トイレ設置に

向けた協議をお願いしたいのですが、どうでし

ょうか。 

  また、新庄市の助成金等の支援もさることな

がら、国・県などの補助金申請、福祉施設のリ

フォーム補助金等も利用できるのではないかな

と考えます。こちらの国・県などの福祉施設の

リフォーム補助金について、福祉に詳しい行政

機関の答弁も重ねてお願いいたします。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 ただいまの質問にお答えしたい

と思います。 

  まず最初に、浄化槽の件について説明させて

いただきたいんですけれども、私、この４月か

ら環境課長を拝命しております。４月早々にた

んぽぽ作業所から施設の状況についてぜひ見て

いただきたいということでお声がかかりまして、

私が担当と共に施設にお邪魔させていただきま

した。その際、トイレの状況と浄化槽について

は、現地を見まして、確認して、議員からおっ

しゃられた状況については把握してございます。 

  そういった中で、たんぽぽ作業所との話の中

で、ごく一般的な話ということで、現在の契約

形態、今お貸ししている施設というのが行政財

産ではなく普通財産となってございます。この

普通財産を無償でお貸ししているという形にな

っておりまして、当然契約を結んでおります。

その契約の中で無償で貸与しているということ

になりますので、維持管理については全て使用

者側の負担になりますよという契約形態になっ

ているというのを取りあえず一般的なお話とい

うことで説明させていただきました。ただ、事

業が福祉と連携してという部分もありますので、

この辺は持ち帰って、時間をいただきたいとい

うことで、その場は解散させていただきました。 

  その中で、いろいろこれまでの経緯でありま

すとか、どういった形で支援ができるのかとい

うのは内部で検討しておりまして、８月に何と

か環境課におきまして浄化槽の修繕を行えたと

いう状況になってございます。 

  今回浄化槽の修繕ということになりますけれ

ども、先ほど鈴木議員からありましたけれども、

下水道の供用開始区域となっておりますので、

下水道につなぐというのが本来ではあるんです

けれども、そういった下水道につなぐとなりま

すとまたそれなりの費用がかかると。そちらに

ついて、契約は契約でございますので、今回の

ように特例的な形で市で対応するのがいいのか

悪いのか、そういった面も含めて、改めて時間

をいただきたいなということで、たんぽぽ作業

所に御説明は差し上げているところです。 

  大変古い建物ではございますけれども、今の

たんぽぽ作業所の作業をできる建物というのが

なかなか見つからないというお話でもあります

ので、何とかこの事業を市としては継続したい
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と考えておりますので、何かこのまま使えるよ

うな形で、よりよい形ができないかということ

で、まずは協議をさせていただきたいというこ

とで御理解賜りたいと思います。 

  以上です。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 施設に関

する補助事業についての御質問でございますの

で、私からお答えさせていただきます。 

  現時点で市からの補助というメニューはござ

いませんが、社会福祉施設整備事業に関しては

国庫補助がございます。事業名が社会福祉施設

等施設整備費補助金という補助金でございまし

て、国が２分の１、県費が４分の１、設置負担

者４分の１という割合になっております。 

  ただ、こちらは令和５年度事業は対象外でご

ざいまして、令和６年から10年の間に工事をす

るものに対して該当することでございます。補

助の採択を受けるには審査が必要になりますの

で、スケジュールに沿った形での申請になると

思いますが、現時点で補助の依頼等、当課には

特に相談等がないものですから、そういう状況

でございます。 

  以上です。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学さん。 

８ 番（鈴木法学議員） ただいま御回答いただ

きました。 

  まずは環境課からお話がありました契約に関

しては、私も契約書を拝見させていただいてお

ります。３年ほど前ですか、行政財産から普通

財産になったということで、契約内容に関して

も、所有者が、使用者がというところが記載さ

れております。ただ、末尾には何か、契約書の

文章だけではございません。何か不具合があっ

た際はお互いの話合いという文章もついており

ますので、そういった意味でも様々なこれから

のいろいろな話合いというところで、環境課で

も理解していただいていると思うので、その辺

はよろしくお願いいたします。 

  また、成人福祉課の話がございました。今の

お話、ありがとうございます。 

  福祉施設のリフォーム補助金等に関しては、

国から２分の１、県４分の１、市４分の１、あ

るいは使用者の負担率などもあるのかなと思っ

ております。 

  そういったところで言うと、例えば、令和５

年度後半に入りました。ぜひ、令和５年度の後

半は、今まではお互いの歩み寄りというか、話

合いをしているようで踏み込んだ話をしていな

かったと思います。令和５年度の後半はぜひそ

ういった意味で話合いをさらに進めていただき

ながら、例えば令和６年度に実施計画的なもの

を考え、あるいは令和７年度、そういった改修

作業ができるような段階を踏んでいった話もで

きたらなと思っております。ぜひよろしくお願

いしたいと思っております。 

  また、障害者の方々を職員の皆さんは「利用

者さん」と呼んでおります。利用者のための就

労環境ですね、こちらの拡充となるよう、そし

て何より安定的に事業を継続できるよう、より

よい解決方法に向けた真摯な対話、新市長も対

話が大事だとおっしゃっておりますので、その

対応の中で、例えば「窓口に来ないからまだ分

かりません」ではないですが、こういった話を

出させていただいたので、現場の声をぜひ聞い

ていただいて、手助けとなるような提案、そう

いった補助事業はこういうのがありますよと教

えていただけるような配慮をしていただければ

と思っております。また、このリサイクル事業

を通して新庄市全体の障害者の就労支援にも目

を向けていただければと思います。 

  項目１の質問は以上とさせていただきます。 
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  それでは、項目２の新庄まつり期間中の医療

体制の件、ただいまお伺いいたしました。私が

個人で当日運営した関係機関を訪問し、聞き取

りした内容と同様のようです。 

  本当にこの夏は異常な暑さでございました。

こちらに対応して体制配備に携わった方々から

いろいろ聞きましたところ、24日の宵まつりが

始まる前の昼過ぎから救急車などの待機とか、

アビエス入り口には具合が悪くなった方への救

急用の簡易ベンチ、傍らには最上広域の救急救

命士が２名、そして県立病院の医師が１名、そ

してゆめりあ２階を中心とした待機室には看護

師、保健師、市役所職員の方々がしっかりと常

駐しながら対応されていたということで、本当

にありがたいなと思っております。また、先ほ

どお話ありました山車連盟をはじめとする実行

委員会でも事前の打合せをしていただいている

ということで、観客の皆様の命を守る準備、行

動されていたことに感謝したいと思います。 

  そのところを加味してですが、再質問となり

ますが、こちらの体制配備ですが、４年前の通

常開催と同様だったのかというところで言うと、

先ほどある程度ニュアンス的にはそれ以上のこ

とはしていると思うんですが、新庄まつりの直

前に県立病院の医師等ともお話しする機会がご

ざいまして、例年どおり程度でいいような話も

ありながら、それ以上の準備をしなきゃいけな

いという市の話合いの場で申立てしたというよ

うなやり取りがあったと聞いております。熱中

症アラートを受けて、今まで以上の取組、医療

体制を行ったと受け止めてよろしいのか、再確

認をお願いしてよろしいでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 祭り期間中の救急医療体

制の件でございますが、４年前のコロナ禍前の

体制と比較いたしまして、救護所を１か所増設

しているような体制を取ってございます。具体

的に言いますと、祭り本部を山新の最北総支社

前のところに設置させていただいておりますが、

そこにも救護所を１か所増設したという形で、

そちらには最上広域消防本部で張りついていた

だいてございます。 

  あと人員的なことですが、先ほど議員からも

ありましたとおり、県立新庄病院から医師、先

生を１名、看護師を１名、それぞれ増員して配

置をいただいたところでございます。 

  以上でございます。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学さん。 

８ 番（鈴木法学議員） 確認させていただきま

した。 

  そのときに立ち会った医師のお話ですと、今

回異常な暑さということで、その医師はしっか

りと要求された以上の準備をされていたと聞い

ておりますが、１人で対応するには大変なので、

もう少し予算をつけて人員を確保するような働

きかけが欲しかったと聞いております。ぜひそ

の点は今後の新庄まつりに向けて、今回の救急

医療体制、検証の場というところをしっかりと

していただきたいと思っております。さらなる

体制配備をよろしくお願いします。 

  項目２の②として、山車位置情報システムＧ

ＰＳの今年の不具合の状況等いろいろ報告を受

けました。今回多かったのが、山車連盟からＧ

ＰＳが機能していないので確認してくださいと

各町内若連に連絡がありましたが、僕が聞いて

いるところでも２町内ですか、タブレットのリ

スタート、電源を入れても回復しないなど、暑

さ問題のみならず、先ほどもございましたが、

９年前の古いタブレットを使用しているため機

能しなかったと。同様の仕様では今後運営は難

しいなというところと、正直、祭り関係者の中

では当てにならないようなところがあるという

ところでございました。ただ、祭りに関わって

いる方々はそれを理解しているんですけれども、
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一般の観覧している方々はそれが分からないの

で、それを見た方が多かったというところかな

と思っています。 

  私が確認したところでは、こちらの外注を出

している業者、つまりＧＰＳのタブレット端末

等の管理、いろいろな情報の発信をしている業

者の話だと昨年度からタブレットの入替えや改

善が必要だと新庄市に提案していたと聞いてお

ります。その辺はなかなか予算をつけられない

ので見合せてもらいたいという話だったと聞い

ておりますので、この辺もちょっとどうかなと

思っているところでございます。 

  今回いろいろな現場の声を聞いて思ったのが、

４年ぶりの通常開催と重ねて熱中症対策にＧＰ

Ｓが活用されました。山車を引いているお子さ

んやお孫さんなど、そういった方々を親御さん

とか祖父母がＧＰＳを見て、例えば山車に迎え

に行ったり、途中から山車につくために送りに

行ったりというときにＧＰＳを確認していたそ

うです。今回すごく暑くて、例えば丸々１日、

山車につくのは小学生の小さいお子さんたち等

は厳しいので、適度な休憩ですか、山車を離れ

てまた戻る、そういった休憩を取る工夫はでき

たんですよね。 

  しかしながら、今回不具合がありまして、迎

えに行っても山車が見当たらない。迎えを待っ

ている小さなお子さんは「来ないなあ」と思っ

ている。そうなると、探している大人でさえも、

この暑さの中、さらに体調が悪くなって、待っ

ている子供たちもどうなるんだろうと言いなが

ら待っている、そんな市民の声が多く寄せられ

ました。 

  そこで、先ほど検討するという話もあったん

ですが、私からの再質問といいますか、改善の

ヒントとして、ほかのものが利用できないかな

と、ちょっと見ておりました。例えば冬場の除

雪車両ですか、運行管理システムが冬場はすご

く機能しているなと思っています。こちらを併

用してみてはどうかなと、お伺いいたします。 

  あるいは、今回、皆さんお持ちのスマートフ

ォンを車の中に置きっ放しにしただけで異常に

なるぐらい温度が高かったということで、タブ

レットに固執せずに、ＧＰＳ機能に特化した発

信機のみに変えるなどのことはできるのかなと

思っております。この辺はどうかなと思います

ので、お伺いさせていただきます。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 それでは、ただいまの山

車位置情報システムの件についてお答えさせて

いただきます。 

  鈴木議員御指摘のとおり、先ほど市長答弁に

もありましたが、現在、かなり古い測位端末を

使用しているのは確かでございまして、先ほど

議員からもありましたが、今回、全て１からセ

ットアップして山車に搭載させていただいたん

ですが、この猛暑で熱暴走等々かなりあったみ

たいで、その際、スタートアップしながら、さ

らに再起動をかけたりとかしていただいたんで

すが、それでもうまく稼働しなかった、機能し

なかったというお話は聞いてございます。 

  加えまして、９年前に初めてこのシステムを

導入いたしましたが、その際と現在を比較しま

すと、スマートフォンの普及、ＳＮＳの利用拡

大によりまして、通信データの送受信の容量も

このシステムの導入時とは比較にならないほど

かなりデータの送信があるものと思いますし、

実際に祭り期間中におきましては、特に市街地

で携帯電波の混信、ふくそうによって通信不能

が生じたようでございまして、このこともシス

テムの不具合を生じさせた影響が大きかったか

なと考えてございます。 

  ただ、９年間ずっと位置情報システムを稼働

させてきましたので、先ほど市長答弁にもあり

ましたが、システム自体の内容等、ただいま議

員から提案ございましたが、ＧＰＳ機能だけに
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特化した端末等々そこら辺も勘案しながら実行

委員会で検討していただきたいと考えてござい

ます。当然、市としてもその協議の中に入って

いく予定でございますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上でございます。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学さん。 

８ 番（鈴木法学議員） ただいま答弁いただき

ました。 

  通信不能にもなるようなところであったと思

うんですが、大規模イベントになるとそういっ

たところに携帯キャリアの会社等の支援もない

と厳しいと思うんですが、そこをやっている地

区もあると思います。あとはいろいろと考えて

いただけるということで、ぜひお願いしたいな

と思っております。 

  また、ＧＰＳに先ほどの①の話も加えますと、

山車追跡サイトに先ほどの救急医療体制を行っ

ているブースの場所の表示などもあるとより効

果的かなと思っております。具合が悪くなって、

どこに行ったらいいのかと。先ほどいろいろと

場所のお話がありましたが、山車のサイトを見

るというのは、観光客、観覧している方々は見

ると思うので、具合が悪くなったけれども、ど

こに行ったらいいのかというときに、そういっ

たサイトに表示があると皆さん効率的に動いて

くれるのかなと思っております。 

  また、先ほど話を出せなかったんですが、今

回暑さ対策で、様々な沿道パレードとかしてい

ると、いろいろなところに水タンクを置いて給

水できる場がありました。そちらは話を終えて

しまったんですが、ぜひ給水の場なども常にあ

る、あるいは体調が悪くなったらここに行けば

大丈夫というような、そうですね、インターネ

ットを利用したサービスを様々な角度で考えて

いただいて、ぜひ御検討をお願いして、項目２

の質問を閉じます。 

  それでは、項目３の答弁に関して、最上地域

観光協議会について、まず協議会内での具体的

な内容に地元飲食店で飲食するための情報発信

を加える提案をしていただけるようなお話をい

ただきました。よろしくお願いいたします。 

  また、令和４年度に県内主要観光地を訪れた

観光客が前年度比19.9％増の3,603万4,300人だ

ったという報道が先日ありました。コロナ禍前

の８割ですが、徐々に観光客、そして新庄にも

訪れているんじゃないかなと思っております。 

  実は、今年５月から先ほど申したとおりコロ

ナの基準が下がったんですけれども、昨年度、

まだコロナ禍ではあるんですけれども、夏前後、

春、秋を中心に新庄駅周辺の町なかに多く見ら

れたのは、リュックを背負った方々、観光客が

すごく多かったなと思っています。コロナ禍だ

ったので、野外とか自然に触れるような観光が

去年少しはやり始めて、今年につながっている

のかなと思っています。 

  協議会の取組は、先ほど御紹介なかったんで

すけれども、私が少し調べたところ、もがみ

AMAZING(アメージング)トレイルというところ

で準備されておりまして、今年いろいろな企画

がされているようです。まさに観光地に来る、

見る、泊まる、そしてトレッキング企画という

ところでされているようです。 

  これに沿いますと４町３村にも広域事業なの

でトレッキングに行っているんですけれども、

駅周辺の関係者からいろいろ聞き取りしたとこ

ろ、４町３村に行っても必ず新庄駅あるいは新

庄市に寄るという方が多いです。新庄市に滞在

する自由な空き時間は平均２時間から３時間あ

ると聞いております、こちらは観光協会とか

様々なところでいろいろ話を聞いてきたんです

けれども。 

  この時間を利用して新庄市の飲食店で飲食し

ていただくような情報を観光客にもっともっと

伝えたいと考えております。来る、見る、泊ま
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るに加え、食べる、つまり地元で飲食をしてい

ただくということですね。ぜひ滞在型観光の具

体的な内容に加えられるよう、よろしくお願い

いたします。 

  続けて、項目３の（２）新庄市独自での飲食

店の情報発信につながる施策、広報事業の拡充

について答弁いただきました。現在の状況につ

いては承知いたしました。 

  例えば、自分も新庄市発行の広報紙は一通り

目を通しているつもりでございます。しかしな

がら、例えば新庄駅など主要な一部にしか広報

紙が設置されていないような気がします。どう

しても情報発信としては弱いかなと感じます。 

  また、新庄市の公式ホームページのトップペ

ージの「観光」「しんじょう旅なび」の「食べ

る」を検索して、今度皆さん見てください、見

ると飲食店の掲載ページ、なかなか薄い、薄い

という言い方は失礼ですが、もう少し内容を濃

くできるんじゃないかなと思われます。 

  そこで、再質問になりますが、コロナ禍では

発信しづらい部分が多々あったと思いますが、

改めて広報紙の設置場所の見直しや、市のホー

ムページの飲食店案内の内容を充実させてみて

はどうかなと思います。どうでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 市内飲食店の今後の広報

についての御質問でございますが、先ほど議員

からありましたとおり、広報紙、観光ガイドマ

ップ等々こちらのほうでしてございます。当然、

市ホームページにも掲載してございますし、た

だ内容がちょっと弱いのではないかという御意

見などございますので、こちらでもそこの部分

については検討調査、研究させていただきたい

と思います。 

  それから、コロナが５類に移行しまして、

様々な人の動きが出てきておるのは重々承知し

てございます。それに従いまして飲食店の活動

もだんだんと復活しておるように見受けられま

すし、今まで事業を継続するための様々な施策

もこちらで展開をさせていただいたところでご

ざいます。我々といたしましても、飲食店の支

援につきましては様々これからも必要な部分に

ついては打っていかなければならないと考えて

ございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学さん。 

８ 番（鈴木法学議員） ただいま商工観光課長

より飲食店のための御支援をいただけると、力

強いお言葉をいただきました。そういったとこ

ろで、ぜひ飲食店にクローズアップした事業を

展開していただきたいと思います。 

  残り時間がまだありますので、１つだけ踏み

込んだ話をさせていただきたいと思います。 

  いろいろな企画をこれから考えていただきた

い。僕は、新庄に来たらこれがあるよ、わくわ

くするようなことがあるよ、来てみたらいいん

じゃないかとする場合、通年で毎日いつ来ても

対応できるのは飲食店かなと思っております。 

  もっと踏み込むと、雪と祭りのまち新庄にな

ぞれば、むしろお酒と祭りのまち新庄だと思っ

ております。こちらは夕方以降から開店する居

酒屋、ナイトのお店、本当にたくさんあります。

新庄地域での酒を酌み交わす飲み文化を再発信

するには、ちょっと奇抜なアイデアがあっても

いいのかなと思っております。 

  例えば、先日の山新に載っていたのであれば、

仙台市で試験的に行っている、市の補助金を活

用した、夕方からオープンする、観光案内する

立ち飲み場、なかなか人的に派遣が厳しいので

新庄では難しいんですけれども、ちょっとした

そういった話だけで話題になります。ましてや

仙台なんて飲食店のすごい繁華街があるのに、

こういったところに行政が補助金を出すなんて

いうのはすばらしいなと思いますし、それだけ
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飲食店を守りたい気持ちがあるんだなと思って

おります。 

  また、新庄に置き換えれば、これはあくまで

例えばというか、案ではございますが、飲食店

中心のマーケットに、ちょっと古いんですけれ

ども、こういうアーチがあるのは御存じでしょ

うか。例えばこれを改修して飲食のシンボルマ

ークといいますか、広告塔にする、例えばでご

ざいます。それから、例えば新庄版「酒場放浪

記」のような飲食店の紹介、または新庄独自の

ナイトパブをつくるなど、ほかの自治体にはな

い売り込み方、話題となることで観光資源にな

る飲食店の発信の仕方があると思います。 

  ぜひ、現存する魅力、昼も大事なんですけれ

ども、夜の飲食店を活用した施策を立ち上げて

いただければと思います。こちらに関しては、

答弁といいますか、一言だけいただけると。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 特に夜の飲食店に関して

の様々な施策を打ったらどうかという御質問だ

と思いますが、先ほど議員からおっしゃられた

仙台の観光案内所の立ち飲み場は私も周知して

ございます。 

  先ほど来、飲食店の広報関係のお話を質問で

いただいておりますが、例えばこのぐらいＳＮ

Ｓが発達している状況ですので、各個店でもＳ

ＮＳで自分のお店をＰＲしているところはある

と思いますが、それを例えば団体で特化したペ

ージ等々を組んでいただいて、それに市のホー

ムページからリンクを飛ばすとか、様々なやり

方はあるかと思います。そういうところも今後

飲食店と様々協議、研究を重ねてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学さん。 

８ 番（鈴木法学議員） 商工観光課長からすば

らしい御回答をいただきました。信頼度という

意味では市のホームページからのリンクという

のはすごくありがたいことです。ぜひこれから

御検討と企画を考えていただければと思います。 

  最後になりますが、私の言葉で大変申し訳な

いですけれども、コロナ禍当時、飲食店に行く

こと自体がＮＧだったため、耐え切れず閉店し

たお店がございます。あるいは、コロナ禍を耐

えしのいだものの、これからどうなるのかと不

安な思いをしているお店もございます。 

  また、そのような状況下でも地域を活性化し

ようと、30代、40代の活気のある若者たちが、

若者世代が飲食店を起業し、さらに若い世代の

娯楽といいますか、楽しみを創出していただい

ております。様々な思いがございますが、先ほ

ど冒頭に話したとおり、次世代の子供たちも注

目しております。新庄市民の活力となる昼、そ

して夜の飲食店の情報発信をよろしくお願いい

たします。 

  それでは、以上で私の本日の一般質問を閉じ

させていただきます。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時４９分 休憩 

     午後３時０１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開します。 

  ただいま鈴木法学議員より、先ほどの一般質

問における発言の訂正の申出がありましたので、

これを許可します。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学さん。 

８ 番（鈴木法学議員） 先ほど一般質問させて

いただきました鈴木法学でございます。 

  一般質問の答弁に対して私の聞き違いがござ

いまして、項目１のリサイクル事業に関して、

国庫補助、リフォーム補助金等の負担割合に関

して国が２分の１、県が４分の１、残りの４分
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の１は「利用者」であるというところを「市」

と聞き違いしまして、私が口頭でそれを発して

しまったため、こちらの文言、発言した内容を

削除していただきながら、担当課とはこういっ

た実例の補助金もあるよという話を聞きながら、

これからいろいろお話ししながら様々な補助金

に対して目を通して、実施できるようにしたい

と思います。よろしくお願いします。 

佐藤卓也議長 先ほどの鈴木議員の発言における

訂正箇所については、議長においてこれを許可

いたします。 

 

 

辺見孝太議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、辺見孝太さん。 

   （９番辺見孝太議員登壇） 

９ 番（辺見孝太議員） 本定例会本日５番目、

本日最後に質問させていただきます議席番号９

番、新政・結の会の辺見孝太です。大変お疲れ

の時間帯ですが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  まずは、山科市長、御就任、誠におめでとう

ございます。 

  前回を6.3ポイント上回る投票率68.57％とい

う高い関心の下で市長選挙が行われたことは、

市民の皆様が市政を自分事と捉えて投票を行っ

た結果であると思います。市民の皆様の思いと

負託にしっかりと応える市政運営をどうぞよろ

しくお願いいたします。 

  それでは、通告書に従いまして質問をさせて

いただきます。 

  初めに、市政運営についてです。 

  高速道路が首都圏と直結し、県立新庄病院も

開院いたしました。来年には東北農林専門職大

学の開校が予定されており、明るい話題も多い

新庄市ですが、経済対策や人口減少、少子高齢

化をはじめ、抱えている問題も多く、取り組ま

なくてはならない課題は山積しています。 

  今後の市政の運営について、市長がこれから

取り組む一丁目一番地の政策は何かをお伺いい

たします。 

  次に、台湾草屯鎮との交流についてお伺いい

たします。 

  ９月20日に調印式が行われた台湾草屯鎮との

国際友好交流協定について、今後どのように相

互に交流を深めていくのかをお伺いいたします。 

  続いて、消防団の出動報告についてです。 

  ６月議会において消防団条例が改正され、団

員報酬及び出動手当などが増額されました。そ

れまで県内下位だったものが上位となり、消防

団員は処遇改善に大変喜んでおります。大変あ

りがとうございます。 

  この改正により、１回1,000円の出動手当が

２時間ごとに2,000円、１日8,000円の出動報酬

となったわけですが、例えば火災などの際は、

以前は誰が出動したかどうかを後日報告すれば

よかったのが、これからは現着の本部報告と報

酬計算のために出動時間を市に対して報告する

必要が出てきました。報酬はアップしたが、現

場到着の本部報告の徹底など手間も増えたとの

声を聞いております。お金に関わることなので

厳正に処理しなければいけないことは重々承知

しておりますが、市として、これらの事務手続

についてどのように考えているのかお伺いいた

します。 

  最後に、新庄まつりについてです。 

  令和５年の新庄まつりは４年ぶりの通常開催

となりましたが、祭り当日は異常な暑さに見舞

われ、祭り来場者の中には救急搬送された方も

いたと聞いております。 

  ７月下旬に米沢市内の中学生が帰宅途中に熱

中症の疑いで搬送され、その後亡くなるという

大変痛ましい事案があり、市民の熱中症への不

安感も高い中での祭りの開催に当たって、市や
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実行委員会が取った熱中症対策についてお伺い

いたします。 

  こちらは先ほど鈴木法学議員が大部分聞いて

いただきましたが、別の角度の質問もございま

すので、答弁をよろしくお願いいたします。 

  また、各地の祭りでは外国人観光客らを対象

に、より付加価値をつけた高額の特別席を設け

る動きが広がっています。 

  新庄まつりでもアビエスに有料観覧席を設け

ておりますが、インバウンドや市外からの観光

客向けに、より快適性やエンターテインメント

性を高めた食事や解説つきのプレミアム観覧席

を企画できないかお伺いいたします。 

  以上、どうぞよろしくお願いいたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、辺見議員の質問にお答

えします。 

  初めに、市政運営について、これから取り組

むべき一丁目一番地の政策は何かでありますが、

私は市長就任に当たっては人口減少対策が一番

重要であると考えております。 

  少子高齢化は全国的な課題でありますが、本

市におきましても非常に重要な課題であると捉

えております。人口減少が進むことで、社会保

障費の増大や経済の停滞など様々な問題が発生

し、市民生活に及ぼす影響も非常に大きいもの

と想定しております。 

  そこで、私は人口減少対策を本市の最重要課

題として位置づけ、子育て支援の充実、高齢者

の活躍支援、移住定住促進などの取組について

重点的に進めていく考えであります。 

  子育て支援では、学校給食の無償化や最上８

市町村で連携した子育て施設の整備など、子育

て支援を充実させることで、子育て世代に選ば

れ、子供たちが伸び伸びと育つまちづくりを検

討していきたいと考えております。 

  また、高齢者の活躍支援では、高齢者の移動

手段の確保や冬場の除雪支援などにより、高齢

者が生き生きと暮らせる環境を整えていくこと

が重要と考えております。 

  さらに、移住定住促進では、住宅支援や就業

支援を行うことで、移住希望者に選ばれるまち

づくりや若者の地元回帰などを進めていきたい

と考えております。 

  これらの施策を着実に進めることで、本市の

人口減少を抑制し、持続可能なまちづくりを実

現してまいりたいと考えておりますが、人口減

少対策は市役所だけでは解決できない大きな問

題であります。市民の皆様の御理解と御協力を

いただきながら、一丸となって取り組んでまい

ります。 

  次に、台湾草屯鎮との交流についての御質問

にお答えいたします。 

  台湾との交流につきましては、これまでイン

バウンド誘致に関する取組や東京オリンピック

でのバドミントン競技のホストタウンとしての

交流、台湾人留学生の受入れのほか、新庄小学

校と台湾の新庄國民小学校とのオンライン交流

学習など様々な交流を行ってきたところであり

ます。 

  台湾南投県草屯鎮と新庄市の交流につきまし

ては、台湾との国際友好関係を構築することで、

観光、産業、教育、スポーツ分野の交流を通し

て多文化共生社会の推進に寄与することを目的

として、本年９月20日に国際友好交流協定の締

結をしております。 

  協定の内容といたしましては、経済、文化関

係の発展と市民交流の促進、教育、学校、スポ

ーツの相互交流、そして観光交流、産業発展の

促進を図ることとしております。 

  今後、草屯鎮との交流につきましては、具体

的に決定している内容はありませんが、このた

びの協定をスタートとして、異文化理解を目的

とした子供たちの交流や新庄まつり、雪国体験



- 81 - 

を中心としたインバウンド誘致の取組など、草

屯鎮と新庄市にとって有益な交流となるように、

協議を重ねながら広い分野での交流を推進して

まいります。 

  次に、消防団の出動報告についてのお答えで

あります。 

  消防団員の出動報酬については、消防団員の

処遇改善の一環としてこれまで１回当たり

1,000円の支給だったものを出動時間に合わせ

て２時間ごとに2,000円、１日最大8,000円を支

給することとし、大幅な見直しを行ったところ

であります。 

  出動時間に応じて報酬を支給するに当たり、

出動時の時間管理が新たに必要となり、災害現

場を指揮する団幹部、各班長の負担が増してい

る状況となっております。 

  出動報告の時間管理につきましては、災害対

応時の団員の安全確保や活動状況の把握のため

の重要事項であると踏まえて、出動報告の迅速

な管理方法について今後検討してまいります。 

  次に、新庄まつりについての御質問にお答え

いたします。 

  今年の新庄まつりは、令和元年以来４年ぶり

の通常開催として、全ての催事が滞りなく実施

されたところであります。 

  祭り期間中は３日とも猛暑が想定されており

ましたので、熱中症警戒アラートが発令される

ことも予想し、新庄まつり実行委員会では事前

に救護所を１か所増設し、県立新庄病院から医

師及び看護師、最上広域消防本部からは救急隊

及び救急救命士の派遣をいただき、参加者、観

覧者の安全対策を実施したところであります。 

  また、祭り参加者の熱中症対策といたしまし

て、本市及び新庄まつり実行委員会で飲料水等

の配付をしたところであります。 

  また、観覧者対策といたしましては、祭り本

部からの定期放送により熱中症予防のための注

意喚起を行うなど、対策を実施したところであ

ります。 

  次に、付加価値をつけた新庄まつりのプレミ

アム観覧席の設置についてでありますが、付加

価値の高い有料観覧席につきましては、新庄ま

つり百年の大計・第４期計画において「新たな

観覧席の設置の検討を行う」としておりますの

で、他の祭りで行っている高付加価値の提供内

容など、新庄まつり実行委員会を通じ、市とし

ても調査研究をしてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） それでは、市政運営に

ついてから再質問させていただきます。 

  最重要課題として人口減少に取り組むとお答

えいただきました。子育て、高齢者の活躍や移

住定住対策に取り組んでいくとお答えしていた

だきました。 

  人口減少に関しては、新庄市だけではなく、

全国的な問題となっておりますが、山形県内の

同じ内陸の市に比べても新庄は人口減少のスピ

ードが少し高いように私は感じております。そ

ういった観点から、市外への人口の流出という

のが少し多いのかなと考えております。まずは

これを止めることが大切になってくるかなとい

うところで、先ほど市長からおっしゃっていた

だいたように、徹底した子育て対策に加えて、

教育施策であったり、住民サービスでも最上郡

内で負けないように強化を図っていただければ

と思います。 

  また、新たな産業の創出ということも必要で

はないかなと思っております。単に働く場所と

いうよりは、魅力的な産業、ここで働いてみた

いから新庄に人が集まってくる、人が集まって

住みやすいまちをつくっていく、そういった考

えもあるのではないかなと思いますが、いかが

でしょうか。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 
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佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 辺見議員から御質問のあった件で

ありますけれども、全くそのとおりでありまし

て、新庄市の課題であります問題の中に、医療

環境を整えるだとか、さらには教育環境を整え

る、そしてまた高速道路、高規格道路がつなが

るということで、国・県を中心としたインフラ

の大きな柱が出来上がったと感じております。

これをどのように生かしていくかということこ

そがこの地域にとって人口減少対策の一つの鍵

になるかと考えております。 

  さらには、先ほど申し上げましたとおり、魅

力ある働く場所というのが、これがテーマであ

りますけれども、例えば、私が申し上げており

ますのは、東北農林専門職大学ができるという

ことで、先ほども質問ありましたように、様々

な学術的な専門機関の勉強やら研究をしていく

ということがありまして、今までこの地域でな

し得なかった研究開発ということまで踏み込め

るのではないかなと思っています。 

  そこに、研究、開発、製造ということで農商

工連携を含めて新たなる企業あるいはベンチャ

ーの創出をすることによって、若者がこちらに

戻ってきて働く、あるいはこちらにとどまるこ

とができ得るような企業の選択肢の一つになる

のではないかなと感じているところであります。 

  申し上げれば、おっしゃられるように魅力の

ある仕事場というのは、これはテーマでありま

す。これから皆さんと共にいろいろ勉強してま

いりまして、若者たちが働きたい場所、御承知

のとおり求人で人が足りないと、働く場所はあ

るわけでありますけれども、若者が定住して働

きたいという場所がこの地域にないとも言われ

ていますし、その辺のところをしっかり研究し

ながら、皆さんと共に、若者の定着、そしてし

っかりと人口減少対策に取り組んでまいりたい

と思っています。 

  私が今申し上げたのは一部でありますけれど

も、これからしっかりと勉強してまいりますの

で、以上でございます。よろしくお願いします。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） 市政運営について、こ

れをやったから劇的に人口減少が解決したとい

った魔法のような政策はないのかなと思います

ので、一つずつ愚直に価値のある政策を積み重

ねるということが大切かなと思います。引き続

きよろしくお願いいたします。 

  続きまして、台湾草屯鎮との交流についての

再質問をさせていただきます。 

  先ほど様々な分野で交流を深めていくという

お話をいただきました。 

  10月５日から台湾と山形空港間で国際チャー

ター便が運航されております。座席数135人ク

ラスで11月７日まで16往復32便、主なインバウ

ンドの訪問先は銀山温泉や山寺、最上川舟下り

などとのことです。現在、県では冬期の運航も

検討を進めているということで、テレビドラマ

の「おしん」が台湾で大人気ということで、ゆ

かりの地を訪問したりということがインバウン

ドの訪問先に入ってきているということです。 

  県内の観光関係者はこのチャーター便を利用

して台湾を訪問してＰＲをしているということ

で、何とか新庄市にもこういった方たち、友好

協定を結んでいる台湾の都市も、草屯鎮もあり

ますので、足を運んでもらいたいと思っており

ます。新庄市としてはどのような考えでおられ

ますでしょうか、よろしくお願いします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、台湾との国際

交流について御答弁申し上げたいと思います。 

  まず、９月20日の調印式におきましては、議

員の皆様にも御出席いただきまして、この場を

借りて感謝申し上げます。大変ありがとうござ

いました。 
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  辺見議員からありましたチャーター便関係を

利用しての誘致という部分ですけれども、市長

も御答弁申し上げましたけれども、先日、台湾

の訪問団にお越しいただきまして、次の取組と

いたしましては、新庄市としてこちらから正式

に向こうに行くというところが必要かなと思っ

ております。その中で、先ほど市長が申し上げ

ました教育、文化、スポーツ等の交流の中で何

ができるのかというところをお互いに話し合い

ながら、ほかの自治体でやっているような相互

交流、隔年で行ったり来たりするでありますと

か、あとは最終的には各団体ごとに行政を通さ

ずに個別に交流していただくというところが最

も望ましい部分もあるなと感じておりますので、

中期的にはそういった部分も考慮した形で取り

組んでいきたいと考えております。 

  議員から提案あった部分につきましても、イ

ンバウンドの誘致としてチャーター便を活用し

た誘致というのも重要だと思いますので、草屯

鎮の皆さんにチャーター便でお越しいただける

ような仕掛けも今後取り組んでいきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） 相互交流ですので、来

ていただくだけではなくて、新庄から訪問する

ということは非常に大切だと思います。また、

観光に限らず、様々なスポーツですとか学校の

交流ということもぜひ進めていただければと思

います。 

  その上で、インバウンドの話で申し訳ないで

すけれども、やはり銀山温泉というのが非常に

強くて、新幹線を使われる方も大石田駅で降り

てしまったりとか、宿泊は銀山温泉が夏も冬も

人気だというところであるんですが、主な訪問

先というところで最上川舟下りなどが入ってお

ります。 

  また、新庄市は特徴的な飲食店がたくさんあ

って、食べるということ、先ほど鈴木法学議員

からもありましたけれども、魅力のあるまちで

ございますので、最上エリアとして観光連携を

して、そういった訪問先として交流していけれ

ばと思います。 

  次に、消防団の出動報告について再質問させ

ていただきます。 

  報告の管理について、ちゃんとしなければな

らないということをお答えいただいたんですが、

当然必要なことだと思います。 

  再度確認なんですけれども、今現在の消防団

の報告の仕方ということを確認させていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 ただいまの御質問にお答えいた

します。 

  まず最初に、消防団報酬、条例改正につきま

して、皆様の御理解を賜りまして御可決いただ

き、ありがとうございます。消防団の皆様の感

謝の言葉をいただきましたけれども、私も担当

としてほっとしたところでございました。 

  さて、出動報酬に関する報告の仕方につきま

しては、火災を例にお話しいたしますと、まず

消防本部に火災通報がございます。そうします

とメール登録しております団員や環境課にメー

ルが届きます。このメールを受けまして、環境

課の職員が事務局として現場に向かいまして、

現地の本部を立ち上げいたします。この本部に

は団長をはじめとして団幹部が詰めまして、到

着した団員、実際には班長もしくは部長が現着

報告をいたします。これを市の事務局、本部が

記録しているという内容になってございます。 

  鎮火後は、団長の命令で解散となりますけれ

ども、その後、改めて分団長等の決裁を経て事

務局に報告書が提出されるようになってござい

ます。 
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  このような手続を踏みますのは、先ほど申し

ました改正した消防団条例におきまして、出動

時間は「水火災その他の災害の現場に到着した

ときから団長の命により解散したときまで」と

規定しているからでございます。 

  市といたしましては、報酬は市から支給しま

す公金でありますので、その手続を適正に行う

必要がありますので、所定の様式に記載の上、

提出していただくということにつきまして、御

理解を賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） もちろん税金でござい

ますので、お金のことで報告等をしっかりしな

ければならないということは分かります。今聞

いた感じでもかなり複雑な、報告の手間がかか

るなという印象を受けました。 

  実は消防団アプリというものがあるんですが、

御存じでしょうか。消防団活動を支援するスマ

ートフォンのアプリがあります。出動時間を管

理集計できるものでして、これを導入すれば消

防団も市の担当者も楽になるのではないかなと

思うのですが、御存じでしょうか。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 消防団アプリは私も承知してご

ざいます。議員からありましたとおり、スマー

トフォンにアプリとして登録する消防団アプリ

というものがございます。こちらのアプリを利

用いたしますと、今の質問に上がっております

出動状況の把握に非常に有効であると認識して

ございます。また、このアプリですけれども、

出動報告の管理以外にも、例えば災害時の被害

状況の共有化など様々共有できる機能がござい

ます。いいソフトではあるんですが、スマホの

アプリということになりますので当然費用がか

かるということになります。アプリをスマホ１

台１台にインストールするという形になります。 

  本市の消防団につきましては1,000人の団員

を有する県内でも大きな消防団でございます。

１台数百円という形、月に数百円という料金体

系になっているのがほとんどなんですが、それ

に掛ける1,000台掛ける12か月となりますと、

それ相応の金額になります。入れるとなれば市

の予算措置が必要になります。担当といたしま

しては頑張りたいところではありますが、何分、

市全体として様々な事業展開をしているわけで

すので、総合的な判断により様々な事業が予算

づけされるということになりますので、その辺

につきましては御理解賜りたいと思います。 

  以上です。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） 費用がかかるのは当然

かなと思うのですが、こういった事務作業に手

間をかけてもあまりいいことがないというか、

市の人材も限られていると思いますので、ぜひ

進めていただきたいのですが、県内の導入状況

であったり、既に入れているという事例はある

かどうか、お願いします。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 13市に直接問合せということは

まだやっておらないわけですけれども、漏れ聞

く限りでは、県内で導入したという声は聞いて

ございません。 

  なお、消防団アプリにつきましては、消防庁

で消防団の処遇改善ということが３年ほど前に

全国に通達されたわけですけれども、それから

受けて広く広まってきているソフトであります

ので、全国的にもまだ導入事例というのは多く

ないのかなと考えております。 

  以上です。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 
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９ 番（辺見孝太議員） まだ広まっていないシ

ステムだということでありますが、税金に関わ

ることを正確に把握しなければならないという

ことと、また消防団自身が仕事をしながら消防

団の活動をしている方がほとんどです。こうい

った報告業務が楽になるということはすごくい

いことですので、ほかがやっていないのであれ

ば、逆に先駆けて進めていただければと思いま

す。消防団のデジタル化ということもぜひ進め

ていただければと思います。 

  それでは、次の新庄まつりについて再質問さ

せていただきます。 

  先ほど鈴木法学議員からも熱中症についてか

なり質問があったのですが、私は、市で様々対

応したメッセージを出したと聞いているんです

が、山車若連、囃子若連に聞くと「メッセージ

が届いていない」ということを率直に言われま

した。私が確認できたのは、８月８日付で新庄

まつり実行委員会宛てに配付されました「児童

生徒の祭り参加における熱中症対策と安全対策

の徹底について（依頼）」という文書、これは

届いているということでした。内容としては、

学校で行っている熱中症対策を紹介しますとい

うような、ちょっと軟らかい文章で、こういっ

た文書が届くというのはすごくありがたいこと

ですが、もう少し強い遵守事項という形で、強

いメッセージというのは出せなかったのでしょ

うか。よろしくお願いします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 熱中症対策の祭り期間中

における市からの依頼文書等々の御質問でござ

いますが、まず基本的に新庄まつり実行委員会

と共に熱中症対策を市としても進めてきたとい

う経緯がございます。 

  様々実際の現場におきまして熱中症対策をし

ていただいたのは各若連だと認識してございま

すので、こちらといたしましては、お願いとい

う形になればちょっと弱いかもしれませんが、

そこのところを勘案した形で文書を出させてい

ただいたという形でございます。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） 実行委員会が新庄まつ

りを行っていて、新庄市がやっているわけでは

ないというのは常々聞いておるところなんです

が、報道等でよく「今年の夏は災害級の暑さ」

という言葉を耳にしたりしました。実際に川が

氾濫したり建物が倒壊したりということではな

いのですが、全国的にも死者が出るような暑さ

でありました。 

  そうしたときに、現場の祭り関係者、山車若

連、囃子若連もタープテントであったり水分補

給であったりそういった対応はそれぞれに行っ

たのですが、現場に任せきりで大丈夫なのかな

と私は感じたところもありました。 

  熱中症に対する捉え方というのは個人差があ

って、日陰で休ませていたら回復したので日陰

で休ませておこうという人もいれば、ためらい

なく病院に連れていこうという人もいます。実

際死に至るような事例もあるところでございま

すので、情報と経験豊富な行政からのメッセー

ジというのを祭りの現場では待っていたという

ところもございます。それに関してどのように

お考えでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 市といたしましては、議

員がおっしゃられたことも重々承知していると

ころでございます。 

  ただ、熱中症アラートが出た３日間でござい

ますけれども、３日間とも「危険」という具合

でありましたので、では外の活動を実際にやめ

てしまうのかというところまで踏み込んだ議論

が必要になってくるのかなと思ってございます。 
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  今後、こういう危険な暑さが続くようですと、

例えばの話、25日の本まつりの日中の動きはど

うするんだというところまで踏み込んだ形で議

論をしていかなければならないのかなと、もし

かしたらそういう状況に既になっているのかも

しれません。そういうところも含めまして、市

といたしましても、実行委員会の事務局でござ

いますので、議論を重ねてまいりたいと考えて

ございます。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） まさしく課長がおっし

ゃっていただいたように、そこまで踏み込んで

議論することが必要かなと思っております。 

  この暑さが毎年のものなのか、10年に一度、

20年に一度なのか分からないですが、先ほど紹

介した児童生徒の祭り参加における熱中症対策

と安全対策の徹底について、繰り返しますが、

この文書は大変ありがたいものです。 

  ただ、記載されている内容を少し紹介します

と、小中学校でやっている熱中症対策の例とし

て「活動中も熱中症指数計で状況を把握し、適

切な対応を行う」と書いております。これは学

校現場の先生方とか研修を受けられた方はこれ

で十分通じると思いますが、一般人向けにはも

う少し踏み込んだ、「必ずこのぐらいの間隔で

休憩を取ってください」ぐらい、「水分を取っ

てください」と。必要であれば熱中症指数計と

いうのも準備しなければならないのかなと思い

ます。 

  災害ではないんですが、災害級の暑さ、この

ぐらいの状況であればそういった準備まで必要

だと思いますので、来年以降、どうなるか正直

分からないですが、準備は必要だと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

  最後になります。 

  新庄まつりの観光客向けの高額の特別席につ

いて再質問させていただきます。 

  参考までに各地の祭りの特別席の例ですが、

青森ねぶた祭では最大８人まで利用できる１日

１組限定の100万円の観覧席が完売したそうで

す。青森の伝統工芸品で飾りつけ、地酒と食の

ペアリングのほか、座席専用コンシェルジュ、

ねぶた師の解説つきとのことです。 

  また、祇園祭では１席40万円のプレミアム観

覧席が全84席中８割近い65席が売れたとのこと

です。 

  新庄まつりにおいては祭りはただで見るもの

という考えが多くあるかと思いますが、大切な

お客様への接待や、おもてなしなどの需要もあ

るかと思います。また、人混みを避けて楽しみ

たいという観光客の心理もあるようです。100

万円とか40万円とは言いませんが、３万円や５

万円の席はあってもいいのではないかなと私は

思います。新庄の料理のＰＲであったり、単に

山車の解説だけではなくて、新庄まつりの歴史

を解説するなどしてファンを増やしていきたい

なと思います。祭りの財源の確保だけではなく

て、新庄のＰＲにもなるかと思います。 

  今年は通常開催に戻すということが目標だっ

たというのは分かっておるんですが、先ほど検

討していただけるということをお聞きしたんで

すが、来年以降、ぜひ目指していただければと

思います。市民総参加で官民一体で270年近く

粘り強く継続してきた新庄まつりの最高の席が

4,000円となっておるんですが、こういった席

も残しつつ、特別席というものを考えていただ

ければと思います。今の事例等を踏まえて一言

いただければと思います。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 新庄まつりのプレミアム

席の御質問でございますが、議員おっしゃられ

ましたねぶた祭ですとか祇園祭のプレミアム席

の状況はこちらでも把握してございます。 
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  先ほど市長答弁にございましたが、百年の大

計・第４期計画におきまして「新たな観覧席の

設置検討を行う」と載ってございますし、コロ

ナが明けたという形で、インバウンド、アウト

バウンドのそれぞれ両方が復活の兆しを見せて

いるところでございます。 

  また、先ほどの草屯鎮との交流もございます

ので、そういう方々もターゲットにしながら調

査研究を重ねてまいりたいと思ってございます。 

  先ほどおっしゃられたように、金額の多寡は

どういう形で設定したらいいかも含めまして調

査研究が必要なのかなと考えてございます。 

  確かにどちらかというと市民は新庄まつりは

ただで見るものという意識があるのかなと私自

身も考えてございますが、特に海外から来られ

るお客さんについては富裕層も多いと聞いてご

ざいますので、そういう方々に対応した部分で

も調査研究が必要なのかなと考えてございます。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） 新庄まつりがただで見

れなくなったらそれはもう本当に大変なことで

ありますので、あくまでも観光客や富裕層向け、

あるいはおもてなしで使いたい市民もいらっし

ゃると思います。そういった方向けに、先ほど

から前向きな回答をいただいていますが、最高

の席をぜひ来年楽しみにしておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  これで一般質問を終わらせていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  16日午前10時より本会議を開きますので、御

参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時４７分 散会 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めてまいります。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は５名です。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 それでは初めに、小嶋冨弥さん。 

   （１８番小嶋冨弥議員登壇） 

１８番（小嶋冨弥議員） おはようございます。 

  ９月定例議会一般質問２日目、最初に質問に

立ちます、議席番号18番、新政・結の会の小嶋

冨弥であります。簡にして要を得た質問を心が

けてまいりたいと思いますので、御答弁のほど

よろしくお願い申し上げます。 

  今般、私が通告いたしました発言事項は３点

であります。それらに沿ってお伺いいたします。 

  まず初めに、山科市長の今後の市政運営につ

いてであります。 

  ９月に行われました、任期満了による市長選

挙において多くの市民の支持を得まして、見事

当選なされました。誠におめでとうございます。 

  山科市長の市長選公報で標榜の「対話と決断、

未来への責任」に市民は大変期待しておるので

はないでしょうか。 

  今定例議会において、市民の皆様方より負託

を得ました15名の議員の方々も、そのような思

い、またいろいろな観点から質問に立たれたの

ではないでしょうか。私もそのような思いの一

人であります。 

  そこで、まずお伺いいたしますのは、市民３

万3,000人余のリーダーとしてのこれからの市

政運営の抱負をお聞かせください。 

  また、「山積する課題と未来に向けて」とあ

りますが、市長が考えている地域の直面してお

る課題とは何なのでしょうか。 

  次に、議会との関係についてお伺いいたしま

す。 

  申すまでもなく、議会は憲法及び自治法に基

づき設置された自治体の機関でありますことは

申すまでもありません。その役割は、住民を代

表する機関であり、そして地方公共団体の意思

を決定する機関でもあります。地方自治体の議

会は二元代表制であり、執行部、すなわち市長

と議会は車の両輪によく例えられますが、しか

し議会は執行機関の監視、長と相互に牽制し合

うことにより、地方自治の適正な運営を期さな

ければ健全な議会政治とは言えないと思います。 

  今般の任期満了による三つどもえの市長選挙

で市民の信任を得て、新たな市政の転換を目指

す市長は、議会との関係性をどのように構築な

されるのか、お考えをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

  次に、３つ目の質問でございます。 

  今般の市長選挙において、市民の選択の一つ

に新庄インターチェンジ付近の道の駅構想が注

目されました。これらに関して、今定例議会に

おいてたくさんの議員が一般質問をいたしてお

ります。それだけ今後の市政運営に関わりのあ

る案件だという思いがあるからではないでしょ

うか。私ももちろんその一人であります。 
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  ここで、自動車専用道路から直接乗り入れで

きる取付け道路の整備と、どのような道の駅構

想が投資等を含め持続可能な当市における市政

運営の財政規律のお考えをお伺いいたすもので

あります。 

  次に、発言事項の住みよいまちづくりについ

ての質問でございます。 

  今年は例年にない異常気象の酷暑に、日本中

はもちろん、大変な思いの市民生活でありまし

た。昔から「暑さ寒さも彼岸まで」の例えのご

とく、彼岸を越すと暑さも和らぎ、ほっとした

のもつかの間、秋の気配を通り越し、晩秋的気

温になり、今後も気象が心配されるのでありま

す。カレンダーの枚数も少なくなり、科学が進

歩した今日でも、古今東西、季節の移ろいは誰

にも止めることはできません。 

  雪対策が新庄のまちづくりにはとても重要で

す。その１つとして流雪溝の水源確保でありま

す。申し上げるのは、県道新庄泉田線の高壇、

荒小屋、太田、上茶屋町、茶屋町、北町交差点

に至る側溝の水量の確保についてであります。

これに関わる住民世帯は683、約700世帯に及び

ます。ここは以前から高壇の泉田川より水源と

して利用しておりましたが、今は全く機能しな

くなりました。降雪期を迎えるに当たり、とて

も地域住民の不安は増えておるのであります。

また、水路の水は防火用水としても生活にとっ

て重要な水資源でもあります。水源確保はまさ

に喫緊の課題だと思います。雪国新庄市のまち

づくりには、何度も申し上げますが、水確保が

大事なことは申すまでもありません。これらの

解消に向けた関係機関との協議や作業につきま

して、市の政策についてお伺いいたします。 

  次に、発言事項３番目、生成ＡＩについてで

あります。２つございます。 

  最初に、市の取組です。 

  今まさに地方自治体による行政のデジタル化

の取組が進捗しております。チャットＧＰＴ等

の活用により、スピード感のある業務の効率化、

サービスの向上が図られるからであります。 

  山形県ではこれらを業務に取り入れるために

安全ガイドラインの策定を終了し、導入を決め

ました。また、いち早く山形市、米沢市、酒田

市が導入しております。 

  これらについては、様々な課題も指摘されて

おります。情報流出や著作権の侵害、セキュリ

ティーに関しての問題です。既に安全性を確保

し、県内３市以外の自治体でも積極的導入が図

られておると思います。 

  これらの活用により、職員の働き方改革に寄

与しなければなりません。職員の業務負担軽減

が図られ、市民に役立つ政策立案が発揮される

ために、とても大事なことではないかと考えら

れますが、市のお考え、取組についてお伺いい

たします。 

  ２つ目は、小中学生に向けた人工知能ＡＩに

ついてお伺いいたします。 

  文科省から、急速に進む生成ＡＩに関して、

７月に初等中等教育段階における生成ＡＩに関

する暫定的なガイドラインが通知されました。 

  急速に進歩するこの技術が社会全体に広まる

一方、児童生徒が生成ＡＩによる回答をうのみ

してしまったり、生成ＡＩを使用することで思

考力の低下などの懸念が指摘されております。 

  これらを含めまして、教育委員会の見解をお

伺いいたすものであります。 

  以上が、私が通告いたしました質問でありま

すので、御答弁のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 おはようございます。 

  それでは、小嶋市議の御質問にお答えをいた

します。 

  初めに、市政運営の抱負と課題についてであ
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りますが、私は以前から市民の皆様の声をお聞

きし、実現方法を考え、不可能な場合は理由を

丁寧に説明し、代替案をお示しするということ

を心がけてまいりました。その上で、市民の皆

様の課題を一つずつ解決し、住みやすいまちづ

くりを目指すことが重要であると考えておりま

す。住みやすいまちづくりの実現をするために、

市民と行政が一体となって議論を重ねていく対

話を大切にしてまいります。 

  また、限りある財源や人材の中、行政だけで

は解決できない困難な課題を解決するために、

民間の活力を活用することが重要であると考え

ております。民間のノウハウや資本を活用し、

行政負担を減らしながらも質の高い行政サービ

スを行っていく必要があると考えております。 

  そして、本市の直面している最も大きな課題

は人口減少と考えております。子育て支援の充

実や若者の地元回帰など様々な施策を着実に進

めていくことで、本市の人口減少抑制と持続可

能なまちづくりを実現してまいりたいと考えて

おります。 

  次に、議会との関係性の構築につきましての

御質問でありますが、議員おっしゃるとおり、

議会は執行機関に対する監視機関としての役割

のみならず、市民の皆様の多様な意見の集約や

市政への反映といった大きな役割を担っている

と認識しております。 

  私は市政運営のテーマとして対話と決断を掲

げておりますが、円滑な市政運営のためには、

市民の代表であります議員の皆様と対話が不可

欠であると考えております。このためには、住

民福祉の向上に向けた議員の皆様の御意見につ

きましては真摯に向き合うとともに、市が実施

しようとしている重要事業につきましては丁寧

に説明をさせていただきながら市政運営に取り

組んでまいりたいと考えております。 

  今後とも議会と執行部が対等な立場に立ち、

互いを尊重し、議論をし合いながら、市勢の発

展のために進んでいけるよう尽力してまいりま

すので、御理解と御協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

  次に、道の駅事業に関する御質問にお答えを

いたします。 

  新庄インターチェンジ付近の道の駅につきま

しては、最上８市町村への回遊拠点となり、最

上地域全体に波及効果をもたらす道の駅の整備

を目指し、現在８市町村と商工団体、国・県で

構成する検討会において協議が行われていると

ころでありますが、高規格道路から直接乗り入

れについての国土交通省による検討のため、協

議は一旦中断しているところであります。 

  インターチェンジ付近の道の駅の整備につき

ましては、検討会のできるだけ早い時期の再開

に向け準備を進めておりますが、将来に向かっ

て持続可能な行財政運営を目指すことが非常に

大事であると考えております。このため、検討

に当たっては、道の駅の整備手法や運営などに

関し民間との公民連携を進めることなども模索

してまいります。また、来春開学する東北農林

専門職大学と道の駅が連携することで、新たな

まちづくりの可能性も広がるものと考えており

ます。 

  新庄インターチェンジ付近の道の駅につきま

しては、８市町村など関係機関と対話を重ね、

持続可能な経営と地域への波及効果をもたらす

整備に向けて検討してまいります。 

  次に、住みよいまちづくりについての御質問

にお答えいたします。 

  流雪溝及び道路側溝の水源確保についてであ

りますが、町なかの側溝等の水利につきまして

は、夏場のかんがい用水や冬場の消流雪用水、

さらには防火用水といった地域の環境や安全対

策など、市民生活にとって大切な役割を担って

いるものと認識しております。 

  御質問の高壇から県道泉田新庄線を経由して

北町交差点に至る側溝の水利につきましては、
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古くから泉田川からの取水を水源とし、地元の

水利組合がかんがい用水として整備された門堰

の名称を持つ慣行水利となっておりますが、近

年は取水機能が低下し、従前の水量が確保でき

ない状況となっており、今年に至っては全く取

水ができない状況となっております。このよう

な状況は近年頻発する豪雨の影響など何らかの

要因があると思われますので、市民生活の環境

維持及び安全確保のため、河川管理者である県

にも働きかけを行い、本来の取水量確保に向け

た原因究明の調査等対策について協議してまい

ります。 

  次に、生成ＡＩについての御質問にお答えい

たします。 

  チャットＧＰＴに代表される生成ＡＩは、コ

ンピューター、インターネットの発明に相当す

ると言われるほど私たちの働き方を大きく変え

る可能性があるものと認識しております。 

  生成ＡＩは、文章の要約や様々な文案の作成

など、行政の分野でも幅広く業務に活用できる

機能を有しておりますが、一方で情報流出のリ

スクや不正確な内容の場合もあることなど様々

な問題点が指摘されており、生成ＡＩで作成し

た内容をうのみにせず、根拠や裏づけを確認す

ることが重要と考えております。 

  本市では、デジタル化推進の観点から業務の

参考利用にとどめることとして、本年７月に生

成ＡＩの利用に関する留意事項を職員に通知し

ております。利用に当たっては、個人情報の入

力をしないこと、機密情報や市の意思決定前の

情報を入力しないこと、生成ＡＩの回答をその

まま利用しないことなどを留意事項としたとこ

ろであります。 

  生成ＡＩの業務への導入につきましては、引

き続き効果や課題を見極め、調査研究をしなが

ら検討してまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます

が、教育現場での生成ＡＩのガイドラインにつ

きましては教育長より答弁させますので、よろ

しくお願いいたします。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 おはようございます。 

  それでは、生成ＡＩの小中・高校向けガイド

ラインについての御質問にお答えします。 

  本年７月に文部科学省から教育現場における

ガイドラインが示されたところであります。ガ

イドラインでは、生成ＡＩで作成されるものは

参考の一つにすぎないことを十分に認識する必

要があることが示されており、学校における情

報教育において昨年度より配置しているＩＣＴ

支援員を活用して、生成ＡＩについての知識や

情報について教職員研修を充実させていきたい

と考えております。 

  今後も、学校における生成ＡＩの活用や児童

生徒の使用について、引き続き調査研究をして

まいります。 

  以上であります。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） 多岐にわたる答弁をい

ただきました。時間もございますので、再質問

したいと思います。 

  昨日の防火演習は大変寒かったんですけれど

も、土曜日は誠に好天の下、第16回新庄味覚ま

つり、キャッスルサイドリレーマラソン、やま

がたフラワーフェスティバルと、大変な開催で

にぎわいました。議員の中にマラソンを走った

という方もおりましたし、私もまちの中に出て

みました。数多くの議員の皆様にお会いしまし

た。市長も大変公務が忙しいところ回ってみた

ということでありました。 

  その中で、職員の方々がスタッフとして一生

懸命頑張っていた姿を見て、私はある課長に

「大変だな」と言ったら「いやいやいや、仕事

ですから」ということで淡々と仕事をなさって
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おりました。そのような行動、市長は職員の皆

さんのお姿を見てどのようにお感じになったか、

一つお話しいただければ大変ありがたいなと思

います。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 私は、今までは県議会議員という

立場で市役所の職員の皆様を遠くから拝見して

おりました。今度は新庄市の市長として、自分

が所管する職員の皆様の行動については非常に

違った角度でこれからしっかりと見ていかなけ

ればならないと考えています。 

  ただ、公僕として、土日に様々なマンパワー

としていろいろな市の行事に参加していくとい

うことは当然でありますが、一方で働き方改革

だとか職員の労働環境の様々な問題もございま

すので、その辺のところは検討を重ねながら、

１部局、１人に荷重のかからないような方法で、

職員の皆さんと共に、市が主催したり様々な行

政のいろいろなイベントに関しまして取り組ん

でまいりたいと思うところでございますので、

よろしくお願いします。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） 職員が元気でいろいろ

なことやっていると市民は元気をもらうんです

ね、ああ一体となっているなということで。 

  今おっしゃったように、働き方改革をやらな

きゃならないんですけれども、その辺のバラン

スといいますか、なぜ私が申し上げますかとい

うと、市長も市の職員も私たち議員も目的は同

じなんですね。市民の皆さんの生活向上、福祉

向上と安全安心なまちづくりができるために頑

張っているわけですので、その辺、三位一体に

なって進めていけば、今よりも市民の信頼を得

て、住みよいまちづくりになるのではないかな

と思う観点から申し上げたわけであります。 

  それで、せっかく市長と市政運営に関する機

会を得ましたので、市長はこれからの新庄をつ

くる５つの主要事業ということで、選挙戦で市

民の皆さんに配布しました。その中で、医療連

携による、みんなが健康長寿のまちだというよ

うなことを標榜しておりました。私もそうだと

思います。 

  なぜ申し上げますかというと、私ども議会で

９月の初めに新しい県立新庄病院を研修する機

会を得まして、研修いたしました。200億円と

いう県の投資で建ててもらった建物は、やはり

感動しました。市長も県会議員時代には地元の

医療ということで、県政において県立新庄病院

の充実ということで活躍なさったことは重々承

知しております。よかったなと思っています。 

  それで、あそこの県立病院は、昭和27年に町

立病院から県立新庄病院に移行しました。その

陰に新庄市出身の高山副知事が尽力したという

ことは非常にこの地域にとってはありがたい。 

  特に、ほかの市町村では自前の市立病院とか

町立病院とか村の診療所に苦労しているんです、

財政的に。新庄市の場合は、おかげさまで新庄

市の持ち出しがないんですね、市立病院もない

し。そういった意味で、県立病院との連携はこ

れからも非常に大事になってくるし、いろいろ

な病院との連携はあるんですけれども、2020年

の統計によりますと平均寿命は新庄市が山形県

男子のワーストなんです。女性も山形県内で平

均寿命が少ない。なぜか。前回の一般質問でも

取り上げてもらいましたけれども、ぜひ、最新

の県立病院が開院して、サポートセンターとい

うものも設置なされたということで、それと連

携して健康長寿を、ワーストの平均寿命じゃな

くて、上位に行くぐらいのまちづくりをしてい

ただきたいんですよ。 

  その辺に関して、せっかくの機会です、市長、

いかがですか、健康寿命を、平均寿命を、健康

寿命が延びれば平均寿命が上がるわけですので、

一つ、県立病院を核としたお考えをここでお聞
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かせ願えれば大変ありがたいなと思いますが、

いかがでしょうか。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 お答えします。 

  議員おっしゃるとおり、新庄病院がこの10月

１日に開院して、当地域の医療環境が改善する

ということで、地域の皆さんも含めて私ども関

係者も喜んでいるところであります。 

  ただ、あくまでもこの地域は二次医療圏であ

りまして、三次医療圏のような超高度な体制は

取れないということを前提としたときに、いか

にして急激な疾患を起こさないような生活をす

るかということが前提となってくると考えてお

りまして、そんな中から地域の医療連携をしっ

かりしていくことが大切だということで、ほか

の地域では患者相談センターというような名称

になっているんですが、新庄の場合はそこに医

療、福祉、介護の連携拠点とするサポートセン

ターを設置するという県の考えがありまして、

それに新庄市をはじめ７町村の皆さんも賛同い

ただきまして、総合患者サポートセンターが包

括ケアを中心として設立されたわけであります。

これの運営に当市もお金を出しておるわけであ

りますので、県立ではありますが、当市も関わ

っていく責任もあれば様々なことを提案するこ

ともできることになります。 

  そんな中で、議員おっしゃるとおりでありま

して、この地域の健康寿命が短いということは

本当に感じております。脳疾患に関しては全国

ワースト２ということ、がんの発症、特に胃が

んに関しては女性が全国で７位、男性が５位と

記憶しておりますが、数字は定かでないんです

が、そのぐらいだということで、これも食生活

だとか生活習慣、そして豊かな食文化を形成し

ている我が地域でありますが、これが一つ、時

代の中で果たしてどうかということを考えたと

きに、食文化を全く変えるわけではなくて、さ

らに工夫するということも必要だと思っており

ます。 

  サポートセンターの中に保健所なども併設す

るということだったり、様々な医療に関する機

能を集約しておりますので、その事業と連動し

ながら、今回図書グループの皆さんが情報発信

を兼ねた患者図書室、そして医療スタッフに対

する図書の貸出しだとかということを行ってま

いります。その図書グループの指定管理を受け

た方々が、子供の時代から学校教育に合わせて

様々とそういう発信をしていくことによって、

健康であることの大切さだとか食生活の管理、

生活習慣の見直しをしっかりと進めていくよう

な、学校教育に補佐していくような形を取って

いきたい。そして、図書グループの皆さんにお

かれましては、地域において住民の皆様にも健

康であるということをしっかりと周知していく

ことなど幅広な広報を含めたことを行っていく

ということになっておりまして、これも県内で

初の試みということでありますので、私どもも

期待しているところであります。 

  新庄市の役割といたしましては、先ほど申し

上げましたように、サポートセンターだとか保

健医療協議会といういろいろな連携機関がござ

いますので、そちらでしっかりと補佐していく

という……、大切なことを忘れました。実は夜

間救急診療所に新庄市がお金を出しているとい

うことも付け加えさせていただきますので、し

っかりとその辺のところで救命救急センターと

夜間休日診療所を上手に使いながら、新庄病院

の医師の負担軽減をしながら、本市といたしま

しても、市民の健康、安全な暮らしをしっかり

と推進してまいりたいと思っておるところでご

ざいます。どうぞよろしくお願いします。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） あれに200億円という

巨大なお金を出していただいて、私どもも医療
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のとりでだということで安心しているわけです。 

  そしてまた、県立新庄病院ができることによ

って、まちが変わりましたね。バイパスからい

ろいろな飲食店からできて、それだけ経済波及

が多いなということで、新庄市は自前の医療機

関、病院を持っていませんので、上手に連携し

ながら、市長の手腕を期待するわけであります

ので、よろしくお願い申し上げます。 

  あと、議会との関係、おっしゃっていただき

ました。対話を重ねながら進めるということで、

もう少し突っ込んだお考えがあったかなと私自

身は思っていますけれども、おいおいこれから、

市長に就任したばかりであれもこれもというこ

とで大変でしょうけれども、対話というのが市

長のキーワードですので、ぜひ議会と一緒にや

っていただきたいと思います。 

  私ども議会議員は、新庄市の議会基本条例と

いうのを定めておりまして、それに基づいて議

会運営をやっておるわけであります。その中で

議会は、市長が提案する重要な計画、政策、施

策または事業について、その説明を求めること

ができるとして、政策等の発生源と提案に至る

までの経緯、他の自治体における類似する政策

等との比較検討した内容、市民参加の実施の有

無及びその内容、総合計画との整合性、関連す

る法令、条例等、財源措置、将来にわたるコス

ト計算などを取り上げながら一般質問するとい

う条例なんです。 

  そういったもので、あの人この人じゃなくて、

この議場は政策的な議論をする場であるわけで

ありますので、市長が対話をするということで

御期待申し上げますので、ひとつよろしくお願

い申し上げたいと思います。 

  道の駅なんですけれども、今回、いろいろな

議員が質問なさっております。 

  さきに私どもは地元の商工団体と道の駅の懇

談会を行いました。そのときに、あらあらの話

では約80億円の見立てで、運営は８市町村の経

費で賄うというようなお話でした。ランドマー

クという説明だったんです。 

  市長選挙において、いろいろな議題の中で、

山科市長はこれから検討会を早く開いて実現す

る可能性を図っていくということなんですけれ

ども、財政規律に関して、いささか、市長の考

えがいただけなかったんであります。新庄市は

今回の決算で経常収支比率が93.9％と、前年よ

り6.9ポイント高くなったということで、財政

的にそんなに余裕はないわけであります。 

  さきの山形新聞のインタビューの中で、市長

は、建設方向として、民間の資金を活用するＰ

ＦＩまたはＤＢＯ、私も横文字に弱いんですけ

れども、デザイン・ビルド・オペレート、公的

資金を投入し、民間が設計から建設、運営する

というようなことを考えておるということでご

ざいます。先ほどの御答弁の中で農林大学校と

連携しながら道の駅構想をつくるということで

お考えを述べていただきましたけれども、財政

規律はどのようにお考えなのかなと。 

  というのは、私が平成11年に議会の席を得た

ときから財政再建一歩手前ということで、夕張

市の次みたいになったんじゃないかなと。考え

てみますと、職員は給料の約20％カット、もち

ろん議員もそうだし、そして区長の手当までカ

ットしたんですね、ありとあらゆる。調整基金

をゼロにして、非常に困りました。市民生活に

も不便をかけました。新幹線のゆめりあは、10

のうち新庄が８割も出したんですね、ほかの市

町村は２割。そういった意味で、老婆心ながら

ですけれども、そういう轍を踏まないでいただ

きたいと、そういう思いもあって今ここで市長

にお話ししているんですけれども、そういった

ことのないように、ひとつ頑張って財政規律を

しっかりやっていただきたいと。それいけどん

どんでなくて、身の丈に合ったような道の駅を

つくらなければいけないのではないかなという

思いなんです。 
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  私ども会派で、いろいろな道の駅に行ってき

ました。神戸市に行ってきました。そこは最初

は公でやったんですけれども、駄目になって、

民間が手を挙げて、プロポーザルで民間が手を

挙げて、民間の人が、そこを管理する人がわざ

わざおいでになって私どもに説明いたしました。

そのやり方も聞きましたけれども、その方は建

物から運営から全部民間ですよと。そうしない

となかなかというようなこと、民間にすれば経

営ですから、働く方々に全部お給料を払ったり

しなければならない。 

  時間もありませんけれども、感心したのは、

道の駅も売れるものと売れないものがある、欠

品すると駄目だということで発注をかけるそう

です、午後から持ってこいと。ところが、残る

そうです、全部。そうした場合、返品しないそ

うです。全部その会社で６割の値段で買い取る

んです。だから、出品した方々は安心して追加

分を出せる。その余ったものは、その会社で今

度は別のところに、駅の近くに行ったり、神戸

です、大都会ですから、そこに自ら社員が行っ

て完売してくると。また、ベジタブル料理で売

っていますので、その物を次のお客さんのとこ

ろに使ってうまく回すと。 

  もう一つ感心したのは、その決済ですね、お

金の決済。全部、地元の農協の口座から振り込

まれるそうです。なぜそうするかというと、農

協は民間の企業ですから、ノウハウを持ってい

るわけですから、ライバル意識じゃなくて、農

協から来ると農協もウィン・ウィンになって、

営業的ノウハウ、肥料とか安く提供できると。

さすがに関西の商売人だなと思いました。 

  そういったことも、ＤＢＯとかＰＦＩの構想

も市長は考えているということですので、丸々

公営ではいかがかなと。さっき言ったように、

新庄市の財政規律が破綻するんじゃないかまで

いくようなことじゃなくて、側溝の整備とかい

ろいろな市民のニーズがあるわけですので、そ

っちの政策をやっていただきたいなと思うもん

ですからあえて申し上げましたけれども、市長、

いかがでしょうか、もう一度。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 ただいま市議より様々な苦言も含

めて御意見をいただきました。 

  おっしゃるとおりでありまして、インターチ

ェンジ付近の道の駅の議論に関しては、いろい

ろな人がやりたい、やりたい、一方ではそれは

できないのではないかという意見が今回の選挙

を通じて様々議論となりました。 

  私が申し上げたいのは、まだ具体の道の駅の

検討を誰もしていないのではないかなと思いま

して、どういうものをつくって、どれだけのこ

とがどうなるのかということを含めて、もう一

回再検証しなければならないということが大き

な課題としてあると思っています。 

  今、中断している理由といたしましては、乗

り入れ口の関係で国交省にいろいろ勉強をお願

いしていて、どういう形になるか検討をお願い

しているという状況で、その答えがどう返って

くるかも含めて柔軟に対応していきたいと思っ

ています。 

  今の検討会のメンバーというのは、８市町村

の首長、そして商工団体の方々、さらには国・

県の担当者ということになっておりますけれど

も、私が申し上げたいのは、そこにお金を出せ

る民間の人だとか、先ほど申し上げたように民

間の活力をどうやって使っていくかということ

もこれからの市政運営の中で非常に大切だと思

っておりますので、その辺のしっかりとした

方々も参入いただくとか、あるいは学識経験の

方も参入いただくとか、またいろいろな世代に

わたってのそれぞれの世代の方々も参入いただ

くとか、また女性の方にも多く発言をしていた

だくように検討委員に交ざっていただくとかと

いうことをしっかりと進めていって、まずはい



- 100 - 

ち早い検討会の再開ということで、私も今後ど

ういうことをやるかはまだ具体になっておりま

せん。現場と相談しながら、関係者と相談しな

がら、一日も早く検討会を再開して、市民の皆

様を含めた、みんなが見える形、議員の皆さん

もみんなが見える形での議論を進めていかない

と、何がどうなっているか分からないという議

論ではなくて、そういう議論の中で新庄市とし

て最上地域全体の道の駅をしっかりと進めてま

いりたいという思いでおるところでございます

ので、その辺は今後とも議会の皆様といろいろ

な形で相談しながら進めてまいりたいと思って

おります。どうぞよろしく御理解をいただきた

いと思います。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） ありがとうございます。 

  その点、財政規律も視野に入れていただきた

いと思います。 

  次に、水確保なんですけれども、これから降

雪が来ますと大変です。やはり心配です。 

  そこで、私の言っている現場、担当課では現

場を御覧になっているでしょうか。御覧になっ

て、どういう、課長がお答えになるんですよね、

課長はどうお考えか、現場報告と併せて教えて

ください。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 水源確保ということで御

質問いただきました。 

  御質問いただいております茶屋町に至る水源

の確保ということで、私も現場を確認させてい

ただいております。 

  水源の取水場所としましては、もともとの泉

田大橋の近辺からの取水ということで、そこか

ら太田、荒小屋等のルートを取りながら県道へ

至る水路敷ということで、取水口から県道への

タッチまで現場を確認させていただいたところ

です。実際に見させていただいたところ、取水

口、暗渠の取水ということで、これまで大きな

豪雨災害等の対応もあったかと思いますけれど

も、そのようなことも大きな原因の一つになっ

ているのかなということで、河川管理者であり

ます県とも一旦連絡を取らせていただいて、そ

の内容について協議検討を進めたいということ

で、相談もさせていただいているところです。 

  実際に現場を見せていただいたときはまだ暑

いさなかだったものですから、さすがに水源も

全然取れてないような状況でありましたので、

その確保に向けて、河川の対応も、原因もどの

ような原因なのか併せて協議もさせていただき

ながら、今後の対応についても県に働きかけさ

せていただいて進めたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） ありがとうございます。 

  現場を確認して、見ていただいたということ

で、私の言うとおりでしょう。大変なんです、

水が来ないと。あそこは、泉田川は伏流水なも

んですから、雨でも降らないと流れない、水が

地下に潜って。だから、かつて高壇の最上川酒

造が伏流水を使って酒を造ったという理由が分

かるんですね。 

  これは河川管理者の県に何回となく強くアピ

ールしていただいて、あそこは太田、荒小屋の

土地の皆さんが、あそこに水神さん、石碑を建

てて祭っているんですね、大事な大事な水源だ

ということで。 

  そういったことで、あそこは農業用水という

ことで水利権があるんですね。慣行水利権とい

う水利権があるわけですので、水利権がないと

これまた大変です。慣行水利権という権利がち

ゃんとあるもんですから、そういった権利をし

っかりと管理者に申し入れて、解決に向けてひ
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とつ汗をかいていただければ大変ありがたいと

思います。よろしくお願い申し上げます。 

  時間も押してまいりましたけれども、生成Ａ

Ｉ、極端に申し上げますと、新庄市は遅いんで

ないか。大丈夫だか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 ただいま小嶋議員から生

成ＡＩが遅いんじゃないかという御意見があり

ましたけれども、先ほど議員から質問の中であ

りましたけれども、今現在導入しているのが山

形県、山形市、米沢市、酒田市というところで

すけれども、いずれの自治体におきましても、

今年度横須賀市で本格導入してからという話で

動き始めているという中で、本市におきまして

は試験導入といいますか、個人利用を許可する

ということで、７月10日に職員向けに通知文書

を出しております。本市のほか、チャットＧＰ

Ｔについて試験導入または個人利用を許可して

いるところといたしましては、村山市、東根市、

金山町、高畠町、庄内町というところで把握し

ておりますけれども、決して遅いほうではない

と捉えているところです。 

  その通知の中で、個人情報を入力しないです

とか、意思決定していない情報は入力しないよ

うにすること、生成ＡＩの回答というのは不確

実なものもまだまだありますので、県におきま

しても複数の職員で回答をチェックするという

ガイドラインになっております。 

  新庄市におきましても、通知文書の中で生成

ＡＩの回答をそのまま利用しないということで、

職員個人としては利用されている方もいらっし

ゃるようですので、そのうち本格的導入に向け

て進めてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。（「終わります」の声あ

り） 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山科正仁議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、山科正仁さん。 

   （１４番山科正仁議員登壇） 

１４番（山科正仁議員） おはようございます。 

  一般質問の７番目、新政・結の会代表山科と

申します。議席番号は14番です。 

  質問の前に、同じ名字の山科市長の誕生、誠

におめでとうございます。お祝い申し上げます。 

  実りの秋を迎えまして、我が新庄市において

もますます実りある新市政を目指して、しっか

りとした議員活動を会派一丸となって頑張って

いく所存でございますので、何とぞよろしくお

願いいたします。 

  さて、これから発言通告書に基づきまして一

問一答で質問させていただきます。 

  後ろに新庄中学校３年生の皆さんが来ていら

っしゃいますので、なるべく理解できるように、

語尾、内容をしっかりと明確にして質問したい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、発言事項の第１番目です。 

  市長の考える市政運営についてという大題で

ございますが、その中で取りあえず２点挙げて

おります。 

  １番目は、市長は、このたびの選挙戦の争点

として大変大きく持ち上がりました最上郡の８

市町村による道の駅の設置、それの検討会の再

開を推進すると公約に挙げました。 

  この中で２つの道の駅が争点として上がりま

して、通常型の道の駅、大規模型の道の駅、こ

のどちらを選択して今後委員会に臨む所存であ
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るか、これをまず１点お伺いしたいと思います。 

  ２点目としましては、市長は、先ほど来、小

嶋議員もおっしゃいましたが、対話と決断、未

来への責任ということを掲げておりますが、具

体的にはどのようにして市民の意見を聞いて、

どのようにして各種事業の決断ということにつ

なげていく所存なのか、まずはこの２点をお伺

いいたします。よろしくお願いいたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、山科市議の御質問にお

答えをいたします。 

  初めに、道の駅の事業に関しましての御質問

でありますが、新庄インターチェンジ付近の道

の駅につきましては、最上８市町村への回遊の

拠点となり、最上地域全体に波及効果をもたら

す道の駅の整備を目指し、管内の町村、商工団

体、国・県と話合いを進めておりますが、現在、

国土交通省による検討のため、協議は一旦中止

している状況にあります。 

  本市といたしましては、道の駅の検討会の再

開に向けて準備を進めておりますが、最上地域

全体のにぎわい創出のための仕組みづくりと持

続可能な施設運営が重要と考えております。 

  道の駅につきましては、関係機関等と対話を

重ねながら、どのような形がふさわしいか、民

間の活用なども視野に入れ、様々な角度から検

討してまいりたいと考えております。 

  次に、公約に掲げております対話と決断につ

いてであります。 

  具体的にどのようにして市民の意見を聞き、

各種事業に反映していくかという御質問でござ

いますが、市民との対話の場につきましては、

これまで区長と市長のまちづくり会議というこ

とで、各行政区の区長と意見交換を行いながら

地域課題の解決を図ってきております。また、

市長と市民のまちづくりミーティングにつきま

しては、ミーティングの開催を希望する地域住

民と向き合いながら意見交換を行ってきており

ます。 

  これらの地域の課題につきましての対話は内

容を見直しながら継続していきたいと考えてお

りますが、市民の意見というのは地域の中だけ

に存在するのではなく、子育て世代や高齢の方

など、多世代、多種多様な関係性の中にも様々

な意見があるものと考えております。このよう

な様々な市民の方々と意見交換をしまして、今

後具体的に検討していきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） 回答ありがとうござい

ます。 

  これから再質問させていただきますけれども

再質問の内容自体が、市長の内心といいますか、

本当のお気持ちの面での回答としていただきた

いと思いますので、この質問に関しては市長の

心意気というか、内心を答えてください。 

  今の回答にありました。いろいろな意味でほ

かの議員も、今まで、第１日目、先ほどの小嶋

議員も挙げておりますけれども、ラップしてい

る部分、ダブっている部分もございます。 

  ただ、私が考える、立ち位置をはっきりする、

委員会に挑む上で市長としてはっきりしなけれ

ばならないのはなぜかという点は、新庄市の市

長というのは、従来最上郡の中心であると私は

思っておりますし、非常に強いリーダーシップ

が必要であろうと思っています。そのリーダー

シップを執る上で、８市町村の首長たちが、も

しくは議員たちが新庄を見る上で、市長の立ち

位置というのがはっきりしていないと、どうし

ても「新庄市はどうなのや」と、「どういう方

向性でいくつもりなのかさっぱり分かんない」

ということも多々聞かれます。その点、その影
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響力を市長はどのように考えて、自分の立ち位

置をはっきりした上で今後どうやって最上郡を

牽引していくつもりなのか、その点をお伺いし

たいと思います。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 山科市議の御質問について、ちょ

っとお尋ねをしたいんですが、おっしゃってい

るのは、道の駅に関してですか、最上全体の運

営に関しての御質問でしょうか。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） 今の質問とすれば、こ

の検討会に挑む上での、８市町村に対する検討

会に挑む上での、道の駅に関しての検討会に挑

む上での市長の立場ということです。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 失礼しました。ありがとうござい

ます。 

  道の駅に関しては、先ほど申し上げましたと

おり、いろいろな人がいろいろなイメージで先

先ということでお話をされておりまして、議員

もおっしゃっているとおり、大規模な道の駅、

通常型の道の駅という表現をされております。

これも具体的な話としての言葉ではなくて、皆

さんが勝手に使っている言葉ではないかと私は

想像しておりまして、新庄市といたしましてど

ういう方向を示していくかというのは、エコロ

ジーガーデン周辺道の駅とインターチェンジ付

近の道の駅の２つの両論で議論しております。 

  先ほど来、御質問ありましたとおり、新庄市

としてどういうリーダーシップを執っていくの

かということにつきましては、現段階で私は道

の駅検討会の構成メンバーの中に入っておりま

せんので、ただ中心市といたしまして当然８市

町村で連携してやっていくという方向性が一部

ありますので、その辺に関しては首長との話を

しっかりと進めて、新庄市の市長として新しい

検討会の構成も含めてしっかりと議論してまい

りたいと思っているところであります。 

  以上です。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） 確かに、市長がおっし

ゃったとおり、これから検討会のメンバーに入

れば間違いないということなんですけれども、

検討会自体はそんなに毎週毎週やっているわけ

じゃないですし、１か月１回もやっていないか

もしれません、年に数回ということで。今の一

番課題として、どの議員も市民の方々も、道の

駅、今おっしゃったように２つ、エコロジーガ

ーデン周辺道の駅とインターチェンジ付近の道

の駅の２つの点が新庄市の大きな課題、課題と

いうか、これからの方向づけを考えている点で

あるわけです。 

  それに、そのメンバーに、早めに自分の意思

というのをしっかり持って、市民、また我々と

疎通を図って、第１回目の検討会から新庄市は

こうなんだということを言っていかないと、ま

た半年後、また半年、何十年かかったら検討会

というのがまとまるのかなと私は非常に疑問に

思うわけです。しっかりした市長のイニシアチ

ブを執っていただくというのが、我々も動きや

すいですし、市民も意思の結束というか、そう

いうのができるという環境だと思うんです。そ

の点をぜひしっかりやっていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  今ちょうどエコロジーガーデン周辺道の駅が

市長の言葉から出ましたけれども、これは関連

質問として、通告書にはしっかりは載せていな

いんですけれども、その辺で質問してよろしい

でしょうか。 

佐藤卓也議長 はい、許可します。 

１４番（山科正仁議員） エコロジーガーデン道

の駅、この前、ほかの議員への答弁で「精査し
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ながら進めていきたい」と、つまり継続してい

くという方向性だとお伺いいたしました。これ

は選挙のときに使った言葉といえばそれまでな

んでしょうけれども、北部の市長の選挙活動で

は、講演会活動のときにいろいろ説明なさった

点ということで、エコロジーガーデン周辺道の

駅自体は、はっきり言って反対だということを

お伺いしました。その旨を私にも支援者の方が

伝えまして、「山科さんが市長になったらエコ

ロジーガーデン周辺道の駅はなくなるんじゃな

いか」という話を承りました。 

  私も今回の議会でそういうのが課題に出るの

かなと思っておりましたが、はっきり言って、

取り消して、そして国交省のペナルティーを受

けて、なおかつ土地を返還すれば、賠償金やら

何やらが発生しても強く反対していくのかなと

私は思っておりましたが、裏を返せば、このま

ま継続していく、ただし精査をしていくという

内容でしたが、その辺のそごというか、どのよ

うな気持ちなんでしょうか。お願いします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 私の気持ちはいろいろありますが、

選挙でいろいろなお話をしたということについ

てでありますけれども、議員おっしゃるとおり、

選挙ではいろいろな想像が先行します。恐らく

私がそれを明確に選挙のときに申し上げた記憶

はございませんで、２つの道の駅をどうしてい

くかという議論に関しては様々な手続があると

思っておりますけれども、市長として就任直後

でございます。議会の場でこんなことを言うの

もあれなんですが、ゆっくりと時間をいただい

て、今後どういう方向性を示していけばいいの

かということをしっかりと精査をしていきたい

という思いでございますので、現段階での答弁

はここまでとさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） エコロジーガーデン周

辺道の駅に関しては、現在進んでいるわけです

から、今から覆すというのはなかなか難しいの

は当然分かります。でも、市長の支援者で勘違

いなさっている方もいらっしゃるかと思います

ので、しっかりした方向性というのをまた12月

議会でも結構ですから、示していただきたいと

思います。 

  先ほど来、区長と市長の語る会、それからミ

ーティングという交流の場がございますが、こ

れら公的行事に関しては、従来型、今までの構

造と変わらない対応の仕方だと思います。私の

それも市長に対する期待であったのですが、対

話という点では、私的にもいろいろな意味で交

流をしていくのかなと思っておりました。独自

で考える、公的な行事ではなくて、独自で考え

る交流の仕方、対応の仕方というのがございま

したら教えてください。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 特に対話に関しましては、いろい

ろな方々との対話が前提でありますけれども、

まず今やれるやり方として、市長の日程を私も

初めて見て、結構忙しいことを感じました。プ

ライベートでやれる部分は常にオープンな形で

皆さんとの議論や対話をしていきたいと思って

おりますけれども、現在の公的な市長とのまち

づくりだとかそういうものは継続した上で中身

をちょっと変えていきたいなと思っています。 

  というのは、今回、選挙でいろいろな方々と

お話をする中で、詳しいやり方は分からないん

ですが、ＱＲコードで、例えば40人ぐらいの会

合がありまして、そこにＱＲコードを読み込ん

でその会合に皆さんが臨むわけです。そうする

と、発言しなくてもＱＲコードでいろいろなこ

とをメールで伝達することによって、会合の中

の議題がどんどんどんどんチャットで繰り返さ



- 105 - 

れていく、今日は中学生がいらっしゃるのでよ

く理解していると思うんですけれども、それを

したときに本音の部分がどんどん出てくるなと

思っておりまして、多種多様ないろいろな世代

の方々との対話でそういう方法もあるなと思っ

ております。そんなデジタル系の様々なものを

使いつつ、若い人の御意見も引き出していきた

いと思っているところであります。 

  対話の方法につきましては、常にニュートラ

ルな形でお話をお伺いするということが前提で

ありますけれども、方法についてはこれから現

場で相談したり、議員の皆様の御意見を聞いた

りしながら、より皆さんと同じ目線で議論でき

るような方法を考えて、しっかりと運営に生か

していきたいと思うところでございます。 

  以上です。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） ありがとうございます。 

  公的な行事プラス時間の許す限り、我々議会

側、議員との交流会、情報交換会というのをし

っかりやっていただければ、先ほど小嶋議員へ

の回答にもありましたけれども、ある程度フィ

ードバックというか、その点が一番大事な、潤

滑して議会運営ができる、市政運営ができる方

法ではないかなと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  御存じのとおり、加藤鮎子衆議院議員がこど

も政策担当大臣ということでトップになってお

ります。子育てに関するいろいろな対話、子供

たちとの対話プラス大臣からの情報提供という

のが可能になる、いい時期かと思いますので、

その辺、市長は山形県知事とも懇意になさって

いるということで、国・県に全てつなげること

が可能ではないかなと考えておりますが、その

辺、子育てに関する、人口減少に関する、民意

を酌む意味で使う手法としていかが考えている

でしょうか。民意を酌んでいく手法としてどの

ようにお考えでしょうか。子育てに関する情報

を得るために、いろいろな意味で対話するため

に、国・県、市とつなげる手法としてどう考え

ていますか。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 お答えします。 

  この件に関しては基本的に市の行政執行であ

りますので、地元の少子化担当大臣が現職でお

られるというのは非常に喜ばしいことでありま

すし、山形県知事やらいろいろな方々とも行政

の基礎自治体の長としての立場として、しっか

りとお話をしていきたいと思っています。 

  以上です。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） ぜひ市の中にとどまる

だけじゃなくて、いろいろな意味で、新市長誕

生ということで、山形県内もしくは日本国内に

広められるような市にしていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  あといろいろな質問があったんですけれども、

ほかの議員の質問とかぶっていまして、これ以

上同じことの繰り返しというわけにいきません

ので省いて、次の質問に入りたいと思います。 

  市長、ありがとうございました。 

  教育長、お待たせいたしました。 

  発言事項その２ですけれども、教育環境の整

備についてという点です。 

  今日、新庄中学校の３年生もいらっしゃいま

すので、いろいろな意味で教育に関する問題と

いうのを聞きたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  これも先ほどの小嶋議員と若干、若干という

か、かぶる点がありますけれども、国より急速

に推進されておりますデジタル化です。 

  ＩＣＴとかＡＩ、先ほど出ましたＡＩ、その

活用によって教育現場が進んでいるということ
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になっております。教育現場に活用される点に

おいて、教師の方々の指導力とか児童生徒の理

解力によって学力面での格差が出る可能性があ

るんじゃないかと懸念されるわけです。 

  新庄市においてもデジタル教育が進められて

おりますので、今後の方向性というのをお伺い

したいと思います。 

  ２番目ですが、先日ですか、この前、萩野学

園で公開授業研究会と講演会が行われました。

この講師を務めていただいた文部科学大臣官房

審議官、どんな役職だか分からないんですけれ

ども、安彦さんという方ですね、この方は鮭川

村出身でありました。初等中等教育に精通した

国の事務方が最上郡の出身であるというのを非

常に誇りに思った次第であります。しっかり聞

きたいなと思いまして講演会に出席しました。

研究会には出席できなかったんですけれども、

非常にいい内容でございました。 

  安彦氏の講演内容を有効に当市の初等中等教

育に生かすにはどのような取組が必要であるか、

この２点をお伺いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、デジタル教育の今後

の方向性についての御質問にお答えします。 

  本市では、昨年度よりＩＣＴ支援員を市内小

中・義務教育学校に配置し、ＩＣＴを活用した

授業支援や研修などのサポートを通して教員の

スキル向上や児童生徒の情報活用能力の育成を

行っております。また、市教育研究所のＩＣＴ

委員会においても、ＩＣＴを活用した授業づく

りやＩＣＴ支援員の有効的な活用方法について

の情報交換を行い、各学校で様々な実践ができ

るようにしております。 

  今後の方向性については、児童生徒の資質、

能力の育成につながるような授業づくりを基盤

として、その中でＩＣＴをいかに効果的に使う

かといった視点での活用と支援を進めてまいり

ます。 

  また、市内小中・義務教育学校においては、

現在も情報モラルやＳＮＳの利用の仕方などの

情報教育に力を入れているところでありますが、

生成ＡＩなどの技術革新やサービス開発が飛躍

的なスピードで進展していることを勘案し、よ

り一層の充実が図られるよう取組を検討してま

いります。 

  次に、萩野学園で行われた公開授業研究会で

の文部科学省大臣官房審議官の安彦氏の講演を

本市の教育に生かす取組についてお答えします。 

  安彦氏には「これからの学校教育に期待する

こと、義務教育・小中一貫教育の可能性」とい

うテーマで御講演をいただきました。初めに、

本市が実践してまいりました小中一貫教育の求

められている背景や成果について整理をいただ

きました。また、現在の学習指導要領を制定し

た背景について御説明をいただき、現在の諸課

題への対応のみならず、将来を見据えた教育を

行う必要性について改めて考える機会となりま

した。 

  今後の取組といたしましては、現在、本市で

も課題となっております読解力を高めるための

学力向上に向けて、学校訪問での授業づくりの

指導や、読解力に重点を置いた評価問題の実施

などを行ってまいります。 

  また、市内全ての小中・義務教育学校でスタ

ートしている学校運営協議会では、保護者や地

域の方がより学校運営に参画できるような連携

を進めるとともに、児童生徒も教育活動の中で

地域に出て、自分が地域の役に立ったと思える

経験を積ませていくことで、自己肯定感を高め

ることにつなげてまいります。児童生徒が10年

後、20年後の社会で生き抜いていけるように、

日々の教育活動の中での育成を目指してまいり

ます。 

  以上であります。 
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１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） 教育長、ありがとうご

ざいます。 

  デジタル、ＡＩ、ＩＣＴ、いろいろな難しい

言葉、キーワードが出てきますが、急速に進め

られ過ぎているがゆえに、なかなか追いついて

いけないという点はどこの地域でも同じかと思

います。 

  ただし、格差というのが子供たちの中ででき

てしまう、理解力から。そういうのを極力抑え

ていかないと、どうしても子供たちが、取り残

されてしまう子が出てしまうという点は絶対避

けなきゃならんと思っております。 

  その方向性としては、教育長の答弁の中に入

っておりました。この中で、デジタル化する最

大のメリットというのは、先ほど小嶋議員に対

する答弁にありましたが、市役所の中の業務内

容に関しても効率化が図られると考えれば、学

校内部においても、先生方、教師、事務方の作

業効率のよさという点が一番挙げられるかなと

思います。 

  その点、その作業効率をよくするために工夫

している点というか、これから工夫しなきゃな

らない点というのが多々あるかと思いますが、

それで空いた時間を何に使うか、空いた時間と

いうか、確保できた時間はもちろん生徒のため

に使うのが筋であろうかと思いますが、時間の

確保、この点をどのように持っていけるのか、

持っていきようがあるのかという点を教えてい

ただきたいと思います。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、ただいまの山

科議員の御質問にお答えいたします。 

  急速に進むＩＣＴ、デジタル化ということで、

学校教育においても様々な課題となり、また期

待される分野でもございます。先ほどの小嶋市

議の御質問にあった生成ＡＩについても、文科

省から暫定的ではございますがガイドラインが

出されるという形で、様々な急速なものに対す

る対応が迫られている状況にございました。 

  そういった中で、現在、児童生徒に１人１台

のタブレット端末が配付されて３年目を迎えて

おります。そういった中、ＩＣＴの環境整備と

いうことで、Ｗｉ－Ｆｉの設備ですとかモニタ

ーの設備ですとか授業改善と授業への活用等に

関わる環境整備も行われてまいりました。 

  そういった中、先ほど議員の質問の中に教職

員の指導力が学力の格差につながってしまわな

いかというような懸念のお話がございました。

それについては、先ほど教育長の答弁にもござ

いましたが、ＩＣＴ支援委員会といった中での

各校との情報共有や、または同様の研修等を行

いながら各学校においてＩＣＴ化を進めていく

内容、またＩＣＴ支援員ということで、企業に

業務をお願いしまして、各学校のクラス規模に

応じながら計画的に学校に出向いて、先生方と

直接そういったＩＣＴ活用についての悩みの相

談を受けたり、または授業での活用を具体的に

どう図ったらいいかということでサポートをす

るということを進めております。 

  そういった中で、まだまだ３年目ということ

で、課題はございますが、スタート当初に比べ

てそういった部分がスムーズになっております。

特に授業におけるＩＣＴの活用については、当

初、年代別でも得意な先生、あまり得意でない

先生と様々おりましたが、ＩＣＴ支援員等の活

躍もあり、授業におけるＩＣＴの活用が進んで

おります。 

  児童生徒等のＩＣＴを活用した情報活用能力

と申しますが、これについても新学習指導要領

では重要な資質、能力とされておりますが、身

につくスピードも速いものがございますので、

今後ますます各学校の取組を共有しながら、ま

た市としての研修会をＩＣＴ委員会を中心に開
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きながら、そしてＩＣＴ支援員との連携の中で

しっかりと学校を支援してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 山科議員から先ほど作業の効率

化という部分にも生かせるんじゃないかという

話がありましたけれども、先ほど小嶋議員の質

問にあった市役所職員においても業務改善に使

えるんじゃないかと、これは学校の先生方にお

いてもそのようなことは言えると思います。 

  生成ＡＩを使って何か聞きたいこと、「壁打

ち」というんだそうですけれども、聞きたいこ

とを入力することで、例えば保護者向けの文書

作成なんかもできるようですけれども、それは

あくまでも参考として使っていく、これは市役

所の職員でもそうですけれども、そのことは同

じだと思うんです。 

  そういうことの中で、これから研究をしてい

く段階ではないのかなと、試行的にいろいろと

試しながらそういうことをやっていかなきゃい

けない。その中で、それが正しい文章なのか、

間違った文章でないのか、それを先生方自身も

判断する、そういうことの能力をさらに高めて

いかないと誤解を招く文章ができたり会議資料

ができたりということがあると思いますので、

そういう能力は先ほど言ったＩＣＴ支援員から

指導いただきながら研修していければいいかな

ということを思っております。 

  今の段階では試行的にいろいろやれることを

使ってみるということが今の段階かなと思って

いるところです。 

  以上です。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） 確かに難しくて分から

ないんですよね、生成ＡＩって何なんだという

話になってしまうと。 

  生徒の方々が後ろにいらっしゃいますが、私

たちより頭が軟らかいもんですから、理解度が

高い。大人は理解度がついていけないとどうし

ても使えないものだという判断になるかもしれ

ません。 

  ＩＣＴ支援員の数、どのぐらいいるか分かり

ませんが、ある程度充実した内容で対応してい

ただくという点が今後の課題かと思います。 

  今現在、各学校のＩＣＴ機器の格差というの

を考えた場合に、例えば先生の場合はパソコン

メインとか、生徒は皆タブレット１台、電子黒

板はあるところはある、ないところはないとい

う話もお伺いしておりますが、その辺のあるな

しのメリット・デメリットというか、使い勝手

のよさとか分かればお聞きしたいと思います。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 教育次長兼教育総務課長渡辺政紀

さん。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 ＩＣＴ機器の

ことでございますので、私からお答えさせてい

ただきます。 

  今現在、電子黒板につきましては市内に28台、

また大型モニター等は54台ということで、合わ

せまして82台のＩＣＴ機器の大型投影装置を各

学校に配置している状況でございます。 

  基本的に各学校のワンフロアに１台ずつ配備

しているところでございますけれども、電子黒

板とか大型モニターが中心になってきておりま

すけれども、その辺については当初導入したの

は平成21年の国の補助事業を活用した上で、こ

ちらにつきましては49台近く導入しておりまし

て、いずれの機器もそろそろ更新が必要な状況

になってきておりますので、それについても含

めて考えていかなければいけないと思っている

ところでございます。 

  それから、タブレットにつきましては、児童
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生徒の皆さんには全員使っていただける状態で

ございますし、教職員においてもパソコン等、

授業で使うものについては、機器については全

て対応していると、過不足なく使っていただい

ている状況であると思っております。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 ただいまの質問について

でございますけれども、電子黒板、大型モニタ

ーのメリット・デメリットということでござい

ました。 

  授業におきまして、現在ＩＣＴの活用が進み、

児童生徒がタブレットを活用しながら授業を進

めるという場面も非常に多くございます。そう

いった中で、全体の考え方を共有する上でモニ

ターを使用することが多々ございました。そう

いった中で、例えば電子黒板と大型モニターの

どちらがとなった場合、もちろん電子黒板は

様々な機能がございますが、現段階でＩＣＴ委

員会または各学校の教員の話を聞いてみますと、

必ずしも電子黒板でなくとも、大型のモニター

があれば非常にありがたい、児童生徒がしっか

り後ろからも見えて、聞こえる、そういった環

境が欲しいということで、大型モニターでもい

いので各教室への設置をお願いしたいという声

が多くございます。よろしくお願いします。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） ありがとうございます。 

  私も、電子黒板とモニターの違い、どうやっ

て使っているのかなと疑問を持っておりました。 

  電子黒板というと、黒板に書いたのがそのま

ま映るのかなとか、書いた文字が全て、何とい

うんでしょう、電子化されて表示されるのかな

といろいろ考えておりましたが、モニターと大

して変わらないのかなという気もしておりまし

た。今後、何を導入して環境を整えていくかと

いう視点を考えた場合に、ぜひとも参考にして

いただきたいと思います。 

  最後ですけれども、先ほど出ましたコミュニ

ティ・スクール、私も何回か質問させていただ

きましたが、この前、この前というか、１日目

の質問のときに、坂本議員が大槌町の例、視察

の件を引用しておりましたが、私も大槌町のコ

ミュニティ・スクールのやり方というのは、地

元に密着して、地元の力があって成り立ってい

るのかなと思っておりました。その中で、私が

質問させていただいたのは、果たしてこのまま

この熱量が冷めないで持っていけるのかという

点でありました。あそこは御存じのとおり震災

がありまして、まだまだ地元が地域を支えると

いう気持ちが、気概が高くて、もちろん学校に

対しても地域の方々が一生懸命サポートすると

いうのがまだ残っております。それをなくさな

いために、いろいろな取組、交流をやったりい

ろいろなことをやっておりました。それで熱量

をなるべく冷まさないように、継続していける

ようにという取組をやっているそうです。 

  ただ、新庄市内を考えた場合に、コミュニテ

ィ・スクールが非常に広まったというか、全学

校にできたんでしょうかね、地元の方々との熱

量の違いというのがすごくこの頃感じられます。

コミュニティ・スクールのメンバーと学校との

会議をやっていても、住民の方々は知らない人

が多い。「それ何や」という話がまだまだ、ま

だまだ多いです。周知の仕方と、いろいろな意

味でもっともっと力を入れて、コミュニティ・

スクールに参加していただくような体制づくり

に力を入れなきゃ駄目じゃないかなと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 

佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝社会教育課長 コミュニティ・スクール

の取組について回答させていただきます。 

  新庄市では令和４年度から各学校にコミュニ

ティ・スクールを配置いたしまして、これまで
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の学校評議員から変わった形で、地域と学校の

連携を深めていく取組を進めております。ただ、

まだまだ始まったばかりで、なかなか地域の方

の力を生かし切れていないというところが現状

であると考えております。 

  地域学校協働活動推進委員なんかもコーディ

ネートをしながら、今後、地域の皆様の御協力

を得ながら学校運営に反映をさせていきたいと

改めて感じております。 

  以上です。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 大槌町の話、私もあそこで全国

小中一貫教育サミットがあったのでお邪魔して、

大変すばらしい校舎建築でありましたけれども、

一番感心したのは、地域の方が自由に入れる、

そしてそこに人がいる、教室というか、玄関先

にあったということです。子供の玄関とは別に、

そこはいつでもどんな人でも入ってこれる、そ

こにいつもその人がいて、お茶飲みから何から

いろいろなことをして話をしている、あの姿こ

そ、まさに地域の方々の意見とか、地域の方々

が入れる、そういう体制というのはすごいなと

思って、そのことを新庄市でもやれればいいの

かなと思うんですが、そこまではやれないんだ

けれども、今は地域協働活動推進委員というこ

とで、各学校からぜひ常駐できる方を置いてほ

しいという要望については承っております。そ

のことについては、その方を中心に、熱量を超

えた地域のいろいろな声を吸い上げたり、いろ

いろな関わりをつくっていくような手だてがで

きるような方法ができるかどうか、今後もさら

に研究して進めてまいりたいなと思います。 

  あわせて、今年、秋田県大館市に行ったとき

に、大館市では子供たちがボランティアしたい

人の一種の子供ハローワークという形で、自分

が行きたいところ、こんな仕事を手伝いたいと

いう形を選んで、そういうことをコーディネー

トして、子供たちがそれに行くということで、

例えば市のイベントのときに、いろいろなボラ

ンティア、地域の方、中学生とかそれだけでな

くて、いろいろ集まって、１つの事業にボラン

ティアだけで600何人も集まる一大イベントを

してあげたと、こういうこともあるということ

を聞いて、すごいことだな、それはなぜこうな

のか。大人が頑張る、その熱量が、大人がそう

いう意識を持ってやっているところで、子供た

ちもそういうことをやっていきたいという思い

を持ったと、それが大館の教育長が言っていた

話でありました、発表されておったんですが。 

  その辺の大人のやる気、そういうことを見せ

ながら、子供たちがそういうボランティア活動

に参加して、自分たちでいろいろな事業を成功

させたい、関わっていきたい、そういう思いを

つくっていくことを新庄市でもこれから大事に

していく必要があるのかな、なんていうことを

思ったところであります。 

  以上であります。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） そういうすばらしい取

組事例があるという点で、これは教育委員会だ

けではなくて、総合政策課というか、市全体と

して取り組んで、地域と学校をつなぐような施

策というのも考えていかなきゃならないかなと

今感じました。どうですか、課長、いきなり振

ってすいませんが。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 山科市議からのいきなり

の質問で、想定しておりませんでしたけれども、

坂本議員からも地方創生という観点から、教育

委員会部局だけではなくて、市長部局もという

ところで以前から質問されている部分でありま

すので、これに限らず、各所管の課を超えた形

で、横の連携というのは市長部局、教育委員会
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部局関係なく全体的に必要だと思いますので、

そういった部分でいろいろ情報共有を図りなが

ら様々な事業に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁さん。 

１４番（山科正仁議員） ありがとうございます。 

  小中一貫校というか、義務教育学校というか、

１年生から９年生までの教育となってきており

ます。市役所の中も一貫した情報共有ができる

ように、縦割りというか、つながりがないと無

駄も出ますし、しっかりした情報管理ができな

い、できづらくなりますので、その辺よろしく

お願いいたします。 

  最後に、市長、教育長におかれましては、し

っかりとした今後のかじ取りをして、市政運営

をつなげていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  また、後ろに今日来ています新庄中学校３年

生の皆さん、これは新庄市の将来を背負う子供

たちであります。この子たちが希望が持てる新

庄市にすること、これを一番肝に銘じなきゃな

らんと思っておりますので、よろしくお願い申

し上げるともに、私もしっかり頑張っていきた

いと思います。 

  これで私の一般質問を終わらせいただきます。 

  ありがとうございました。 

佐藤卓也議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時４６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して、

一般質問をいたします。 

  初めに、物価高に市民から暮らしの悲鳴が上

がっています。なぜ物価高騰の下でこうも暮ら

しが苦しいのでしょうか。 

  自民党政治の下で30年にも及ぶ経済の停滞と

衰退が続いてきたところに物価高が襲いかかっ

ているからです。この30年で日本の働く人の賃

金は1.03倍です。先進国で唯一、賃金の上がら

ない国になりました。 

  ２つ目は、庶民には大増税の一方で、給付が

下がっていることです。消費税５％から10％へ、

国民健康保険税は1.5倍、国民年金保険料は２

倍、介護保険料は２倍という大増税です。一方、

年金も社会保障給付も下がり、若者は高学費で

奨学金という借金が７倍にもなりました。 

  ３つ目は、食糧とエネルギーの自給率が下が

り、外国に頼っているため、ウクライナ侵略と

いう国際情勢の危機に際して脆弱な経済になっ

てしまいました。 

  このような30年に及ぶ経済の停滞、暮らしの

困難をつくり出した根本にあるのが、財界の目

先の利益優先の政治です。 

  日本共産党は、３つの改革で暮らしに希望を、

経済再生プランをということで、このたび発表

しました。 

  それを参考にしながら、私は、国政を変える

ことを展望しつつ、市民の暮らしを守るために、

新しい市長に新庄市としてできることを提案い

たします。 

  １番として、教育費の負担を軽減し、子供を

大切にする市政にしようということです。 

  そのための施策として、１つ、ベビーベッド

やチャイルドシートの貸出しはどうでしょうか。 

  ２つ、県の支援に市で上乗せし、３歳未満の
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保育料無料化拡充はどうでしょうか。 

  ３つ、教職員の負担軽減のため、給食費の公

会計化を進めるべきではないでしょうか。また、

有機農産物を活用し、なおかつ学校給食の完全

無償化はどうお考えでしょうか。 

  ４つ、高校生の通学用に使えるよう市営バス

を増やし、定期券発行で負担軽減を図ってはど

うでしょうか。 

  ５つ、国民健康保険税の均等割ゼロを18歳ま

で拡大することはどうでしょうか。 

  ６つ、地元に戻ってきた若者が奨学金返済に

苦しんでいます。そういう方に新たに市独自に

支援することはどうでしょうか。 

  ７つ、誰の子供も戦争で死なせてはなりませ

ん。抑止のためという大軍拡でほかの国に恐怖

を与えるのではなく、憲法第９条を守り、生か

し、外交、対話で、安心を与える日本になるべ

きではないでしょうか。本市は18歳と22歳の個

人情報を自衛隊に提供していますが、応じる義

務はないのではないでしょうか。 

  大きな２つ目の質問は、高齢者の生活を守る

ためにです。 

  １つ、物価高対策は住民税課税世帯にも支援

対象を広げ、灯油補助は生活保護世帯にも必要

ではないでしょうか。 

  ２つ、マイナ保険証の強制ではなく、紙の保

険証を継続交付すべきではないでしょうか。国

に要望すべきではないでしょうか。 

  ３つ、高齢者にタクシー券の補助が必要では

ないでしょうか。 

  ４つ、在宅での介護保険の利用料の負担が重

くて、食費を削らざるを得ないという話です。

市独自の支援で軽減策を考えるべきと思います

が、どうお考えでしょうか。 

  ５つ、介護保険の買物支援についてです。 

  利用者が店に行き、選び、購入できない場合、

利用者の不満とヘルパーの負担が重く、関係に

あつれきを生みやすく、現場は困っている場合

が多いようです。利用者の自立のためにも、買

物は本人が選んで購入できるように、介護保険

の改善を国に要望してはいかがでしょうか。 

  大きな３つ目の質問は、新たな建設、開発は

最小にし、地場産業の農業とエネルギーの自給

化、市民の収入を増やすために質問いたします。 

  １つ、ロシアのウクライナ侵略戦争で世界の

石油や資源も食料も不足し、大幅な価格高騰が

起きています。 

  本市では、低米価、生産者が受け取る米価が

低い、また資材高騰の上、地球温暖化の悪影響

もあり、農業を続けられないとの声が広がって

います。 

  農産物の輸入拡大政策をやめ、消費者への支

援とともに、米などの農産物価格保障と戸別所

得補償で再生産を保障し、自給率の確実な引上

げを進めるよう国に求めるべきではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

  ２つ、有機農業への支援、拡大策をどう考え

ておられるでしょうか。 

  ３つ、営農型太陽光発電の支援を市でも行う

べきと思いますが、どうお考えでしょうか。 

  ４つ、公共施設及び市内企業の省エネ・再エ

ネ利用拡大計画をつくり、市内でのエネルギー

自給率100％を目指すべきではないでしょうか。 

  ５つ、インターチェンジ付近の新たな道の駅

は、建設費も運営費も大きな財政負担とならな

いように慎重にすべきではないでしょうか。 

  ６つ、温泉は今まで前市長時代に検討されま

したが、財政支出が大きいということで、でき

ませんでした。 

  ７月11日の産業厚生委員協議会で、温泉施設

整備は約15億円かかると言われていることが提

出されておりましたが、このことも含めて、温

泉ではないですが、市民の健康増進につながる

施策として、既存の施設を活用し、運営費の支

援で再開してもらうことでもよいのではないか

と考えますが、いかがでしょうか。 
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  ７つ目、新工業団地造成について、見直すべ

きではないかということです。 

  ６月議会では、造成費15億円に対して売買価

格は１億8,000万円という大きな赤字事業にな

るのではないかという懸念が指摘されました。 

  人手不足が深刻な介護、保育などの賃金引上

げ、待遇改善にこそ、市のお金で補助すべきで

はないでしょうか。 

  以上です。１回目を終わります。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えをいたします。 

  学校給食及び奨学金返還に対する支援の御質

問につきましては教育長より答弁させますので、

よろしくお願いいたします。 

  初めに、ベビーベッドとチャイルドシートの

貸出しについての御質問でありますが、地域に

おいて、子育てしやすい、住みやすいまちづく

りのため、妊娠・出産・子育てと切れ目のない

支援が重要と考えております。 

  このような中で、ベビーベッドとチャイルド

シートの貸出しについての御提案ですが、貸出

しを市の事業として実施するためには、在庫管

理や安全性、衛生状態の確保等の課題があり、

難しいものと考えておりますので、御理解をお

願いします。 

  次に、３歳未満児の保育料無償化拡充につい

ての御質問でありますが、３歳未満の保育料に

つきましては、本市独自の軽減策といたしまし

て、国の基準で軽減にならない第２子について

半額、第３子以降は無料としております。さら

に、県の事業により、年収470万円未満の世帯

に係る保育料を２分の１とし、保護者の経済的

な負担を軽減しているところであります。 

  今後のさらなる軽減策の拡充につきましては、

国・県の動向を注視するとともに、ほかの子育

て支援策とのバランスを考慮した上で検討して

まいりたいと考えております。 

  次に、市営バスについての御質問にお答えい

たします。 

  現在、本市の市営バスにつきましては、土内

線、芦沢線及びまちなか循環線の３路線で、い

ずれも平日の月曜日から金曜日まで運行してお

ります。市営バス運行事業につきましては、主

に高齢者をはじめ自分で移動手段を確保できな

い交通弱者の移動手段として利用いただくこと

を想定しておりますが、時間帯によっては高校

生の通学にも利用していただいている状況であ

ります。 

  市営バスの台数を増やす必要があるのではな

いかという御提案でございますが、現段階では

公共交通事業者の運転士不足等の課題があると

認識しておりますので、公共交通事業全体の状

況を考慮しながら継続的に協議をしてまいりた

いと考えております。また、定期券の発行につ

きましても、導入方法などについて今後研究し

てまいります。 

  次に、国民健康保険税の均等割の全額軽減を

18歳まで拡大することはどうかという御質問に

お答えいたします。 

  国民健康保険税に係る均等割は、令和４年度

から国において未就学児を対象とした均等割額

の５割を軽減する措置を行っており、本市にお

いては15歳以上の子供の均等割額を全額軽減し、

さらなる拡充を図っております。 

  御質問の対象年齢を18歳まで拡大することに

つきましては、被保険者間の負担の公平性や本

市の健全な財政運営の観点から、慎重に考慮し

なければならないと考えております。 

  なお、子供の均等割の軽減拡充につきまして

は、今年の県市長会において提言事項として取

り上げられ、国へ要望しているところでありま

すので、御理解をお願いいたします。 

  次に、自衛隊に対する個人情報の提供に関す
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る御質問にお答えいたします。 

  自衛隊に対する個人情報の提供は、自衛官及

び自衛官候補生の募集事務に関して、必要とな

る情報を提供しているものであります。 

  自衛官及び自衛官候補生の募集事務につきま

しては、自衛隊法及び自衛隊法施行令の規定に

基づき、市が実施しなければならない法定受託

事務でありますので、市では自衛隊山形地方協

力本部と連携しながらこの事務を行っておると

ころであります。この事務につきましては個人

情報の保護に関する法律など法令の規定に基づ

く適正なものであると認識しておりますので、

御理解くださいますようお願い申し上げます。 

  次に、物価高騰対策の灯油購入補助について

の御質問にお答えいたします。 

  本市では、県補助金を活用し、低所得者世帯

の生活安定と経済的負担の軽減を図るために、

灯油購入費等の助成を行う予定としております

が、対象世帯は住民税非課税世帯のうち65歳以

上の高齢者のみの世帯など、特定の世帯に限定

されるものであります。低所得者世帯への経済

的負担を軽減するための取組でありますので、

住民税非課税世帯への支援拡大については現段

階では考えておりません。 

  また、生活保護受給世帯も給付の対象外であ

りますが、生活保護費に別途冬季加算を支給し

て対応しているところであります。 

  次に、マイナ保険証ではなく、紙の保険証を

継続交付すべきではないかという御質問にお答

えいたします。 

  令和６年秋の健康保険証廃止以降は、当分の

間、マイナ保険証を保有しない方全てに御本人

の被保険者資格の情報などを記載した資格確認

書を申請によらずに交付する予定となっており

ます。これにより加入者全員がマイナ保険証ま

たは資格確認書で保険診療を受けられるもので

あります。 

  今後も、国の動向を踏まえながら、必要な方

が必要な保険診療等を受けられるように準備を

進めてまいります。 

  次に、高齢者のタクシー券についての御質問

でありますが、高齢者のタクシー券につきまし

ては、平成16年度まで80歳以上の高齢者の通院

を対象としてタクシー利用券を交付しておりま

したが、事業効果や財政事情等によりまして、

制度を廃止したものであります。 

  高齢者の移動手段の確保につきましては、高

齢化の進行や免許証返納の流れもあり、本市と

いたしましても重要な課題であると認識してお

りますので、今後も公共交通弱者対策を含め総

合的に検討してまいります。 

  なお、市では今年度から高齢者の多様な外出

手段の確保を図ることを目的として、シニアカ

ーの購入費用等に対して助成する事業を新たに

実施しております。 

  次に、介護保険の在宅介護の利用料について

お答えいたします。 

  独り暮らしや夫婦のみの高齢世帯が全国的に

も年々増加しております。中には収入が年金の

みであり、家族からの支援や貯蓄などを取り崩

しながら生活され、また昨今の様々な物価の高

騰等もあり、家計の不安を感じている高齢者も

いらっしゃるのではないかと思われます。 

  介護サービスの利用につきましては、利用者

は所得に応じて１割から３割の自己負担となっ

ており、介護度により利用限度額を設定してお

ります。現段階では市独自の利用料軽減策につ

きましては考えておりません。 

  次に、介護保険の買物支援につきましてお答

えいたします。 

  介護保険における外出の支援につきましては、

ヘルパーの運転で移動して買物に出かけること

はできず、ヘルパーに必要なものを買ってきて

もらう支援に限られております。この介護保険

のサービスにつきましては法律に基づくものと

なっております。 
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  現在の状況といたしましては、スーパーの商

品を各家庭に訪問して販売する移動スーパーが

活動しているほか、個人宅へ食品や消耗品など

の配達を行っている事業者もいることから、こ

れら民間のサービスを選択しながら利用する状

況となっております。 

  今後も、福祉サービスのニーズ等を把握し関

係機関と連携を図りながら検討してまいります。 

  次に、消費者への支援と米などの農産物価格

保障、戸別所得補償及び自給率の確実な引上げ

要請についてお答えいたします。 

  議員の御指摘のとおり、ロシアのウクライナ

侵攻等による燃油や生産資材の高騰に加え、今

年の夏の異常気象による農作物の消費者価格の

高騰など、消費者にとりましては出費が大変大

きくなっております。 

  消費者への支援につきましては、今年度、新

庄市物価高騰対策生活応援商品券を発行して御

利用いただくとともに、農産物価格保障及び戸

別所得補償制度につきましては、経営所得安定

対策による米・畑作物の収入減少支援や、大豆、

飼料作物等の農業者支援を行っております。 

  今後も、農業情勢の変動に対する支援につき

ましては国及び県に要請をしてまいります。 

  次に、有機農業の支援の拡大策につきまして

は非常に重要と捉えております。現在は昭和地

区をモデル地区といたしまして、有機農業の産

地づくりの取組や環境保全型農業の取組に対し

て必要な支援をしております。 

  今後は、有機農業等の推進に向けて、特別栽

培を含め、化学合成農薬及び化学合成肥料の使

用量の低減に取り組んでまいります。 

  次に、営農型太陽光発電の支援につきまして

は、農地への太陽光パネル設置の支援はござい

ませんが、今後国及び県の動向を注視してまい

ります。 

  次に、省エネ・再エネの利用拡大、エネルギ

ー自給率についての御質問にお答えいたします。 

  本市の環境基本計画におきまして、市民と事

業所、行政が一体となって省エネルギー対策の

推進を図り、地域性に応じた再生可能エネルギ

ー施策の在り方について協議検討を重ねること

としております。 

  議員御質問の利用拡大計画につきましては、

本市の地域性や情報収集、再生エネルギーの導

入に関する現状分析などを行いながら、可能性

について検討してまいります。 

  次に、道の駅事業に関する質問にお答えいた

します。 

  新庄インターチェンジ付近の道の駅につきま

しては、最上８市町村への回遊拠点となり、最

上地域全体に波及効果をもたらす道の駅の整備

を目指し、現在、管内の町村や商工団体、国・

県との話合いを進めているところであります。 

  この道の駅につきましては、将来にわたって

過度な財政負担とならないよう検討を進めてい

くことが重要であると考えておりますので、整

備や運営に関して可能な限り市の財政負担を軽

減するための工夫をするとともに、この地域に

十分な波及効果をもたらすよう、公民連携の考

え方や手法を取り入れるなど様々な角度から検

討を進めてまいります。 

  次に、入浴施設に関する御質問にお答えいた

します。 

  温泉や入浴施設につきましては、市民の健康

保持増進を推進する観点から大変重要と考えて

おります。また、新庄市内に温泉や入浴施設を

要望する市民の声が一定程度あることも承知し

ております。 

  新たな温泉施設の設置につきましては、場所

や資金、経営方針など様々な協議が必要であり、

市が直接的に温泉を運営することは現時点では

難しいものと考えております。 

  市といたしましては、市民の健康保持増進の

ために、民間事業者の既存の施設に対する支援

も含め、入浴施設の利用に対する支援の在り方
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などについて今後幅広く研究してまいりたいと

考えております。 

  次に、新工業用地の整備につきましての御質

問にお答えいたします。 

  新工業用地の整備につきましては、本市にあ

ります工業団地が全て分譲完了となったことか

ら、新たな企業進出や既存企業の拡張による一

層の産業集積、そしてその集積効果による多様

な雇用機会の創出を図っていくために、新たな

工業用地を整備するものであります。 

  今年度は、本年３月に策定した新庄市新工業

用地基本計画を基に、新庄市新工業用地基本整

備計画の策定に着手しておりますが、今後につ

きましては、事業内容や方向性について私なり

に検証と精査が必要と考えております。しばら

くお時間をいただいて考えたいと思います。 

  なお、工業用地造成事業と各事業所の待遇改

善は別の問題と捉えておりますので、御理解く

ださいますようお願いいたします。 

  以上、壇上からの答弁といたします。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、学校給食についての

御質問にお答えします。 

  初めに、給食費の公会計化についてでありま

すが、文部科学省の調査によると令和４年度に

学校給食費の徴収管理を地方公共団体の業務と

して実施している自治体は34.8％となっており

ます。 

  給食費の公会計化を実施するためには、業務

システムの導入、会計処理や徴収管理、給食物

資の調達方法など様々な課題の整理、検討が必

要になりますので、引き続き先進事例を参考に

しながら調査研究を進めてまいります。 

  次に、有機農産物の活用についてであります

が、一部の学校においては地場産の有機農産物

を学校給食に取り入れており、今後も可能な範

囲で活用してまいります。 

  次に、学校給食費の無償化についてお答えし

ます。 

  学校給食につきましては、経済的に困窮した

世帯に対しては、就学援助費の支給により、保

護者の負担が生じないよう配慮しております。

さらに、保護者の経済的負担軽減のため、第３

子以降無償化や第２子半額免除、第１子への一

部補助を実施しております。あわせて、今年度

は国の交付金を活用し、物価高騰による給食費

増額分の補助も実施しております。 

  引き続き国の動向を注視しながら、無償化を

含めた学校給食費に対する支援について検討し

てまいります。 

  次に、奨学金に関する御質問にお答えします。 

  本市では現在２つの奨学金返還支援事業を実

施しております。 

  １つ目は、山形就職促進奨学金返還支援事業

でありまして、要件を満たした場合、最大月額

２万6,000円までの範囲で４年間、奨学金の返

還を支援する制度であります。 

  ２つ目は、ふるさと創生人材確保事業であり

まして、要件を満たした場合は奨学金の半額を

免除する制度であります。 

  いずれの事業も、次世代を担う若者の地元定

着を目的とし、地元への居住、就業を後押しす

ることにより、将来有望な人材を確保、育成す

る上で有益な事業であると考えております。 

  本市において現段階では奨学金返還に係る市

独自の新たな支援策は考えておりませんが、現

在ある制度を有効に活用し、返還支援につなげ

ていきたいと考えております。 

  以上であります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） いろいろありがとうご

ざいます。 

  後ろのほうから質問したいと思います。 

  市長からは「私なりに検証、精査が必要だ」
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という、いい答えをいただいたような気がいた

しております。 

  造成費についてですが、物価高騰前は15億円

と言っていましたが、最近、1.25倍以上になる

のではないかと思います。最近の事業費の上が

り方を見ますとそうなっております。というこ

とは18億円にもなる予定です。 

  工業用地として売るのは５ヘクタールです。

これで18億円を割ってみると１平方メートル当

たり３万6,000円にもなります。これで売らな

ければ赤字というか、市の一般財政を取り出し

てしまうことになるわけです。 

  横根山の宅地の売買価格は１平方メートル当

たり最近の高いもので3,333円でした。これで

５ヘクタールを売りますと１億6,650万円にし

かなりません。16億円以上の大きな赤字となり

ます。赤字となる部分は誰が負担するのかと考

えますと、結局、市民全体に行くことになって

しまうわけです。 

  そういう意味では、このようなことはやめて、

私は、少しでも市民の賃金が上がるように補塡

する、例えば働く人の最低時給を1,500円に引

き上げるために支援をするとか、そういったこ

とができるように変えていく。そうすれば直接

市民が働く手当をもらえるわけですから、助か

ると思うんです。 

  特に深刻なのは保育や介護です。ここでは人

手不足が深刻で、理由は、全産業の労働者との

比較で月８万円も低いということが原因だと言

われております。市独自に働く人の賃金を上げ

るために支援をするほうが大事なんじゃないか

と思うんですが、どうでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 まず造成費の部分につい

てでございますが、現在、基本整備計画を策定

中でございまして、３月から着手してございま

すが、市内業者に委託いたしまして、土地利用

計画図を複数パターン依頼してございます。そ

の中で概算事業費も積算していただくようにな

ってございますが、先ほど議員おっしゃられた

とおり、物価高騰のあおりを受けまして、造成

費そのものが上がってくるのかなと思いますが、

今のところはその概算事業費について積算をお

願いしているところでございます。 

  実際の売買価格、譲渡価格につきましては、

他の市町村の動向等も全部勘案して総合的に判

断してまいりたいと思います。 

  先ほど3,333円という単価をおっしゃられま

したが、その単価につきましても今現在検討を

進めておるところでございますが、造成費等々

概算事業費も全て出てきた段階で総合的に判断

してまいりたいと思います。 

  最後に、業種の部分につきましては、先ほど

市長答弁にもございましたが、別の問題と捉え

ておりますので、御理解くだされば幸いでござ

います。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 市民の給与が低過ぎる

ということが様々な仕事の場所で人手不足が生

まれる一番の原因になっていると私は感じてお

ります。そういう意味では、深刻な人手不足が

あるところには賃金引上げを市として応援でき

るように、例えば契約なんとか条例みたいにし

て、働く人の最低賃金を、最低時給を1,500円

ぐらいに引き上げるように市が指導することも

できると思うんです。そういう方向に考えてい

ただくことを要望します。 

  次に、３の④エネルギー自給のことです。 

  市内で太陽光発電に８年前から取り組む方に

お聞きしました。積雪２メートル対応で支柱を

２メートルにし、8,800万円の設備費で300キロ

ワットの出力でした。東北電力への売電収入は

年間1,200万円ぐらいあり、返済金に年800万円
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を使い、残りは経費ということで、さらにパネ

ルの処分費用は約300万円かかると予想して食

べているそうです。夜などの発電のないときは

電気を今は買っているそうです。太陽光発電は

20年から30年使えるものです。その団体は小水

力発電にも取りかかっているそうです。 

  隣の大蔵村では、500キロワットを発電する

小水力発電所を村でつくったこともあり、

1,000世帯の電力を賄うことのできるものを発

電しているそうです。金山町は、再エネで発電

したものを売電ではなく、町で使おうとしてお

ります。これは補助があるそうです。このよう

にできると思われます。 

  現在、私たちが使っている電気は、ごみの廃

棄場所のない、処分費用が莫大な原子力、そし

て世界ではやめている石炭火力、また火力発電

に多くを頼っています。これらの原料はほとん

ど輸入です。これでは持続可能な社会とは言え

ないことは明らかです。 

  新庄市の地産地消の電気をつくって、市内に

お金を還元できるようにすべきではないかと思

いますが、どうでしょうか。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 地元で地産地消のエネルギーは

どうかという御質問でございました。 

  議員おっしゃるとおり、地元の再生可能エネ

ルギーで100％賄えれば、それは大変いい話だ

とは思います。 

  ただ、再生可能エネルギーは様々種類ござい

ます。議員から御紹介ありました、特に太陽光

発電などは、手軽にといいますか、導入のハー

ドルは低いのかなと考えるところではあります

けれども、設置に対して面積が必要であります

とか、太陽光ですので天候に左右される、雪に

関してはさほど心配することはないという声も

ありますけれども、気候に左右されて発電量が

増えたり減ったりすることがあります。そうい

ったところで安定供給という問題がございます。 

  市といたしましては、全体的な市の電力を考

えますと安定供給というものが大切だと考えて

おります。そういった中でバランスを取りなが

ら、また国・県の動向を注視しながら、まずは

動向を見守っていきたいと考えております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 見守っている間にどん

どん温暖化が進んでいくわけです。そして物価

も上がって電気代も上がるわけです。そういう

意味では、電気をこの地域で自給自足できるよ

うな計画をぜひ立てるべきでないかなと私は考

えるところです。 

  次に、３の③営農型太陽光発電についてです。 

  営農型太陽光発電は、もともと所有している

農地を利用でき、売電収入が得られることはも

ちろん、値上げが続く農業設備の電気代が自給

自足できます。市としても補助して推進を図る

べきではないかと考えますが、どうでしょうか。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 ただいま佐藤議員から営農型

太陽光発電への支援について御質問いただきま

した。太陽光発電につきましては、農地に関し

てですと県内では庄内地方で一部実証的に行わ

れているということは議員も御承知のことと思

います。 

  こちらにつきましては、営農する上で支障の

ない高さに設置して、その後、営農が終わった

後にまたその場所に低くするということで、生

育環境、圃場に係る周辺の状況等も勘案しなけ

ればならないと思いますので、先進事例を参考

に研究させていただければと考えております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 
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１ 番（佐藤悦子議員） 営農型太陽光発電のメ

リットは安定した売電収入です。太陽光パネル

の寿命は20年から30年以上と言われています。

10年ほどで設備資金の回収ができ、後は純粋に

収入として家計に役立てることができます。 

  メリットの２つ目は、日当たりのよい農地は

太陽光発電と相性が抜群であるということです。 

  ３つ目のメリットは、農林水産省と経産省か

ら補助が設備費用の50％出ます。国が負担して

もらえるんです。 

  また、ここでは出ていませんが、太陽光パネ

ルは99％リサイクルできる工場も出てきており

ます。ですから、安心して進められる。しかも

農家の皆さんの家計を助ける。そして地域でも

自給率が上がる、いいことずくめと思いますが、

もう一度、お願いします。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 再度の回答になりますけれど

も、研究させていただければと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 有機農業についてです

が、私は、３の②ですね、販路拡大対策が大事

だと考えます。 

  そういう意味で、千葉県いすみ市では、2013

年には有機農家はほとんどいなかったというこ

とです。しかし、民間稲作研究所の指導を受け、

草を抑えるなどの技術を１年で習得し、2015年

には学校給食用有機米利用11％、2016年には

40％、2018年には100％の有機米利用となりま

した。さらに拡大が今続いています。 

  私たちは、子供たちに化学物質の汚染のない、

安全なものを食べさせたい。同時に、地球環境

に優しい持続可能な農業にしたい。そういう意

味では、学校給食を公共調達にして、地場産物

を自治体でしっかり買い取る出口をつくって、

本物をしっかり作ってくれる生産者を支える仕

組みを強化することが必要ではないかと考えま

す。どうですか。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 有機農産物の生産者支援拡大

という御質問だったのかなと思います。 

  誤解を招くといけませんので、有機という定

義から入っていかなければならないのかなと思

います。有機農産物というのは、第三者機関か

ら認証を受けたものということになっておりま

す。化学的に合成された農薬、化学合成肥料を

使わない、それから遺伝子組換えでないものと

いうことがあります。農薬を一切使わないとい

う規定はございません。認められている農薬も

ございます。 

  そちらを加味した上で申し上げますが、有機

農産物、有機ＪＡＳ認証を受けた農産物につき

ましては、新庄市においては現在２戸の農家の

方が生産をしているという状況でございます。 

  こちらを広めるために、現在みどりの食料シ

ステム戦略によりまして事業を展開しているわ

けでございますが、そちらの農家で生産された

ものにつきましては、特に有機農産物でこれを

作ってほしい、あれを作ってほしいという要望

が業者から結構ありまして、その生産者につい

ては流通もうまくいっているのかなと思います。 

  ただし、野菜についてはなかなか難しいとい

うこともございますので、今般の事業の中で萩

野学園の学校給食で使用していただいたという

事例はございます。 

  有機農産物につきましては一朝一夕に全ての

農家が作るというわけにいきませんので、市と

いたしましては、まずは特別栽培を進めながら、

徐々に環境負荷の低減に努めながら環境保全型

農業に邁進していきたいと考えてございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 
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１ 番（佐藤悦子議員） ２の３について、高齢

者タクシー券です。 

  高齢になり、歩くのも不自由になって車も免

許も手放せないという方がいます。バスも使え

ない方もおられます。こうした高齢者のひきこ

もりを防ぎ、外出を支援するため、高齢者タク

シー券の補助があれば、健康寿命を延ばし、介

護費用の軽減にもつながると思うのですが、ど

うでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 高齢者の

タクシー券についての御質問でございますが、

確かに高齢者の方、免許返納できない方、どう

しても移動する手段のない方の存在も把握して

いるところでございますが、市としても、高齢

者のみにかかわらず、交通弱者、公共交通の整

備に向けた検討が必要だと認識しておりますの

で、市全体として公共交通の問題について考え

ていかなければならないと考えておるところで

ございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） １の④について、高校

生の通学の問題です。 

  土内、二枚橋、萩野地区などに住む高校生の

中で、車による送迎が難しい御家庭があります。

「引っ越しか」みたいに考えておられる方もい

ます。こういう高校生も、実はその地域を守る、

国土を守る大事な住民です。引っ越しなどをし

なくても通学できるように、通学に使えるよう

に、希望者を調査し、人数に合った小さなワゴ

ン車を市で配置することなどはできるのではな

いでしょうか。また、事故などがあった場合の

保険料の補助が、住民はお互いに助け合うとい

うことを考えたときにそれを心配しています。

そういう補助が市からあれば、住民の皆さんの

協力も、「運転手をやるか」となる可能性もあ

るというか、協力も得られやすいのではないか

と思いますが、どうでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、仁田山、土内

地区の高校生が通学に使えるようにするために

バスを増やしてはいかがかという再度の御質問

がありましたけれども、こちらにつきましては

以前から議員に御答弁申し上げておりますけれ

ども、特定の地区の一部の高校生でそういった

方がいらっしゃるというところはお聞きして、

理解するところでありますけれども、そのこと

だけを捉えてバスを導入して市全体で公共交通

を動かしていくというところは、全体的に考え

ると非常にリスクがありますし、成人福祉課長

も答弁いたしました高齢者の公共交通の問題で

ありますとか含めまして、今現在、全国的にタ

クシーの運転手、ドライバー不足というところ

が物すごく課題となっているところがあります

ので、そういった部分も全体も含めて今後検討

してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 自衛隊の募集事務につ

いてですが、このことは前に議会で「希望しな

いということを認めることもある」と言ってい

ましたが、これはどのようにしてそれをできる

のかお聞きします。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 自衛隊に対する個人情報の提

供につきましては、自衛隊法の施行令、自衛隊

法に基づきまして情報を提供しているというと

ころでございますので、法定受託事務を行うに
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当たりましては必要なことと認識しているとこ

ろであります。 

  その上で、権利、利益を不当に侵害するおそ

れが認められる場合は、個人情報を提供するこ

とを御本人の申出によって提供しないこともで

きるということになりますので、情報提供を認

めないというところを担当課に、総務課になり

ますけれども、お申出いただければと思ってい

るところです。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時５１分 休憩 

     午後２時０１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  市長より発言の申出がありますので、これを

許可します。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 先ほどの佐藤悦子議員の質問に対

する回答の中で訂正する箇所がありますので、

申し上げます。 

  国民健康保険税の均等割軽減を18歳まで拡大

することはどうかということに対して、本市に

おいては15歳「以下」の子供たちの均等割額と

いうところを15歳「以上」と発言しております。

これを訂正して「以下」といたします。 

  それと、物価高騰対策の灯油補助は生活保護

世帯にも必要ではないかという御質問に対して

でありますけれども、ここのところの「住民税

課税世帯へ」というところを「住民税非課税世

帯」と答弁が間違っておりますので、この２点

を訂正させていただきます。どうぞよろしくお

願いします。 

佐藤卓也議長 市長から発言を訂正したい旨の申

出がありましたので、この訂正の申出を許可す

ることにいたします。 

 

 

山科春美議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、山科春美さん。 

   （７番山科春美議員登壇） 

７ 番（山科春美議員） こんにちは。 

  定例会の９番目に質問させていただきます、

議席番号７番、新政・結の会の山科春美でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  また、山科市長におかれましては、このたび

の市長選御当選、本当におめでとうございます。

今後とも市勢発展のために御尽力いただきます

ことをお願い申し上げます。 

  それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。 

  初めに、大きな１番目の質問の生涯現役社会

の実現に向けた施策についての質問をいたしま

す。生涯現役に関連しての質問は今回で３回目

なんですけれども、またさせていただきます。 

  現在、我がまちを含めて日本全体が超高齢化

社会に突入しております。65歳以上の人口は約

30年前の平成６年は14％でしたが、昨年10月に

は29％になりました。つまり、ここ30年間で65

歳以上の人口のシェアは倍増し、日本人の３人

に１人がシニア層になる社会が到来しつつあり

ます。これは日本全体の話ですので、都市部よ

り若者が少ない地方では、より厳しい変化が起

きております。 

  このような超高齢化社会でありますけれども、

シニアの方々が健康と生きがいを持って活躍で

きることがとても大切であると考えます。 

  健康と生きがいには実は深い関係があるよう

です。内閣府の令和４年度高齢者の健康に関す

る調査によれば、健康状態がよいと回答した人

ほど生きがいを感じる程度は高くなっており、

健康状態と生きがいは強く関係するという結果
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も出ています。 

  また、2015年に発表されたアメリカニューヨ

ーク州のマウントサイナイ医科大学の研究チー

ムの調査によれば、人生でより高い目標意識を

持っている人々は死亡リスクや心身疾患の発症

リスクが低くて、健康寿命、いわゆる健康上の

問題で日常生活が制限されることなく生活でき

る期間が長いという結果も出ています。高い目

標意識の中には生きがいや他の人の役に立つと

いう観点も含まれています。 

  こうした調査を踏まえると、高齢福祉施策も、

生きがい、やりがい、夢を持って生きていける

ような施策も必要であると考えます。 

  現在、政府では、女性も男性も若者もお年寄

りも障害や難病のある方も、さらには一度失敗

した方も皆包摂され、活躍できる社会、１億総

活躍社会の実現を進めております。 

  我がまちも生きがいというものをもっと事業

の柱とした、生きがいの最大化というものも事

業の中で目指していくべきではないかと考えま

す。 

  そこで、次の点について質問いたします。 

  人生100年時代と言われる中、シニアの方々

が生きがいを持って生涯現役で活躍されること

は今後一層重要になってくると思われます。 

  厚生労働省の生涯現役地域づくり環境整備事

業では、高齢者等の雇用・就業支援の取組と既

に地域で行われている地域福祉の取組とを連携

し、地域ニーズを踏まえて多様な働く場を生み

出し、地域における高年齢者の雇用・就職支援

を持続可能にする事業を推進しています。 

  また、新庄市高齢者健康福祉計画には、高齢

者が活躍できる環境づくりということで、様々

な事業において高齢者の生きがい活動と社会参

加を推進しています。 

  当市において、生涯現役社会の実現に向けた

今後の方向性についてお伺いいたします。 

  ①新庄市の高齢者の状況についてお伺いいた

します。高齢者人口の割合と見込まれる今後10

年間の推移について、要介護認定者と見込まれ

る今後10年間の推移について。 

  ②高齢者の活躍できる環境づくりについて、

どのように取り組んでいますか、課題について

もお伺いします。シニア層の就職支援について、

趣味や知識習得等学習意欲における支援につい

て、地域参加などの地域とのつながり支援につ

いて。 

  ③シニア層が生きがいづくりをワンストップ

で相談できる窓口の創設について、どのように

お考えですか。 

  大きな２つ目の質問です。暑さ対策について

ということです。 

  今年の夏は災害級の暑さと言われ、当市にお

いても真夏日の年間日数が観測史上最多を更新

したと報道がありました。連日、デジタル防災

無線で熱中症警戒アラートが発令され、注意喚

起が行われましたが、当市においてこの夏の暑

さ対策をどのようにされたのか。また、今後の

課題についてお伺いいたします。 

  ①教育現場で熱中症対策として行った取組に

ついて、児童生徒が熱中症で体調を崩した報告

件数について、軽症、中等症、重症、それぞれ

幾つか。ガイドラインに定めている暑さ指数の

測定・判断について、熱中症を減らす対策や指

導について、登下校、部活動、野外活動など、

課題は何ですか。 

  ②独り暮らしの高齢者や避難行動要支援者に

どのような対応をしてきましたか。暑さ指数の

周知について、課題は何ですか。 

  ③災害級の暑さということで、地震、風水害

だけでなく、新庄市地域防災計画、災害予防計

画第20章要支援者の安全確保計画にもあるよう

に、避難行動要支援者の被害を最小限にするた

めに、区長、民生委員、児童委員、地域包括支

援センター、また自主防災組織や防災士連絡協

議会との連携も必要かと思われますけれども、
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どのようにお考えですか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、山科春美市議の御質問

にお答えします。 

  初めに、新庄市の高齢者の状況についてであ

りますが、65歳以上の高齢者の人口につきまし

ては、令和５年４月１日現在１万1,177人で高

齢化率は33.7％であります。 

  国立社会保障・人口問題研究所によれば、本

市の高齢化率は年々増加し、令和12年には現在

から４％増加し、令和17年度には39.1％になる

見込みとされております。 

  また、要介護認定者数につきましては、令和

４年度では1,654人であります。今後10年間に

おける認定者数の推計はございませんが、高齢

者人口の伸びにより認定者数も増加していくも

のと想定されます。 

  次に、高齢者が活躍できる環境についての御

質問にお答えいたします。 

  高齢者数が全国的に年々上昇している中、高

齢者の経験や能力を生かした社会参加をはじめ、

新たな趣味や知識の習得を支援していくことは

大変重要であると認識しております。 

  高齢者の就労支援につきましては、新庄・最

上地域シルバー人材センターにおいて、一般住

宅の清掃や除雪、公共施設の管理等、会員の知

識や能力に応じた就業機会を提供する事業を行

っております。また、会員の技術向上のために

講習会等も行っており、今後もシルバー人材セ

ンターの活動はますます重要となると考えてお

ります。 

  趣味や知識の習得や地域参加など、地域との

つながりの支援につきましては、地域で自主的

に活動する老人クラブや地域ふれあいサロンへ

の支援を行っております。 

  老人クラブは、高齢者の健康づくりとしてグ

ラウンドゴルフや輪投げといった活動のほか、

慰問活動を行うなど地域社会における役割も大

きく、地域の担い手として活動いただくため、

市では活動費を支援しているものであります。 

  課題といたしましては、新型コロナウイルス

の影響や退職年齢の延長などにより会員数が伸

び悩んでおり、老人クラブ数及び会員数が減少

傾向にあると認識しております。 

  今後も、高齢者を地域における重要なマンパ

ワーとして、地域の活力を向上させ、生きがい

の活動や社会参加の促進を図るために、環境づ

くりを進めてまいります。 

  次に、生きがいづくりの相談窓口についてお

答えいたします。 

  高齢社会が進んでいく中、高齢者が社会参加

や社会的役割を持つことは生きがいや健康的な

生活につながることから、相談体制の整備は大

変重要であると認識しております。 

  現在、高齢者が自分の能力や体力に見合った

活動の場への参加を希望される場合につきまし

ては、市や社会福祉協議会等がそれぞれ相談を

受け、担当部署に御案内しているという状況で

ありますが、これらの流れをワンストップで行

うことにつきましてはその必要性も含めて今後

関係機関と検討してまいります。 

  次に、暑さ対策についての御質問にお答えい

たします。 

  教育現場での熱中症対策の取組については教

育長より答弁させますので、よろしくお願いし

ます。 

  それでは、独り暮らしの高齢者や避難行動要

支援者の対応についてでありますが、今年の夏

は全国的に非常に暑い夏となり、本市において

も８月24日に最高気温が37.8度を記録するとと

もに、35度を超える猛暑日の年間日数が16日間

で観測史上最多となったところであります。高

齢者の要支援者につきましても体調の悪化等が
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心配されたところであります。 

  本市におきましては、熱中症予防やエアコン

が使用できないときの熱中症対策等をリーフレ

ットを活用し各民生委員において高齢者の見守

り活動を行ったところであります。 

  また、暑さ指数につきましてはお知らせは行

っておりませんが、熱中症警戒アラートが発令

された際、冷房使用の推進や外出自粛について、

防災行政無線による周知を実施しております。 

  熱中症対策に関しましては、地域住民の声が

け等の直接的な働きかけが効果的と考えており

ますが、地域コミュニティーの希薄化という課

題もありますので、今後も、高齢者の要支援者

への声がけや見守りについて、関係機関と連携

しながら進めてまいります。 

  次に、災害級の暑さに対する要配慮者の安全

確保についての御質問にお答えをいたします。 

  近年の夏の暑さは熱中症の危険性が極めて高

いと予想され、市民の生命と安全を守るためと

いう観点から、環境省と気象庁の発表する熱中

症警戒アラート発令の際に、市の防災行政無線

にて市民に対して熱中症予防に関する注意喚起

を行ったところであります。 

  新庄市地域防災計画において、要配慮者の安

全確保については、自力避難等が困難な状況に

置かれている高齢者、障害者、乳幼児など、い

わゆる要配慮者を適切に避難誘導するために、

地域社会等が相互に連携した支援体制の整備に

ついて定めております。災害級の暑さの事案に

おいても、避難行動要支援者情報を活用して関

係機関との連携に努めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、教育現場における暑

さ対策についての御質問にお答えいたします。 

  初めに、教育現場における熱中症の報告件数

についてですが、各校から報告される熱中症受

診者調査では、今年度４月から９月までの６か

月間で学校管理下において熱中症で医療機関に

かかった児童生徒数は、小学校で３名、中学校

で４名であります。全員が中等症と診断され、

そのうち１名は１日の入院治療を行っておりま

すが、全員が無事に回復に至っております。 

  次に、暑さ指数についてお答えいたします。 

  本市では、これまでも部活動ガイドラインな

どに熱中症対策について対応を示してまいりま

したが、本年８月にさらに教育活動全般での対

応を的確かつ円滑に推進するため、新庄市立小

中義務教育学校熱中症対策ガイドラインを作成

いたしました。そのガイドラインに基づいて、

体育の授業や運動会、校外活動、部活動におい

て定期的に暑さ指数を計測し、これらの数値を

熱中症予防運動指針と照らし合わせて、活動の

可否や内容の調整について判断しております。 

  次に、熱中症対策についてお答えいたします。 

  本市ガイドラインに基づき、授業や体育、部

活動時において適度な休憩を設け、水分を補給

するなどの予防対策を実施するとともに、生徒

一人一人の体調を適時確認しております。 

  課題といたしましては、教員が個人の体調や

体力差、運動時の服装など、暑さ指数以外の留

意点を考慮し、活動の可否の判断をしていく意

識をさらに高めていくことが重要であると考え

ております。教職員と保護者が改めて熱中症は

命に関わる病気であることを認識し、予防対策

を徹底するとともに、適切な対応ができるよう

努めてまいります。 

  以上であります。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  高齢者人口ということで、現在33％、また10

年後には39％、40％近いということで、すごい

高くなるんだなと改めて思いました。また、そ
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れと引き続きまして要介護認定者も増えてくる

だろう、増加するだろうという見込みというこ

とで、教えていただきました。 

  今回のテーマが生涯現役社会に向けた生きが

いというところでありますので、そちらの観点

からなんですけれども、成人福祉課、社会福祉

協議会、またシルバー人材センター等の様々な

事業を通して、介護予防とか健康づくりとか推

進に努力されているのが今の答弁ですごく分か

ったんですけれども、生きがいという大きな視

点として考えたときに、もう少し関係部局が連

携して、さらなる高齢者の活躍の場が増えるこ

とが可能かなと思いましたので、新聞とかの事

例とか他市の事例も含めて再質問したいと思い

ます。 

  介護事業の場合ですけれども、生きがいづく

りという形ではなくて、どちらかというと支援

を受ける側、お世話中心のサービスになりがち

であると思いますけれども、健康な高齢者には

シルバー人材センターとか地域の集いの場など、

ボランティアの参加、就労的な活動、社会参加

活動の場が用意されているんですけれども、ど

うしても要介護状態になってしまった高齢者に

はこうした活動への参加を諦めてしまう傾向が

あると思うんです。また、社会参加活動を望ん

でも、従来の介護事業所ではその受皿となるよ

うなサービスもなかなか厳しい状況であると思

います。 

  社会参加活動は高齢者の生きがいにもつなが

るものであります。地域社会には、高齢者が要

介護であるか否かにかかわらず、参加を望むの

がすごく大事なんじゃないかなと思います。 

  ５月９日の読売新聞の記事にあったんですけ

れども、岡山県岡山市の高齢者活躍推進事業の

「ハタラク」という事業なんですが、これは国

の総合特区の事業ではあるんですけれども、そ

れでいろいろな規制も外れているところもある

んですけれども、要介護状態になってもいつま

でも住み慣れた地域で生きがいを持って暮らし

ていけるように、介護事業所で就労、社会参加

活動が可能となるような取組や啓発活動等を進

める高齢者活動推進事業「ハタラク」を実施し

ているというのが新聞にあったんですね。 

  その「ハタラク」というのは、新聞の報道で

は、歩くことが好きな人には敷地内を散歩しな

がらダイレクトメールを投函してもらって、庭

仕事が得意な人には草むしりをしてもらうなど、

その人がやりたいこと、できることに合わせて

取り組んでいると報じられていました。 

  また、介護事業については、どちらかといえ

ば、お茶と水のどちらがいいか尋ねるとか、利

用者の方々に配膳するといった役割も利用者が

やっているということで、一人一人の意欲や能

力を見極めて分担するという事業も紹介してお

りました。 

  有償ボランティアみたいな形は無理でも、各

事業所でささやかであっても利用者が職員の役

に立てる機会をつくることで、少しでもシニア

の方が生きがいを得られるということで、そう

いったこともありますので、自治体として何か

そういった事業所に対して啓発活動というのを

行うことができないかなと思いました。 

  そして、要支援、要介護の状態になっても、

誰かの役に立ち、生きがいを得るというのはと

てもうれしいことでありますので、介護状態の

進行を防ぐこともできているという事例もあっ

たんですけれども、そういった事業もやってい

るんですが、その件はいかがお考えでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 要介護状

態になっても、介護施設等で就労、社会参加活

動ができるのではないかという御提案と受け取

りました。 
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  確かに現在の介護事業所でのサービスという

のがお世話をするほうに偏っているのかなと感

じておりますが、どうしても事業を行っている

事業所の体制とかもございますので、その辺、

実際にサービスを利用されている方のニーズや、

事業所での受入れ体制の整備が可能かどうか等、

今後検討して協議を進めていければと考えてい

るところです。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） なかなかすぐには難し

いことですけれども、事業所に行って折り紙と

か塗り絵とかはしたくないんだけれども、まだ

自分はいろいろなことができるんだけれども、

やらなきゃいけないから何か嫌だなと思ってい

る方もいらっしゃるみたいで、その事業所では

男性の方が、車の洗車という仕事があって、そ

ういったことをしたら、すごくきれいになった

と皆さんから感謝の言葉をいただいて、すごく

やる気になって健康状態になったみたいな話も

ありましたので、今後はそういったことも必要

であると思いますので、ぜひ御検討いただきた

いと思います。 

  当市ではシニア層の就労支援はハローワーク、

シルバー人材センターということで、健康づく

り、生きがいづくりは、介護支援等は成人福祉

課、社会福祉協議会が窓口になっていますけれ

ども、生きがいという観点で言えば、先ほども

お話ししたんですが、両者はもっと連携できる

のではないかと思います。 

  生きがいといってもそれぞれ違うと思うんで

すけれども、それが仕事なのか、ボランティア

活動なのか、地域活動なのか、あるいは別の何

なのか、それぞれ人によって違うと思うんです

けれども、何かを始めてみたいけれども誰に相

談したらいいか分からないという方もいらっし

ゃると思います。そうした方がワンストップで

相談できる窓口があれば住民の生きがいに大き

く貢献できるのではないかと思います。 

  例えば千葉県の柏市では、主に55歳以上の地

元求人、ボランティアや学習活動、健康づくり

に関する情報をワンストップで提供できる柏生

涯現役窓口を設置しています。これは、市や地

域の関係団体で構成する柏市生涯現役促進協議

会が行うという大がかりな事業ではありますけ

れども、こうした取組も参考に、我がまちでも

生きがいという観点を通じて、就労や教育、福

祉などの事業の連携を深めることも今後必要に

なってくるかと思いますが、そのあたりもう一

度お願いいたします。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

千葉県柏市の事例の紹介がございましたが、確

かに高齢者が相談する際に、市役所でいいのか、

それとも社会福祉協議会でいいのか悩まれて、

こちらに来たり向こうに行ったりと、ワンスト

ップ化できていない状況は承知しております。 

  ただ、今のところ相談に来られた場合は、そ

の方の相談内容に応じた窓口へ丁寧に御案内し

ているという状況でございます。 

  確かに、連携が必要だということでございま

すが、今後、教育部門等や学習関係等の連携と

いうのはまだうまく図られてないと思いますの

で、その辺、検討して協議していきたいと思っ

ています。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ぜひ、それもなかなか

すぐにはあれなんですけれども、将来的にそう

いう形であると市民も相談しやすいのではない

かと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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  先日というか、新政・結の会の行政視察で姫

路市に行ってきたんですけれども、その視察内

容とは違うんですけれども、姫路市で生涯現役

推進室というのがありまして、豊かな知識や経

験、技術をお持ちのシニアの皆さんと市民をつ

なぐ生涯現役人材バンクというものを運営して

いるようです。人材リストの中に依頼してみた

い方がいましたら生涯現役推進室にお気軽にお

問合せくださいということで、様々な分野、例

えばスポーツ、健康づくり、農業、園芸、趣味、

芸術文化、家庭生活、パソコン、情報通信、伝

統伝承、学習、教養に対して経験豊富なシニア

の先生方がいっぱいいるんですけれども、その

方から教えてもらうことがあったら生涯現役推

進室に連絡して依頼できるという制度なんです。 

  例えば、書道、筆ペンを指導しますとなった

ら、こちらに連絡すればそこに行って指導して

くれるとか、元英語教師なんですけれども、英

文の読み方、翻訳、文法などとともに依頼者に

合わせた英語なども教えますと、そういった人

材バンクなんですけれども、こういったのも今

後必要であると思うんですけれども、そのあた

りもいかがでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 そういう

シニア世代のいろいろな特技をお持ちの方の人

材バンク制度の今後の必要性ということで御質

問いただきましたが、確かに議員おっしゃると

おり、そういうのは今後必要になってくると思

いますが、研究もしなければなりませんし、供

給があっても需要がないと機能しませんので、

その辺も今後研究しなきゃいけないことかなと

考えております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 様々な事例を言ってあ

れなんですけれども、生きがいを持って活躍し

ていただきたいなと思います。 

  これも新聞記事であったんでしたけれども、

何かシニア層の経験を生かせるように、資格が

なくても、保育士、介護士の補助、支援ができ

る制度を徳島県として、県の事業なんですけれ

ども、そういうのをやっているというのもあり

ました。高齢者に保育の現場で支えてもらう保

育助手の制度があるということで、保育所の人

材不足の解消と高齢者の生きがいづくりの２つ

をつなげる狙いがあって、保育助手というのは

保育補助者と保育支援者の２種類があって、保

育士の資格なしでできる仕事ということで、補

助者は保育日誌を記入したり、保育士と一緒に

子供の面倒を見るとか、支援者は掃除や給食の

配膳、片づけ、児童の寝具準備などを行うとい

うこともあったので、そういったことも工夫す

れば市町村レベルでも可能ではないかと思われ

ます。そういったこともありますので、よろし

くお願いいたします。 

  高齢者の方々というか、現役世代が仕事がで

きるのも本当に高齢者の皆さんのおかげだなと

いうか、直接生産に関わっている人間ではなく

て、生産者が活躍できるように陰で支えている

人が絶対に必要であって、いろいろ思うんです

が、更生保護女性会の方とか交通安全母の会の

方とか、区長、民生委員、自治会の方とか、選

挙の立会人とか、高齢者の方々が支えてくださ

っているからこそ、若い世代が活躍できるとい

うのもありますので、高齢者の方々に感謝する

とともに、これからも生きがいを感じられるよ

うな、シニアの方々を支援する事業をぜひ積極

的に展開していっていただきたいと思います。 

  それでは、暑さ対策についてというところで

再質問をさせていただきます。 

  教育現場での暑さ対策ということで、ガイド
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ラインを定めていて、その中で様々な判断など

をして暑さ対策をやってくださっているという

ことの教育長の答弁をいただきました。 

  その中でなんですけれども、登校班の見守り

とかしていると、真夏のすごい暑いときの登校

時のマスク着用の件なんですけれども、マスク

をしている方もいて、「暑くてマスクを外した

ほうがいいんじゃない」と言ったんですけれど

も、なかなか外さずに、そのまま真夏でも登校

している子供たちがいました。登校時のマスク

着用とか帽子着用はどのように指導しているん

でしょうか。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、山科市議のた

だいまの質問にお答えいたします。 

  コロナ明けとは申しても、まだまだコロナ感

染症の報告も出ている状況もあり、実際に学校

においても夏休み明けにコロナ感染でお休みに

している臨時休業の学級もございました。そう

いったことも踏まえると、まだまだ子供、御家

庭には不安もあるんだろうなということがござ

います。 

  そういった中で、熱中症という今年度のこれ

まで経験したことのないような猛暑が続いてお

りましたので、そういった両面における指導と

いうものが必要でした。 

  各学校においては、マスクの着用については、

隣近所に、近くに友達がいなければ、または近

くで声をかけ合うような環境がなければ外して

も大丈夫だということは伝えてあります。ただ、

そういった中、マスクをつけるのが当たり前に

なってしまって、なかなか外せないという児童

生徒がいたのも事実と聞いております。 

  そういった中で、まずは熱中症対策というこ

とで、自分自身でしっかりと自分の健康状態を

管理するためにも、マスク等を外して涼しい環

境をつくること、また帽子についても、帽子を

かぶるという習慣がない中学生もおりますが、

小学生は帽子をかぶる子供たちも多いのですが、

中学生についても帽子の着用を奨励してきたと

いうことがございます。100％に近いような確

率ではございませんが、大分帽子をかぶる児童

も生徒も増えてきている状況はございました。

よろしくお願いいたします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 長年というか、ずっと

マスクを着用していたので、なかなか外せない

ようになってしまったということが分かりまし

た。でも自分の判断で、暑かったら外す、登校

時には外すということも大事だと思います。 

  次なんですが、熱中症予防のために、教職員

への啓発を通して、教職員及び児童への適切な

共通理解へどのように取り組んできたか教えて

ください。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、ただいまの質

問にお答えいたします。 

  去る７月28日でしたが、米沢市の女子中学生

が部活動の帰りに熱中症の疑いで亡くなるとい

う大変ショッキングな事案がございました。 

  本市におきましては、その３日後に各学校が

夏休みに入っておりましたので、特に部活動等

における熱中症が心配でございましたので、部

活動等における熱中症対策ということで、至急

通知を行いました。 

  その中で、熱中症警戒アラートについてしっ

かりと確認をしておくこと、また熱中症計の暑

さ指数についても、各学校に熱中症計がござい

ますので、そういったものの指数を必ず確認し

て、それを基にして判断するということ、また

各家庭にも周知を図りながら、児童生徒が朝ど

んな体調で学校に登校してくるのかしっかりと

見定めること、また学校においては、夏休み中
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でございましたが、特に部活動においては、始

まる前、始まった部活動の中、そして部活動の

後、しっかりと健康観察を行って、活動後にす

ぐ帰すようなことのないように、しっかりとク

ールダウンした状況を見定めて下校させるよう

に等の工夫を通知しながらやってまいったとこ

ろでした。 

  なお、８月末に校長会を開きまして、その際

に新たに本市の熱中症対策ガイドラインを設け

ましたので、その徹底を夏休み明けも図ってい

るところでございます。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 様々な取組をしてくだ

さったんだなと思いまして、安心いたしました。 

  課長もおっしゃったんでしたけれども、米沢

で熱中症での死亡ということがあったというこ

とで、そちらの教育委員会でもペットボトル等

の持込みとか、そういった対策に向けた学校の

ルールをちょっと緩和して発表したところもあ

りますけれども、そのあたりは当市においては

どうなんでしょうか。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 ただいまの御質問にお答

えいたします。 

  ８月末の校長会におきまして、議員がおっし

ゃったようなペットボトルも含めた新たな熱中

症対策という部分も議論されました。 

  その中で、これまで各児童生徒が水筒を持ち

寄って、水筒の中身として水やお茶などを入れ

たり、または部活動で日曜日等に学校に来る際

にはスポーツドリンクというようなものを中に

入れたりということで対応してまいりました。

氷が解けないようにということで、水筒に氷を

入れて水やお茶を持ってくる、なくなったら水

道の水を入れて、また冷たくして飲めるように

という対応を取ってまいりました。 

  御指摘あったペットボトルについてでござい

ますが、コロナ禍ということがございましたの

で、ペットボトルが誰のものか分からなくなっ

てしまったり、または他の児童生徒が自分のと

間違えて飲んでしまったりという衛生上感染対

策等も含めた部分では奨励できない部分もござ

いました。実際、使い方として、凍らせて持っ

てきて、それを体の一部分に当てたりして涼む

などということも考えられますので、部活動等

においてはそういった部分は許可されている部

分がございましたが、学校によってはペットボ

トルは持ってこないようにという指示があった

のも事実でございました。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 分かりました。誰のも

のだか分からなくなってしまうということもそ

のとおりだなと思います。新庄市ではあくまで

も水筒ということで、部活のときはペットボト

ルとかもいいんですけれどもということで決め

ているということも分かりました。 

  あともう一つなんですけれども、土日とか夏

休み中もそうなんですが、学校開放された際の

暑さ対策の管理というところをどのようにして

いるか教えてください。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 ただいまの質問にお答え

いたします。 

  休日等における学校施設の利用として考えら

れるのが、部活動の利用、または社会スポーツ

的な地域スポーツ、クラブチームの利用という

ものが考えられます。 

  私からは学校の部活動についてという形でお

答えしたいと思います。 

  現在、各学校の体育館には全て固定式の熱中
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症指数計がございます。また、各学校には移動

式の熱中症指数計もございますので、顧問が必

ずその指数計を始まる前、始まっている間とい

う形で確認をしながら、その開催の有無を決め

ております。途中で熱中症指数計が上がってき

た場合には終了または場所を変えるということ

も行っており、実際夏休み中の練習試合等にお

いて複数校が集まって開催した際も、熱中症の

指数計を確認し、途中で切りやめたということ

も報告されておりますので、そのような使い方

を今後もしてまいりたいと思います。 

  私からは以上でございます。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 

佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝社会教育課長 それでは、学校管理下外

の活動について、私から説明をさせていただき

たいと思います。 

  生涯学習施設でも熱中症指数計を配付いたし

まして、施設利用者、団体、スポ少、そういっ

た方々にそういった情報提供をいたしまして、

それから熱中症ガイドラインを各施設にも周知

をしておりますので、同じような対策ができる

ように周知をしております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） すごくきめ細やかに指

数計を設置して、そこに従ってやっているんだ

なと思いまして、安心いたしました。大会も中

止するぐらい厳密にやっているんだなと思いま

した。 

  今後も、これから暑さに対して、子供たちの

安全安心もすごく大事だと思いますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

  もう一つなんですけれども、昨日、新庄市の

防災訓練は雨の中でしたけれども、消防団の皆

様が日頃の訓練の成果を披露していただいたり、

また地元の日新学区の住民、消防団の皆様が地

図を広げて、新庄市防災士連絡協議会の方が講

師となって、災害図上訓練として地域の危険箇

所等を確認している姿がとても印象的だなと思

いました。 

  その中で、地域の方ですが、ここには独り暮

らしの高齢女性が住んでいるとか、この方が避

難するにはどうしたらいいのかとか、そういっ

た話をされている姿を見て、こういったことは

すごく大事だなと思いました。 

  平時から避難行動要支援者の情報は、区長、

民生委員児童委員、地域包括支援センターなど

の関係機関と共有されていると思いますので、

災害ではありませんけれども、避難行動要支援

者や独り暮らしの高齢者には、数十日と続く猛

暑で体力も弱ってきていることもあると思うの

で、民生委員や自治会、地域の方々が声がけな

どを行っておられると思うんですけれども、災

害級の暑さ対策として、災害基本の原則、自

助・共助の部分も市からぜひ声をかけていただ

きたいと思います。そのあたりもう少しお願い

いたします。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 高齢者の

暑さ対策ということでございますが、先ほど市

長答弁にもございましたが、当課でお願いして

いるということで、民生委員にお願いしまして、

厚生労働省から出ているリーフレットを活用し

て見守りをお願いしたところでした。 

  また、介護事業所及び包括支援センター等で

も、独り暮らしで気になるような高齢者の方に

は見守り等をお願いするか、安否確認というこ

とで電話連絡等を取っているところです。 

  今年に限らず、暑い日が続きましたので、そ

ういうところは日頃からお願いしている民生委

員で自主的に回られている方もいらっしゃいま
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すので、すごく助かっております。 

  地域コミュニティーがどんどんどんどん薄く

なってきて、周りで、地域で見守っていただけ

れば一番助かるんですが、なかなかそういうこ

とも難しい課題として捉えているところでござ

いますが、引き続き皆さんと、民生委員、地域

の方々と共に高齢者の方を見守っていければと

考えております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 子供から大人まで、避

難行動要支援者も含めて、また名簿に載ってい

ない独り暮らしの高齢者も含めて、安心安全で

暮らせる新庄市にしていただけるように、これ

からもよろしくお願いいたします。 

  以上で質問を終わらせていただきます。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時５１分 休憩 

     午後３時０１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

鈴木啓太議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、鈴木啓太さん。 

   （４番鈴木啓太議員登壇） 

４ 番（鈴木啓太議員） 定例会、10番目に質問

いたします、議席番号４番、鈴木啓太です。本

日最後の質問者となります。 

  先日の土曜日は、味覚まつりをはじめ市内で

たくさんのイベントがあり、すごくにぎわって

おりました。私もキャッスルサイドリレーマラ

ソンに一ランナーとして参加させていただき、

走っている中で多くの皆さんに応援していただ

き、応援を受け、ちょっと頑張り過ぎてしまっ

て今筋肉痛で動きが少しぎこちないところもあ

るかもしれませんが、頑張って質問したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  まずは、９月に行われました新庄市長選挙、

気温が高かったり、雨が降ったりと大変な環境

の中、大変お疲れさまでした。そして、見事当

選されまして、誠におめでとうございます。課

題が山積する中、本市をよりよい方向へ導いて

いくかじ取りとして、山科市長には市民の皆様

の期待が大きいと思いますので、これからどう

ぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、通告書に従って、私から項目とし

ては２つ質問させていただきます。 

  １つは、本市の人口減少について、もう一つ

は子供の遊び場について、この２点につきまし

て一括質問させていただきます。 

  まず、１点目ですが、市長就任の挨拶をはじ

め、多くのほかの議員の皆様の質問にもありま

したが、最大の課題は人口減少、少子高齢化と

市長はおっしゃっており、人口減少、少子高齢

化に対する危機感とその対策について、強い思

いをお持ちであるのかなと感じました。 

  まず、本市の人口減少について、市長のお考

えをお伺いしたいと思い、質問いたします。 

  本市の人口は、1960年の４万3,550人をピー

クに2000年頃から減少傾向となり、令和５年４

月１日時点においては３万2,685人でありまし

た。ピーク時よりも約１万1,000人ほど減少し

ております。 

  令和５年２月作成の統計でみる新庄市によれ

ば、令和３年度の人口動態のうち、自然動態は

389人減少しており、生まれる方が亡くなられ

る方を下回っている状態です。この傾向は平成

14年から継続しております。 

  一方で、社会動態においては172人減少して

おり、転出超過の状態になっております。こち

らは平成10年を除き、平成元年以降、継続して
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減少しております。 

  本市では、現状、自然動態、社会動態それぞ

れが減少しており、令和３年度は551人の人口

減少となっておりました。仮に同程度で人口減

少が推移していくと想定した場合ですが、10年

後は5,500人、20年後は約１万1,000人の人口減

少となります。令和５年４月１日時点から単純

に差引きすると20年後の人口は約２万1,000人

になります。第５次総合計画内でも同程度の数

値予測がされており、2045年の本市の人口は２

万3,018人と予測しております。 

  このまま人口減少が続いていくと、経済、産

業活動が縮小し、税収入も減少することに伴っ

て自治体サービスの低下につながる可能性が高

いのではないかと思っております。また、さら

に人口減少が進む場合には自治体としての機能

を維持することができなくなる可能性も考えら

れます。 

  こうした現状、将来予測を踏まえ、本市の人

口減少という課題については、例えば人口規模

に合わせて自治体の規模を縮小する、あるいは

人口を維持するため、定住対策に取り組む、移

住者を増やす取組をするなど、いろいろと考え

られますが、山科市長はどのような方針あるい

は対策で人口減少対策に取り組んでいくのか、

お考えがあればお聞かせください。 

  次に、本市の子供の遊び場についてです。 

  これから先、継続的に人口減少していくこと

が予測されている本市において、持続可能な自

治体になるため、人口減少に歯止めをかけるあ

るいは緩やかにするための一つの要素として自

然動態を増加させていくことが必要ではないか

と考えております。亡くなる方より生まれる子

供を増やし、自然動態の部分においては人口が

増えるような対策が必要だと考えております。 

  そのため、本市で子供を産みたい、育てたい

と思えるようなまちづくりが不可欠であり、子

育て世代に選ばれるまちづくりを推進していか

なければなりません。市長も子育て世代に選ば

れるまちを目指すと公約に掲げており、子育て

世代に選ばれるまちにしていきたいという思い

は私も同じ考えであります。 

  子育て世代に選ばれるまちには、経済的な支

援が充実していることや、子育てに関する相談

機能が充実しているなど様々な要因があるかと

思います。今回はその中でも子育て環境の整備

について、特に子供の遊び場の整備に焦点を当

て、質問いたします。 

  第５次総合計画において重点課題として子ど

も・子育て支援を挙げており、子育てしやすい

環境をつくる対応方針を示しております。そし

て、まちづくりの柱の一つ、子育て施策の一つ

として、子供の教育・保育環境の充実が掲げら

れ、取組の一つとして子供の遊び場の充実とい

うものがあります。 

  子供の遊び場が充実していることの満足度に

ついては、2020年の現状値が11.6％に対して、

10年後の2030年までに約10％増加させて22％に

することを目標としております。 

  この目標を達成するため、わらすこ広場の充

実、屋外遊戯施設の整備を主な取組としており

ますが、わらすこ広場など今あるものを最大限

利活用するという視点も大切なものだと理解し

ている一方で、県内で新たに多くの子供の遊び

場、特に屋内の遊戯施設を整備している自治体

が増えてきております。ほかの自治体で新しく

できた施設を見ると、どうしても新しさや規模

感などを比較してしまいます。 

  例えば、県内であれば東根市のタントクルセ

ンターだったり、天童市や山形市、今年９月に

は長井市で屋内遊戯施設と図書館を併せた「く

るんと」など新しい施設が多く誕生し、多くの

子供たちや保護者でにぎわっています。 

  こうした子供たちが安心して遊べる場所に対

する子育て世代のニーズは非常に高いと感じて

おります。私もこういった施設が必要だと強く
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認識しておりますが、市長は選挙公約の中で、

子育て施設、子供たちが安心して遊べる拠点の

整備を掲げておられました。 

  そこで、２点お伺いいたします。 

  １点目は、まずは新庄市内の子供の遊び場に

ついて、過不足等を含めて現状をどう捉えてい

るのか、市長の見解をお伺いいたします。 

  ２点目は、公約に掲げられておりました子育

て施設、子供たちが安心して遊べる拠点の整備

については、どのような施設あるいは拠点を想

定されているのかお伺いいたします。 

  初日に渡部議員も同様の質問をされましたが、

改めて、市長のお考え、構想をお伺いしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、鈴木啓太市議の御質問

にお答えいたします。 

  初めに、人口減少対策についてでありますが、

本市は少子高齢化が急速に進んでおり、人口減

少が深刻な状況にあります。人口減少が進むこ

とで、社会保障費の増大や経済の停滞など様々

な問題が発生することが予想されています。 

  そこで、私は、子育て支援の充実や移住定住

促進などの取組を進めていくことで、人口減少

の抑制につなげていきたいと考えております。 

  子育て支援では、学校給食の無償化や最上８

市町村で連携した子育て施設の検討をし、子育

て支援を充実させることで、子育て世代に選ば

れ、子供たちが伸び伸びと育つまちづくりをし

ていきたいと考えております。 

  さらに、移住定住促進では、住宅支援や就業

支援を行うことで、移住希望者に選ばれるまち

づくりや若者の地元回帰などを進めていきたい

と考えております。移住者や地元出身の若者が

本市に住み続けたくなるような魅力あるまちづ

くりを実現したいと考えております。 

  次に、本市の子供の遊び場についての御質問

にお答えいたします。 

  本市の一番の課題は、人口減少、少子高齢化

と認識しております。この現状に対しては、子

育て世代に選ばれ、子供たちが伸び伸びと育つ

まちづくりが必要と感じております。 

  本市の子供の遊び場といたしましては、屋外

の遊び場として、市が管理している遊具のある

公園22か所、県が管理している駅東側の最上中

央公園などがございます。また、屋内の遊び場

といたしまして、わらすこ広場がございます。 

  特に、わらすこ広場につきましては、天候に

かかわらず、児童が安全に遊ぶことができる場

所として利用いただいております。また、育児

や家庭生活などの様々な悩みを持つ子育て家庭

に寄り添うため、地域子育て支援センターを併

設し、育児相談や子育て講座、子育てに関する

情報発信を行い、本市における子育て支援の拠

点として位置づけております。 

  わらすこ広場は小さいお子様には人気がある

施設でありますが、小学校３年生までの利用と

なっておりますので、高学年のニーズの対応に

は課題があると感じております。高学年になれ

ば、遊びだけでなく、学びの場も求められると

思いますので、今の時代に求められる子育て施

設については、民間活力の活用や最上８市町村

での連携など、様々な可能性を模索しながら検

討してまいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  人口減少対策ということで、移住定住の促進

だったり子育て支援ということで、新庄市の第

３次総合戦略に掲げてある基本方針、構成に基

づいて、これから継続してやっていくのかなと

いう印象を受けました。 
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  そこで、再質問をさせていただきたいんです

けれども、人口を構成する要素としては社会動

態と自然動態の２つあり、冒頭の質問時にお話

しさせていただきましたが、社会動態は平成元

年から転出超過のため減少し続けていまして、

自然動態は平成14年から減少に転じています。 

  2000年頃まで人口減少を緩やかに保っていた

要因というのは、自然動態で増えていたことが

要因ではないかなと推測したんですけれども、

こういった点を踏まえて、自然動態、新庄で生

まれる人たちを増やすような取組がもっともっ

とできると人口減少を少し緩やかにできるんじ

ゃないかなと考えたんですけれども、現状で自

然動態を増やすような取組について、取り組ん

でいる内容についてお伺いします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、私から、自然

動態を増やす取組ということで、どういうこと

をしているのかという部分でお答え申し上げた

いと思いますが、基本的には婚活事業というこ

とで、結婚活動を支援する取組ということでや

っておりますけれども、結果として結びついて

いるのかなという部分についてはまだまだ課題

があると認識しています。 

  昨年は単独で相談会をやっていましたけれど

も、なかなか人が集まらなくて、単独事業の相

談会は廃止いたしまして、最上広域の婚活実行

委員会の取組ということで今現在やっておりま

すけれども、なかなか、今年度は民間の婚活支

援のサポート会社に実行委員会で委託して、行

政がやっていては足りないんじゃないかという

ことでしておりますけれども、民間のサポート

会社がやっても本来の婚活の集まりというとこ

ろには、特に女性の集まりがなかなかならない

という課題がありまして、そういった部分で取

りあえず模索しながらしているという状況にな

っております。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） ありがとうございます。 

  対策としては婚活事業に取り組んでいるとい

うお話ですが、なかなか参加者が集まらなくて

効果が現れづらいというお話でした。確かに、

私が参加する立場だと想定すると、婚活パーテ

ィーのようなものに行くとなると少しハードル

が高いのかなという印象を受けました。 

  ９月に最上総合支庁が主催された婚活に関す

るセミナーというものに私は参加させていただ

いたんですけれども、その中で、子供が減って

いる、何で減っているのかという内容のお話が

ありまして、そこでは合計特殊出生率と夫婦１

組当たりの子供の数の比較を基に、子供の数に

ついての説明がありました。 

  御存じだとは思いますが、合計特殊出生率が

1.34なんですけれども、それに対して夫婦１組

当たりの子供の数というのが、そのセミナーで

は2020年時点で2.2人となっており、結婚した

夫婦１組当たりの子供の数はそんなに大きく変

化してないんだというお話を受けました。 

  したがって、セミナーでお聞きしたのは結婚

する方の減少に伴って子供の数が減っていると

予想できますというお話で、私もこのセミナー

の後に数値を自分なりに調べてみました。 

  国立社会保障・人口問題研究所が実施した第

16回出生動向基本調査を参考にしたんですけれ

ども、2021年において夫婦１組当たりの子供の

数は1.9人となっておりまして、セミナーでお

伺いした数値より若干少ない数字ではありまし

たが、減少率を見ても夫婦１組当たりで見れば

緩やかな減少になっていました。国内全体の数

字だとは思うんですけれども、傾向としては本

市も同様の数字というか、傾向になるのかなと

思っております。 

  それで、本市の人口の推移と婚姻数の推移を
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山形県の統計年鑑の数値を基に、2000年と2021

年で比較してみました。 

  2000年ですと本市の人口４万2,151人に対し

て婚姻数は242件でした。一方で、2021年の本

市の人口３万3,857人に対して婚姻数は117件で

した。2000年を基準にしてみると2021年の本市

の人口は20％減少しているのに対して婚姻数は

50％ほど少なくなっています。若年層が減って

いるなど様々な要因があるのかなとは思います

が、婚姻数のほうが割合としては大きく減少し

ています。 

  そこで、お伺いしたいんですけれども、婚姻

数が減少した要因について何か分析していれば

お聞かせいただきたいと思います。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 婚姻数が減少している要

因を分析しているかということですけれども、

具体的に調査をして分析するということは行っ

ておりませんけれども、一般的に最近言われて

いることといたしましては、コロナ禍によって

行動が制限されまして、外に出なくなった、オ

ンラインで様々なことができるようになったと

いうことで、人と人が出会う機会がなくなった

というところが、結婚する上での機会の創出が

なされないというところが非常に大きな影響に

なっているのかなというところで、今は行動の

制限がありませんけれども、婚姻数とかにはそ

こら辺が少なからず影響しているのかなと分析

しております。 

  以上でございます。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） 婚姻数が減少した要因

ということで、コロナによる行動制限や出会う

機会が喪失したということで、確かにおっしゃ

るとおりかなと思いました。 

  個人の問題になるかと思いますので一概には

言えないかなとは思うんですけれども、結婚に

関して、出生動向基本調査内にいろいろと調査

結果がありまして、今回いろいろ参考にしてき

たんですけれども、その中で夫と妻が知り合っ

たきっかけという調査があって、その構成割合

が記載されておりました。１位が職場や仕事で

出会った方、２位が友人や兄弟や姉妹を通じて

出会うという調査結果が載っておりました。こ

れは過去何回か調査されているんですけれども、

１位、２位というのはずっと変わらず同じよう

な傾向が続いていまして、一方で、ネット社会

の発達によってＳＮＳやアプリを通じて知り合

う方の割合も増加しているようなことが書いて

ありました。 

  この結果を見ますと、誰かと結婚するとか、

交際に発展するとかに至るまでの要因としては、

誰か人を介して知り合うことが一番いいのかな

と思ったところで、誰かを介して出会うような

場が増えると、先ほど出会う機会が少なくなっ

たということを御回答いただいたんですけれど

も、こういう場がもう少し増えていくと、出会

いを求めている人に対して効果を発揮するのか

なと思いました。 

  そこで提案なんですけれども、誰かを介して

知り合う機会や場を増やすための手段の一つと

して、例えば音楽のイベントだったりゲームと

か、今はｅスポーツとかはやっていますし、ス

ポーツのイベントあるいはバイクのイベントな

ど若い人が好みそうなイベントを市内で開きた

いと思っている方に対して、開催に当たって補

助金のような形で支援する取組というものはで

きないのかなと思っております。こういったイ

ベントのようなものを考えて実際に開催したい

と思っている方が特に若い世代に多くいるよう

に感じています。 

  そこで、確認の意味も込めてなんですけれど

も、現行の制度でこういった個人や団体で開催

するイベントに対して何か支援があるのかとい
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うのを確認するとともに、なければ、こういっ

た支援するという取組に対してはどのようにお

考えかお伺いしたいと思います。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 男女の出会いの場の創出

ということで、音楽や様々なイベントに関する

補助ができないかということで、現行やってい

るかどうかという部分も含めてですけれども、

現在様々な団体が行うイベントについては、ピ

ンポイントでやられているというところは様々

な食のイベントだったりというところはありま

すけれども、議員御提案の男女が結婚する出会

いの場としてのイベントという枠の中では今や

っていないわけであります。 

  それができるかできないかという部分につき

ましては、対象であったりとか、どういうイベ

ントで、どういう目的でするかというところを

きちんと要件とか設定しないとなかなか難しい

ところがあるかと思いますけれども、その辺に

ついては、補助するのが、結婚、子供を産み育

てていく、数を増やしていくのにつながってい

くかというところも含めまして、補助金で対策

するのがいいかどうかという部分も含めて、も

っとほかの方法がないのかというところも含め

て少し検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） 確かに、どういったも

のが対象になってとか、そういった要件の設定

というのは少し難しいのかなと私も感じたとこ

ろであります。 

  先日、知り合いで音楽のイベントを企画した

人たちがいまして、その様子を見に行かせてい

ただいたんですけれども、小ぢんまりした集ま

りだったんですけれども、多くの若い人たちが

集まって、楽しくお酒を飲んだり食事をしたり

音楽を聞いたりにぎわっている様子でした。参

加した人たちにいろいろと話を聞いてみたんで

すけれども、その日に初めて会ったんですとい

う方が多くて、誰々さん、誰々君の知り合いに

紹介してもらって今日初めて会ったんだみたい

な、そういった形で共通の友人を介して仲よく

なる方が多くおりました。 

  先ほど提案させていただいたんですが、そう

いう機会が増えれば、例えば音楽が好きで、そ

こに集まれば、共通の話題、価値観が合う人の

集まりなので、仲よくなりやすくなるのかなと

思って、異性と知り合うきっかけが今より増え

るのかなと思いました。 

  婚活という話題で提案させていただいたんで

すけれども、たとえこれが交際とか結婚とかに

つながらなかったとしても、今まで出会わなか

った人と出会えるきっかけが増えることで、市

内で生活する上で、同年代の仲間だったり違う

世代の仲間とつながる機会が増えて、交友関係

の幅が広がるのかなと思います。そうすること

で、より地元に愛着が湧き、先ほど定住対策と

いう話も出たんですけれども、定住の促進にも

多少はつながるのかなと思いました。 

  こういった新しく何か企画をしてやってみた

いというチャレンジする若い人、若い人だけで

もないと思うんですけれども、そういったやり

たいことを形にするような、何か応援するよう

な支援があれば、たとえ小規模でも人が集まる

機会が増えて、そういった場所が増えていくこ

とで人と人が知り合って仲よくなるチャンスが

増えるのかなと思い、それが間接的に結婚、婚

活支援につながるのかなと思いました。 

  そういう若い人たちがやりたいことを応援す

るような後押しをすることで、そこからまちが

にぎわっていったり、若い人たちが活気づいて

くるのかなと思い、提案させていただきました

ので、ぜひとも御検討いただければと思います。 

  次に、子供の遊び場についての質問をさせて
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いただきます。 

  再質問としてですが、まず本市については冬

期間は雪がたくさん降る地域です。先ほど山科

市議の質問にもありましたが、今年の夏は非常

に暑くて、天気は非常によかったんですが、屋

外で、外で遊ばせるとなったときに、熱中症の

心配だったり、滑り台が非常に熱くなって滑れ

ないみたいな状況もある中で、屋外で遊ぶとな

ると天候に左右される部分が大きいのかなと思

っています。 

  そうした中で、天気が悪くても、子を持つ親

としては子供たちに伸び伸びと体を動かして遊

んでほしいと思うところです。ですので、まず

はこうした天候に左右されない子供の遊び場に

ついて、非常にニーズが高いと思うんですけれ

ども、これまで過去に市長は子育て世代の方と

多く意見交換をされたというお話をお伺いした

んですが、こういった意見交換の中で、全天候

型の少し規模の大きな屋内遊戯施設という部分

について、必要性とかそういったのはどういっ

た意見が出たのか。市長自身、必要性について

お伺いしたいと思います。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 鈴木市議の質問にお答えします。 

  子育て施設が欲しいというのは、若い人とお

話をすると、特に子育て世代の方とお話しする

と皆さんおっしゃいます。欲しい欲しいという

ので、じゃあつくりましょうという単純な話で

はなくて、この地域にとってどういう子育て施

設が欲しいのかという具体的な踏み込んだとこ

ろまでまだお話ししていないわけであります。 

  私が考えるのは、地元にあればそれは確かに

いいと思う反面、東根にいい子育て施設がある、

山形市にいい子育て施設があるというと、親御

さんも子育て施設に子供をお連れして遊んで、

そして自分も帰りに何か買物をして帰ってくる

とかという一つの御自身たちの休日のライフス

タイルでも使われている傾向があると思ってお

りまして、その辺のところを分析した上で、こ

の地域にとって、新庄市単独だけでは子育て施

設の規模も小さくなるのではないかと思います

し、同じ連携する市町村と一緒になって、前も

お話ししたとおり、民間の活力を十分に活用し

ながら、しっかりとすくすくと伸びやかに子供

が成長するような子育て施設につなげていきた

いなという思いがあります。 

  それと、一番大切なのは子育て施設に学びの

部分が必要だと思っていて、その辺のところも

どういう形がいいのかというのはこれから皆さ

んと共に検討していかなければならないと思う

ところでありますので、御理解いただきたいと

思うところでございます。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） ありがとうございます。 

  市外に子供を遊びに行かせつつ買物をしたり

食事をしたりとおっしゃったように、確かに私

も自分自身を振り返るとそういった行動をする

ことが多いのかなと思っております。 

  ただ、逆の視点で考えると、市内にそういっ

たものがあると、逆に外から、新庄で遊ばせて

食事をして帰ろうかなみたいな人も多少なりと

も増えるのかなと思っております。 

  というのは、少し前に子育て推進課にお聞き

したんですけれども、わらすこ広場の利用者数

を確認させていただきました。本市のわらすこ

広場の利用者数は令和４年度で年間１万6,942

名いらっしゃって、そのうち3,408人が市外の

利用者となっておりました。 

  こちらの利用者数と他市の状況を比較してみ

ようと思いまして、具体的には東根市のタント

クルセンターの利用者数をお伺いして比較した

んですけれども、東根市のタントクルセンター

の年間利用者数が約６万3,000人だそうです。
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その中で市外の利用者数は約１万6,000人だっ

たそうです。令和４年度ですので、まだコロナ

禍ということもあって多少本来の数字よりは少

ないのかなと思うんですが、東根市と新庄市の

人口を比較したとしても、単純な比較はできな

いと思うんですが、規模の大きさに比例して市

外からいらっしゃる方が、利用者が多くなるの

かなと思ったところです。 

  こういった規模の大きな屋内施設を整備して、

市外から人を呼ぶことができると、観光と言え

るか分からないんですが、観光にもつながるの

かなと思うのと、今まで東根市とか天童市とか

山形市に行っていた市内の人たちの時間の節約

というか、移動時間を節約することができるの

かなと思います。当然、市外に移動するにはガ

ソリン代が、今ガソリン代が非常に高くなって

いる中で、ガソリン代に対しても、間接的では

あると思うんですけれども、交通費という部分

でも子育て世代の支援につながるのではないか

なと、いろいろ副次的な効果も期待できるのか

なと思っております。 

  私としては、ぜひとも子供たちが伸び伸び成

長できるまちになるように、屋内施設を前向き

に御検討いただきたいと思っているんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 公約ですので前向きに考えますけ

れども、適正規模だとかいろいろな議論が必要

だと思います。それを呼び込みの一つの材料に

するかという発展した議論に関してはまだ現段

階ではお答えできないと思いますし、基本的に

子育て施設は住民のための施設なのか、それに

よって関係者人口を増やすための施設なのかと

いう整理はまだ現段階ではできていませんので、

前向きではありますが、そこだけは注視しなが

らと思っています。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） 前向きに御検討いただ

けるということで大変安心しました。 

  確かに、選挙公報に５つの主要施策を掲げて

おられまして、その上から２番目に子育て支援

に関する内容を記載していることから、優先度

が高い部分に当たるのかなと感じておりました。

今そういった御回答をいただけて、非常に安心

しております。 

  市長もおっしゃったように、子供の遊ぶ場所

に加えて学ぶ場というところも観点に入れなけ

ればいけないというところは確かにそうだなと

思っております。多子世帯を連れていったとき

に、小さい子が遊んでいる一方で、少し大きく

なったお子さんが時間を使えるような場所が機

能として備わっていると非常に効果を発揮する

のかなと思っております。 

  冒頭で紹介というか、お話しさせていただい

た長井市なんかでは、遊ぶ場所と図書館を掛け

合わせた施設をつくりまして、今おっしゃった

ような遊ぶ場と学ぶ場を形にしているような施

設なのかなと思っております。 

  子育て世代に選ばれるまちにしていくために

も、いろいろな公共施設の持つ機能を掛け合わ

せたものを新たに配置することで、若い世代が

集まるような場所をつくっていくとまちのにぎ

わいにもつながっていくと思っておりますので、

こういった必要な投資についてはぜひ前向きに

御検討をしていただきたいと思っております。 

  前向きな御検討をお願いして、私の一般質問

を終わりにしたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 

 

散      会 
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佐藤卓也議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議を明日10月17日から10月

18日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を10月17日から10月18日ま

で休会し、10月19日午前10時から本会議を再開

いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時４１分 散会 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は５名です。 

  これより３日目の一般質問を行います。 

 

 

亀井博人議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 それでは最初に、亀井博人さん。 

   （２番亀井博人議員登壇） 

２ 番（亀井博人議員） ９月定例会、一般質問

３日目、最初に質問させていただきます、議席

番号２番、亀井博人です。よろしくお願いいた

します。 

  10月に入り、県立新庄病院のオープン、山科

市長の初登庁、そして、来春には東北農林専門

職大学が開校と、新庄市は新たな時代を迎えて

いると思います。 

  さて、東北農林専門職大学ほか４項目につい

て、一括方式で質問をさせていただきます。 

  待望の４年制大学、東北農林専門職大学が来

春開校します。大学を生かした次世代につなげ

る持続可能な農業を具体的にどのように推進し

ていくお考えですか。次の点についてお尋ねし

ます。 

  ①市内及び県内の受入れ農家の状況について。 

  ②新庄市の役割、農林課の役割について。 

  ③小中高校との教育連携、産業連携の具体化

について。 

  ④大学生参画によるにぎわい創出についてお

尋ねします。 

  ２つ目、道の駅についてお尋ねします。 

  インターチェンジ付近道の駅の事業計画、財

源見込みについてお尋ねします。 

  ７月に都市整備課が説明したインターチェン

ジ付近道の駅の大規模で多機能な道の駅に係る

試算では、取付け道路が数十億円、整備事業費

は約58億円、集客施設は約44億円の事業費が見

込まれるとしました。同様の事業費、それに伴

う維持管理費等から慎重に進める必要があると

考えますが、どのように進める予定ですか。 

  また、今後再開されるインターチェンジ付近

道の駅検討会に新たに選任される委員は、どの

ような方を予定していますか。 

  これまでの検討結果等をどのように生かし、

どのような道の駅を目指しますか、お尋ねしま

す。 

  ３つ目です。市庁舎についてです。 

  ほかの市役所では、来訪する市民を案内する

職員が庁舎１階の目立つ場所にいて、案内もス

ムーズに行われているようです。本市の本庁舎

入り口に市民相談室がありますが、ガラス扉が

あるため、多くの市民はその先の案内板で行き

先を確認しているようです。 

  また、増築や第二庁舎の建設で本庁舎から離

れているため、目的の課にたどり着きにくい配

置になっていると思います。市民のスムーズな

案内のため、正面玄関付近の改善についてお尋

ねします。また、庁舎耐震工事を経て、何年後

をめどに改築予定があるかお尋ねします。 

  ４番、公共施設の再配置について。 

  本市の庁舎は築60年を超え、また、駐車場が
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狭い図書館や文化会館など、多くの公共施設が

あります。一方、市内には新庄工業高校、新庄

警察署、県立新庄病院などの空き地、または閉

鎖予定の山形県所有の土地があります。市の公

共施設等総合管理計画等との関連、県有地の利

用を含めた将来の土地利用計画について、どの

ようなお考えかお尋ねします。 

  ５番目、時間外勤務について。 

  川西町で企画財政課に配属されていた当時25

歳の職員が自殺する事件が2016年６月に発生し、

今年８月和解が成立しました。この事件を受け、

川西町では、意識改革研修、安全配慮義務研修、

グループ内打合せ、ＩＣカードによる入退庁管

理の徹底、定期的な面談、メンタルヘルス研修、

フレキシブルな勤務などの対策も示されました。

命より大事な仕事はないと言われます。外部施

設を含め、新庄市の業務管理、時間外勤務管理

はどうなっているかお伺いします。 

  よろしくお願いします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 おはようございます。 

  それでは、亀井市議の御質問にお答えします。 

  東北農林専門職大学の質問のうち、小中高と

の教育連携につきましては、教育長から答弁さ

せますのでよろしくお願いします。 

  初めに、東北農林専門職大学における市内及

び県内の実習受入れ農家の状況でありますが、

臨地実務実習の受入先につきましては、県と管

内市町村、ＪＡ、森林組合などで構成する農林

業専門職大学最上地域連携プロジェクトチーム

が令和２年に設置され、最上地域における実習

先、候補者について検討がなされたところであ

ります。 

  現在、県のホームページ等で公表されている

東北農林専門職大学基本計画の最終報告では、

令和４年９月時点での山形県内の実習先候補者

は、農業経営体、森林業事業体合わせて326事

業体となっております。このうち新庄市内の受

入先農家数につきましては、検討段階において

は農業経営体11、森林業経営体５、計16事業体

が候補として挙がっていると認識しております

が、現時点で最新の候補者数につきましては公

表されておりませんので、御理解を願います。 

  次に、本市が担うべき役割についてでありま

すが、現在、農林大学校において農業者や新規

就農希望者などを対象に様々な研修が行われて

おり、大変ありがたく感じているところであり

ますが、専門職大学が開学することでさらに多

くの学びの機会が得られるものと考えておりま

す。また、専門職大学のカリキュラムである臨

地実務実習を通じて、多くの学生が地域の農業

に触れていただくことによって、本市の農業振

興につながるものと期待しております。 

  次に、産業連携の具体化についての御質問に

お答えいたします。 

  農林業専門職大学最上地域連携プロジェクト

チームにおいては、実習先の検討のほか、専門

職大学と連携した地域振興についても検討され

ているところであります。産業連携の観点から

は、専門職大学から生み出される知的資源を生

かした大学と地域が連携していくことによって、

実習先の事業体や地域の企業等と連携した共同

研究や商品開発のほか、地域のベンチャーの創

出なども期待されております。具体的な取組に

つきましては、今後も専門職大学と情報共有し

ながら、相互に検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

  次に、大学生参画によるにぎわい創出につい

ての御質問でありますが、大学生の皆さんが地

域の行事やイベントに参加することは、本市の

伝統や文化を学び、地域への理解を深める機会

となるものであります。学生の皆さんが本市に

魅力を感じて地域に参画することで、本市にさ

らに愛着を持っていただくことにつながること
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から、学生参画によるにぎわいの創出は重要な

取組と認識しております。例えば新庄まつりへ

の参加や地域で行われる行事、イベント運営等

に参加することにより、地域の活性化に貢献し

ていただけるものと考えております。 

  本市におきましては、学生の皆さんに地域の

魅力を伝えるため、まずは各種イベント等の周

知を図るとともに、学生自らが地域に参画して

もらえるような仕組みづくりを大学と共に取り

組んでまいります。 

  次に、道の駅事業に関する御質問にお答えい

たします。 

  新庄インターチェンジ付近の道の駅について

は、最上８市町村への回遊の拠点となる道の駅

の整備を目指し、これまで管内町村や商工団体、

国・県と話合いを重ねてきたところであります。

新庄インターチェンジは、縦軸と横軸の道路が

交差する重要地点に位置し、本市としても、こ

の周辺の道の駅の整備による新庄最上地域への

大きな波及効果を期待するものであります。 

  道の駅の事業費につきましては、８市町村に

よる負担割合の協議も重要な点でありますが、

市といたしましても適正な財政規模について十

分な検討が必要と考えております。将来に向け

て持続可能な財政運営を確保するため、可能な

限り財政負担を軽減するための工夫をするとと

もに、道の駅整備がこの地域に十分な波及効果

をもたらすよう、様々な角度から検討を進める

ことが必要であると考えております。 

  御質問の検討会の委員構成につきましては、

来春開学する専門職大学や、資金力や経営力の

ある民間との連携を図るために、どのような方

がふさわしいかも含めて関係機関と調整を進め

てまいります。 

  検討会につきましては、現在、高規格道路か

らの直接乗り入れについて国土交通省による検

討が行われているため一旦中断しているところ

でありますが、今後できるだけ早い検討会の再

開に向けた準備を進め、関係機関との対話を重

ねながら、道の駅整備を進めてまいります。 

  次に、市庁舎についての御質問にお答えいた

します。 

  市民へのスムーズな案内のための正面玄関付

近の改善でありますが、議員御指摘のとおり、

来庁される方の中には目的の課の場所が分から

ずお困りの方もおられますので、職員がお声が

けをして御案内するなどの対応をしております

が、さらにスムーズな案内が可能になるよう、

今後検討してまいります。 

  また、庁舎改築についてでありますが、本庁

舎は平成28年度に耐震補強工事を行っておりま

すが、新庄市公共施設等総合管理計画に基づき、

建設から80年目となる令和17年度を目途に改築

計画を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、公共施設の再配置についての御質問に

お答えいたします。 

  市内には、旧新庄警察署跡地、旧新庄工業高

校跡地などの県有地が更地の状態となっており、

利活用されていない状況であります。また、10

月１日に新しい県立新庄病院が開院したことに

伴い、若葉町の旧県立新庄病院が廃止となった

ところであります。この旧県立新庄病院跡地に

つきましては、県としては今後の利活用は未定

であると報道されたところであります。 

  このほか、令和８年度には新庄北高と新庄南

高を統合し、新高校を再編することになってお

りますが、具体的な整備計画はまだ示されてい

ない現状にあります。 

  県有地以外につきましても、最上広域消防本

部や最上検診センター、中部保育所なども移転

が予定されており、これらの跡地の利活用も今

後課題となるものと考えております。 

  市の公共施設につきましては、公共施設等総

合管理計画、公共施設最適化・長寿命化計画に

より、管理の方針や施設更新の方向について示

しておりますが、具体的な土地利用についての
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計画はございません。今後、新庄市都市計画マ

スタープランとの整合性を図った上で、関係機

関と協議しながらこの跡地の利活用について検

討してまいります。 

  最後に、時間外勤務についてお答えいたしま

す。 

  職員の時間外勤務については、条例に基づき、

必要に応じて正規の勤務時間以外についての勤

務を命令できることとされております。具体的

には、所属長が時間外勤務の必要性を判断の上、

勤務命令を発令し、それを基に職員が事務に従

事するものであります。このとき、所属長は勤

務時間などを記入した時間外勤務命令簿を作成

し、業務内容や時間を管理することとしており

ます。総務課において各課から提出された時間

外勤務命令簿により、外部施設も含めて職員の

勤務状況を把握しており、必要に応じて確認、

助言などを行いながら適切な管理に努めている

ところであります。 

  公務の遂行に当たり、時間外勤務を必要最小

限にとどめられるよう適切に管理し、職員の健

康を害することのないように努めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 おはようございます。 

  それでは、東北農林専門職大学と小中高生と

の教育連携についての御質問にお答えします。 

  本市では、市内小中義務教育学校において、

地域と共にある学校づくりを進めることとして、

地域と連携したふるさと学習を行っております。

これまでも総合的な学習の中で、升形小学校に

おいては、農林大学校の学生と農業の交流学習

を行ったり、本合海小学校では、神室産業高校

の生徒と一緒に地元の伝承野菜の栽培を行い、

育てた野菜の販売を行うなど、大学校の学生、

高校生と小中学生が地域や学校と連携しながら

活動を行っているところであります。 

  来春開学予定の農林専門職大学については、

詳しいカリキュラムがまだ示されておりません

が、今後、小中義務教育学校の総合的な学習な

どにおいて、農業体験や学生との交流活動、小

中生の専門職大学訪問など、農林専門職大学と

どのような連携が可能か検討してまいりたいと

考えております。 

  以上であります。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  最初に、東北農林専門職大学についてです。 

  東北初の公立の専門職大学ということで、注

目度は高いと思います。今回質問しようと思っ

た理由が２つあります。１つは、今年４月に開

学した飯豊町の電動モビリティシステム専門職

大学への入学者が少なかったこと、２つ目が、

準学生寮プロジェクト、市が実施する事業でし

たけれども、事業者が断念をしたといったこと

がありました。 

  さて、現在の県立農業大学校は、来年度から

専門職大学附属農林大学校となり、定員も40名

になるようですが、これまでどの地域から何名

程度入学しておりますでしょうか。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 ただいまの亀井議員の御質問

にお答えします。 

  議員おっしゃるように、令和６年４月から現

在の県立農林大学校につきましては、東北農林

専門職大学附属の農林大学になるということが

決定されております。 

  それで、直近の数値で申し訳ございませんが、

令和５年度の入学者数62名であります。そのう

ち村山地域が23名、置賜地域が９名、庄内地域

が14名、当最上地域は８名でありまして、その

ほか県外から８名、遠くは愛知県からも来てい



- 148 - 

らっしゃるという状況でございます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） 続いて、産業連携の方

向について、先ほど市長からもお話ありました

けれども、大学誘致に取り組んだきっかけとい

うのが、鶴岡市の慶應義塾大学の先端生命科学

研究所を視察されて、高校生が助手を務める姿

を見て、若者が生き生きしていると感じという

記事を拝見しました。来年度、専門職大学の開

校により、28名ほどの教授陣が授業に当たられ

るようですけれども、もう一度産業連携につい

てどのような方向を目指すかお尋ねします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 それでは、お答えいたします。 

  産業連携ということをまだ私も具体にはいろ

いろイメージできていないところもありますが、

現段階で考えているのは、議員おっしゃられる

ように、やっぱり鶴岡市の先端生命研とサイエ

ンスパークというふうな形の様々な知的財産を

共有しつつ、産業が新たに振興できる形づくり

ができればというふうな思いであります。 

  基本的に大学のほうは事業と地域の連携をし

ていくわけでありますが、そこに基礎自治体で

ある新庄市を含めた町村が一緒になって受皿づ

くりをしていくだとか、そんな役割を果たして

いかなければならないと考えておりますし、そ

の辺のところは、これからまだまだお互いに調

査研究を進めながらでありますが、議員おっし

ゃられるように、何といってもこの地域に初の

高等教育機関でありますし、学びとそれから研

究というのはセットでありますので、その研究

した部分を地域で連携して、その財産をしっか

りとつくった連携をしていきたいというふうに

考えておるところでございます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） ありがとうございます。 

  次に、道の駅についてお願いしたいと思いま

す。 

  平成５年度、道の駅が正式登録されてから今

年で30年になるようです。現在1,209か所ほど

の道の駅がオープンしているようです。私はあ

まり見ていないんですけれども、その中で秋田

県横手市十文字の道の駅が、産直コンビニ、地

元の食堂という組合せもよく、財政的にも現実

的でよいのではないかと思っています。平日で

もにぎわっているようです。 

  市長は、どこの道の駅を参考にしたいとか、

こういう道の駅にしたいというのが具体的にあ

りましたら、ちょっとお願いしたいと思います。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 道の駅についての御質問でありま

す。 

  検討会の中でいろんな御意見が出たというふ

うに伺っておりまして、私自身も個人的にはい

ろんな発信をしておりました。基本的には交通

の要衝としていろんな人が集まってくるだろう

と、交通量が多いだろうというときに、その道

の駅の形というのは人が集まってやることとい

うのは何だというふうなことを考えたときに、

物販の販売は当然でありますが、それだけでは

なくて時間消費といいますか、そこで過ごして

もらうような道の駅はどうだろうなとか、ある

いは様々な物流の拠点になるだろうなとか、

様々過去に私ども地域が栄えた時代、今も栄え

ていないということではないんですが、交流が

あった時代のことをもう一度呼び起こせるよう

なイメージをもう一回皆さんと共に検討しなが

ら、そのような形の交流の拠点的な道の駅はど

うかなというようなイメージを持っていますが、

何しろ私一人で決められることでもないし、当
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然、検討会の皆様と議論をするのとともに、そ

れから議会の皆さんや市民の皆さんといろいろ

議論しながらそれを進めていきたいというふう

に考えておりますので、まだイメージははっき

り申し上げられる段階にはないというふうに思

っています。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） ありがとうございます。 

  続いて、インターチェンジ付近の交通量につ

いてお伺いします。 

  １日約４万台と聞いておりますが、山形市方

面から来てインターチェンジ付近の道の駅、仮

の話ですけれども、すぐに立ち寄ることが、交

通量は大体どれぐらいでしょうか。 

  また、高規格道路からの取付け道路の整備に

伴う費用は原因者負担と聞いておりますが、最

上８市町村の負担となりますか。その整備費用

の試算額数十億円と前にありましたが、具体的

に金額、どれくらいということが分かりました

らお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅の山形方面からの

取付けに伴った立ち寄りの来客者数というふう

なことで御質問をいただいたところです。 

  現在、東北中央道開通されまして、また正確

な利用者台数は公表されていないというふうな

ところでありますが、これまで公表されてきた

中からいきますと、中央道自体の交通量からし

ますと２万台弱程度というふうなことで認識し

ているところです。一般的な道の駅等の立ち寄

り数からいきますと、接続道路の交通量の10％

から15％程度を見込むというふうなことを考え

ているところが一般的かと思いますので、中央

道の交通量そのものからしますと、上り下りを

合わせた交通量というふうなことでありますの

で、その半分程度なのかなというふうなことで

考えております。その数からいきますと、

1,000から1,500程度というふうなことではない

かと思っているところです。 

  また、高規格道路からの取付け道路に係る費

用負担についてでございますが、通常、高規格

道路からの直接の乗り入れというふうなことは、

これまでもなかった案件であるというふうに認

識しております。実際に国土交通省との協議の

中でお話が出ている内容からしますと、新たな

インターチェンジという位置づけで整備をする

場合、当然インターチェンジの整備費用につい

てはその原因者が負担するというふうなことに

なるということですので、今回の新たな取付け

に関しましても、最上８市町村が希望して取付

けをすることになるということであれば、当然

その８市町村が負担をすることというふうにな

るものと認識しております。 

  また、その費用についてございますが、具体

的な数字としましては、国土交通省の検討の内

容についてもまだ具体的なものが示されていな

いところでありますので、話の中では相当大き

な工事が必要であるというふうなことで、現在

の本線からランプ等の改造なども必要になって

くるというふうなこともございますので、数十

億円程度はかかるのであろうというふうなこと

で、私どもの専門的な技術者の中での見解とし

て導き出した数字ということで御理解いただき

たいと思います。具体的な数字については、ま

だ今後ということで了解いただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） ありがとうございます。 

  他の道の駅の事業費の資料を見ますと、米沢

市の道の駅は約24億円、今年12月オープン予定

の山形市の道の駅は約23億円となっているよう
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です。インターチェンジ付近に新庄市が道の駅

を整備することで、事業費は多額になると試算

されています。道の駅が実現することで、市の

他の事務事業が縮小や休止、廃止になるなどの

影響は考えられないでしょうか。お願いします。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 財政課長小関 孝さん。 

小関 孝財政課長 それでは、事業の全体のこと

ということで、私からお答えさせていただきた

いと思います。 

  道の駅の総事業費が今のところは全く分から

ない状況ではありますが、財源の方法としまし

ては、起債は充てて償還していくということに

なるので、予算規模がある程度決まっておる中

で、新規の事業など投資的な経費、こちらのほ

うが抑えられていくだろうということは想像で

きます。ただし、適正な行財政の運営に当たり

ましては、常に費用対効果を検証しまして、最

小限の予算規模で最大限の効果を生む工夫を毎

年行ってございます。スクラップ・アンド・ビ

ルドに努めているということなんでございます

けれども、これは常にやられていることであり

まして、道の駅に関しましては、市長の答弁に

もございましたように、道の駅の適正な財源規

模について今後十分に検討していく必要がある

というふうに考えます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） ありがとうございます。 

  成功している道の駅もある一方、半数以上の

道の駅施設は赤字経営であるとの前市長の話も

ありました。また、冬の営業をどうするか。仮

に10ヘクタールを超える広い駐車場を除排雪す

るとなると、どうするかといった問題もあると

思います。また、新庄に近い秋田県南では、お

がち道の駅は既に25年ほど前にオープンしてお

ります。後発の利というのはあると思いますけ

れども、赤字経営にならない持続可能な道の駅

であり続けることができるか。交通の要衝とし

ての立地を生かし、完成が見込まれる10年先以

降も道の駅の必要性は変わらないか、どのよう

にお考えでしょうかお尋ねします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅の必要性というふ

うなことで御質問いただいたところです。 

  以前にも答弁の中で説明をさせていただきま

したが、道の駅の整備までの期間につきまして

も、今後計画を進めていく期間も含めて10年程

度は必要になるんではないかというふうに考え

ているところでありますが、その10年後、それ

以降の道の駅の経営について、十分にできる可

能性も含めて必要なのかというふうなことで御

質問いただいたものと認識しております。 

  現在も、社会情勢の変化などに伴いまして、

少子高齢化、また交通量の変化などもございま

すけれども、10年後におきましても東北中央道

などの高規格道路については、地域をつなぐ重

要な物流道路、また観光の道路として利用され

るものと認識しておりますので、高規格道路の

交差点というふうな立地条件も踏まえて、今後

も最上８市町村に大きな波及効果をもたらす拠

点というふうなことで必要なものではないかと

いうふうに認識しているところでございます。 

  今後、検討会の中で検討していく中で、持続

可能な経営形態を維持できるような内容の整備

に向けて検討を進めていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） ありがとうございます。 

  次に、市庁舎について再質問させていただき

ます。 

  これまでも若手の職員をはじめとして、市役



- 151 - 

所の分かりやすさの改善のために努めてきた経

過はありますが、なお、平成29年には、それま

でになかった庁舎建設に対する地方財政措置制

度といった制度が創設されたことなどもあり、

ここ数年、多くの市町村の庁舎が新しくなりま

した。近くでは真室川町をはじめ尾花沢市、酒

田市、庄内町、長井市、川西町、米沢市は既に

完成しており、現在、大蔵村、高畠町等で庁舎

を建設中のようです。今後の新庄市の庁舎につ

いて改めてお伺いしますけれども、行政需要や

財源の見通しなどをどのように考えていますか、

お願いします。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 財政課長小関 孝さん。 

小関 孝財政課長 それでは、お答えさせていた

だきます。 

  まず、市の庁舎ですけれども、今年で建築か

ら68年が経過してございます。これまでも耐震

化工事など、老朽化への対応は実施してきたと

ころでございますけれども、公共施設の総合管

理計画におきまして耐震化工事を済ませたこと

もあり、建築後80年で更新というふうに計画し

てございます。その年が令和17年ということで

ございますけれども、庁舎の建設計画をつくる

には相当な時間が必要と考えておりまして、令

和７年度から検討を開始するとして、その財源

について、まずは庁舎建設基金を積み立ててい

るところでございます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） ありがとうございます。 

  ４番の公共施設の再配置について再質問をお

願いしたいと思います。 

  県内で同様の事例が２つほどあるようです。

１つは旧県庁前にあった県民会館の土地です。

山形市への有償譲渡によりまして、山形市民会

館が移転新築されることになったようです。２

つ目が鶴岡市です。旧県立鶴岡病院の跡地を鶴

岡市が県と連携して解体を進め、鶴岡市が屋内

人工芝サッカー場を整備するということになっ

たようです。病院の解体費用等がありますけれ

ども、２分の１ずつ相互に負担し、また県が市

に土地と建物を無償譲渡した上で連携して事業

を進めるといった内容のようです。 

  新庄市内にある土地は、山形県の所有のもの

ではありますけれども、新庄市内にあり、新し

い施設ができれば、最も多く利用するのは新庄

市民だと思います。現在の場所で駐車場も十分

に取れない公共施設について、広さがあり利便

性の高い県有地を取得し、公共施設の再配置の

検討を進めるお考えについて再度お願いいたし

ます。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 財政課長小関 孝さん。 

小関 孝財政課長 それでは、お答えさせていた

だきます。 

  まず、県有地につきましては、県がその活用

を考えるものでありますし、その場所が適正か

ということもあるので、今の段階から県有地あ

りきで考えるのはちょっと難しいのかなという

ふうに考えます。市庁舎として適当な場所であ

るかどうか、市民のニーズですとか、内側と外

側の機能的なもの、これらを十分に検討した上

で、その候補地の一つとなり得るのであれば、

県有地の活用も選択肢の一つになるのだろうな

というふうには考えます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） ありがとうございます。 

  ちょっと時間も押してきましたので、５番、

時間外勤務について再質問させていただきます。 

  時間外勤務については、業務量に見合う人員

が配置されているか、毎年の採用計画はどうか、

正職員が適正に配置されているか、時間外勤務
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の発令について所属長によって認識に差異が見

られないか、職場の配置人数に対して業務量が

多過ぎるといったことはないかなど、これは毎

年毎年課題になっていることかと思います。時

間外勤務が多い課はどこの課でしょうか。年度

によってばらつきはあると思います。また、現

在職員数は何名おりますか。時間外勤務の時間

数、または手当は年間どれぐらいになっていま

すでしょうか。お願いします。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 それでは、ただいまの亀井議

員の御質問につきましてお答えいたします。 

  初めに、時間外勤務の多い課はどこかといっ

た御質問でございますが、その年度年度の状況

ですとか、様々な計画策定の時期であったりな

ど、状況によって異なるものではありますが、

その中でも令和４年度につきましては、例えば

マイナンバーカードの普及対策事業を行った市

民課ですとか、あとは農業施策で国への申請関

連の業務でどうしても時間外でなければ行えな

かった事業の多い農林課ですとか、こちらにつ

きましてはねぎサミットなども今回復活してお

りますので、そうしたところの時間数も多かっ

たというふうに見ております。 

  それから、令和４年度につきましては、やは

り少しずつ様々な事業が復活してまいりました

ので、商工観光課ですとか、社会教育課ですと

か、そういったところも多い状況となっている

ところです。 

  それから、職員数ということでありますが、

定数管理の対象となっている職員数としては、

正職員とそれから再任用職員のフルタイム任用

職員が対象となっておりますけれども、令和４

年度につきましては合わせまして273名となっ

ております。そのほか短時間勤務の再任用など

の職員もいるところでございます。 

  それから、時間数と手当の額ということであ

りますが、令和４年度の時間外勤務手当につき

ましては、額にしまして5,588万5,000円、時間

にして２万3,846時間でございますが、選挙等

も入っておりますので、選挙を除きますと

4,928万3,000円、時間にして２万930時間が合

計となっているところでございます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） 続いて、業務量につい

てお尋ねします。 

  業務量把握の一つに行政評価というものがあ

りますけれども、市の裁量で実施している令和

４年度の行政評価では、321件事業があるうち、

廃止する事業は２件とお聞きしました。事務事

業につきましては可能な限り重点化し、本当に

必要な事業は何か、新しく始める事業には期限

を定めて実施するなどの工夫が必要になってく

るのではないかと思います。考えをお尋ねしま

す。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、事務量という

ことでの行政評価についての御質問ですので、

私のほうからお答えしたいと思いますけれども、

行政評価につきましては、効果的な事業の評価

を行って、次の年以降の予算に連動させるとい

うことを目的に行っておりますけれども、事務

量総量についての把握というふうなことではご

ざいませんで、そういったポイントで行ってい

るところです。 

  しかしながら、なかなか客観的な評価ができ

ませんで、予算との連動というふうなところで

はなかなか効果的に評価ができていないという

ふうなところが課題となっておりまして、こう

いった部分につきましては、今現在事務事業評

価をするための行政評価になってしまっている

というふうなところで、職員の負担も非常に大
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きいというふうなことから、今年度ちょっと簡

便化するための見直しを進めて、令和６年度か

ら効果的な事業の見直しができないかというふ

うなところで行政評価の見直しを進めることと

しております。 

  その中で、必要な事業に重点的に行うべきで

はないかというふうな部分につきましては、市

長も替わりまして、市長の公約というふうな部

分では新たな取組の事業というふうなことがこ

れから考えていかなければならない部分でもあ

りますので、そういった中ではやはり財源的に

も必要になってくるとすれば、何かしら事業を

スクラップ、休止・廃止していかないと、やは

り財源、入ってくる収入が１年間で同じ中で、

財源というのは限りあるものですから生み出せ

ないというふうなところで、その辺につきまし

ては政策調整会議等で重要な事業等については

方向性を決定するなどしながら考えていきたい

というふうに思っております。 

  また、事業等については期限を定めて実施す

るなどしたらいかがかというふうな御質問です

けれども、こちらにつきましては期限を定めて、

３年なり５年なり期間を定めて実施することで、

集中的にその事業の効果を狙うとか、集中的に

そういった施策に取り組むというふうな部分で

は確かに効果的な取組はあると思いますけれど

も、市でやっている事業全てが期間限定で行う

ものではございませんので、そういった限定で

行ったものがいいのか悪いのかも含めて、事業

を決定していく中で慎重に判断して効果的に行

っていけるように検討していきたいというふう

に思っております。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） ありがとうございます。 

  最後に、時間外勤務の関係で、おおむね１か

月以上病気休暇等で休んでいる職員は何名ぐら

いいますか。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 こちらにつきましては、暦年

になりますので、令和４年の１月から12月末ま

ででございますが、病休の種類も様々あります

ので、身体、それからけがですとか、その他、

機能の疾患ですとか、そういったところも含め

ての病休職員ということになりますが、10名と

いうふうになっております。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） どうもありがとうござ

いました。 

  以上で質問を終わります。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４８分 休憩 

     午前１０時５８分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

田中 功議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、田中 功さん。 

   （６番田中 功議員登壇） 

６ 番（田中 功議員） おはようございます。 

  一般質問３日目、２番目の議席番号６番、共

に創る市民の会の田中 功でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  このたび行われました新庄市長選挙で、約半

数の9,600票余りを獲得され、見事当選されま

した山科朝則市長、誠におめでとうございます。 

  市議会開会日に市長就任の御挨拶で、三つど



- 154 - 

もえの選挙で当選はしたものの、投票者の約半

数の市民が相手２人の候補者に投票されている

ことに触れまして、自らあえてお話しされまし

た。私は、非常に謙虚な言葉で感銘を受けまし

た。 

  あわせて、対話と決断という公約は、行政運

営の中で最も大事にしなければならないことだ

と思っております。市民の声や議会の声を率直

に受け止め、市民の考えがどこにあるのかを思

っていただき、判断や決断をしてほしいと思い

ます。市民みんなが新市長に大きな期待をして

おりますので、市政運営をよろしくお願いいた

します。 

  それでは、質問させていただきます。 

  全体で４項目ありますけれども、一括質問で

お伺いいたします。 

  １番目は、新庄市十日町にある陸羽西線下西

山踏切の歩道確保工事についてでございます。 

  当該箇所は、国道458号線と陸羽西線が交差

している踏切になります。その踏切前後には歩

行者用の幅２メートルの歩道が設置されており

ますが、踏切部分が切れている状態で、歩行者

は一旦車道に出て踏切を渡らなければならず、

通学・通勤時間帯は車の往来も多く、歩行者に

とっては非常に危険な踏切となっております。 

  以前から下西山地区町内会やあたご地区、川

西町町内会から、小中学生の通学路であるため、

子供たちの安全・安心の確保の観点から改良の

強い要望が出されておりましたが、いまだ改善

されておりません。このことから、早期に踏切

部分に歩道の設置をＪＲ東日本や道路管理者で

ある山形県に新庄市として働きかけていくべき

だと考えますが、市長の考えをお伺いいたしま

す。 

  次に、新横根山工業団地計画についてでござ

います。 

  現在の横根山工業団地付近に新工業用地の基

本計画が示され、本年度調査設計など進めてお

りますが、その進捗状況と今後の造成計画のス

ケジュールをお伺いいたします。 

  計画によれば、８ヘクタールの優良農地を買

収し、譲渡面積が５ヘクタールしかできないの

はあまりにも無駄があり、また、基本計画の場

所は隣接工業団地との高低差が４ないし６メー

トルほどあり、この場所での事業計画に無理が

あると思っております。 

  あわせて、15億円もの事業費を投入し、造成

地の譲渡金額は令和４年度の横根山工業団地内

の払下げ代金１平米当たり3,450円を参考にす

れば、１億8,000万円ほどにしかならないと想

定いたします。物価高の厳しい環境の中で事業

費もますますかさむことが予想される中、無理

して進めなくてもよいと考えますが、いかがで

しょうか。 

  また、税金の無駄遣いにならないよう、市長

の言われている民間活力を生かした事業展開や

工場誘致など、できないものでしょうか。市長

のお考えをお伺いいたします。 

  ３つ目でございますが、農業資材の高騰に対

する農家救済施策についてでございます。 

  社会情勢の変化により、農業用肥料、農薬、

資材が軒並み高騰し、農家経営を逼迫させてお

ります。特に今年は高温の影響で品質の低下と

収量の減収が発生し、経営状況の悪化と離農者

の増加が懸念されます。新庄市の基幹産業であ

る農業の持続性を支えるためにも思い切った支

援が必要と考えますが、市長の見解をお伺いい

たします。 

  最後に、市道の補修計画についてでございま

す。 

  現在、市道の管理台帳はどのように整備し、

管理されているのでしょうか。また、市道の補

修履歴はどのように管理されているのでしょう

か。あまりにも市道の傷みが多く、市民生活や

除雪作業にも影響を及ぼしております。さきの

市長と区長のまちづくり会議でも度々話題にな
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っております。様々なところから要望がありま

すので、市民生活に直結するものなので、現状

をどのように捉えているのかお伺いいたします。 

  以上４項目についてよろしくお願いいたしま

す。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、田中市議の御質問にお

答えいたします。 

  初めに、陸羽西線下西山踏切の歩道確保工事

についての御質問でありますが、陸羽西線下西

山踏切につきましては、議員御指摘のとおり、

踏切部には歩道が整備されておらず、歩行者や

自転車が踏切を通過するときは歩道から一旦車

道に出ることとなり、児童生徒が通学する時間

帯は交通量も多く、大変危険な状態になってお

ります。 

  本踏切の改良につきましては、以前より本市

を含む沿線自治体で構成する国道458号整備促

進同盟会による要望を行ってまいりました。ま

た、昨年６月には、国土交通省と山形県に対し、

陸羽西線下西山踏切及び奥羽本線太田踏切とと

もに踏切道改良促進法に基づく指定をした上で、

踏切を拡幅し、歩行者空間が確保される歩道整

備の推進について要望してまいりました。これ

らの要望活動などの効果もあり、山形県踏切道

改良協議会合同会議の中で、県内の踏切対策が

必要な箇所として協議されたところであります。 

  現在は、学校教職員による安全指導及び下校

指導などの対応をしていただいておりますが、

今後も早期実現に向けて、道路管理者でありま

す県や関係機関に対し、歩行者が安全・安心に

通行可能となるようしっかりと要望してまいり

ます。 

  次に、新工業用地整備の進捗状況についての

お答えをいたします。 

  令和４年度に策定した基本計画では、地質調

査や測量の結果に基づいて基本整備計画を策定

し、その後、用地買収、実施設計、造成工事を

経て、令和８年度の分譲開始を目指すこととし

ております。 

  今年度におきましては、地質調査、地形、用

地測量、基本整備設計策定、不動産鑑定の各事

業の実施を予定しており、本年３月より事業に

着手しております。基本整備計画では、整備予

定地の条件整理を行った上で、複数パターンの

土地利用計画を作成し、検討を行うこととして

おります。 

  整備面積につきましては、基本方針にて４区

画５ヘクタール程度分譲面積を整備していくこ

ととしております。工業用地の整備において、

分譲面積５ヘクタールを整備していくためには、

緩衝緑地、雨水処理を目的とした調整池などが

必要となることから、全体で８ヘクタール程度

の整備面積が必要であると考えております。 

  また、譲渡金額の設定につきましては、工業

用地の確実な売却と同時に本市の財政状況にも

十分配慮する必要があることから、そのバラン

スを取りながら、適正な価格設定を総合的に判

断していくこととしております。 

  整備予定地の地形上の問題につきましては、

農業用水の給水のため、東側から西側への勾配

や、現在の横根山工業団地との相当な高低差が

あることは把握しております。また、既存の工

業団地との間に河川があることから、アクセス

道路の取り回し等の検討が必要であります。 

  新工業用地整備の現状といたしましては以上

の状況でありますが、今後につきましては、事

業内容の方向性について自分なりに検証、精査

をさせていただきたいと考えておりますので、

しばらく時間をいただきたいと思いますので、

よろしく御理解を願います。 

  次に、農業資材の高騰に対する農家の救済施

策についての御質問にお答えいたします。 

  農業資材の高騰につきましては、穀物需要の
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増加や燃油価格の上昇に加え、ロシアによるウ

クライナ侵攻等の影響により飼料原料価格等が

大幅に上昇したことに伴い、農業関係資材が高

騰して高止まりしております。 

  このため、農業経営の影響を緩和するために

様々な支援として、これまで肥料や農業生産資

材、配合飼料等の購入に対する支援を実施して

価格高騰対策を講じてまいりましたが、いまだ

に生産資材の価格が高止まりしており、農業者

の負担は大きいものと捉えております。 

  今後は今年の夏の異常気象による作物の生育

不良や品質低下による農家の減収が予想され、

今後の農業経営の継続への影響も懸念されるこ

とから、物価高騰等の現状及び国・県の支援の

動向を注視してまいります。 

  次に、市道の補修計画についての御質問にお

答えいたします。 

  市道の管理台帳の整備につきましては、国の

法律に基づき、調書及び図面により路線ごとに

整備しております。また、道路改良事業により

記載事項に変更があった場合は、台帳の修正整

備を行っております。 

  御質問の市道の補修工事の履歴につきまして

は、市道全体を網羅した管理用図面を用いて、

過去の工事箇所を把握できるよう管理を行って

おります。部分的な補修で済ませず、全体的に

補修すべきではという御意見がございますが、

舗装の傷み具合は路線によって異なりますので、

今後も新庄市舗装長寿命化修繕計画の優先順位

を基に現場状況を確認した上で、地域の方々が

密接に関わる町内や集落の道路について計画的

な工事を推進し、緊急的な補修作業と併せて、

市道の適切な維持管理と市民生活の安全確保に

努めてまいります。どうぞよろしくお願いしま

す。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） 非常に前向きな市長答

弁をいただきまして、ありがとうございます。 

  再質問をさせていただきますが、細部にわた

りますので事務局側の御説明でも結構でござい

ます。 

  まず初めに、下西山踏切についてでございま

すが、新庄市内でこのような踏切がどのくらい

あるものか把握しているか、そしてどのように

対処しているか、ただいま市長の答弁にもあり

ましたのでおおよそは分かりますが、具体的に

箇所づけ、地元要望などが出されている部分等

についてどのくらいあるのかお伺いいたします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 下西山踏切をはじめとし

た新庄市内にある平面交差の踏切道に関しての

御質問をいただいたところであります。 

  新庄市内の平面交差の踏切道、箇所数でいき

ますと、奥羽本線、現在、ＪＲ、国との協議を

進めております太田踏切も含めまして８か所ほ

どございます。また、陸羽西線の路線につきま

しても、下西山踏切を含めて12か所ほど、まだ

平面交差として存在しているところであります。 

  現在、踏切道の改良に取り組んでおりますこ

の２つの箇所以外にも、実際に小中学生の通学

路として利用している箇所につきましても、ま

だ複数改良されていないところはございますが、

現在進めているものにつきましてはこの２か所、

重要な路線というふうなことで位置づけており

ます２か所の踏切道改良に向けて、様々な角度

からの要望活動を行いながら、できるだけ早い

法指定をいただけるような形での取組を行って

いるところでございます。 

  先ほど市長からの答弁にもありましたように、

昨年改めて要望活動なども行ったことも受けま

して、現在、山形県と国土交通省、またＪＲの

ほうで協議を進めております会議の中でも、改

良が必要な路線として計上されたことを基にし
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まして、今年度できれば法指定に向けた取組が

できないかというふうなことで協議を進めてい

るところだということで県の担当者のほうから

ちょっと聞いているところでございますので、

できるだけ早い法指定に向けて今後も取り組ん

でいきたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） ありがとうございます。 

  下西山踏切については、約30年来そのままの

状態で来ておるように思います。あたご地区、

下西山地区の児童、それから中学生、高校生が、

児童は歩行で、中学生、高校生は自転車で通学

しているんですよね。帰りの時間はばらばらに

なりますので、比較的交通量も閑散としている

部分で往来しますのでそんなに危険はないと感

じますが、通学時間帯については非常に交通量

の多い踏切になっています。あわせて、自転車

の場合、時折クラクションを鳴らされて驚く、

あるいはお互いに事故寸前という状況にもなっ

ておりますので、今後ともいろんな角度からい

ろんな方々の応援をいただいて、ぜひとも一日

も早い踏切改修、歩道の設置工事ができますよ

う要望いたします。 

  箇所数については理解し、現在の状況も分か

りましたので、この件については以上の質問と

させていただきます。 

  次に、新工業団地についても、若干追加質問

させていただきたいと思います。 

  市長の答弁で、今後、成果品を見ながら検証、

精査をしていくという前向きな答弁でございま

したが、非常にありがとうございます。現在発

注している基本計画の進捗状況ですけれども、

いつ頃成果品が納品になるのか。間もなく10月

ですので、当初の計画では９月、10月頃と言わ

れておったと思いますが、いつ頃成果品として

上がってくるのか。また、発注者側の考えがど

のように反映されているのか。あの地形、17ヘ

クタール、全体で現横根山工業団地の隣接地、

４から６メートルぐらいくぼ地にあるんですが、

その一体として一団地になっています。17ヘク

タールぐらいの農地が展開していますが、どの

部分にどのように計画をしようとして進めてい

るのか。基本計画中なので成果品などについて

は出ていないんでしょうけれども、ただもう10

月19日、下旬ですので、その点、市の考え方が

反映されているものか、どのようになっている

のか、概略でも結構ですのでお話をいただきた

いと思います。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 新工業用地の整備につき

ましての再質問についてでございます。 

  まず初めに、現在発注してございます基本整

備計画の状況でございますが、先ほど市長答弁

のほうにございましたとおり、複数パターンの

土地利用計画を策定していただいた上でその内

容を検討していくこととしてございます。 

  測量設計等々も一緒に発注してございますが、

そちらのほうで想定しておったデータだとちょ

っと確保できない部分がございまして、実質の

測量に入っていただいたという部分で作業のほ

うが若干遅れぎみという形になってございまし

たので、工期のほうを延長させていただいてお

るところでございます。一応予定ですと12月中

には利用計画の複数パターンの成果物が上がっ

てくるという形になってございます。現在、そ

の策定の途中という形になってございます。 

  また、こちら側の考えが反映されているかど

うかということでございますが、あくまでもこ

ちらのほうから基本整備計画をお願いしている

ときに、基本方針、それから基本計画に基づい

て土地利用計画を複数パターン作成していただ

くというような形で受託者と協議しながら進め
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ておるところでございます。 

  また、残りの分の農地の扱いということでご

ざいましたが、先ほど当面は８ヘクタール程度

という形で開発のほうを進めたいというふうに

考えてございますが、実際の候補地選定のとき

には、この項目で今後の拡張性というところも

当然非常に重要なポイントとなってくる部分で

ございますので、将来的には今後の造成後の社

会情勢等を総合的に勘案しながら適切に判断し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） 新たに内容の具体化が

見えてきたと思いますけれども、現在２つのパ

ターンを選定というか計画をしていただきたい

と要請して……、違うか。数パターンというふ

うなことと聞き及びましたけれども、そうなら

ば計画の経過を見ながらかと思いますけれども、

なるべく早い段階での測量も含めて進めていた

だきたいなと思いますが、土地利用について17

ヘクタールのうち、残りの面積も計画対象とし

て捉えているというお話が今初めて伺いました

ので、そうであるならば、あの地域での土地利

用、あるいは工業団地としての造成計画もあり

なのかなと。ただ17ヘクタールあるうちの８ヘ

クタールしか開発しないとなれば、当然農地が

半分残るような状況になって、どういうふうな

耕作をしていけばいいか農家の人たちも困ると

いう状況があると思いますので、そこら辺、慎

重に考えをいただきたいと。 

  私は地形上の問題でくぼ地というふうに表現

してしまいますけれども、平場よりも、現在の

工業団地の高さよりももう本当に下流に行けば

８メートルも下がるような地形、勾配になって

いますので、それ全体が開発行為というふうな

形になればまた話は違ってくるんですが、非常

に無理があるなと。それよりもむしろ北側の平

場ですね。昭和地区のほうに行ったエリアが案

外高さ的に問題がないというふうに思うところ

であり、また、その場所は真室川新庄インター

のそばに近寄るという要件もありますので、そ

んなところも選択にあってもいいのかなという

ふうな思いもありましたので、今現在進めてお

りますけれども、そういった大きな変更になる

かもしれませんので、明確なお答えはいただけ

ないかもしれないですけれども、御答弁いただ

けたらと思います。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 現在想定しております整

備予定地の部分でございますが、当然田んぼで

ございますので、農業用水の給水のため東側か

ら西側のほうに傾斜しているというような状況

でございます。それで、相応な高低差があるこ

とは十分こちらのほうでも把握してございます。

その高低差の部分に関しては当然盛土等々が必

要になってくるとは思いますが、基本整備計画

の中で土地利用計画を複数パターン設定して比

較検討してございますので、その中で造成工事

費に与える影響を最小限にとどめていきたいと

いうふうに考えてございますので、御理解いた

だきたいと思います。 

  また、議員御指摘の既存工業団地との高低差

に関しての部分でございますが、そこの部分は

当然我々のほうでもかなりの高低差があること

は把握してございます。ですが、基本計画の部

分については、その高低差に関して大規模な盛

土にて対応するという計画にはなってございま

せんので、御理解のほうをよろしくお願いした

いと思います。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） 了解しました。そうで

すね、４メートルから８メートルの高低差があ
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るエリアを平らに盛るというふうな話は非現実

的な話でございまして、事業費のかさみにもな

ると思います。当然その地形を利用したできる

限りの団地の形成を要望したいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  承知されていることですけれども、一級河川

の最上内川という河川も隣接地に、答弁でもあ

りましたけれども、ありますので、河川協議、

あるいはそれに費用が伴うと思いますので、時

間もかかると思います。そこら辺も御検討に入

れていただきたいというふうに思います。 

  次に、農業資材の高騰に対する農家救済につ

いてでございますが、６月議会で事務局側の説

明で、昨年度と同じように農家補塡を行うとい

うふうに私は理解したんですが、昨年度は肥料

高騰対策として、高騰分の７割分が国50％、県

が25％の補塡を受け、これについては非常に農

家側は助かっている事情にあります。あわせて、

コロナ対策事業の費用を充当させたように承っ

ておりますけれども、稲作農家含めて10アール

当たり2,000円の市の補助が昨年度交付された

という実情があります。 

  それも非常にありがたい農家救済策かなとい

うふうに思っておりますが、それと同様に今年

も状況が好転していないので対応するというふ

うに６月議会の折、認識したところでございま

すけれども、補正予算の中身を見れば、畜産農

家に特化した答弁となっております。私の思い

過ごしなところもあるかもしれませんが、特段

の稲作農家、先ほど言った窮状がございますの

で、救済措置を考えられないものでしょうかお

伺いいたします。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 農業関係の御質問でございま

すので、私のほうからお答えさせていただきま

す。 

  まず初めに、６月定例会での答弁の内容です

けれども、今回の市長答弁の中身とはほぼ変わ

っておりませんで、今後につきましても物価高

騰の状況及び国・県の支援の動向を注視しなが

ら支援施策に取り組んでまいりますというふう

に答弁しております。今回のところも、国・県

の動向を注視しながらというようなことで答弁

させていただいているところでございますが、

現在国のほう、それから県のほうでも様々な議

論がされている状況でございます。そちらを現

在注視している段階でございますが、そちらが

出た段階でうちのほうでも補正予算を考えなけ

ればいけないんだろうなというふうには考えて

おるところでございます。 

  それで、今般の９月補正の畜産関係の補正予

算につきましては、６月補正で実施しました事

業に不足が生じたということで９月補正上程さ

せていただいております。先ほど田中議員がお

っしゃました稲作農家への支援ということでご

ざいますけれども、こちらのほうは12月議会以

降になるのかなというふうに考えてございます。 

  以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） 12月議会の補正予算、

国の動向を見ながらという状況にあるようでご

ざいますけれども、市独自の計画も含めながら、

かさ上げなども含めながら、よろしく御検討を

いただきたいというふうに思います。 

  それでは、最後に市道の補修についてでござ

いますが、全体計画を立てて優先順位を作成し

て、年数がかかりそうだと。実際承知の市道距

離数は322キロメートル、農道的な市道なども

ありますので、全てが生活道路に密着した道路

ではない状況にあるんですが、その322キロメ

ートルの市道の整備を図っていくには年数もか

かることだと思います。こういうふうな状況に

なれば、住民の方々へ時間がかかりそうだとい

うことを知らせることも大事だと思います。ま
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た、計画が分かれば、市民の方々も安心して待

つと、我慢するという状況もありますので、い

かがでしょうか。 

  それから、限られた予算で効率の高い計画を

されていることは十分承知しておりますけれど

も、管理されている路線の延長からしてみます

と、数十年かかる状況にも思います。予算の増

額なんかも含めて、市民に密着した生活道路に

なっていますので、新庄市変わったなというふ

うな見える事業がなされないか御期待します。

お願いいたします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 市道の舗装の補修関係に

つきまして御質問いただいたところです。 

  議員おっしゃいますように新庄市道、全延長

からしますと300キロメートル以上、またその

中で舗装されている市道につきましては260キ

ロメートルというふうに、大変長い延長のほう

も管理しているところでございます。市道の補

修事業に関しましては、これまでも舗装の老朽

化、また破損状況の調査も行いながら、長寿命

化計画に基づいて実施してきているところでは

ございますが、その中でも優先順位をつけなが

ら事業計画を実施しているところでございます。 

  この実施計画につきましても、できれば早い

段階での住民の方への周知というふうなことも

必要かと認識もしているところでありますけれ

ども、年度ごとの国の予算、また配分につきま

しても年々変わるものでございますので、明確

に実施できるかどうかというふうなものを事前

に前年度、またそれよりも前にお知らせするこ

とはなかなか難しい状況であるというふうに認

識しているところでございます。 

  事業の内容の地域への周知に関しましては、

当該年度の事業配分、予算が決定した後に、そ

の年の事業計画について地区ごとの区長を通じ

て周知をさせていただいているというふうなこ

とでございますので、その内容については御理

解いただければと思っております。 

  また、なかなか総延長が長いことにも伴いま

して、老朽化した延長について時間がかかって

しまうというふうなことも現状でございます。

市といたしましても、できるだけ多くの予算を

配分しながら進めたいということではあります

けれども、その予算の財源につきましても、国

の有利な補助金、または起債事業なども活用し

ながら進めていきたいというふうに考えており

まして、その有利な財源によって整備できる内

容の条件が異なってくることもございます。そ

の辺も踏まえて、計画が少し変わってくる場合

も出てきますので、その辺も見ながら計画を進

めているところでございます。 

  予算の増額というふうなことでございますが、

現在進めている有利な補助金、起債の活用によ

りまして、年間１億5,000万円から２億円ほど

の舗装補修について、現在令和４年度につきま

しても実施しているところであります。この予

算を使った上でありましても、全長の260キロ

メートルを一回りするためにはおおむね20年ほ

ど時間がかかってしまうというふうなこともご

ざいます。造成によりまして舗装の状態の破損

状態も変わってくるものでございますので、日

常的なパトロールを踏まえた上で、市民生活に

支障の出ないような形での補修の仕方を工夫し

ながら進めてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） ありがとうございます。 

  ただいまの件で、より有利な補助金等も使い

ながら事業を進めてまいると。そのとおりだと

思うんですが、この地域、以前からも言われて

いますが豪雪地帯で、除雪車による道路を傷め

るというふうな非常に特有な地域であると思い



- 161 - 

ます。市道の道路を除雪車が逆に傷めてしまう。

除雪しなければならないし、それが道路を傷め

てしまうと。そんなに普通自動車が通行、生活

する上ではそんなでもないのかもしれないんで

すが、そんな言われ方をしております。 

  このことについては、国・県に対する施策要

望も絡んでくるのかなと。特異な事情、新庄だ

けではなくて、雪の降る新庄、最上、村山北部

地域、県内どこでもそういう事情があると思い

ます。そういった事情を国なり県のほうに要望

していただいて、ぜひとも特有の予算財源の確

保などができればいいなと私なりに思うところ

です。そういった思いなんですが、お考えはい

かがでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 豪雪地帯特有の道路の傷

みに対しての国への要請というふうなことで御

質問いただいたところです。 

  議員おっしゃいますように豪雪地帯、または

寒冷地で一般の中央の道路よりも傷みがひどい

というふうなことは、国のほうでもおおむね理

解はしている内容でございます。その辺につい

て豪雪地、寒冷地についての現在の特例という

ふうな形で、凍上災という災害の扱いの補助金

は現在もございます。それに関しましては、凍

上災なので凍結、寒冷地の特有のものというふ

うなことでありますが、議員おっしゃいますよ

うに新庄市の場合、急激な低温による凍害とい

うよりは、除雪に伴った重量の重たい機械が頻

繁に道路を歩くことで道路が破損してしまうと

いうふうなことの状況を踏まえて、新たな補助

制度、もしくは支援の対策などについて国へも

要望していくというふうなことを現在も実施し

ているところです。 

  新庄市も加盟しております雪対策協議会、山

形県また全国規模の協議会もございますが、そ

の中で豪雪地帯が抱えているそのような維持管

理に関する費用の増大に伴います課題について

も、協議会全体の中での要望事項として組み込

んで要望もしているところでございます。実際

の除雪費用の増額に関する要望と併せまして、

そのような既存の施設の破損、老朽化に伴いま

す費用負担につきましても、同じような形での

要望を全国規模でも連携して要望しているとい

うふうな状況でございますので、今後も同様の

要望を力強く進めていければと思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） 今までもやってきたし、

これからも同じようにというお話かと思います。

その点についてはそのままお願いいたしますけ

れども、特に新たに予算をつけるには非常に難

しさも、国の世界も予算が厳しい状況にありま

すので難しいところあると思うんですが、安心

して暮らせるまち、暮らしやすいまちが私たち

住んでいる周辺の住民の方々の思いであります。

第１番目がやはり住民本位、市民本位で行政運

営が必要かと思いますので、今後とも御努力を

よろしくお願いし、また私たちも一緒になって

問題を解決できる方法がないか検討していきた

いと思います。 

  今日の質問はこれで終わります。ありがとう

ございました。 

佐藤卓也議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時４７分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 
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佐藤卓也議長 次に、髙橋富美子さん。 

   （１５番髙橋富美子議員登壇） 

１５番（髙橋富美子議員） 一般質問３日目、３

番目に質問いたします、新政・結の会、髙橋富

美子でございます。 

  市長、このたびは就任、誠におめでとうござ

います。対話と決断で市政運営はもちろん、最

上８市町村のリーダーとして御活躍されますこ

とを御期待申し上げます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  それでは、通告に従いまして、一般質問をい

たします。 

  １点目に、タブレット端末を活用した悩み事

相談についてお伺いいたします。 

  全国の小中学校で2022年度に不登校だった児

童生徒が過去最多を更新したとの結果が文科省

の問題行動・不登校調査より示されています。

22年度調査では、不登校だった児童生徒が前年

度比５万4,108人、22.1％増の29万9,048人で過

去最多を更新しました。また、高校などを含め

たいじめ認知件数も、前年度比10.8％増の68万

1,948件で最多となっております。厚労省の報

告では、2022年の小中高生の自殺者数は514人

に上り、前年から41人増え、これまで最多だっ

た2020年の499人を上回ったとありました。 

  不登校の増加要因に関しては、長期化するコ

ロナ禍による生活環境の変化を挙げ、生活リズ

ムが乱れやすい状況が続いた、また、交友関係

を築くことが難しく、登校意欲が湧きにくい状

況にあったとの指摘がありました。このように、

全国的に不登校やいじめ、自殺が増えている状

況の中で、児童生徒の小さな心の変化に早期に

気づき、また児童生徒がＳＯＳを出しやすい環

境、そしてＳＯＳをキャッチできる環境づくり、

相談体制の強化が重要と考えます。 

  県教育委員会では、県内の児童生徒向けの各

種相談窓口を開設しておりますが、電話での相

談窓口です。自宅の固定電話では、家族がそば

にいてかけにくいと思われます。また、全ての

児童生徒が携帯電話を持っているとは限りませ

ん。自ら学校や家庭での悩み事や困り事を電話

や対面で相談するにはハードルが高いと言われ

ております。 

  そこで、ＧＩＧＡスクール構想に基づき１人

に１台配付されているタブレット端末を活用し、

専用フォームに入力することで、市の教育相談

員と児童生徒が一対一でメッセージをやり取り

できる相談窓口を開設できないかと考えますが、

いかがでしょうか。 

  ２点目に、セカンドブック事業についてお伺

いいたします。 

  本市では、ブックスタート事業を開始して９

年がたちました。ブックスタート事業は1992年

にイギリスで始まりました。全ての乳児とその

保護者に自治体が行うゼロ歳児健診で、絵本で

心触れ合うひとときを持つ体験と、絵本を手渡

し、読書の環境や子供の育つ環境を豊かにする

活動です。 

  私は、平成25年12月の定例会において、ブッ

クスタート事業を提案させていただきました。

そして、翌年平成26年８月よりブックスタート

が開始となりました。本市では、４か月健診時

に新庄市に出生した全ての乳児と保護者の方に

２冊の絵本を手渡しでプレゼントしております。

また、その際に、市立図書館の職員の皆様をは

じめ、多くのボランティアの皆様が一組一組の

親子に寄り添って読み聞かせをしていただいて

おります。健診時のほんのひとときではありま

すが、絵本を通して笑顔が広がり、穏やかな時

間が流れています。 

  これからも、健やかな心の成長を育むととも

に、さらなる読書習慣へつなげるきっかけづく

りとなるように、就学時健診の際にブックスタ

ートのフォローアップとしてセカンドブック事

業を実施し、未来を担う子供たちに絵本をプレ
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ゼントしてはいかがでしょうか。 

  ３点目に、熱中症対策についてお伺いいたし

ます。 

  今年は、県内各地で猛暑日の年間日数が観測

史上最多を更新、県内の５月１日から10月１日

までの熱中症の救急搬送者数は1,110人と、集

計を開始した2015年以降で初めて1,000人を超

え、過去最多となりました。 

  また、教育現場での熱中症は毎年発生してい

ます。県教委のまとめによると、学校管理下で

熱中症になり受診した子供たちは、本年度の４

月から８月まで158人に上り、うち入院が２名

との報告がありました。本市においても、４月

から９月までの６か月で、小中学校において７

名が熱中症を発症したとのことでした。また、

県内では屋内での部活動を終え、帰宅途中に熱

中症の疑いで搬送された中学生が命を落とすと

いう大変痛ましい事故がありました。また、体

育祭の練習中に中学生13人が救急搬送されたと

の報道もありました。 

  これらの事案を受け、本市の教育委員会では

各学校に熱中症対策の徹底がなされたと、さき

の一般質問で答弁がありました。暑さ指数によ

る活動の可否や、一人一人が体調を管理するこ

とはもちろんですが、体育館の環境整備が重要

ではないでしょうか。そこで、小中学校、義務

教育学校の体育館は避難所にも指定されている

ことから、エアコンの設置は急務と考えますが、

今後の対応についてお伺いいたします。 

  ４点目に、地域の支え合い、地域づくりにつ

いてお伺いいたします。 

  初めに、昨年の12月、３年に一度の民生委員

児童委員の一斉改選が行われました。委員の皆

様におかれましては、地域の見守りや住民の身

近な相談相手、専門機関へのつなぎ役として、

日々御活躍をされております。しかし、ここ最

近、民生委員児童委員の成り手不足を耳にいた

します。厚生労働省の発表では定数より１万

5,191人もの欠員があり、2010年と比べ約３倍

増加している本市においても、民生委員児童委

員が不在の地区があります。 

  在宅高齢者の生活支援、児童の健全育成、子

育て支援など、活動範囲は幅広く、地域福祉の

推進、向上のためには欠くことのできない存在

となっております。民生委員児童委員が不在の

地区にはどのような対応がなされているのかお

伺いいたします。 

  次に、第５次新庄市総合計画に、地域と行政

の連携強化の取組として、地域担当職員制の運

用とありますが、これまでの取組と課題につい

てお伺いいたします。 

  ５点目に、交通安全対策についてお伺いいた

します。 

  小学校の交通事故の約４割が登下校中に発生

しており、中学、高校生においては自転車乗車

中の事故が多いと言われております。今年４月

から、自転車に乗る人は年齢にかかわらずヘル

メットの着用が努力義務となりました。自転車

事故では転倒時に頭に致命傷を負うケースが多

く、ヘルメットをかぶっていない場合の死亡確

率は着用者の2.6倍と言われております。 

  昨年の死傷者約６万8,000人のヘルメット着

用率は9.9％、警察庁が７月に実態調査を行っ

たところ、本県の着用率は8.9％、全国平均は

13.5％で、山形県は25番目との状況でした。自

分の命を守るため、本市において子供から大人

までヘルメットの着用率向上に向けた対策につ

いてお伺いするとともに、１年の中で10月から

12月にかけて事故が多発とあります。夕暮れ時

の事故も増える時期であります。高齢者の交通

安全対策はどのように図られているのでしょう

かお伺いいたします。よろしくお願いします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、髙橋議員の御質問にお
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答えします。 

  タブレット端末を活用した悩み事相談、セカ

ンドブック、熱中症対策については教育長から

答弁させますので、よろしくお願いします。 

  民生委員児童委員が不在の地区への対応につ

いての御質問にお答えいたします。 

  民生委員児童委員の成り手不足につきまして

は全国的な問題であり、民生委員自身の高齢化

や、定年退職後も働き続ける方が増えてきてい

ることなどにより、候補者が少なくなっている

状況にあります。現在不在の地区の対応につき

ましては、必要な支援に遅れが生じることがな

いように、区長や近隣地区の民生委員児童委員

の方々により見守り活動を行っていただいてい

る状況にあり、継続的に不在地域の区長に依頼

し、協議を重ねながら近隣地区の民生委員児童

委員の地域担当を地域住民の情報を基に選任を

続けているところであります。 

  市といたしましては、地域住民の身近な相談

役、市民と行政のパイプ役として、民生委員児

童委員の重要な役割や活動内容の周知に努める

とともに、負担軽減策など課題解決に取り組む

ことで、民生委員児童委員の活動しやすい環境

づくりと成り手不足の解消に努めてまいります。 

  次に、地域担当職員制度のこれまでの取組と

課題についての御質問にお答えいたします。 

  地域担当職員制度につきましては、市職員を

本市の行政区全212地区に配置し、区長宅に定

期訪問して行政情報の提供を行い、地域課題解

決のコーディネート役を担うなどして、地域と

のコミュニケーションを図っていくという制度

であります。 

  これまでもこの制度を活用して要援護者の把

握や空き家の実態調査などを行っておりました

が、令和２年度から新型コロナウイルス感染症

の影響により取組が停滞しているところであり

ます。この制度の課題につきましては、地域外

の職員の増加による地区割りの難しさや、区長

が一、二年で交代する地区などからは担当職員

が不要との意見をいただいたところであります。 

  このように最近では実情に合った制度の運用

が難しくなってきていることから、見直しが必

要な時期に来ていると考えております。地域と

職員が信頼関係を築き、相互に協働の意識を高

め合うことで、地域住民の生活がより豊かにな

り、さらには地域コミュニティーの活性化につ

ながっていくという基本的な考えは変わりあり

ませんが、よりよい方法について今後検討して

いくこととしておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  次に、交通安全対策についての御質問にお答

えいたします。 

  令和５年４月から、道路交通法の改正により

全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義

務となったところであります。御質問の自転車

利用者のヘルメット着用率の向上に向けた対策

でありますが、本市といたしましては、新庄警

察署や最上地区交通安全協会などと連携し、か

もしかクラブや交通安全母の会の活動を通じて

ヘルメットの着用を指導することにより、着用

率の向上につなげていきたいと考えております。 

  また、高齢者の交通安全対策につきましては、

老人クラブやふれあいサロンでの交通安全教室

などにおいて交通安全意識の向上に努めており

ますが、自転車利用時のヘルメット着用につい

ても未着用の危険性について理解を深めていた

だき、ヘルメット着用の周知を図ってまいりま

す。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、タブレット端末を活

用した子供の悩み相談についての御質問にお答

えします。 

  現在、本市に設置しております教育相談室で

は、教育相談員３名体制で、主に小中義務教育
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学校に通う子供やその保護者を対象とした電話

相談を受けております。令和４年度において、

保護者や児童生徒との電話相談は172件であり

ました。しかしながら、児童生徒本人からの直

接の電話相談や来所しての相談は１件もなく、

悩みを抱える児童生徒が利用しやすい相談体制

の整備が必要であると認識しております。 

  実際に学校では不登校傾向で欠席している児

童生徒と教員がタブレットのアプリにあるチャ

ット機能を通してやり取りしておりますので、

今後タブレット端末を活用した相談窓口につい

て、相談員の体制や相談窓口専用フォームの作

成など、課題を整理しながら調査研究をしてま

いります。 

  次に、セカンドブックについての御質問にお

答えします。 

  子供の読書活動は、子供が言葉を学び、感性

を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものに

し、人生をよりよく、より深く生きる力を身に

つけていく上で欠かせないものであります。 

  本市では新庄市子ども読書活動推進計画に基

づき、髙橋議員からもありましたが、４か月健

診に絵本を２冊プレゼントするブックスタート

事業を実施しております。これに加え、毎週水

曜日に実施する「あかちゃんタイム」や読書図

書館ボランティアサークルによる読み聞かせ会

「えほんぱーく」、子育て支援センターとの連

携で実施する「親子でえほんライブラリー」な

ど、ブックスタートのフォローアップ事業も実

施しております。 

  議員御提案のセカンドブック事業につきまし

ては、他自治体において実施されていることは

把握しており、子供たちの豊かな感性を育て、

読書への関心を高めるために有効なものである

と捉えておりますので、今後検討してまいりま

す。 

  最後に、熱中症対策についての御質問にお答

えします。 

  学校生活における児童生徒の熱中症を防止す

るため、本市において、新庄市立小中義務教育

学校熱中症対策ガイドラインに基づき、計測し

た暑さ指数によって、運動の中止や激しい運動

を避けるなど、客観的な判断の下、活動を制限

することを各校において徹底しております。体

育館へのエアコン設置については、山形県の冷

房機器導入支援事業の活用も考慮しながら、学

校として必要とする整備の優先度や財源確保な

ど、総合的に判断して検討してまいります。 

  以上であります。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  １点目のタブレット端末を活用した悩み事相

談について、先ほど教育長から答弁ありました

が、やはり本人からの相談とかはなかったとい

うことをお聞きしました。タブレット端末での

相談窓口について、政府も対策を打ち出してお

りました。本年の６月に子供の自殺対策緊急強

化プランをまとめて、その中に自殺リスクの早

期発見に向け、ＧＩＧＡスクール構想で使われ

ているタブレット端末を活用し、自殺のリスク

を把握、評価できるシステムＲＡＭＰＳを全国

の学校に導入していく方針を出しております。

今年度は全国100の中学校、高校で導入されて

いると報告がありました。 

  このツールは、タブレット端末に児童生徒が

入力する場合に、質問に考え込んだり、入力で

きない時間や悩んでいる時間もカウントされ、

子供たちの心の変化が分かるシステムになって

いるようです。山形県内でも導入している学校

があるようですが、心の不調にも気づける自殺

リスク察知のためのＩＴツールＲＡＭＰＳにつ

いてはどのような見解をお持ちでしょうか、お

伺いいたします。 
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杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、ただいまの御

質問にお答えしたいと思います。 

  現在、学校において悩み相談等につきまして

は、各小学校、中学校、義務教育学校におきま

して、個人面談というようなものを定期的に行

ったり、毎月の心のアンケートということでア

ンケート調査を行ったりということを行ってお

ります。それにプラスしまして、本市において

は教育相談室のような相談窓口があること、ま

たは県にもそういった相談窓口があること、そ

ういったことを毎年年度当初の初発指導におい

て、児童生徒に話をしております。 

  また、そういったパンフレットについても、

子供たちが目にしやすい場所に置いていただい

て、自由に子供たちが持っていけるように、ま

た、保護者会またはＰＴＡ総会等において保護

者への通知も行ってまいりました。しかしなが

ら、議員がおっしゃるとおり、なかなか子供た

ちが電話でそれを伝えるには一段壁がありまし

て、実際に相談室、市のほうにも、先ほど教育

長答弁にもありましたとおり、ほとんどそうい

った子供から直接の相談はないのが現状でござ

いました。 

  そういった中、タブレット端末１人１台が始

まりました。先進事例として今朝の報道にも、

新聞報道にもありましたが、酒田市のほうで７

月下旬から始まって、非常に多くの相談事が上

がっているというような事例を目にしておりま

す。そういった意味では、やはり子供たちは言

葉で話すよりも、タブレットを使いながらイン

ターネットを活用しながら相談するというやり

方が一番発信しやすいのであろうということを

感じております。実際そういった方向を国のほ

うも推奨しております。 

  しかしながら、先ほどの教育長答弁にもあり

ましたとおり、相談の窓口体制、実際相談いた

だいても対応できなければ全く意味がございま

せんので、そういった事業の整理等を行いなが

ら、相談窓口体制、また専用フォームの作成等

も必要となりますので、しっかりと先進事例を

見習いながら、研究して検討してまいりたいな

と思います。非常に重要な御提案だと思います。

ありがとうございます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。本当に先ほど心のアンケート調査という、

今話がありましたけれども、なかなかそれも書

くことがやっぱりちょっとためらう子もいると

いうような話も聞いております。酒田市の事例

もありますけれども、本当にそういった機能と

いうか、していかなければならないと思います

が、本当にせっかくタブレット端末が１人１台

に配付されております。子供たちがいつでも助

けてと発信できるように、そして受け止められ

るような相談体制の強化の検討をよろしくお願

いしたいと思います。 

  次に、２点目のセカンドブック事業について

再質問いたします。 

  新庄市子ども読書活動推進計画の中で、家庭

における乳幼児への取組について、次のように

記されています。乳幼児期は生まれて初めて言

葉や文字、絵本などに接する時期であり、親子

関係をはじめ、人間関係を築く重要な出発点と

なる時期です。この時期の様々な言葉の体験が

生涯にわたる読書習慣に大きな影響を及ぼしま

す。読書が楽しいと感じられる環境整備と、保

護者に絵本を通した乳幼児との触れ合いの大切

さを伝える活動を行いますとありますが、今現

在の現状と課題については、どのように把握を

されていますでしょうか。よろしくお願いいた

します。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 

佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 
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伊藤幸枝社会教育課長 現在の子ども読書活動推

進に関しての課題ということでお伺いをいたし

ました。社会教育課、特に図書館ではブックス

タート、それからフォローアップ事業等も実施

をしておりますが、なかなか親がもうタブレッ

トを預けっ放しにしているとか、なかなか文字

離れというのが進んできてしまっているのかな

というふうなところは感じております。 

  それから、議員御提案のセカンドブック事業

につきましては、県内でも村山市のほうで実施

をされているということで、対象年齢が小学校

１年生で、学校のほうに出向いて18冊の本の中

からプレゼントをしているというふうなことも

伺っております。 

  また、ほかの市でも、これは県外の事例にな

るんですが、３歳児健診のときに引換券をお渡

しして、図書館に本を取りに来ていただくとい

うふうなところもございましたので、ちょっと

新庄市の場合は就学時健診での親子一緒にとい

う時間がなかなか現在取れないところもござい

ますので、効果的な親子共々といった部分、ど

ういうふうに場所の設定であったりというとこ

ろをしていけるか今後検討して、子供の豊かな

感性を築けるような読書活動の推進を目指して

まいりたいと思います。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。やはり今子供たちももう本当にスマホに夢

中で、また親も夢中で、読み聞かせ等もやられ

ているところ、なかなかできない家庭もたくさ

んあると思います。今課長からもありましたけ

れども、文字離れが進んでいるという話があり

ました。 

  ブックスタートを受けた方にお話を伺ったと

ころ、頂いた絵本で早速読み聞かせを始めまし

たとの喜びの声がありました。また、ブックス

タートを実施する地域では、行政の複数の機関

や市民ボランティアの皆様が連携することで、

地域の子育て環境を考える枠組みがつくられた、

赤ちゃんや保護者の幸せを願う人々の力強く温

かいつながりが生まれているとの報告もありま

す。ブックスタートやセカンドブック事業が地

域の活動の充実と継続にもつながると思います

ので、御検討をよろしくお願いします。なかな

か小学校の就学時健診のときではやはりなかな

か難しい面があるのかなと、今課長のお話を聞

いて思いました。しっかり御検討をよろしくお

願いします。 

  あと１点お願いなのですが、４か月健診には

外国の方もいらっしゃっており、ブックスター

トを受ける際に通訳の方がいなくて対応に苦慮

されたというお話も伺っておりますので、今後

よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、熱中症対策について再質問いた

します。 

  先ほどもありましたけれども、県議会の９月

の定例会において、学校現場の熱中症対策とし

てスポットクーラーの整備を進め、設置に補助

金を出すとありました。市町村立中学校は94校、

188台を見込んでいるとのことです。また、小

学校への整備拡大に関しては、当初、市町村の

考えを聞き検討したいと報道されておりました

が、今回小学校への整備は見送られたと報道が

ありました。小学校の体育館はスポーツ少年団

の活動の場にもなっており、また避難所にも指

定されております。県への補助をぜひ要望して

いただきたいと思いますが、この点いかがでし

ょうか。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 教育次長兼教育総務課長渡辺政紀

さん。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 県の事業で熱

中症対策ということで、スポットクーラーの導
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入ということで、部活動をやっている中学校や

義務教育学校につきましては県の補助事業がご

ざいますが、小学校についてはないという状況

でございます。中学校におきましても、学校に

おける必要性というか、機器の有用性を判断し

た上で導入の検討をしていきたいと考えており

ますので、そちらはそれとして、ただ小学校に

つきましても同様に、学校としてその機器の必

要性があるというのであれば、学校の補助事業

などについても県のほうにはお願いというか、

要望していきたいというふうに考えております

のでよろしくお願いいたします。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） それでは、今の段階

では、小学校、中学校また義務教育学校のほう

からのこういったスポットクーラーについての

問合せとかというのはありますでしょうか。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 教育次長兼教育総務課長渡辺政紀

さん。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 今現在、既に

学校においても、こういうスポットクーラーを

設置している学校もあります。ただ、実際暑い

中での活動においては、クールダウンというこ

とで、さきに学校において全普通教室において

エアコンを設置していただいたり、今特別教室

にもそういうふうなものをエアコン等を設置さ

せていただいておりますので、その中でクール

ダウンが必要なものについてはさせていただい

ているという状況もありまして、なかなか個別

のスポットクーラーの要望については、必要で

あることはあるというふうに話を聞いておりま

すけれども、特にどうしても必要だから導入し

ていただきたいという声は現実的にはないとい

うことかと思っております。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） なかなかやっぱりエ

アコンと違って、クールダウンくらいのあれし

かないということで新聞にもありました。しっ

かり学校の意見を聞いていただきながら、ぜひ

県へ要望をお願いしたいと思います。ありがと

うございました。 

  次に、地域の支え合い、地域づくりについて

再質問いたします。 

  初めに、民生委員児童委員について、本市の

定数と欠員数をお願いいたします。また、相談

件数と成り手不足の要因、先ほどもありました

が、どのように捉えているのか再度お願いしま

す。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 それでは、

民生委員児童委員の定数及び欠員数についてと

いう御質問にお答えさせていただきます。 

  新庄市の定数でございますが、定数は主任児

童委員８名を含みまして82名となっております。

現在69名が委員として活動していただいており

まして、５地区が空席となっております。また、

相談件数でございますが、総数では2,493件と

いうふうに活動記録から集計させていただいて

おります。 

  あと、先ほど市長答弁でもございましたが、

民生委員児童委員の成り手不足に関しましては、

当市だけの問題ではなく全国的な問題として捉

えております。市のほうでも区長や地域の方々

に相談しながら、欠員を解消できるように努め

てまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） 定数が82ということ
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で、今５地区が選任中ですか、となっているよ

うに伺いました。この夏の猛暑で、高齢者の独

り暮らしや高齢者世帯に見守り訪問の依頼が民

生委員の方にありましたが、民生委員の不在の

地域には、先ほどありましたように区長を通し

てとかとありましたけれども、実際どのように

訪問されたのでしょうか。また、ちょっと住民

へのサポートが手薄にならないのかなと今心配

をしているところです。よろしくお願いします。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 欠員地区

への対応でございますが、近隣の民生委員の協

力を仰ぎながら活動しておりますので、引き続

き欠員解消に努めていくとともに、御協力も仰

ぎながら市民の見守りを続けていきたいと考え

ております。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） 民生委員は非常勤の

公務員で、市町村推薦会の推薦を経て厚労省か

ら委嘱されます。子供を見守る児童委員を兼務

し、交通費など活動費は支給されますが、報酬

はありません。 

  全国民生委員児童委員連合会によると、昨年

３月の調査では64％が民生委員の名称を知って

おりましたが、役割や活動内容まで知っていた

のは僅か5.4％だったとありました。市民への

周知と理解が必要ではないでしょうか。よろし

くお願いします。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 民生委員

児童委員の協議会でも機関誌等を発行して、自

分たちの活動を周知するように努めております。

市でも極力協力していきたいと考えております。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） 独り暮らしの高齢者

や生活困窮世帯の増加、また児童の健全育成な

どで民生委員の重要性は増しています。民生委

員の活動を補佐する協力員を置いている自治体

もあるようですが、その点についてはいかがお

考えでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 民生委員

を補佐する役割ということでございますが、近

隣町村及び県内の状況を研究させていただいて、

対応できるものであれば対応していきたいとは

考えておりますが、現在民生委員の成り手不足

のほうが結局大きな問題となっておりますので、

さらにそちらをサポートする人が実際いるのか

ということも課題として浮き上がってくると思

いますので、もうしばらくお時間いただきなが

ら研究していきたいと考えております。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） よろしくお願いいた

します。 

  それでは、地域担当職員制について、先ほど

多くの課題があるということを承知いたしまし

た。今後は、他の自治体の先進事例を参考にし

ながら、継続に向けてお願いしたいと思います。 

  最後に、交通安全対策について再質問いたし

ます。 

  今年に入ってからの小中学校における交通事

故件数、また、高齢者の事故件数について、お



- 170 - 

分かりであればお願いしたいと思います。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 ただいまの質問をお答えしたい

と思います。 

  手元にある資料につきまして、新庄警察署の

ほうにちょっと問合せした資料になりますので、

新庄警察署管内での数値となります。細かい分

類がちょっとまだなされていない部分がありま

すけれども、昨年度、令和４年の交通事故件数

が新庄警察署管内で164件ございます。うち自

転車によるものが７件、構成率として4.3％と

いうような内容になってございます。 

  この数値につきましては、先ほど述べたとお

り警察署のほうにお問合せした件数でございま

すけれども、その中の交通課のほうにお聞きし

たわけですけれども、そちらの分析としては、

全体の事故件数は減少傾向にあるものの、死亡

事故や自転車事故は横ばいであるという分析で

ありまして、引き続き交通安全等々の指導につ

いて呼びかけていきたいということでしたので、

市といたしましても、警察と協力いたしまして

交通事故減少に向けて交通安全に取り組んでま

いりたいと考えております。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。164件のうち自転車事故が７件ということ

でありました。しっかりヘルメットの着用向上

に向けてよろしくお願いしたいと思います。 

  観光協会でレンタサイクルの貸出しをされて

いると思いますが、こちらにヘルメットの準備

はされているのでしょうかお伺いします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 貸出しの際はヘルメット

のほうを準備してございます。 

  以上でございます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） 安心しました。準備

をされていない自治体もあったようでしたので、

質問をしたところです。 

  以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４２分 休憩 

     午後１時５２分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

伊藤健一議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、伊藤健一さん。 

   （１３番伊藤健一議員登壇） 

１３番（伊藤健一議員） 本日４番目の質問者と

して一般質問を行います。議席番号13番、共に

創る市民の会、伊藤健一でございます。よろし

くお願いいたします。 

  お聞き及びのとおり、ちょっとあまりにも声

が荒れておりまして、皆様には本当に申し訳ご

ざいませんが、ちょっと先週末風邪ぎみになり

まして、検査キットとか試してほかのことは大

丈夫なんですが、純粋に非常に聞き苦しい声に

なっておりますことをおわび申し上げます。よ

ろしくお願いします。 

  言い訳から入ったわけですけれども、もう一

つ言い訳させていただきますと、春に初めて市

会議員に当選させていただきまして、早速、選

挙戦から３週間入院をしてしまいまして、本人

は病室で選挙を迎えてしまったと。そんな経緯
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の珍しい経験をして、本日ここに立たせてもら

っております。なぜ本日ここにという言い方を

したかというと、待ちに待った６月の第１回目

の議会でまたしても入院をしてしまいまして、

当時の録画を見ると分かるんですけれども、議

長が、欠席、伊藤健一さん１名と毎回、毎日毎

日そこから開会したと。そういう本当に何度も

何度も皆さんには重ね重ね申し訳ございません

でした。これから頑張りますのでよろしくお願

いいたします。自分のことを終わらせまして、

本当に恐縮です。 

  質問の前に、まずはこのたび９月の新庄市長

選によって見事な結果を出されました山科新市

長におかれましては、誠におめでとうございま

す。これまでは、言葉を恐れずに申し上げます

と、最近の市政運営に関して閉塞感を感じるよ

というようなニュアンスを申し上げる多くの

人々の声を聞くに至っておりました。そんなこ

とも含めまして、我々市民も、市の職員の皆さ

んも、あと私ども議員としても、ぜひとも新し

い新庄市長に新しい期待の今まで以上に明るい

新庄を見せていただきたいと。そのために私た

ちがおのおのの立場で一緒に市長と共に明日の

明るい新庄をつくっていきたいもんだなという

ふうに思いました。よろしくお願いいたします。 

  長くなりました。それでは質問に入りたいと

思います。 

  ４つ用意してきましたが、１番目、東北農林

専門職大学の開学に伴って、新庄市として学生

や教職員向けの居住環境について、これについ

ては、来年の開学を迎えるに当たって、学生の

居住支援と、あとは市街地の空き家・空き店舗

の対策、新庄市の抱えるテーマをミックスさせ

て、何とかコラボして両方うまいことにならな

いかなという思いがあったと思うんですね。 

  ７月に都市整備課長から、新庄市の今年度の

成果を報告いただきましたが、なかなかこちら

の思惑どおりには事が進まなかったというよう

なことをお聞きしました。確かに結果として出

ていないので、結果主義でいけばうまくいかな

かったのかなと思う次第です。 

  では、今後というのは来年度以降、今までど

おりの方策でいくのか。そこに別なものも加え

るのか。根っこから、それはそれ、これはこれ

と、空き家対策、空き店舗対策と学生の寮は別

物だよねと持っていくのか。これからのお考え

を聞きたい、そのように思います。 

  ちなみになんですけれども、後で追加質問と

いうところでもよかったんですけれども、隠し

ておかないでいうと、例えばお隣舟形町、20人

分の町としてアパートを学生向けに、春にコン

ペを経て入札して施工して準備していると。何

とかして町の中で学生を確保したいというよう

な自治体も、積極的なところはもう頑張ってお

ります。そちらのほうは部屋が順調に用意でき

て、今入居者を募集しているというような動き

もあります。勝った負けたではないんですけれ

ども、よそはよそではないんですけれども、一

つの大きな視点に立ったときに、新庄市は今度

来年どうするのかというところを教えていただ

きたいなと思います。 

  続きまして、第２点目、最上８市町村の広域

連携の強化について。 

  何かと申し上げますと、いわゆる平成の大合

併の時代に我が新庄市及び最上郡も合併を目指

した経緯があるわけですけれども、私どもの先

輩たちが中心だと思いますが、いろんな理由で

思惑が合わなくてうまくいかなかったと。しか

し、当時とは比較にならないほどの急激な人口

減少、これは新庄市だけではなくて各町村、少

子高齢化など、予想を超えた現状を目の当たり

にするにつけ、そんなこと言っていられないん

ではないのかなと改めて思っている次第です。 

  今頃、あのときに合併になったところは国か

らそれなりの施策、お金が出て、それで新しい

合併都市ができているわけですが、それはそれ、
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それは置いておきまして、お金が出るからとか、

そうではないとかはもうそんなところのレベル

ではなくて、我が最上郡が生き残りをかけて一

つとなって生きていかなければいけないんでは

ないのかというところに来ていると思うんです。 

  そんなときに、やはりリーダーシップを執る

のは間違いなく新庄市だと思います。市長も新

しくなられたばかりです。次に話題に出る道の

駅とかにも絡んできますが、やっぱり一つ一つ

の小さなものがばらばらではなくて、道の駅を

最上全体のものとしたいとか考えるときとか、

行ったり来たりしますが、そういうことだって

最上は一つ構想の中に入ります。 

  今の話に戻れば、最上の８市町村の連携強化、

今は最上広域というのは消防と救急、２つだけ

ですけれども、この間までの私、議員になる前

の私は、いわゆる民間で長く生きてきました。

民間はもう既に行政の８市町村の垣根なんかな

いんですね。経済、文化、舟形町と最上町と金

山町から物を持ってきて新庄で売るとかですね。

戸沢村から働きに来ている奥さんがヤマザワで

買物をして戸沢村に戻ると。そのときに行政区

域を越えますよなんていう考えは誰もしていな

い。行政だけですね。そこに８人の首長がいて、

８か所の議員がいて、役人もいてと。だから、

それが批判的に言っているつもりはないんです

が、これがプラス思考の大同団結をして一つに

なって最上が進まないと、これからはないんで

はないのかなと。 

  では、首長を首にするかとか、そういう意味

ではないんですよ。役所の課長を首にするとか

ではなくて、今後の人員採用計画とかね、いろ

いろ適材適所、合理化、再配置、そういうもの

で８か所おのおの図書館が壊れたとか、何とか

建物が駄目になったとか、予算を取り合いっこ

するんではなくて、お金もないことですし、そ

れを全体で一つにすり合わせて検討ができれば、

正しい合理的な使い方ができるんではないかと、

ばらばらにやるよりはと、そういう思いを持っ

ているものですから、抽象的ですけれども、新

しい市長には８市町村の広域連携の今後のビジ

ョンというものを抽象的でもいいのでお示しい

ただければなと思いました。 

  すみません、本当にかすれ声で自分でも情け

ないんですけれども、勘弁してください。 

  次、３番目、２つの道の駅構想につきまして、

これは初日に別の議員も、同僚先輩議員も聞い

たりしておりますので、かぶっているところも

ありますが、違うニュアンスだけ聞きますと、

いわゆる新庄市が単独で議会を経て進めている

エコロジーガーデン、３月に最低限の方向づけ、

用地の調査とか決定して進み始めたものがあり

ます。そういうものが一つあって、これから中

断している高速インター付近の道の駅と、その

方向性がどうするというのは、また新しい市長

にほかの議員たちも過去にも聞いております。

だから、それはそれですり合わせはこれからな

んですけれども、今２つの道の駅がどうやらあ

ると。 

  金をかける、かけないとか、２つとも両方と

もトイレと駐車場だけだとか、だからその細か

いところはこれからだにせよ、今２つ並んでし

まった道の駅、エコロジーの道の駅、やっぱり

今さらやめるわけにはいかないのかとか、やめ

る必要ないんではないのとか、考え方を改めて

新市長としての方向づけを私たちにお示し、今

の段階で結構なんですけれども教えていただい

て、私たち議会という意味ではなくて広い意味

で市民にも教えていただいて、少し安心させて

いただくといいますか、そのようなことでお伺

いしたいと思います。 

  最後、４つ目、これは今私ハアハア言ってし

ゃべっておりますけれども、入院してから非常

に下半身中心に苦労して、非常に元気な人間だ

ったんですけれども、つえをついて歩いたりし

て、やっとつえが取れるに至りました。ところ
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が、体力がつかなくて、ちょっと風邪ぎみにな

ると息切れして、また階段３階まで上ってこら

れないと。入院した１回目のときは、肉体的に

足が少し不自由になりまして上ってこられない

と、人の手伝いのお世話になったんですね。 

  何とかしなければ思って、つえが取れたと思

ったら今は体力的に、また今日なんかは同僚議

員からかばんの荷物を取りに来てもらったりし

て、２階の踊り場で休憩していましたら、市長

がちょうど議場に来る途中に出くわしてしまい

まして、「伊藤さん、どうした。肩貸すか」と

か言われまして、断りましたけれども、そうい

う状況の私であります。 

  自分の情けなさを威張っているんではなくて、

障害のある方々に対する新庄市のエレベーター、

ざっくり言うとエレベーターですよね、ないの

が新庄市と、ほとんどの地域があります。役場

とかね。なもんですから、大体答えは聞こえて

想像つくんですけれども、先ほどの令和17年の

どうのこうのというところに目指しているとき

に、でもそれまで何もしないのかとかいろんな

その辺のところを含めまして、費用的なものだ

けではなくて、今の時代は５年、10年、20年前

と違って、障害のある方、いわゆるあとは弱者、

弱者という言い方もどうかと思いますが、弱い

ところを持っていらっしゃる方々に対する配慮、

人権に対する配慮、当時の比ではないほど大切

にしなければいけないと思うんですね。 

  例えば傍聴に来たくても、自分一人で来られ

ない方いっぱいいらっしゃる。そういうことを、

この立場になってみたら気がついたと、そうい

う現状でございます。だから、でも予算ないよ

ね、費用対効果でそんな１人、２人のために何

千万、工事できないよ。昔は小さい声で、オフ

ィシャルではないところで予算検討のときにあ

ったかもしれません。でも、今の時代は、やは

りそういう観念だけでは乗り切れないんではな

いかなと。 

  例えば何かがあって、マスコミがこれ新庄市

どうなんですかねと来たときに、いや、予算が

ないから弱者切捨てですよみたいなことはやっ

ぱり言えないですよね。だから、最低限の理論

武装を伴っていただいて、今後に考え方として

備えておいていただきたいというと、逃げ過ぎ

だな。私はそこまで言う必要はないんですけれ

どもね。何とかね、何だかんだと理由はあって

も、新庄市だけですよと、ほかの町村はエレベ

ーター用意していますよと、これを新庄市とし

てどうお考えですかと。代替手段といいますか、

どうするのか。その辺の新庄市としてのお考え

を教えていただきたい。 

  このようなところで、以上４点お伺いいたし

ます。どうぞよろしくお願いします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、伊藤市議の御質問にお

答えいたします。 

  初めに、東北農林専門職大学の学生に対する

住宅等の支援策についてでありますが、これま

で本市では東北農林専門職大学の開学に向け、

新庄市に来られる学生支援として、中心商店街

の空き家等をリノベーションして学生の居住で

きる準学生寮としての整備に向けた準備を進め

てまいりましたが、入学生の動向が見えないこ

とや物価高騰等の背景もあり、今年度の整備が

困難となったところであります。 

  このため、緊急避難的な対応として、市が管

理している定住促進住宅を活用し、学生向けの

住まいとして提供できるよう現在準備を進めて

いるところであります。また、これまでも連携

をして協議を行ってきております地元の不動産

業界には、詳細な学生・教職員向けの住まいの

情報をより多く提供いただくようお願いしてい

るところであります。 

  今後の空き家活用のリノベーション事業につ
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きましては、来年入学する学生の動向や要望な

どに配慮するとともに、課題を整理しながら事

業を進めてまいります。 

  次に、最上８市町村の広域連携についての御

質問にお答えします。 

  市町村合併につきましては、平成15年と平成

21年に法定協議会を設置して合併協議を進めま

したが、協議が調わず合併に至らなかった経過

がございます。人口減少や少子高齢化が予想以

上の速さで進み、今後大幅な人口減少と急速な

少子高齢化が見込まれる中にあって、日常の生

活圏が一体となっている新庄最上地域が将来に

わたり持続可能な地域であり続けるためには、

各市町村の自立性を尊重しながらも、人口減少

の抑制や地域の活性化に向けて連携していくこ

とが重要と考えております。 

  このような中、平成27年に本市と最上地域の

７町村とで新庄最上定住自立圏形成協定を締結

しております。本市が中心となって７町村と新

庄最上定住自立圏を形成することで、最上地域

に必要な都市機能及び生活機能を確保し、安心

して暮らすことができる地域づくりに取り組ん

でいくところであり、現在、新庄最上定住自立

圏形成協定に基づき、22の取組項目を推進して

おります。 

  今後については、最上地域の中心市として、

最上７町村との広域連携を図りながら、地域の

活性化と市民が安心して暮らせる持続可能なま

ちづくりを進めてまいります。 

  次に、２つの道の駅事業に関する御質問にお

答えいたします。 

  本市は現在、エコロジーガーデン道の駅、イ

ンターチェンジ付近道の駅の２つの道の駅事業

を進めているところであります。 

  エコロジーガーデンにつきましては、本市の

歴史的な資源であり、多くの市民の憩いの場と

して利用いただきたいと考えておりますが、道

の駅整備としては、事業内容や整備運営手法な

ど、私なりにもう一度精査したいと考えており

ます。一方、この道の駅につきましては、国と

の締結した協定に基づき事業を進めることにな

っておりますので、国とも調整しながら検討し

てまいります。 

  次に、インターチェンジ付近道の駅につきま

しては、縦軸と横軸の道路が交差する立地を生

かし、新庄最上地域へのゲートウエーとして地

域全体に大きな波及効果をもたらすことを目的

として整備を検討するものであります。インタ

ーチェンジ付近道の駅につきましては、現在８

市町村や商工団体、国・県による検討会におい

て協議が行われているところでありますが、高

規格道路からの直接乗り入れについて、国土交

通省による検討のため協議が一旦中断されてい

るところであります。 

  今後、できるだけ早い検討会の再開に向けて

準備を進めてまいりますが、来春開学する東北

農林専門職大学や資金力、経営力のある民間の

との連携に関する検討を行うため、検討会のメ

ンバーに有識者等を加えることなども提案して

いきたいと考えております。 

  次に、市役所建物のエレベーター設置につい

ての質問にお答えいたします。 

  庁舎のエレベーター設置につきましては過去

にも検討した経緯がありますが、エレベーター

を設置するには、構造体の一部撤去が必要とな

り、庁舎の耐震性の観点からも設置を断念した

ところであります。 

  障害をお持ちの方への対応といたしましては、

各種窓口を１階に配置しており、２階以上の担

当課に用件のある方につきましては、職員が１

階の相談室等に出向いて対応し、２階以上への

移動が必要な場合は職員が介添えして御案内す

るなどの対応をしております。また、市民の方

が参加する会議の開催については、エレベータ

ーが設置されている東庁舎会議室を利用するよ

うに努めております。今後とも可能な限り来庁
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者に配慮した対応を心がけてまいりますので、

よろしくお願いします。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一さん。 

１３番（伊藤健一議員） どうもありがとうござ

いました。非常に丁寧に教えていただいてあり

がたく思っております。 

  お答え教えていただいた上での追加の質問に

なるんですけれども、まず最初、農林大学校に

関しての居住スペースに関して、今お話しいた

だいたとおり、今後ちょっと新しい角度も検討

しながら進めていきたいというようなことだと

思います。それで、当然なんでしょうけれども、

都市整備課を中心にお部屋を用意したというこ

とは、部門の職務の都合上、当然理系的な考え

で、この部屋を何個用意するから幾らかかるよ

ねと、運用はどうするよねと、そういうところ

からの当たり前の計算だと思うんですね。 

  もう一つは、私の言い方が抽象的で申し訳な

いけれども、文化的といいますかね、総合政策

といいますか。それはそれなんだけれども、学

生が、なぜ新庄市にいっぱいいてもらえないと

いけないのかと。よそと競争しても、新庄市が

学生を何十人も確保しなければいけないのかと。

学生が新庄に暮らすことの意義、そこら辺を入

れたときには、都市整備のほうの部屋数の確保

と予算という金額というものだけでいいのかと。

そのようなことを、例えば学生がいることで経

済へのメリット、文化的なメリット、イベント

とかアルバイトとか、いろんな経済波及効果、

直接的な家賃収入だけではない部分、文化活動

的な盛り上がり、そういうものは質問としては

抽象的で恐縮ですが、今考慮なさる部門は新庄

市としてはないんでしょうか。学生の誘致に関

しての質問であります。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、今伊藤議員か

らの専門職大学に関する総合的な対策について

の御質問というふうなことで、私のほうから御

答弁をさせていただきたいと思いますけれども、

現在市におきましては、東北農林専門職大学、

来年の春開学することに向けまして、庁内で検

討委員会を設置しておりまして、関係各課で、

例えば都市整備課でありましたら学生の住居支

援でありますとか、私どもの総合政策課では学

生の通学支援、あるいは農林課におきましては

学校との実務実習的なものでの連携であります

とか、商工においてはにぎわいの創出をどうし

ていくとかいった部分で、庁内で連携して進め

ているところです。 

  その中の一部、議員から御質問あった部分の

住居支援につきましては、リノベーション事業

については御説明したとおり、取りあえず来年

度の分については断念したというふうな経過が

ございますけれども、こちらにつきましては、

リノベーション事業については事業者の相手方

があって取り組める事業でもありますので、引

き続きこちらのほうに取り組んでまいりたいと

いうふうに思っております。 

  また、通学手段の確保につきましても、山交

バスの鳥越線を利用した通学バスの手段の充実

に向けて、開学までの間にそういう通学手段の

確保に向けた取組も行っていきたいというふう

に考えております。 

  全体的な学生のにぎわい創出についてという

ふうな御質問でありますけれども、まず来年度

40名定員の中でどれだけの学生が入ってくるの

かというふうな部分も含めまして、今後４年間

で160名というふうな、定員が満杯になればそ

ういうふうな若い学生が入学するということに

なりますので、そういった今後の過程を見極め

ながら、にぎわいの創出も含めて、全体的に市

として何を取り組んでいけばいいのかというふ

うな部分について検討していきたいというふう
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に考えております。 

  以上でございます。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一さん。 

１３番（伊藤健一議員） どうもありがとうござ

います。非常に悩ましいような部分も入った質

問をさせていただいて恐縮ですが、実際問題と

して、議論のための議論ではなくて、どこかの

学生が親元から離れてここで暮らしてもらうと

いうときに、私ども新庄市民の１人として、や

っぱりいいところに来て、新庄に来てよかった

なと思って過ごしてほしいなと思いますし、そ

の先を語れば、僕らが学生時代、あと私たちの

子供たちがあちこち全国で、私のうちなんかは

例えば１人は由利本荘に行きましたし、１人は

東京の立川に行きましたし、やっぱり親として

もアパートに行って、その土地ってどうなんだ

ろうねと。そこで夜御飯も食ったり泊まってみ

たり、一緒に過ごしてみたり、我々も何度も年

に行ってみたり、自分もそうだったし、子供た

ちも第二の心のふるさとのような思いをできれ

ばいっぱい持ってほしいと思うし、新庄に来る

そういう人たちも、同じように新庄というのは

僕のふるさとだよねと思ってほしいなというふ

うな思いがあるもんですから。 

  ましてや、今のお答えの中であるように、定

員が40人と決まっていれば、４年間の中で160

人と一回りしてしまうわけですね。プラス教職

員はおりますよ。でも、300人も400人もならな

いので、だから先にそういうものは確保して、

ましてや新庄市は有利でございますよね。お膝

元ですから、そんな変な何とか町とか何とか村、

変ではないんだけれども、そこに行かなくても

大学の近くにちゃんとした住まいがあって、買

物するところがあって生活が成り立つと。夜道

も暗くないと。やっぱりそこで夜もアルバイト

したり、お酒飲んだりできたよねと。全部が回

って初めて経済が回ると。 

  そのために大学が来てくれるということで、

私どもとしても大学生に手を差し伸べるだけで

はなくて、大学生に住んでもらうことによって、

私たちも自分たちだけではつくれない新庄市に

盛り上げることができるんではないかなという

思いでおりますので、それはもう縦割りの中で

はなくて部局を超えて、やっぱり千載一遇のチ

ャンス、新市長を含めて先頭に立って、本当に

全力で新庄市が核となって学生と職員を受け入

れていただきたいとそのように思います。あり

がとうございました。 

  １番目の質問を終わります。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一さん。 

１３番（伊藤健一議員） 専門職大学は終わりま

した。 

  ８市町村の連携についてに移りますけれども、

これは今市長から、いろんな22の取組をやって

いるところで、定住自立圏構想を中心に柱に置

いてやっておりますよということなんですけれ

ども、実際には、先ほど私も例え話で道の駅だ

って何だって全部の最上一つになるべきだよね

というふうに思うんですけれども、具体的な最

上が一つになっていったらいいんではないのか

なという動き、最上広域というのは月に１回の

会議があるとか、前回の議会でこの間聞いたば

っかりですけれども、部課長はその合間に１回

だか２回あると。それで時間がかかるようだっ

たら、テーマがテーマであれば、もっと頻度を

高めるとかね。 

  例えば今道の駅インター、どうするとかこう

するとか、黙ってまた10年待ってくれというわ

けにはいかないテーマが目の前に登場しようと

しているときに、月に１回しかない会議という

のが動かし難いものだという前提で物を考えて

いるわけにはいかないんではないでしょうか。

だから、その意味では、今までの８市町村の考

え方は分かったんですが、道の駅にも絡めたり
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したときに、８市町村の今後の少しスピードア

ップとか、課題をもっといっぱい詰め込まなけ

ればいけないんではないだろうかとか、そのよ

うなことを何か今、別に決定事項として単独で

誰も述べることはできないとは思うんですが、

ぜひ検討していただきたいなと思う次第ですが、

市長、この辺はいかがなもんでしょうか。抽象

的でも構わないんですけれども、もっと盛り上

げていきたいなと。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 ただいま議員のおっしゃるとおり

でありまして、やはり８市町村の連携というふ

うなことで進んでおるわけでありますけれども、

おっしゃられるように経済圏が一緒であるとい

うふうなことで、行政だけがそのくくりがある

というようなお話もいただいたとおりでありま

す。いろんな課題に向けて、それぞれがばらば

らの形でそれぞれのものをいろいろ建設したり

運営したりするのではなくて、最上市町村圏と

して定住自立圏の中で一緒にやっていこうとい

うふうな動きだというふうに考えておりますの

で、私も実は就任したばかりでそのルールにつ

いてまだ存じ上げておりませんけれども、今ま

で以上にスピード感のある連携協議を図ってま

いりたいというふうに思うところでございます。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一さん。 

１３番（伊藤健一議員） ありがとうございます。

今おっしゃっていただいたとおり就任したばか

りで、決まり事を述べる段階ではないのは十分

承知しております。ただ市長のお言葉として、

御自身も全くそのとおりだと、その方向でいろ

いろなものを検討していきたいと述べていただ

きました。これは、市長の気分を述べたという

だけではなくて、目指したいなというふうに、

まず市のトップとして思いを私どもに語ってい

ただいたと、こう受け止めさせていただいてよ

ろしいかなと思います。ありがとうございまし

た。ほっといたすところでございます。 

  では、次、３番目の道の駅につきましてなん

ですけれども、長沢課長、すみません。そんな

に難しくないので大丈夫でございます。一旦先

ほど市長がもうおっしゃいましたからなんなん

ですけれども、一旦エコロジーは国との調整を

図って進めてしまったのでと、しまったのでと

いう言い方はしませんでしたが、そんな深くも

考えないで、どっちかやめようかみたいなもの

ではないよというところまで進めたよというと

ころを理解しました。 

  なので、エコロジー、具体的に費用的なもの

でこれからどのぐらいのものを見越していらっ

しゃるのか、エコロジーガーデンのですね。そ

れは前回の議会のときに１回御答弁をいただい

ております。それというのは、対極には、まだ

どなたが進めようとしているかリーダーが決ま

っていないときのインター付近の道の駅という

２つの道の駅は、市長候補の人が３人おったけ

れども、３人おってもいずれにしても２つの道

の駅構想があの段階から今に至るまであります。 

  今、新山科市長が、インター付近の道の駅は

このような方向で大至急検討し、再開すると、

その言葉をいただきました。費用予算等はこれ

からになるのは分かりました。決まっているの

はエコロジーのほうの道の駅、これのほうを軌

道修正多少するものがあるのかないのか。費用

的なものとか、運用手法とか、その辺のところ

を教えていただければなと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 新庄市の２つの道の駅構

想について、エコロジーガーデンの道の駅につ

いての費用的な部分での検討というふうなこと

で御質問いただいたところです。 

  先ほど市長からの答弁にもありましたように、
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エコロジーガーデン道の駅につきましては、新

庄市の２つの道の駅の構想の中で先行して動い

ているというふうなことで、国のほうとも、２

つの道の駅を整備するという新庄市の意向に基

づいて先行して進めさせていただいているもの

であります。 

  エコロジーガーデン道の駅につきましては、

国のほうといたしましても、現在国道13号の沿

線にあります道の駅の空白地点であるというふ

うなことも踏まえて、新庄市にも道の駅として

休憩場が必要だというふうなことで、国として

も重要な事業として位置づけられた事業である

と認識しているものであります。新庄市の構想

に基づいて国との一体型整備ということで、国

土交通省との協定に基づきまして、総合的な費

用、あと設置する場所、あと年次計画について

協定を結ばせていただいているところです。 

  現在進めている事業につきましては、令和７

年度のグランドオープンに向けて、総事業費４

億円程度、まだ具体的な実施設計が固まってい

るものではないものですから、４億円程度を概

算の数字として上げておりますが、それに対し

まして現在、国と市の負担割合としましては、

国が２割、市が８割という形での暫定的な協定

書を締結させていただいて、それを基に動いて

いるところです。 

  ただ、計画がおおむね固まってきております

ので、その費用負担につきましても改めて国の

ほうと協議をさせていただいている最中でござ

いますが、最終的な負担割合としましては、国

が38、市が62の割合でおおむね固まるであろう

というふうなところまで固めてきているところ

です。そういうふうな割合でいきますと、全体

事業費はおおむね４億円をめどとして現在実施

設計を進めておりますので、市が負担する６割

強の部分について国からの補助金、あと市の負

担分に関しましては有利な起債の事業を充てて、

純粋な市の負担分としましては１億円程度を見

込んでいるというふうなことでございます。こ

の費用負担の割合については、今後、実施設計

に併せて、改めて詳細な数字が固まりましたら

協定の変更ということになると思います。 

  あと、それに関しての今後の整備の手法につ

いてですが、費用を圧縮する手法といたしまし

て、現在進めております実施設計の中での費用

の圧縮と併せて、整備の手法として公民連携の

手法を考えた費用の圧縮も考えていきたいとい

うふうに考えているところです。今現在検討を

進めている中身からすると、道の駅に整備しよ

うとしておりますＥＶ充電器などについては、

民間が整備をしてくれるような制度があるとい

うふうなことも聞いておりますので、そちらに

ついても検討を進めて、市が負担する部分をで

きるだけ圧縮できるような方法もこれから詰め

ていきたいというふうに考えているところでご

ざいますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  以上です。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一さん。 

１３番（伊藤健一議員） どうもありがとうござ

います。今お話しいただきまして、全くそのと

おりだと思うんですけれども、前に、これも市

長がまだ当選前にお考えを述べているところを

ちょっと耳にしたときに、それもそうだなと思

ったんですけれども、何でしたかね、民間に建

ててもらって市が家賃を払うというような、全

国的にいろんなそういうものが、官民一体とな

ったような物の進め方、予算の使い方、新しい

行政運営がはやってきております。例えば道の

駅だって、民間にコンペでいいものを募集かけ

ると。建てるのは民間だと。入るのは、行政は

官は家賃を払うとか、そういう考え方って今ま

でなかったんですけれども、そういうことだっ

て考えているよと。 

  あと、私が前職の時代に経験したときも、小
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さい話ではありますが、戸沢村、お金がないん

だというんですね。アパートを建てると。だか

ら、公募をかけて、建てるのは落とした会社は

全国のハウスメーカーですけれども、僕らも入

札参加しました。戸沢村はそこの民間会社に30

年で家賃を払うと。30年分の家賃分が建設コス

トなわけですね。それで建ててくれる人いませ

んかと。それで手を挙げて、何とかハウスとい

う全国のメーカーが今建てて運営しております

けれども、だから、全部が全部もう行政が自前

で50億円ですよ、100億円ですよと言っている

時代ではなくなってきている。 

  その中の一つとして、今エコロジーの道の駅

も柔軟な考えをしていくつもりがあるよという

ことであれば、非常にいいことだなと、進めや

すいんではないかなと。費用の圧縮、大変結構

なことだと思いますし、市民の理解も協力も得

やすいと思います。 

  ごめんなさい、聞き忘れたのを思い出しまし

た。大事なほうは、同じ延長で、どっちも大事

なんですけれども、インターの道の駅の場合で、

３月に中断している理由は、直接乗り入れの道

路を造るために国交省に伺いを立てているから、

そこで中断しているんだと。そこで止まってい

るんですが、それってちょっと待ってねと。振

り返れば、ほぐしてみれば、この道の駅から一

度降りなくて、真っすぐ降りられるよねという

ことを推進したい経済団体の強力なリーダーの

方の御意見で、協議会がそこで止まっていると

いうふうに理解しております。 

  だから、その道の直接乗り入れ、だからそこ

に土盛りをして何十億もできるのかと、金かか

るよねと、２つ絡めて国交省に聞いているため

に時間もかかっているし、答えも来ていないと

いうときに、本当に新しい市長を迎えて検討会

を再開するときに、直接乗り入れだけが前提で

いいのかと。そこから考え直さなければいけな

いんではないでしょうか。例えば何を言いたい

かというと、直接乗り入れではなくてもいいと、

十字路の４か所で降りてからでもいいよと、そ

ういう決定ができれば、国交省の答えがいつ来

るかも分からない、何十億かかるかも分からな

い土盛りの直接のための工事とか、許可とか要

らなくなりますよねと。そこら辺のところのお

考えを整備課長のほうから、手応えというか、

考え方を教えていただければと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 インターチェンジ付近道

の駅の検討会の状況についてというふうなこと

で質問をいただきました。 

  今年３月の段階での検討会の中断ということ

で、議員おっしゃるとおり、検討会の委員の方

からの意見として、高規格道路からの直接乗り

入れの可能性について国交省のほうで検討いた

だくというふうなことで、検討会は一旦中断を

させていただくというふうなことで、現在も中

断しているところであります。 

  その方向性、方針についてということでござ

いますが、検討会の中で協議をされる一つの条

件として示された内容でありますので、委員の

意見の一つとして、その結論が出ないことには

再開できないのかなというふうに事務局として

は認識しているところです。今後の協議の中で、

実際に直接乗り入れが必要なのかどうか、また、

必要とする場合にかかる費用がどのくらいで、

それが十分クリアできるかどうかというふうな

ことも、その検討の中の協議の題材の一つなの

かなというふうには考えます。 

  なので、実際に市としての考え方、もしくは

町村としての考え方として、直接乗り入れが必

要かどうかというふうなことではなくて、全体

の検討会の中の委員の１人の方からの意見を結

論としてできるかできないかの判断を待つとい

うふうなことは、まずは必要なのかなというふ

うに認識しているところでございますので、よ
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ろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一さん。 

１３番（伊藤健一議員） ありがとうございます。

やはりそのとおりだと思います。誤解を恐れず

に申し上げますと、やっぱり強力な推進力を持

つ経済界の代表の方と、16年間市政をがんがん

引っ張ってきた前市長が対立してしまったと言

うと言い過ぎなんですが、そこで中断してしま

ったというふうに我々市民としては印象を持っ

たんですね。３月25日の山形新聞で、何だこれ

はと。それまで表に出ることもなく、それが全

てなので、それを取っ払って再考をお願いでき

れば、よろしくお願いしたいと思います。 

  終わります。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４２分 休憩 

     午後２時５２分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小野周一議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、小野周一さん。 

   （１７番小野周一議員登壇） 

１７番（小野周一議員） 大変お疲れのところ御

苦労さまでございます。 

  ９月定例議会、最終日15番目に一般質問しま

す、新政・結の会の小野です。よろしくお願い

いたします。 

  三つどもえの選挙戦を勝ち抜き、16年ぶりに

対話と決断、未来へ責任をスローガンに掲げ、

山科新市長が誕生しました。山科新市長におか

れましては、課題が山積するこの新庄市のさら

なる発展と、最上地域のリーダーとしての行政

手腕を期待するところであります。 

  それでは、発言通告書に従いまして、質問を

したいと思います。 

  市長は、農協など農業団体の役員を長く務め

てきており、農業問題には大変精通していると

聞いております。通告しております本市の基幹

産業に位置づけられている持続可能な農業の課

題について、市長の見解を伺うものであります。 

  農は国の基との教えを受け、約半世紀が過ぎ

ました。国民の米消費の減少を反映し、約50年

間続いた国の減反政策が５年前に廃止されたと

いえ、米価の下落、長い間減反政策に協力して

きた農家に対し、転作田を５年に一度水張りし

ないと交付金を見直し交付対象から外すなど、

現場の農家の声が国に届かず、農家は長い間、

国の猫の目農政に翻弄され続けてきました。 

  農業が果たしている環境保全など、多目的機

能などの持続可能な農業・農村の実態も国の農

業政策に反映されずに、農業の担い手不足、農

業従事者の高齢化、耕作放棄地の増加など、確

実に農業・農村の衰退が進んでおります。 

  農政の憲法であり、４つの基本理念を掲げる

食料・農業・農村基本法が25年ぶりに見直しさ

れ、農業情勢等を踏まえおおむね５年ごとに見

直しをする食料・農業・農村基本計画も令和２

年に策定されました。多様な農業人材の育成、

確保をはじめとし、中小規模、家族経営などの

多様な経営体の生産基盤の強化を通じ、希薄化

が進む地域コミュニティーなどの地域政策の総

合化を目指してきております。 

  農業を基幹産業として位置づけしている本市

の農業経営体も、農林業センサスによると、20

年間で約800戸減り、令和４年度の経営体数は

1,602戸と減り続けております。 

  農業経営基盤強化促進法の改定により、持続

可能な農業・農村を維持するために、今までの
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人・農地プランは法定化により、地域計画とし

て農地の集積・集約化、第三者への経営継承、

担い手確保など、10年後を見据えた策定を進め

てきております。 

  県の農林水産部の調査によると、令和５年度、

県内の新規就農者は前年より20人増え、調査を

開始した昭和60年以降で最多の378人で、８年

連続東北トップであると明るい発表がなされて

おります。 

  しかし、その一方で、現場では23年米の概算

金は前年に比べ上昇したとはいえ、生産資材が

高騰する中、生産コストの価格転嫁がままなら

ず、再生産には不十分な米価であり、持続可能

な稲作経営の生産体制の環境はますます厳しさ

を増しております。 

  農水省の資料によりますと、平成21年度、全

国平均で10ヘクタール未満の個別の稲作の経営

体の利益は全て赤字になっており、直近の農林

業センサスによると、全国の稲作農家の戸数は

約70万戸と、10年前から４割も減っております。

本市においても、10ヘクタール以上の経営体が

90戸に増加しておりますが、農家戸数、農地面

積の減少する状況下で、地域の農業・農村を支

えている中小規模や兼業農家を大事にする本市

の持続可能な農業政策について、市長の考えを

伺います。 

  次に、市長が会長に就かれる新庄市農業再生

協議会の総会において議論されるべき課題につ

いて伺います。 

  令和４年度新庄市農業再生協議会に示された

米の生産の目安に協力しなかった農業者数は

319人で、協力した農業者数1,293人の約25％を

占めております。大変これは大きな問題であり

ます。長年、新庄市は自由米地帯と言われ続け

てきた、解消されてこなかった事項について、

市長の見解を伺いたいと思います。 

  次に、発言事項である市長の選挙公約につい

て質問いたします。 

  市長は、選挙公約に対話と決断、未来への責

任をスローガンに、５つの主要政策を市民に約

束しています。当選後、任期４年間において、

市政運営の基本方針となる特に重点的に取り組

む具体的な政策、施策を掲げ、実現することが

市民との約束であります。 

  辺見孝太議員の一般質問で、これから取り組

む市政運営の一丁目一番地の政策の質問に、市

長は人口減少対策が最重要課題であると答弁を

しております。４年間の任期中に展開する公約

である５つの主要政策の取組と、令和６年度予

算を伴う優先する具体的な施策の取組について

伺いたいと思います。 

  それでは、最初に、主要政策の子育て・教育

に、学校給食費無償化の推進、検討を市民に約

束しております。学校給食費の無償化の取組は、

県内の市町村において広がりを見せております。

戸沢村でも来年度から実施すると報道されてお

ります。今回の市長選挙において、相手候補者

も学校給食費無償化を公約に掲げ、市民と約束

しております。本市の学校給食費の無償化には、

年間１億6,500万円かかると議会に報告されて

おります。しかし、公約である学校給食費無償

化の具体的な実質的な取組について伺いたいと

思います。 

  次の主要政策である産業、雇用、交通の施策

の一つである、若者や女性の働きたい場づくり

の取組について伺います。 

  山形県の令和２年度の１人当たりの市町村民

所得の平均は284万7,000円で、昭和30年以降初

めて東北で一番であります。しかし、新庄市は

県平均よりも低く277万7,000円であり、県内13

市中８番目であり、最上地域の平均は243万

3,000円と県内４ブロックの中で一番最低であ

ります。 

  そういう中、令和４年度新庄市まちづくり市

民アンケート調査で、設問の魅力ある雇用の場

が確保されている項目の重要度の平均値が高く、
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男女ともにニーズ度が一番であります。特に30

代、40代、60代の世代が一番高く、20代の若者

世代も２番目に高いニーズ度であります。人口

減少に伴い人手不足が顕著に見られ、働き方改

革など、新庄最上地域の若者や女性の定住促進

にもつながる働きたい場づくりの新たな取組に

ついて、市長の見解を伺います。 

  次に、インターチェンジ付近の道の駅構想に

ついて質問します。 

  この質問に関し、多くの議員が質問をしてい

ますが、前市長は議会において、新庄インター

チェンジ付近の道の駅設置に関し、必要最低限

の機能を備えた標準的な道の駅の構想を議会に

示しております。しかし、山科市長は選挙告示

前、道の駅構想に関し、温泉施設、宿泊施設、

オートキャンプ場、オールシーズンの子供の遊

び場などを整備する大規模な道の駅構想を描い

たチラシを市民に配布しております。公約には、

インターチェンジ付近の道の駅整備を官民一体

で進めるべく議論を進め、中断している検討会

の再開を優先すると発言しています。私は、検

討会に市長の道の駅の構想を示す前に、まずは

議会に市長の道の駅構想を示すべきと思います

が、市長の見解を伺います。 

  次に、公約である主要政策の農林業への取組

である生産性の向上に向けて農地の大規模化に

ついては、最初の発言事項で触れておりますの

で、割愛させていただきます。 

  主要施策５番目の公約である医療、介護、福

祉の高齢者や障害を持たれている方々の誰もが

住みやすいまちづくりに向けての生活支援を推

進する２つの取組について伺います。 

  １つ目は、市民に示しているバス路線の見直

しについて伺います。 

  高齢者や交通弱者の移動手段など、住民の利

便性の向上のために、市営バス土内・芦沢線、

市営バスまちなか循環線のいずれの路線も、県

立新庄病院の開院に併せて、既に運行経路及び

ダイヤの見直しを図り、議会に報告されており

ます。また、先日、市内全戸に新庄市バスブッ

クが配布されております。新たな生活支援の取

組として、今後どのようにバス路線の見直しを

なさるのか、市長の見解を伺いたいと思います。 

  最後に、デマンド型乗合タクシーの導入の取

組について伺います。 

  公共交通空白地域の解消策として、モデル地

区において令和４年度５月から12月まで実証運

行を開始し、令和５年度から新庄市全地域への

拡大、本格運行を計画しておりました。しかし、

利用実績の低さ、コロナ禍や人口減少の影響に

より、タクシー事業者の運転手不足のなどの理

由により断念した経緯があり、議会に説明され

ております。断念した経緯を踏まえて、市民と

の約束であるデマンド乗合タクシー事業の新た

な取組について、市長の見解を伺いたいと思い

ます。 

  簡潔な答弁、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、小野議員の御質問にお

答えします。 

  初めに、持続可能な本市農業の課題について

の御質問でありますが、食料・農業・農村基本

法の見直しにつきましては、先日公表された農

林水産省の審議会の答申において、国民一人一

人の食料安全保障の確立、環境等に配慮した持

続可能な農業・食品産業への転換、食料の安定

供給を担う生産性の高い農業経営の育成・確保、

農村への移住関係人口の増加、地域コミュニテ

ィーの維持、農業インフラの機能確保の４点を

基本理念と上げており、基本的な施策について

見直しが図られたところであります。市といた

しましても、国会での議論や動向を注視しなが

ら、本市における計画、方向について随時見直
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ししてまいります。 

  農林行政につきましては、従事者の減少及び

高齢化、農業者の再生産できなくなってしまう

という懸念など多くの課題があることを認識し

ておりますので、関係機関と連携しながら、本

市の農業経営基盤強化促進法基本構想の見直し

については適時対応してまいります。 

  次に、選挙公約についての御質問であります

が、私の選挙公約に掲げた５つにつきまして、

今後どのように取り組むかというふうなことに

お答えいたします。 

  初めに、給食費の無償化の推進についてであ

りますが、現在給食費につきましては、第３子

以降無償化や、第２子半額免除、第３子一部補

助を実施しております。また、今年度、国の交

付金を活用した物価高騰による給食費増額分の

補助も実施しております。無償化を含めた学校

給食費に対する支援は、国の動向を注視しなが

ら検討してまいります。 

  次に、若者や女性の働きたい場づくりについ

てですが、本市においても例外なく少子高齢化

が進んでおり、この対策として若者や女性が働

きやすい環境を整え、市内への就職や定住を促

すことが重要であると考えております。企業誘

致や就職支援に力を入れ、若者や女性が活躍で

きる場を増やすことで、市内の経済活性化につ

なげてまいりたいと考えております。 

  次に、新庄インターチェンジ付近道の駅構想

についてでありますが、新庄インターチェンジ

は、縦軸と横軸の道路が交差する重要地点に位

置し、本市といたしましても、この周辺への道

の駅整備は、新庄最上地域に大きな波及効果を

もたらすものと期待するものであります。整備

に向けた検討会は一旦中断されているところで

ありますが、今後できるだけ早い検討会の再開

に向けて準備を進めてまいりたいと考えており

ます。 

  本市としては、この道の駅検討会の再開に向

けて、最上地域全体のにぎわい創出のための仕

組みづくりと、持続可能な施設運営が重要な視

点であると考えております。また、整備手法や

運営方法などについても、資金力や経営力のあ

る民間との公民連携を模索していきたいと考え

ております。 

  最後に、高齢者や障害を持たれている方など

の誰もが住みやすいまちづくりに向けての取組

についてでありますが、本市の高齢化率は全国

平均を上回っており、年々増加しております。

このため高齢者や障害者が安心して暮らせるま

ちづくりを進めることで、誰もが住みやすいま

ちを目指していきたいと考えております。 

  まず、公共交通サービスを充実させていくこ

とが重要と考えております。現在、市営バスを

運行し、高齢者などの移動手段の確保を図って

おります。タクシーにつきましては今年度１社

が廃業し、交通手段の選択肢が減ったことは大

変残念なことであります。バス・タクシーとも

に全国的に運転手不足が大きな課題となってお

りますので、今後どのような手法であれば高齢

者の移動手段を確保できるかということについ

て調査研究してまいります。また、冬期間の除

雪支援など、誰もが安心して暮らせるまちづく

りに努めてまいります。 

  これらの政策につきましては、市議会をはじ

め、市民の皆様と対話を重ねながら、着実に実

現できるように努めてまいります。令和６年度

予算を伴う施策につきましては、やはり持続可

能な行財政運営が非常に重要でありますので、

現在実施している事務事業の全体像、予算の状

況などを精査、検証させていただきながら、来

年度何ができるかということを検討させていた

だきたいと考えております。市長として、市民

の皆様のために全力で取り組んでまいりますの

で、議員の皆様の御理解と御協力をお願いいた

します。 

  以上、壇上からとさせていただきます。 
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１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一さん。 

１７番（小野周一議員） それでは、最初の発言

事項から何点か再質問させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

  先ほど市長から、農政の憲法であり、４つの

基本理念を上げる食料・農業・農村基本法の考

え方については分かりました。私は、長年国で

進めてきた農家の規模拡大の政策と、地域の農

業・農村を支え、地域コミュニティーを守って

いる多様な経営体の中小規模や家族経営の農業

を重視する新庄市の農業政策について、取組に

ついてお聞きしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 ただいまの小野議員の御質問

にお答えいたします。 

  大規模な経営につきましては、現在小規模な

農業者の高齢化によって離農せざるを得なくな

って、それが地域の担い手である方に集中して

いるというような状況もございます。一方で、

個別経営体でまだ営農したいという方も多数お

られますので、こうした方についてもこの方々

の経営が続けられるような持続可能な農政につ

いても国に要望したり、こちらでも市としても

助成していきたいというふうに考えてございま

す。 

  以上です。 

１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一さん。 

１７番（小野周一議員） 次に、令和４年度の米

の生産目安について再質問します。 

  令和４年度の新庄市の米の生産の目安は全体

で達成することができましたが、協力しない固

定化されつつある農家に対する支援事業の考え

について、市の考えを伺いたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 ただいまの生産調整未達成者

に対する助成の考え方というようなことで御質

問をいただきました。 

  新庄市といたしましては、国の制度の下で生

産調整について配分していないんですが、基本

としては生産調整をしていただけなければなら

ないというスタンスの下、それらの方について

は助成をしていないというような状況でござい

ます。よろしくお願いします。 

１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一さん。 

１７番（小野周一議員） 次に、市長の選挙公約

について再質問をさせていただきます。 

  市長は、市政運営の最重要課題は人口減少対

策であると議会で答弁しております。また、公

約の５つの各主要政策の具体的な政策の取組に、

最初に最優先させる具体的な施策について伺い

たいと思います。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 答弁の前に、私の公約についての

答弁のうち、給食費の一部助成について「第３

子への一部補助」と説明いたしましたが、「第

１子への一部補助」でありますので、訂正をお

願いします。 

  それでは、ただいまの小野市議の御質問にお

答えいたします。 

  人口減少対策というのは、様々今までも本市

において取組をしてきたことに関しては私も敬

意を表するところでありますけれども、私とい

たしましては、今後、交流人口の拡大だとか、

移住・定住の促進というのをさらに進めていか

なければならないと思っています。５つの様々

な施策をいろいろ述べさせていただいたわけで

ありますが、これが全て私は人口減少対策につ

ながるものというふうに思っているところであ

ります。 

  また、これも手前みそになるわけであります
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けれども、専門職大学が開学するというような

ことで、新たに160人の方がお住まいになると

か、そしてまた教授陣を含めた学校の関係者も

お住まいになるとか、それに関わる様々ないろ

んな展開があって、交流人口やら定住人口、そ

して移住・居住を増やしていくというようなこ

とも、これから大きな輪をつくって積極的に進

めてまいらなければならないと考えているとこ

ろであります。 

  以上です。 

１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一さん。 

１７番（小野周一議員） 発言通告書に記載して

おりますけれども、令和６年度予算を伴う、ま

ずは優先する具体的な施策の主な取組について

議会に示してもらえればありがたいと思うんで

すけれども、その辺についてお伺いしたいと思

います。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 小野議員の御質問にお答えします。 

  令和６年度の予算編成というのはこれから始

まるわけであります。実は私、就任して今日で

２週間目でありまして、いろいろ職員の方から

は御指導を受けてレクチャーを受けているとこ

ろでありますけれども、現段階で市の細かい情

勢、環境について把握しておりませんところも

ありますので、一生懸命取り組んでいくという

ようなところで答弁をさせていただきたいとい

うふうに思いますけれども、やはり先ほど来申

し上げましたように、農業問題に関してもそう

ですし、やはり地域が維持継続できるように、

コミュニティーがしっかり守られるようなこと

についての様々な取組については頑張って進め

てまいりたいというふうに思っておりますので、

よろしく御理解いただきたいと思います。 

１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一さん。 

１７番（小野周一議員） 今の市長の答弁は答弁

として、公約は市民との約束であります。それ

で、佐藤悦子議員の学校給食の完全無償化の一

般質問で、教育長の答弁は、国の動向を注視し

たいとの答弁でありました。しかし、この給食

費の無償化は推進、検討するとの選挙公約であ

ります。市長には予算の調整などの権限があり

ます。この４年間の任期中に推進、検討し、実

施する時期を議会にいつ頃まで示されるのか伺

いたいと思います。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 この件に関しても、御承知のとお

り推進を検討するというようなことで、やると

はまだ言っておりません。公約でありますので、

小野議員がおっしゃられるように前提として進

めるというふうなことを思っておりますし、先

ほど小野議員の御質問にあったとおり、完全無

償化した場合は１億6,000万円ぐらいかかると

いうようなことで、原資もいろいろ問題が出て

くるだろうなということも想定しております。 

  ただ、本市といたしましてだけではなくて、

国の動向もやはりこども家庭庁の設置だとか、

子供に関する様々な幅広な施策を打ち出すとい

うふうなこともございますし、その辺のところ

も注視しながら、時期については現段階で明言

することはできませんが、積極的にそのほうに

関して検討を進めてまいりたいと思いますので、

その辺のところは議会の皆様をはじめ多くの皆

さんと意見交換しながら、やはり必要な子育て

施策の一つであろうというふうに思いますので、

しっかりと議論を進めて研究していきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願い

します。 

１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一さん。 

１７番（小野周一議員） それでは、若者や女性

の働きたい場づくりについて再度お聞きしたい
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と思います。 

  先ほども言いましたけれども、山形県の令和

２年度の１人当たりの県民所得は東北で１番で

あります。しかしながら、新庄市、13市中８番

目、最上地域は県内４ブロックで一番低い所得

であります。そういう中で市長がこのような公

約を掲げたということは、本当に私自身、的を

射た公約であったと思います。そんなことでお

聞きするんですけれども、どのような職種を考

えているのか。そして、今、横根山地区にも新

たな工業団地を造ろうとしています。あそこに

新たな企業を誘致してまで、このような若者た

ちの働く場所をつくるのか。その辺ぐらいは具

体的にお答え願いたいと思います。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 ただいまの小野議員の質問であり

ますけれども、やはり若い人たちが働く場所が

あっても働きたい場所がないというふうなこと

でありまして、いろいろ求人はあるけれどもな

かなか人が集まらないというのが現状でありま

す。そのときにやはりどういうところが働きた

い場所なのかというふうなことは、これから調

査研究を本当に深く深く考えていかなければな

らないというふうに思っているところでありま

す。 

  ただ、先ほどの亀井市議からの御質問にもお

答えしたとおりでありまして、知的財産という

ふうなことの様々な連携をした先ほど専門職大

学とお答えしましたけれども、専門職大学に限

らず、様々な学術系の研究機関と連携した働く

場所の雇用はどうだろうなというふうに考えて

おります。 

  工業団地の造成等に関しましては、現在、私

ども地域の工業団地が全て完売していて新たな

る企業の受皿がないというようなことでありま

すので、その辺のところも前向きに検討してい

きたいと考えておりますけれども、何せこれも

私、着任２週間目でございますので、状況をよ

く把握しておらない部分もありますけれども、

そういうふうな努力目標、将来に向けての抱負

というふうなことでとどめさせていただきたい

というふうに思います。 

  以上でございます。 

１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一さん。 

１７番（小野周一議員） どうして私は市長の選

挙公約にこれほどまでにお聞きするということ

は、私自身何度も選挙を戦っております。そう

いう中で市長の、先ほども言いましたけれども、

当選後４年間において市政運営の基本方針とな

る特に重点的に取り組む具体的な政策、施策を

掲げまして実現してこそ、私は市民と約束した

ことが守られると思います。 

  そういう点で、再度、道の駅についてお聞き

します。インターチェンジ付近の道の駅の整備

については、市長が選挙告示前に配布されたチ

ラシに描かれていた官民連携の案の大規模な道

の駅を想像していると私は思います。そういう

中でこの３日間、多くの議員に自分の考えをい

ろいろお話しになっているんですけれども、私

はその前に、終わったら市長として検討会を再

開する前に自分の道の駅構想をこの議会に示す

べきであり、先日小嶋議員の質問で、小嶋議員

は財政規律を重視して身の丈に合ったような道

の駅を造らなければいけないと言われておりま

す。私も同感であります。 

  平成15年当時の新庄市の危機的な財政状況に

直面し、我々議員は執行部と共に財政の健全化

を進めてきた私も議員の一人であります。やは

り昔から喉元過ぎれば熱さを忘れるということ

わざがあります。どうか市長を先頭に、課長た

ちも厳しかったあの財政危機的状況を忘れずに

思い出して、私は事に当たってほしいという思

いで質問をした次第であります。 

  最後に、高齢者や障害者などの誰もが住みや
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すいまちづくりに向けての取組についてお聞き

したいと思います。先ほども言いましたけれど

も、バスに関しては、先日このようなバスブッ

クが市内全戸に配布されております。これから

どのようにこのような運行形態を見直しされる

のか。私はこれも別に見直しすることはないん

ではないかと思うんですけれども、市長、どう

ですか、その辺。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 道の駅と２つの問いかけでいいで

すか。（「いや、２つではなくて」の声あり）バ

スだけでいい。 

佐藤卓也議長 暫時休憩します。 

 

     午後３時３８分 休憩 

     午後３時３９分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 市長山科朝則さん。 

山科朝則市長 まず、道の駅についてであります

が、今検討会が中断しているという状況であり

ます。このときに小野議員のおっしゃられる、

新庄市に説明をして後に検討会に臨めというよ

うなお話でありますけれども、検討会の様子が

分からないというふうなこともございますので、

基本的には市議会にいろんな随時、私、報告し

たいというふうに思っていますし、その議論の

中には皆さんも新庄市の思いとして伝えるとき

は、議会以外の方法でもいろいろ御相談をした

いというふうに思っています。そんなことで。 

  それから、バス路線については、先ほど小野

議員おっしゃられるように、私も新たなるチラ

シといいますか、ガイドブックを拝見させてい

ただきました。しかし、選挙のときに多くの人

たちが、いろんな柔軟な対応をしてほしいとい

う声をいただきました。というのは、やはり路

線を運行することを、時間帯とかいろいろ決め

るわけでありますけれども、皆さんがそろそろ

免許を返納するだとかというふうなことが、随

時そういうことが進んでいく中で、やっぱりこ

っちに欲しい、あっちに欲しいといういろんな

要望があるわけです。それを、一方的にこちら

のほうでやっているからというようなことだけ

ではなくて、皆さんの声をお聞きして柔軟に対

応していくことができる可能性があるのではな

いかなと思っておりまして、先ほど来おっしゃ

られておりますように、運転手さんがいなくな

るというふうなことやら、2024年問題というふ

うなことで物流・交通に関する様々な変革の時

代がやってくるというふうに思っておりますけ

れども、やはりその辺のところは市民の皆様の

お考えをお聞きしながら柔軟に対応していきた

いというふうに思っています。 

  当然、そのことは議会の皆さんにも御承認を

いただきながらというふうに思っておりますし、

あともう一つは、やはり自動運転化というふう

な将来の見通しもございますので、その辺のと

ころでいろいろと柔軟にきめ細やかな対応がで

きる時代が来る、そしてそれの受皿づくりとか、

一応自動運転の試験も総務省などでやっておる

事業もございますし、その辺のところで柔軟に

対応してまいりたいというふうに考えておると

ころでございます。 

  以上です。 

１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一さん。 

１７番（小野周一議員） 私は、市長の選挙公約

はやっぱり市民との約束でありますので、大事

にしてほしいという思いで発言をした次第であ

りますので、その点は誤解のないようにお願い

したいと思います。 

  最後に、我々は言論の府の議員として、二元

代表制の下、しっかりと市政運営いたし、監視

機能を持ちまして果たしていきたいと思います。 
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  これで私の９月定例会の一般質問を終わらせ

ていただきます。 

佐藤卓也議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議を明日10月20日から10月

25日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を10月20日から10月25日ま

で休会し、10月26日午前10時から本会議を再開

いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時４３分 散会 
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令和５年９月定例会会議録（第５号） 

 

 

令和５年１０月２６日 木曜日 午前１０時００分開議 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   八  鍬  長  一  議員 

 １３番   伊  藤  健  一  議員    １４番   山  科  正  仁  議員 

 １５番   髙  橋  富 美 子  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   小  野  周  一  議員    １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠     員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 科 朝 則  総 務 課 長 西 田 裕 子 

総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭  財 政 課 長 小 関   孝 

税 務 課 長 津 藤 隆 浩  市 民 課 長 伊 藤 リ カ 

環 境 課 長 岸     聡  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 横 山   浩 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 鈴 木 則 勝  健 康 課 長 佐 藤 朋 子 

農 林 課 長 柏 倉 敏 彦  商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸 

出 納 主 査 井 上 美 佳  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 渡 辺 政 紀  学 校 教 育 課 長 杉 沼 一 史 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 幸 枝  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員 
事 務 局 長 大 江   周  選挙管理委員会 

委 員 長 武 田 清 治 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 今 田   新  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 叶 内 敏 彦    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  総 務 主 査 笹 原 佳 子 

主 任 小 松 真 子  主 事 秋 葉 佑 太 

 

議 事 日 程 （第５号） 

令和５年１０月２６日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

   （決算特別委員長報告、採決） 

日程第 １ 議案第７０号令和４年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２ 議案第７１号令和４年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第７２号令和４年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議案第７３号令和４年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議案第７４号令和４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第７５号令和４年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

日程第 ７ 議案第７６号令和４年度新庄市下水道事業会計決算の認定について 

 

   （総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 ８ 請願第１号平和、命、暮らしを壊す大軍拡、大増税反対についての請願 

 

   （産業厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 ９ 議案第８１号新庄市印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第８２号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第８３号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について 

日程第１２ 議案第８４号新庄市農村環境改善センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第１３ 議案第８５号市道路線の認定について 

日程第１４ 議案第８６号新庄市土地開発公社定款の変更について 

 

   （質疑、討論、採決） 

日程第１５ 議案第７７号令和５年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 
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日程第１６ 議案第７８号令和５年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１７ 議案第７９号令和５年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第８０号令和５年度新庄市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第５号）に同じ 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  会計課長が欠席のため、会計課より井上美佳

出納主査が出席しておりますので、御了承願い

ます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第５号）によって進めます。 

 

 

決算特別委員長報告 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１議案第70号令和４年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第７議案第76号令和４年度新庄市下水道事

業会計決算の認定についてまでの７件を一括議

題といたします。 

  本件に関し、決算特別委員長の報告を求めま

す。 

  決算特別委員長山科春美さん。 

   （山科春美決算特別委員長登壇） 

山科春美決算特別委員長 おはようございます。 

  決算特別委員会における審査の経過と結果に

ついて報告いたします。 

  決算特別委員会は、全議員をもって構成され

ておりますので、要点のみの御報告とさせてい

ただきます。 

  決算特別委員会に付託された案件は、議案第

70号令和４年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてから議案第76号令和４年度新庄市

下水道事業会計決算の認定についてまでの計７

件であります。 

  審査につきましては、10月20日及び24日の両

日にわたり活発な質疑が行われたところであり

ます。 

  初めに、議案第70号令和４年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定については、各委員の質

疑の後、佐藤悦子委員より認定することに反対

の討論が、渡部正七委員より認定することに賛

成の討論があり、採決の結果、賛成多数で認定

すべきものと決しました。 

  次に、議案第71号令和４年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員

異議なく認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第72号令和４年度新庄市交通災害

共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、質疑、討論はなく、採決の結果、全員異議

なく認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第73号令和４年度新庄市介護保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員異議

なく認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第74号令和４年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、質疑の後、討論はなく、採決の結果、賛

成多数で認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第75号令和４年度新庄市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定については、質

疑の後、討論はなく、採決の結果、全員異議な

く可決及び認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第76号令和４年度新庄市下水道事

業会計決算の認定については、質疑の後、討論

はなく、採決の結果、全員異議なく認定すべき

ものと決しました。 

  以上、付託された議案７件の決算特別委員会

における審査の経過と結果についての報告とい

たします。議長よりよろしくお取り計らいくだ

さいますようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて



- 193 - 

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、委員長報告のうち賛成多数で認

定すべきものとした件について採決いたします。 

  議案第70号令和４年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定についてを採決いたします。 

  議案第70号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の

方は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第70号は委員長報

告のとおり認定することに決しました。 

  次に、議案第74号令和４年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決いたします。 

  議案第74号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の

方は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第74号は委員長報

告のとおり認定することに決しました。 

  次に、全員異議なく認定すべきものと決した

議案第71号令和４年度新庄市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

72号令和４年度新庄市交通災害共済事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、議案第73号令

和４年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、議案第76号令和４年度新

庄市下水道事業会計決算の認定についての４件

及び全員異議なく可決及び認定すべきものと決

した議案第75号令和４年度新庄市水道事業会計

利益の処分及び決算の認定については、委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第71号、議案第72号、議案第73号及び議案

第76号の４件は委員長報告のとおり認定し、議

案第75号は委員長報告のとおり可決及び認定す

ることに決しました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

佐藤卓也議長 日程第８請願第１号平和、命、暮

らしを壊す大軍拡、大増税反対についての請願

を議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長山科正仁さん。 

   （山科正仁総務文教常任委員長登壇） 

山科正仁総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、６月定例

会で継続審査となっている請願１件であります。 

  審査のために、10月18日午前10時より議員協

議会室において委員８名出席の下に審査を行い

ました。 

  請願第１号平和、命、暮らしを壊す大軍拡、

大増税反対についての請願についての審査を行
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いました。 

  審査に入り、委員より、この請願に賛成の立

場から安保３文書の内容について岸田政権の軍

拡計画についての話があり、外交で国際的な道

理に立った例としてＧ20首脳宣言などの話があ

りました。そして、この請願は、幅広い対話と

外交で、戦争準備ではなく、幅広い話合いを進

めることで戦争は避けられるということを言っ

ている。話合いで解決することを進めることに

よって、軍拡は要らないし、戦争をしないで進

めることができることを願っての請願であると

思うために、採択すべきだと思うとの意見があ

りました。 

  その他意見はなく、採決した結果、請願第１

号については、賛成少数により不採択すべきも

のと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいまの総務文教常任委員長の

報告に対し、質疑に入ります。 

  請願第１号平和、命、暮らしを壊す大軍拡、

大増税反対についての請願について質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 賛成ですか、反対ですか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 請願に賛成です。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 それでは、佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 請願第１号平和、命、

暮らしを壊す大軍拡、大増税反対についての請

願に賛成討論を行います。 

  この請願は、子供の命を育む母親の立場から、

戦争は絶対駄目だと、そして平和外交で紛争の

解決をと求めています。私は全面的に請願に賛

成です。 

  ロシアによるウクライナ侵略、ハマスとイス

ラエルの紛争の拡大による無差別攻撃、戦争に

よって、戦闘行為に参加していない子供も女性

も高齢者も、戦闘行為に参加できなくなった

人々、例えば捕虜や傷病者までもが犠牲にされ

ています。戦争をして喜ぶのは、戦争で利益を

受ける一部の人たちだけです。 

  私たち日本共産党は、このたびのハマスとイ

スラエル戦争では、双方に対して、暴力の連鎖

を止め、即時停戦するよう強く求めます。人道

支援を阻むあらゆる障害を取り除くことが急務

であり、国際社会はそのためのあらゆる努力を

傾けるべきと考えます。日本政府として、ハマ

スへの非難だけでなく、イスラエルによる国際

法違反の行動を厳しく批判し、その中止を求め

ること、イスラエル、パレスチナ双方に停戦に

向けた交渉を促すことを求めます。1993年のオ

スロ合意、2002年のアラブ首脳会議での合意を

守るとの立場で、平和的外交によって解決する

環境をつくることに世界は力を合わせて全力を

尽くすべきです。 

  第二次世界大戦では、世界で5,000万人、ア

ジアでは2,000万人、日本でも300万人以上もの

貴い命を奪われました。二度と戦争を起こして

はならないとの人々の思いが国連憲章をつくり、

ジュネーブ条約に日本を含む190か国が批准し

てきました。 

  日本では、戦争放棄と書かれた憲法９条を守

り続けてきました。憲法９条があったからこそ、

海外派兵はあっても戦闘行為ができないという

ことで、今まで自衛隊員の命を守ってきました。

安倍政権の集団的自衛権の行使を認める安保法

制、さらに、岸田政権によって敵基地攻撃能力
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の保有でアメリカと一体になって先制攻撃でき

るようになり、５年間で43兆円という大軍事拡

大、憲法９条の改悪が進められようとしていま

す。自衛隊員の命が危ないです。日本を守るど

ころか、先制攻撃をすれば確実に日本本土が報

復攻撃を受ける事態が政府によっても想定され

ており、自衛隊基地を頑丈にする計画が進めら

れています。しかし、住民の命は守れません。

逃げるところもなく、食料もエネルギーも少な

い日本はガザの住民と同じになってしまいます。 

  私は、戦争準備ではなく、国連憲章と平和憲

法を生かした平和外交を進める日本になること

こそ、自衛隊員と共に国民の命を守る唯一の道

だと考えます。住民の暮らしを守ると選挙で公

約してきた議員の皆さん、請願に賛成し、採択

していただくようお願いして、賛成討論といた

します。 

佐藤卓也議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時１８分 休憩 

     午前１０時１９分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第１号平和、命、暮らしを壊す大軍拡、

大増税反対についての請願について、委員長報

告は不採択でありますが、請願第１号について

は、原案のとおり採択することに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押し

てください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成７票、反対10票、賛成少

数であります。よって、請願第１号は不採択と

することに決しました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

佐藤卓也議長 日程第９議案第81号新庄市印鑑条

例の一部を改正する条例についてから日程第14

議案第86号新庄市土地開発公社定款の変更につ

いてまでの６件を一括議題といたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長新田道尋さん。 

   （新田道尋産業厚生常任委員長登壇） 

新田道尋産業厚生常任委員長 それでは、私から

産業厚生常任委員会の審査の経過と結果につい

て御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案６件

であります。 

  審査のため、10月17日午前10時より議員協議

会室において委員９名出席の下、審査を行いま

した。 

  初めに、議案第81号新庄市印鑑条例の一部を

改正する条例については、市民課から補足説明

を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、各種証明書等を取

りに行く際は、スマートフォンをコンビニに持

っていくことになるのかとの質疑がありました。

市民課からは、現在のところ、マイナンバーカ

ードがなくても、電子証明書機能を搭載したス

マートフォンを持っていけば交付が受けられる

というところまでは情報が来ているが、具体的
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な方法についてはまだ示されていないとの説明

がありました。 

  また、他の委員からは、この改正によりスマ

ートフォンで住民票も交付できるようになるの

かとの質疑があり、市民課からは、条例で規定

されているのは印鑑証明だけであり、戸籍や住

民票関係についてはそれぞれの法律があり、そ

の法律によって写しを交付している。その法律

については改正が行われており、証明書はこち

らもコンビニにおいてスマートフォンで交付で

きるようになるとの説明がありました。 

  その他、コンビニ交付の経費についてやコン

ビニ交付における発行物の取り忘れへの対応に

ついての質疑などがありましたが、採決の結果、

議案第81号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第82号及び議案第83号は、子育

て推進課の職員の出席を求め、補足説明を受け

た後、審査を行いました。 

  初めに、議案第82号新庄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例について

は、審議に入り、各保育施設へ支給される給付

費についての質疑がありましたが、採決の結果、

議案第82号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第83号新庄市家庭的保育事業等の

設置及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例については、審査に入り、委員

からは、市内の小規模保育事業所の施設につい

ての質疑があり、子育て推進課からは、小規模

保育事業所については４事業所あり、Ａ型が新

庄ベビーホーム、にこにこベビーホーム、パリ

ス杜の子保育園の３事業所、Ｂ型がひまわり保

育園の１事業所であるとの説明がありました。 

  その他、待機児童の状況について、市内にお

ける家庭的保育事業のニーズについてなどの質

疑がありましたが、採決の結果、議案第83号に

ついては全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  続いて、議案第84号新庄市農村環境改善セン

ター設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例については、農林課職員の出席を求め、

審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、現在の利用者数は

どのくらいかとの質疑があり、農林課からは、

令和４年度の利用者数については2,373名であ

るとの説明がありました。 

  また、他の委員からは、体育館部分の解体費

用の見積りはどのくらいかとの質疑がありまし

た。農林課からは、当初、中期財政計画では

7,500万円の試算をしているところである。実

際には11月末にならないと分からないが、今般

の資材高騰や労務単価の上昇などから、それ以

上の額になるのではないかと試算しているとの

説明がありました。 

  その他、利用団体への今後の対応についての

質疑がありましたが、採決の結果、議案第84号

については全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  続いて、議案85号及び議案第86号は、都市整

備課職員の出席を求め、審査を行いました。 

  初めに、議案第85号市道路線の認定について

は、審査に入り、委員からは、中関屋４号線の

現状について、冬場、除排雪等に影響があるよ

うに思われるがどうかとの質疑がありました。

都市整備課からは、道路の形状については、道

路管理者の方と協議した上で造成していただい

たものとなっている。冬期間の堆雪場所の確保

等についても協議しており、十分に対応可能な

形であるということで了解しているとの説明が

ありました。 

  その他、行き止まり路線の解消に向けた開発

についての質疑がありましたが、採決の結果、

議案第85号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 
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  次に、議案第86号新庄市土地開発公社定款の

変更については、審査に入り、委員からの質疑

はなく、採決の結果、議案第86号については全

員異議なく原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。 

佐藤卓也議長 それでは、ただいまの産業厚生常

任委員長の報告に対し、質疑に入ります。 

  初めに、議案第81号新庄市印鑑条例の一部を

改正する条例について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第81号新庄市印鑑条例の一部を改正する

条例については、委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第81号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第82号新庄市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例について質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第82号新庄市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第82号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第83号新庄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第83号新庄市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第83号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第84号新庄市農村環境改善センタ

ー設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第84号新庄市農村環境改善センター設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第84号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第85号市道路線の認定について質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第85号市道路線の認定については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第85号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第86号新庄市土地開発公社定款の

変更について質疑ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第86号新庄市土地開発公社定款の変更に

ついては、委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第86号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 

 

日程第１５議案第７７号令和５年

度新庄市一般会計補正予算（第３

号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第15議案第77号令和５年度新
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庄市一般会計補正予算（第３号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七さん。 

１０番（渡部正七議員） おはようございます。 

  それでは、30ページの10款５項の教育総務費

の12目体育施設費、北辰屋内運動場の浄化槽の

解体工事365万7,000円が計上されています。こ

れは多分、もうトイレの汚水が下水のほうにつ

ながったので浄化槽が要らなくなったと思って

解体するという、そういう予算だと思います。 

  前々から、北辰屋内練習場のトイレの入り口

が男の人と女の人が一緒で、何とかしてほしい

みたいな話があったんです。それで、このたび

当初予算を確認しましたらトイレの改修工事に

580万円の予算がついていましたが、いまだに

工事がされていないような状態なので、まだ下

水の工事が終わっていないのか、それとも、普

通だと下水につなげて、トイレを修繕して、そ

れから浄化槽の解体工事に行くような流れだと

思うんですが、その辺どのようになっているの

かお伺いしたいと思います。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 

佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝社会教育課長 北辰屋内運動場浄化槽解

体工事に関しての御質問ですが、当初トイレの

改修工事の予算がついておりまして、今、トイ

レの配置でありますとか、あと、ちょっとフラ

ットな形で整備をしたいということで、今、見

積りを取るのに併せて設計のほうを精査してい

るところで、年度内にはトイレの改修を終わら

せて、終わればすぐ浄化槽の撤去ということで、

年度内には工事は終わる予定でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七さん。 

１０番（渡部正七議員） 今、そういう理由だと

いうことですが、やはり北辰の屋内施設の運動

場、この前、前年度、令和４年度の実績を見ま

したら、令和４年度から始まったわけですよね。

利用者が302団体の3,551人の利用がありました。

初めての年でそれだけ、いろいろ周知もされて

いない中で結構利用があったと思うんですよ。 

  このたび、先ほど農村環境改善センターの多

目的ホールが今度は使えなくなるということで、

多目的ホールのほう、どのぐらいの利用があっ

たのかなといったら2,287人おりました。そう

いう人たちの多目的ホールの受皿というのも、

多分北辰あたりに行くと思うんですよ。そうす

るとやはり、利用者の利便性とか市民サービス

の向上というとやはりトイレというのは非常に

重要になってきますので、やはりスピーディー

に修繕するものはする。４月にもう予算がつい

ているわけですから、早めに執行していただき

たいというのはやはり皆さんの願いであろうと

思いますので、まずひとつよろしくお願いした

いと思います。 

  次に、同じ項目になるんですけれども、その

下のほうに市民スキー場管理運営事業の中の修

繕料がありますよね。そこが今回709万9,000円

計上されています。この修繕内容についてお伺

いします。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 

佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝社会教育課長 市民スキー場の修繕料に

ついてですが、圧雪車点検整備修繕ということ

で453万円ほど、それからペアリフト制動装置

油圧ユニット修繕ということで256万円ほど計

上させていただいております。 

  以上です。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七さん。 

１０番（渡部正七議員） 金額が結構多かったも
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のですから、どういう内容なのかなと気になっ

たところでありました。 

  今、圧雪車のほうが453万円という話だった

んですけれども、多分中古で買った機械だった

と思うんですよね。当時、その年式、どのぐら

いの年式になっていたのか。今、稼働時間はど

のくらい、また中古で買ったときの購入価格、

もし公表できなければいいですけれども、どの

ぐらいの中古価格で購入したのか、その辺ちょ

っとお聞きしたいと思います。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 

佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝社会教育課長 圧雪車の購入についてで

すが、現在使っているのが令和元年に中古で購

入したもので、金額は1,300万円ほどになりま

す。 

  ちょっと年式のほう、すみません、確認して

おりませんでしたけれども、稼働時間といたし

ましては、令和元年度が200時間程度、この年

は少雪でありましたのでちょっと少ないんです

けれども、令和２年、令和３年、284時間、236

時間、令和４年は219時間ということで稼働を

しております。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） 歳出の22ページ、道路

維持費についてお願いします。８款２項２目に

なります。道路維持事業費として2,743万円が

計上されております。道路の維持補修をしてい

ただくことは市民要望も高く、ありがたいこと

です。 

  まず、修繕料819万6,000円の内容について、

どういったものかお願いします。 

  次に、街路樹剪定業務委託料、市道舗装補修

業務委託料、市道区画線設置業務委託料とあり

ますけれども、それぞれ主な場所についてお願

いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道路維持費につきまして

御質問いただきました。 

  初めに、道路維持費、修繕料の内容というこ

とでございますが、こちらは、市長と区長のま

ちづくり会議の中で各地区からの要望が上がっ

た内容について、今年度内に実施できる内容に

ついて修繕で実施を行うというふうなことで、

箇所につきましては各地の箇所ということで御

理解いただきたいと思っております。 

  次の街路樹剪定業務に関しましても、これも

まちづくり委員会の中で要望が出たところでご

ざいますが、現在、街路樹が設置されている路

線につきまして、街路樹の枝が枯れてしまって

いる部分もございましたので、その撤去につい

て要望いただいたものでございます。この内容

についてもまちづくり委員会でございます。 

  次に、市道舗装補修業務につきまして、こち

らについてもまちづくり会議の中での要望箇所

ということで、一般質問の中でもいろいろと御

指摘いただいている市内各所の舗装の劣化状況

が激しい部分について、可能な限り補正でも対

応したいというふうなことで舗装補修を行う予

定としております。 

  市道の区画線設置業務に関しましては、当初

予算でも500万円ほど予算を計上させていただ

いておりまして、こちらについても執行させて

いただいているところでありますが、大きく消

えかかっている部分も数あるというふうなこと

と併せまして、例年、４月当初頃に学校の入学

式に合わせた形で区画線の引き直しを要望され

る場合があるんですけれども、今回、当初予算

ではなくて、今回補正をさせていただいて、３

月末に線を引きたいというふうなことで計上し

ているものでございますので、この辺に関しま

しても御理解いただきたいと思っております。 
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  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） ありがとうございます。 

  今回、まちづくり会議で出された、要望があ

った箇所についてということでしたけれども、

個別の要望等には今回は対応のほうはしていた

だいていますでしょうか。個別に、区長会議、

まちづくり会議以外ということ。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 まちづくり会議の地区か

らの要望でないところの修繕箇所というふうな

ことでございますが、ほぼまちづくり会議の中

で御指摘いただいたところを中心に進めていく

というふうなことで考えております。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） 分かりました。 

  次に、歳出の29ページになります。10款５項

11目社会体育費の中の新庄市リレーマラソンの

関係です。 

  第１回の新庄キャッスルサイドリレーマラソ

ン、こちらは10月14日に最上公園周辺を会場に

開催されましたけれども、天候にも恵まれまし

て大会は成功したと思います。しかしながら、

一般の部に参加した25チーム中、９チーム、約

４割が記録なしになったと聞いております。最

後の周回の部分でルールが浸透していなかった

ことや審判長注意がなかったこと、参加者自身

もよく見ていなかったこと、その他道路上に表

示がなかったり等々理由として挙げられると思

いますけれども、第１回の大会ということもあ

りましていろいろあったとは思います。次回以

降の開催があれば、より分かりやすいルール、

事前、当日のさらなる周知をお願いしたいと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 

佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝社会教育課長 新庄リレーマラソン大会

についての御質問でありますが、多くの議員の

皆様にも御参加いただいて、本当にお天気のい

い中、開催できまして、よかった点、それから、

議員から御指摘のとおり完走できなかったチー

ムが９チームほどあったということで、ここは

事務局としても第１回目の反省点ということで

捉えております。 

  スタート箇所とゴール位置がずれているので、

そのところでカウントにならなかったチームが

多かったというところと、ハーフマラソンを基

準としておりますので、21周というところがな

かなか周知できなかったなというところがあり

ました。そういったところは、好評でありまし

たので、来年に向けて改善して、楽しいリレー

マラソンということで目指してまいりたいと思

いますので、今後も御指導よろしくお願いした

いと思います。 

  以上です。（「終わります」の声あり） 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ２点質問させていただ

きます。最初は、補正予算書19ページ、４款２

項２目のごみ集積器具購入費補助金について、

あともう一つが、補正予算書24ページ、８款５

項１目の公営住宅管理事業費、定住促進住宅管

理事業費のところです。 

  まず、１つ目のごみ集積器具購入補助金のと

ころなんですけれども、ごみの減量化と再利用、

再資源の充実のために各町内のごみステーショ

ンの整備を進めるためのものであるわけなんで

すけれども、こちらなんですが、当初予算が80

万円ということで、また補正で120万円という

ことが出ているんですけれども、新設、建て替

えが増えたのか、その要望があったのか、また
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物価高でそういうのが増えたのかとか、また、

１基２万5,000円の補助になると聞いているん

ですけれども、何基分の補助の準備なのか、教

えていただきたいです。 

  次に、公営住宅管理事業費のところなんです

けれども、こちらは７月11日の産業厚生委員協

議会でもお話しいただいたんですけれども、当

初は準学生寮供給促進事業費として10名分の希

望者を募りたいと計画していたんですけれども、

今年度はそちらのほうができなくなったので、

令和４年度に東北農林職専門学大学に入学する

学生の居住ということで、今度は定住促進住宅

を活用した応急支援を検討するということにな

りましたけれども、予算も決まったようですけ

れども、具体的にどのようなことをすることに

決まったのか、何人分の準備をする予定なのか、

また、今、新庄市に居住したいという応募とか

そういった声はあるのか、教えていただきたい

です。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 ごみステーションにつきまして

御質問いただきました。 

  まず、当初で上げておりました80万円の根拠

でございますけれども、昨年もまちづくり会議

のほうにおきましてごみステーションの補助率

を上げてほしいという要望がございましたので、

それまでの補助の金額を、かかった費用の２分

の１ですが、上限４万円ということで今年制度

化させていただきまして、20か所分、新規更新

分ということで80万円計上してございます。 

  今回の補正でございますけれども、こちらも

今年のまちづくり会議におきまして、町内会運

営が大変厳しいということで、もう少し考えて

いただけないかという御意見がありました。実

際、今現在16町内のほうから申請を既にいただ

いておりますが、その中の申請額を見てみます

と、一番低くても10万円弱、一番多いところで

すと27万5,000円ほどかかってございます。こ

ちらについては、各町内会独自に作っているも

のですので、様々な仕様、大きさ等ありますの

で単純に金額は比べられないところはあるんで

すけれども、当初こちらで予定してた金額より

も相当大きいものがあったということがありま

す。 

  そういったものがありましたので、今回、補

正とはなりますけれども、町内会のほうに追加

で補助すべきであろうという判断がありました

ので、今回、１基当たり４万円の上限を10万円

まで引上げということで、なるべく町内会の負

担を少なくしたいということでの補正の内容に

なってございます。ですので、10万円掛ける20

基ということで200万円になりますので、今回

差額分を補正で上げているということになりま

す。 

  以上です。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 住宅管理費、定住促進住

宅の修繕費というふうなことで御質問をいただ

きました。 

  議員から御質問ありましたように、当初、県

立農林専門職大学の学生向けの住宅としまして

リノベーション事業を行いました制度を運用し

て募集をしたところでございますが、様々な事

情の中で事業主からの応募が今年度なかったと

いうことで、それの応急措置的な対応としまし

て、当初予定しておりました10戸分に関して、

市が保有して管理しております定住促進住宅の

空室を利用した支援を行いたいということで、

今回、補正予算の計上をさせていただいたとこ

ろでございます。 

  修繕の内容といたしましては、通常の空き家

の補修ということで、一般的な内装の修理、ま

た水回り、風呂と台所等の修繕を考えているほ

か、今回学生向けということで、空調関係、エ
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アコンを設置したいというふうに考えておりま

す。こちらにつきましては一部屋分のエアコン

ということで、冷暖房を実施できる機器を選定

して改修を行うというふうなことで試算をして

おりまして、大体１戸当たり135万円ほどの内

容で計画をしているというふうなことでござい

ます。この135万円が10戸分で1,350万円という

ことで予算計上しているところであります。 

  実際の応募の状況というふうなことでござい

ますが、まだ学校のほうの募集がかかっていな

いところでありますので、実際の希望者という

のはまだつかめていないというふうなことでご

ざいます。ただ、オープンスクールなどにも参

加をさせていただきましてこの辺のＰＲもさせ

ていただいたところでありますので、今後も学

校を通じながらＰＲし、学生の皆さんへの提供

を進めていければと考えているところでありま

すので、御了解いただきたいと思います。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ごみ集積器具購入費補

助金ということで、市長と区長のまちづくり会

議でのお話で、補正予算ということでしてくだ

さったことが分かりました。市民の方でも、ご

みステーションが結構壊れているということも

本当にあちこち声を聞くので、こういった形で

していただけるとありがたいと思います。本当

にいつも使うものなので、とてもいいと思いま

す。 

  あと、公営住宅のほうなんですけれども、10

戸分ということで冷暖房つきで、学生も本当に

新庄市のほうに、空き家活用リノベーション事

業、また来年以降も検討するということなんで

すけれども、新庄市のほうにぜひ住んでもらい

たいと思います。 

  来年度の空き家活用リノベーション事業もよ

い形で進めていくことも考えていることだと思

うんですけれども、今年度においても、やっぱ

り学生なので価格も安価な価格で、新庄市に、

定住促進住宅にまず住んでいただいて、その後

も新庄市に住んでもらえるように、そういった

ところとかはどのように考えていますか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 専門職大学学生向けの住

居提供と、支援ということで御質問いただいて

おります。 

  今年度につきましては、議員おっしゃいまし

たとおり、事業者のほうからなかなか今年度は

対応できないというふうなことも受けまして、

来年度に向けましては、本年度の募集の状況、

また４月に入学される学生の要望なども確認し

ながら、来年度のリノベーション事業の採択要

件というか整備の条件などにつきましても、今

年度から見直しを行いながら進めていければな

というふうには考えております。 

  また、その後の新庄市への居住というか、定

住という意味なのかなというふうなこともござ

いますけれども、せっかく新庄に来ていただけ

る学生でございますので、新庄の魅力を、でき

る限り伝えられる部分を、魅力も伝えながら、

第二のふるさととして新庄市に定着していただ

けるような様々な取組も必要なのだろうなとい

うふうに考えております。こちらについては各

課連携しながら対応していければと思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 13ページの２の１の11

の防犯灯維持管理事業費補助金220万5,000円で

す。どのぐらいの申請があり、補助額はどうな

のか。補助額を上げてほしいという声がまちづ

くり会議であったように思いますが、どうだっ
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たのか、お願いします。 

  また、16ページの３の１の１で灯油購入等助

成費2,000万円。これは対象はどんな方なのか。 

  それから、17ページの３の２で民間立保育所

等食材等物価高騰対策支援事業費補助金があり

ますが、１食当たり幾らなのか。 

  また、同じところにエネルギーの価格高騰対

策も載っておりますが、エネルギーが１リット

ル当たりどのぐらい上がったというふうに見て

おられるのか。 

  また、20ページの６の１の３に農業振興行政

費ということで元気な地域農業担い手育成支援

が載っていますが、この内容はどうなのか。 

  また、同じところで、土地利用型産地生産基

盤パワーアップ、この内容、それから果樹園芸

支援の内容、お願いします、 

  また、20ページの６の１の４で畜産振興費も

載っておりますが、この内容をお願いします。 

  そして、21ページの６の１の６で畑地化促進

事業費補助金が載っております。この内容もお

願いします。 

  それから、ただいま山科春美議員のほうから、

19ページの４の２の２でごみ集積器具購入費補

助金120万円の内容について質問がありました。

続きまして、ごみを少なくする対策ということ

で、古着が大変多くなっていますが、それらを

引き取るというのを戸沢村でやっていましたけ

れども、新庄市は引き取らず、燃やすごみに出

さねばならないわけですが、これを燃やすので

なく、戸沢村に倣って、年に２回、戸沢村に集

めてそれを業者にやり、お金は全然かからない

そうです。ということで、こうやってごみを減

らす対策を考える必要があると思うんですが、

どうでしょうか。 

  それから、24ページの８の５の１、公営住宅

管理事業費が載っていますが、委託費が上がっ

たのか、なぜ上がったのか、お願いします。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時０２分 休憩 

     午前１１時１２分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 ただいまの佐藤議員の御質問に

お答えします。 

  まず最初に、２款の防犯灯維持管理事業費補

助金220万5,000円、こちらの数字ですけれども、

こちらにつきましても、まちづくり会議で区長

の皆さんのほうから要望があった事項でござい

ます。議員御指摘のとおり、補助率、金額等が

もう少し何とかならないかという案件でござい

ますけれども、こちらにつきましては、まず、

昨年度、予算の範囲内でこの補助事業につきま

しては補助を行うということになっておりまし

て、通常ですと30％、３割の補助とさせていた

だいたところだったんですが、予算が不足した

関係上、27％ということで交付させていただき

ました。 

  こちらのほうに関しまして多数御意見をいた

だきまして、市といたしましても、補助率を下

げるという部分におきまして、他事業におきま

して電気代等の補助を行っている中で下げると

いうのはいかがなものかという庁内意見がござ

いまして、この辺を鑑みまして、年度を繰り越

しておりますけれども、残りの３％分を翌年度

になりましたけれども補塡させていただくとい

う内容が１点ございます。 

  もう１点につきましては、今年度におきまし

ても当然、物価高騰に電気代等々高騰してござ

います。また、先ほどのごみステーションの場

合と同じく、町内会関係の運営が大変苦しいと

いう状況がございますので、今のところまだ今

年の申請を受け付けしておりませんので、どの
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ぐらいというのはまだ明言できないんですけれ

ども、幾らかでも補助率を上げたいということ

での補正内容となってございます。ただし、こ

ちらにつきましては今年度限りと考えてござい

ます。 

  あと、最後のごみステーションに関するとい

うことで古着の回収の御質問をいただきました。

こちらにつきましては、収集の方法であります

とか受けていただける業者をこちらでも把握し

てございません。あと、業者の受け入れられる

量というのもあると当然思いますので、そちら

のほうが分かりませんので、本日におきまして

は御意見として賜るということで御了承願いた

いと思います。 

  以上です。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 それでは、

灯油購入等助成費について対象についての御質

問を受けましたので、お答えさせていただきま

す。 

  こちらの事業ですが、昨年も実施しておりま

して、住民税非課税で高齢者のみの世帯、あと

障害者の属する世帯、また独り親世帯等を対象

としております。 

  以上でございます。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

鈴木則勝。 

佐藤卓也議長 子育て推進課長兼福祉事務所長鈴

木則勝さん。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 民間保

育所等食材等物価高騰対策支援事業費補助金、

こちらも昨年度に引き続きの事業とさせていた

だいておりますが、１食当たりということで、

１食当たり20円の補助ということにさせていた

だいております。 

  続きまして、民間立保育所エネルギー価格高

騰対策支援給付金、１リットル当たりどのくら

いかという御質問でございましたが、施設によ

りまして使っているエネルギーが様々でござい

ますので、参考にさせていただいたのは電力で

25％の上昇というふうなことで計算しておりま

す。 

  なお、この事業につきましては、エネルギー

の使用料に対しての補助ということではなくて、

施設の定員に応じて定額での支援という形を予

定させていただいているところであります。 

  以上であります。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 ５点ほど御質問いただきまし

た。 

  まず初めに、元気な地域農業担い手育成支援

事業費補助金の内容ということでございますが、

こちらは３事業者に対しまして、例えば作業所

の改修工事、それから、収穫機械、それからト

ラクターにつけますアタッチメントの購入に対

する助成でございます。 

  それから、土地利用型産地生産基盤パワーア

ップ事業費補助金につきましては、１事業主体

でありますが、トラクターとトラクターにつけ

るアタッチメント、これが各２台ずつというこ

とでございます。 

  それから、果樹園芸振興事業費の魅力（か

ち）ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助

金についてでございますが、こちらにつきまし

ては、山形県の新しいオリジナル品種でありま

す、やまがた紅王に対する雨よけハウスの助成

ということでございます。 

  それから、畜産振興行政費の畜産経営継続支

援給付金につきましては、６月補正でも予算を

可決していただいておりましたが、頭数の不足

が生じたということで、その不足額分を今般補

正したものでございます。 
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  それから、水田農業対策費の畑地化促進事業

費補助金でございますが、現在、水田活用交付

金の事業で今年度より新たに創出されておりま

す、水田から畑地に戻す際の改良区への協力金

等に対する支援と、それからその体制整備に係

る補助金でございます。 

  以上であります。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 公営住宅管理事業費の施

設管理業務委託料の補正の内容ということで御

質問いただきました。 

  この補正の内容につきましてもまちづくり会

議の中で出た内容でございまして、団地内の敷

地内に植樹されております樹木が高木化しまし

て、住宅の入居者の生活に支障があるものにつ

いて一部伐採、あと枝の張り過ぎている部分に

ついての剪定などについて行う業務を委託する

内容というふうなことでございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 灯油購入等助成費につ

いてですが、住民税非課税世帯ということであ

りました。ここで、生活保護世帯も住民税非課

税世帯です。そして、県内を見ますと、冬季加

算はあるけれども、冬季加算は灯油代などが上

がった分については考えておりません。ずっと

同じ金額です。そういう意味では、県内でも、

生活保護世帯に5,000円、特別にここで支援し

ているという話がありました。そういう考えも

いい考えだなと私は思っているんですけれども、

どうでしょうか。 

  それから、ごみ処理の問題で古着を引き取っ

てみてはどうかという話なんですが、業者を把

握しておられないというお話でした。戸沢村に

お聞きしました。そうしましたら、「高い」

「良」という、コウリョウというのかタカリョ

ウなのか、山形にある業者で、この業者が取り

に来てくれて、そして無料で持っていくと、ら

しいです。ですから、村民の、住民の負担はな

く、役場の負担もなし。ただ、戸沢村は、年２

回、リサイクルイベントを６月と10月にやって、

そこで持ってきてくれたらそれを活用するとい

うことでした。高良のほうは、リサイクルに回

せるいいものはリサイクル、あるいは海外にや

る。あるいは拭き取りなどにも、ぼろぼろにな

った布はそのようにということもありますが、

そういうふうにして使うようにしているようで

す。 

  現在、私たち新庄市民はどうしているかとい

いますと、余った服を古着屋というかリサイク

ルショップに持っていく人もいます。持ってい

ってみたりした。しかし、クリーニングをして

せっかく持っていったのに、名前が書いてある

から駄目なんて言われたり、それから引き取る

金額も10円や30円とかいうようなことで、クリ

ーニングするだけ無駄だという気持ちにさせら

れ、結局、ああもったいないなと思いつつも、

全部有料のごみ袋に入れて出さざるを得ないと

いうことで、これが燃やされている中身なんで

す。リサイクルも今できないと言われているの

で、とても残念です。 

  日本は江戸時代は全部リサイクルしていたと

この間ニュースで言っていて、そこまでいかな

くても、大事な資源ですから使えるものは使え

るように、戸沢村にお聞きして、お金も全然か

かりませんので、できないか検討してみてはど

うかなと思います、ごみが減りますから。そう

いうことをお願いしています。 

  あと、24ページの８の５の１で、公営住宅管

理事業費は樹木伐採・剪定だというお話でした。

このことは分かりました。 

  公営住宅に関して、希望者は皆入れる状況で

しょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横
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山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 灯油購入

費の助成を生活保護受給者へもどうかという御

質問でございますが、この事業は冬の生活応援

事業という県の補助事業を活用しておりまして、

そちらのほう、対象者として生活保護世帯は除

かれておりますので、御理解くださいますよう

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 業者を教えていただき、ありが

とうございます。今後の検討課題とさせていた

だきたいと思います。 

  以上です。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 公営住宅の管理事業費に

絡んで、公営住宅への入居希望者は誰でも入れ

るのかというふうなことで御質問いただいたと

ころです。 

  公営住宅の入居に関しましては、入居に関す

る基準、収入の基準やら住宅に困窮している度

合いなどというふうなことは当然ございます。

その中で、応募される、希望される住宅の場所

というか団地ごとに募集の状況も大きく変わっ

ているところです。大変人気のあるところに関

しましては抽せんというふうなこともございま

すけれども、人気のないと言ってはあれなんで

すけれども、余裕のある住宅については、条件

をクリアされている方に関しましては入居でき

る枠も十分にあるかと思っておりますので、そ

の辺、選定していただきながら応募していただ

ければというふうに考えているところでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さんに申し上げます。質

疑の際は、会議規則第55条に基づき、その内容

を簡潔に述べるようお願い申し上げます。よろ

しいでしょうか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 灯油購入等助成費につ

いて、お答えは県のほうの補助要綱に生活保護

世帯は入っていないんだというお話でした。確

かにそうだと思います。そのようです。しかし、

冬季加算があるからという理由も県も言ってい

ると思います。 

  しかし、さっき述べたように、冬季加算は物

価高になっても上がっていないんじゃないです

か。そう考えると、今まで買えていた、物価高

騰なる前に買えていた燃料が買えなくなる。生

活が縮められている。寒さに我慢しなければい

けないという、そういう低所得者の生活保護世

帯になっているような気がするので、生活保護

世帯にも出している市町村が県内にあるのでは

ないか。私は見つけました。それをぜひ見て考

えていただきたいんですが、どうでしょうか。

もう１回お願いします。 

  それから、市営住宅が人気のないところは十

分に入れるというお話で、空いているところは

あるんだというお話でした。人気のあるところ

の理由は、入りたい学校が近かったり高等学校

が近かったりとか、店が近かったりとか、そう

いうふうに生活しやすい環境にある場所などが

優先されるような気がいたします。そこに殺到

するような気がします。そういう意味ではそこ

は足りないと。低所得で市営住宅を希望してい

ながら、場所がそこに入りたいけれども入れな

いということで諦めている方が低所得世帯にあ

るように思います。 

  そういう意味では、市営住宅を増やすという

のはとても無理な話だと思うので、市営住宅ぐ

らいの家賃で民間の空いているところに入れる

ように支援する制度もあってもいいのではない
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か、低所得者対策として。どうでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 生活保護

受給者の冬季加算に追加して給付してもいいの

ではないかという御質問でございますが、冬季

加算に関しましては、10月から４月まで、施設

の入所者に関しては11月から３月までの間の加

算期間となっております。また、議員おっしゃ

るように生活保護者に対しての給付をしている

自治体もあるということでございますが、今後

の検討課題とさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 公営住宅の入居の数と、

立地条件と応募者の関係というふうなことで御

質問いただいたかと思います。 

  議員おっしゃいましたとおり、それぞれ応募

される方に関しましては、その立地される場所

に特化した応募というふうなことも当然考えら

れるかと思います。新庄市としましても、現在、

空き部屋もありながら管理をしているというこ

とがありましたので、おっしゃるとおり、現在

の数をそのまま増やすなんていうことについて

はちょっと難しい部分あるのかなというふうに

思っております。 

  また、実際に応募される方の状況なんかも見

させていただきますと、住宅の困窮度合いとい

うふうな中からいきますと、一般のアパート等

と比較してやはり市営住宅は家賃が安いので応

募されるというふうなことで、条件には合って

いますので応募されることには問題はないかと

思っていますけれども、比較する上での市営住

宅の選定というふうなことが、本来の公営住宅

制度、低所得者の住宅に困窮している方のため

の住宅というふうなことと比較すると、その辺

検討すべき部分はまだまだあるのかなというふ

うには考えています。 

  また、議員がおっしゃいますように、希望さ

れる場所に多くの住宅を確保するという制度に

つきましても、借り上げの公営住宅みたいな制

度もございますので、考え方としてはなくはな

いのかなというふうに思っています。 

  現在、住生活基本計画という計画を策定しよ

うとしております。その中では、現在の公営住

宅の数、また民間の一般のアパートの数なんか

と戸建ての住宅の数なんかも踏まえて、今後の

人口動態なんかも踏まえながら、どのような形

で整備、管理していくことが適切なのかという

ことも含めて計画を策定していきたいというふ

うに考えております。その中で、公営住宅の更

新について実際の数や場所なんかも含めて検討

は進めていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） 私のほうからは１点に

なろうかと思いますので、よろしくお願いいた

します。先ほどもお話になった件ですが、８款

土木費５項住宅費１目の住宅管理の中で、空き

家対策事業費、準学生寮の供給促進事業補助金、

これ減額補正なっていますが、その件について

でございます。 

  新庄市でも農林専門職大学の受入れについて

はいろいろと考えられて進められた結果、この

ような減額補正というふうになったと思います

が、さきの一般質問でもあったように、熱の入

れようということではないと思いますけれども、

いろんな知恵を働かせてやろうとしたことが結

局はいろんな都合でできなかったという状況か

と思います。それで、来年度以降も事業が展開
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していくのか、あるいはほかのことも含めて考

えることも必要かなというふうにも考えます。 

  なぜなら、もう学生が来年から来るというこ

とでありますし、住むところが一番大事だし、

併せて食事の要件ですね。衣食住というふうな、

人間、生活する上では必要なことでありますの

で、よそから来る学生への受入れが、もっと新

庄市としても積極的にアピールする、広報する

必要があるのではないかなと。比べるわけでは

ないんですが、舟形町ではやはり新築のアパー

トを造って、10人規模なんでしょうけれども、

受入れを準備するというマスコミ報道なんかも

あるわけですから、一般市民も新庄市は何をや

ってんだべというふうな思いがあるやにも思い

ます。そんなことで、これからの予算組立て、

計画もあると思いますが、ぜひともそのことを

配慮しながら進めてほしいものだというふうに

思います。 

  この減額補正についてお伺いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 準学生寮供給促進事業の

減額につきまして御質問いただいたところです。 

  議員から御指摘いただいておりますとおり、

今年度の準学生寮の供給促進事業に関しまして

は、これまでも説明させていただいております

とおり、募集の内容に応じていただける事業者

の方が今年度は難しかったというふうなことで、

結果としまして、当初で計上させていただきま

した2,000万円につきましては残念ながら減額

というふうなことになったところです。 

  来年度に向けてこの応募条件につきましては

見直しをかけていくというふうなことで、前段

の一般質問での答弁にもございましたように、

今年度応募される学生の状況、あとは規模など

も踏まえて、その内容に沿えるような形での条

件整理を改めて計画させていただいて、来年度

も事業展開を試みていきたいというふうには考

えているところでございます。 

  また、他自治体での専門職大学への居住支援

というふうなことで、舟形町のアパートの建設

やら金山町での住宅支援なども情報としては把

握しているところでございますが、新庄市とし

ましては、そもそもというか、今回の準学生寮

の供給事業と併せて、民間の開発業者、不動産

業者のほうとの連携なども主体として考えてお

りまして、民間でも市内へのアパート建設など

が発生しているところも認識しているところで

ございます。その辺の民業との区分というか、

業務の割り振りなんかも考えながら、民業のほ

うを圧迫しないような形での提供も必要なのか

なというふうにも考えておりますので、業界の

ほうとも調整を取りながら、来年度についても

事業の展開について検討は進めていく必要があ

るというふうに考えておりますので、御理解い

ただければと思っております。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） 確かにおっしゃるとお

りだと思います。それを踏まえてなんですが、

やはり学生の気持ちを把握しながらというふう

なことではあるんですが、学生は新庄というの

は、新庄近隣にいる、山形県内の学生の方々は

大体想像もつくと思うんですが、よそから来る

学生のことも配慮した地域受入れの考え方など

も必要かなと思います。その中で、やはり交通

手段も含めた住まい、併せて限られた予算の中

での有効な活用、予算の有効活用ができるよう

な政策、計画がなされればいいなと、そう思う

ところです。 

  ですので、そこら辺を踏まえまして、来年度

に向けた、これからも含めてなんですが、これ

からも補正などできる可能性がありますので、

ぜひとも現実味のある施策を考えていただきた

いなというふうに思います。答えは結構です。 
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  終わります。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

３ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

佐藤卓也議長 今田浩徳さん。 

３ 番（今田浩徳議員） それでは、まずは26ペ

ージの北辰小学校の廃棄物の件についてお願い

します。 

  北辰小学校廃棄物収集運搬処理業務委託料に

ついてですけれども、校舎解体に向けて様々、

校舎内、校舎外の部分のそういうものの運搬、

廃棄に向けての補正だと思いますが、どのよう

な規模というか、どのような内容を検討してい

るのか。机であったりとか様々なものであった

りとか、そういう中のもの、あと外のものだと

様々な展示物であったりとか、あとは学校の道

具であったりとかというのがあると思うんです

けれども、どういうものをどのように処理して

いくのかお願いします。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 教育次長兼教育総務課長渡辺政紀

さん。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議員おっしゃ

ったような形で、学校の解体、来年度、旧北辰

小学校については校舎の解体を実施する予定で

ございますので、それに当たりまして、その工

事の前に校舎内にあります不要な物品等の廃棄

ということで、今回この予算を計上させていた

だいたところでございます。 

  基本的に、各学校、ほかの市内の学校または

市の施設などにおいて使えるものは使っていた

だいた上で、本当に不要となっている要らない

ようなものについて、物品、校舎の中のもので

ございますけれども、物品の廃棄ということで

この委託料は考えているところでございます。 

  以上でございます。 

３ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

佐藤卓也議長 今田浩徳さん。 

３ 番（今田浩徳議員） いろいろそういう様々

なものが出てきますので、できれば地域の方々

とか卒業生を含めたところで、こういうものが

あるからどうですかとか、そういうものまで連

絡できるような形というか、何か引取りも含め

たところでというようなこともあってもよかっ

たのかなと思いますけれども、なかなかその物

に関してはそんな譲れるようなものがないよう

なところまで全て明倫学園のほうには運んだと

は思うんですけれども、そういう周知の中で、

地元の卒業生とかそういう方々に「ああ、だほ

んではちょっと行ってみっかな」というような

機会を与えながら、「あ、これもらっていって

いいべか」みたいなのがあったらいいなという

ようなことも実は聞いていましたので、もしそ

ういう機会、今はもう無理でしょうからあまり

言いませんけれども、そういう機会をつくるの

もよかったのではないかなと思っていますので、

もし機会があれば、まだそういう可能性がある

ならば、そういうことも企画していただけたら

いいのかなと思いますので、これは私の希望も

ありますので、よろしくお願いします。 

  次に、21ページの観光基盤整備事業の中で支

障木の伐倒の業務委託というところであります。

観光地のどういう支障木をどのくらいの量を伐

採、伐倒するのかお教えください。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 支障木の伐採の委託の業

務量の部分についての御質問でございますが、

こちらのほう、陣峰市民の森のルートのほうに

ございまして、陣峰市民の森から月山のほうに

眺望がよく見えるんですが、そちらのほうに今

木が生い茂ってしまって、ちょっと景観が悪い

というふうにこちらのほうでも判断いたしまし

たので、そこのところを処理するための委託料

として今回計上させていただいたという形にな

ってございます。 
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  以上でございます。 

３ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

佐藤卓也議長 今田浩徳さん。 

３ 番（今田浩徳議員） やはり様々な景観を含

めて、市外、県内、県外からそういう方々を呼

ぶための基盤整備と思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  その支障木に関してのところで、23ページの

河川維持のところで河川内の支障木についても

お伺いしたいんですけれども、今回そういう補

正もないんですけれども、今、河川を見ると支

障木のそういうところが見える河川が結構見え

ますが、支障木伐採に向けて、切ってください

とかそういう依頼とか、そういうのは現在来て

いないんでしょうか。もし来ているとしたら、

どのような対処をしていくのかお教えください。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 河川維持費の項目に関し

て、関連の御質問をいただいたと思っておりま

す。 

  河川の支障木の処理に関しましても各地区か

ら、やはり支障木が生い茂り過ぎている状況だ

ったり、河床のしゅんせつなんかも併せて要望

もいただいているところです。実際には、市が

管理する河川に関しましては、当然市の予算の

範囲の中、予算化をして処理をするということ

になるかと思いますけれども、大きな河川の支

障木が目立つような河川についてはおおむね県

管理の河川となっているものと思われます。 

  要望につきましては、随時、要望いただいた

ところに関しましては、管理者であります県の

ほうへも要請しまして要望しているところでも

ありますけれども、そのほかにも、年間を通し

た形で、通年で、できるだけ支障木関係の処理

について継続的に要望していくというふうなこ

とでしているところであります。 

  実際に県のほうでも、河川の流下促進事業と

いうことで、支障木の処理については計画的な

形で順次進めていただいているというふうなこ

ともございますので、可能な限り要望箇所に向

けてその事業を展開していただけないかという

ことでお願いはしているところでありますけれ

ども、河川管理者のほうとしましては、流下を

促進する上で重要な箇所、合流箇所だとか分岐

箇所だとかというふうなことと併せて、堆積土

砂の処理できる場所なんかも確保しながらとい

うこともありましたので、その箇所も確保しな

がら場所の選定をしているというふうなことが

ございましたので、時間的にはその都度都度要

望しながら進められることになると思いますけ

れども、今後も管理者のほうへの要望は継続し

ていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第77号令和５年度新庄市一般会計補正予

算（第３号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第77号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１６議案第７８号令和５年
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度新庄市介護保険事業特別会計補

正予算（第１号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第16議案第78号令和５年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第78号令和５年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第78号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１７議案第７９号令和５年

度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第17議案第79号令和５年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第79号令和５年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第79号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１８議案第８０号令和５年

度新庄市下水道事業会計補正予算

（第２号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第18議案第80号令和５年度新

庄市下水道事業会計補正予算（第２号）を議題

といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第80号令和５年度新庄市下水道事業会計

補正予算（第２号）は、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第80号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

佐藤卓也議長 ここで、市長より御挨拶がありま

す。 

  市長山科朝則さん。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 ９月定例会を閉じるに当たりまし

て、一言申し上げます。 

  私にとっては初めての議会ということで、議

員の皆様方から協力をいただいて、執行部と共

に何とか御可決をいただきましたことにまずも

って感謝を申し上げるところでございます。 

  特に９月は決算委員会と並行してというふう

なことでありますけれども、特に決算委員会で

いただいた御意見に関して、来年度予算に向け

てしっかりと参考にしていきたいというふうに

思うところでございます。 

  就任直後の不慣れな市長職でありましたけれ

ども、本当にこれから努力して市民のために頑

張ってまいりますので、どうぞ御指導よろしく

お願い申し上げまして御挨拶とします。どうも

ありがとうございます。 

佐藤卓也議長 以上をもちまして、令和５年９月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

     午前１１時５３分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  佐 藤 卓 也 

 

   会議録署名議員  鈴 木 啓 太 

 

    〃    〃   山 科 正 仁 

 




